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第１部 総  則 

 

第１章 計画の目的・方針 

 

第１節 計画の目的と方針 

 

第１項 計画の目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づ

き、東員町防災会議が作成する計画であり、町域に係る災害対策を各防災関係機

関が総合的、計画的に推進し、町域並びに住民の生命、身体及び財産を災害から

保護し、もって社会秩序の維持と公共の福祉を確保することを目的とする。 

 

次の大災害が発生した時、 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 東員町の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③ 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧復興 

そのために、防災関係機関はもちろんのこと、町内の企業、団体等や町民の一人

ひとりが着実に防災力を向上させておく。 

 

 

第２項 計画の基本方針 

この計画は、防災関係機関の実施責任を明確にするとともに、各防災関係機関

相互の防災対策を緊密かつ円滑に推進するための基本的大綱を示すもので、その

実施細目については、機関ごとに具体的な活動計画等を別に定め、万全を期する

ものとする。 

なお、各機関は、本計画の習熟に努め、合わせて地域住民に周知徹底を図るも

のとする。 

 

 

第３項 計画の見直し方針 

１ 見直しの背景 

(1) 伊勢湾台風とその後の防災対策  

昭和 34年 9月 26日に潮岬に上陸した伊勢湾台風は、全国では 5,098人、

三重県内でも 1,281人に上る死者・行方不明者を生じる未曽有の大災害とな

り、明治以降、国内で最大の被害が生じた台風として記録されています。 
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この伊勢湾台風を契機に国の防災対策体制が大きく見直されることとな

り、同台風時の水位等を基準とした防潮堤や堤防の整備が全国的に進められ

るとともに、災害対策の基本に関する総合的な法律として災害対策基本法が

昭和 36年に成立し、中央防災会議、地方防災会議の設置や、防災基本計画、

地域防災計画の策定などが規定され、総合的・計画的な防災体制の整備が図

られて、風水害対策も大きく進みました。 

 

(2) 近年の風水害の傾向と新たな対策の必要性 

昭和 50年代以降、気象災害による被害は大幅に減少しており、伊勢湾台

風後に進められた防災対策は、全国的にも一定の効果を上げてきたものと考

えられます。 

しかしながら、地球温暖化などの影響から、台風の大型化など、近年の気

象現象に変化が見られ、災害の様相がこれまでとは変わりつつあるため、従

前の対策だけでは対応ができなくなってきています。 

三重県における風水害を例にあげると、平成 16 年の「台風第 21号とその

前線によりもたらされた豪雨」では、最大１時間降水量が当時の宮川村（現

大台町）で 139ミリ、総降水量は尾鷲市で 876ミリを記録し、これにより生

じた土砂災害や河川氾濫により、県内だけで死者・行方不明者が合わせて 10

人に達するなど、大きな災害となりました。 

また、平成 23 年の台風第 12号による「紀伊半島大水害」では、県南部を

中心に総降水量が各地で 1,000ミリを超える大雨となり、土砂災害や浸水被

害により、県内で３人の死者・行方不明者が生じました。 

これら、甚大な被害をもたらした風水害被害の特徴は、大型の台風等により

局所的に想定を超えた大量の雨が降り、大規模な土砂災害や浸水被害を発生さ

せるというもので、このケースの災害が全国的にも増加してきています。 

また、局地的な大雨や竜巻など、突発的に発生して深刻な被害を生じさせ

る気象事象や、地域によってはひとたび発生すると大きな社会的混乱を招く

こととなる雪害も増加傾向にあり、これら風水害への対応も災害対策上の新

たな課題となっています。 

本町においても、令和元年９月４日の午後６時頃から降り始めた雨が午後

10時すぎから局地的な大雨（ゲリラ豪雨）となり、わずか３時間ほどで降水

量 235ミリを観測（東員消防署観測）するなど近年に例をみないほどの短時

間の降雨により町内各地で浸水被害等が相次ぎました。 

こうしたことから、これら風水害への対応を図るため、これまでの計画に

新たな視点からの対策等を加えることとし、その方針等を本計画で示すこと

としました。 

 

２ 計画見直しのポイント 

前述の変遷しつつある近年の気象現象に対応するための計画の見直しのポイ

ントと概要は次のとおりです。 

(1) 台風発生から到達までのリードタイムを生かした事前の防災行動計画、い

わゆる「タイムライン」について、本町の考え方を示す。 

台風は、近年増加する傾向にあり、台風の影響で起こる洪水や土砂災害な

どによる風水害が、毎年全国各地で発生しています。 
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一方、台風は事前に予測できることから、台風発生から到達までの間、時

間的余裕があり、このリードタイムを生かした事前の防災行動計画、いわゆ

る「タイムライン」を活用した防災・減災対策を取り入れる動きが、国内外

で始まっています。 

このため、三重県においては、台風の発生から到達までのリードタイムを

生かした事前対策に万全を期すため、「三重県版タイムライン」、「三重県版タ

イムラインにおける事前行動項目」を作成し、三重県における「タイムライ

ン」の考え方について示していますので、これらを基に「東員町タイムライ

ン」を作成し、本町における「タイムライン」の考え方について説明しま

す。 

 

(2) 局地的大雨や竜巻など、時間的余裕のない突発的な気象現象や大きな社会

的混乱を招く恐れのある大雪など、特定の自然災害に備えるための対策を盛

り込む。 

近年の気象現象の特徴として、気象庁から「非常に激しい雨」、「猛烈な

雨」という表現で発表される局地的大雨や、近年、我が国でも多くの被害事

例が寄せられている竜巻など、時間的余裕がない突発的な気象事象について

も、その発生が増加傾向にあります。加えて、ひとたび町内で発生すると大

きな社会的混乱を生じるおそれのある大雪なども、近年、各地で大きな被害

が報告されています。これまでの計画で掲げてきた対策では対応しきれな

い、こうした特定の自然災害について、今回の計画から、新たに「第２部 災

害予防・減災対策」に「第６章 特定自然災害への備え」、「第４部 発災後

の応急対策」に「第５章 特定自然災害対策」を設け、自助・共助に重点を置

いた対策を示すこととしました。 

 

(3) 計画における事故等にかかる災害対策を整理する。 

災害対策基本法では、自然災害の他に、大規模な火事、もしくは爆発その

他の大規模な事故等も対策の対象に掲げ、防災基本計画においてこれら事故

等への対策を掲げています。今回の見直しにあたっては、これまで自然災害

と並列で記載してきたこれら事故対策を自然災害と別立ての構成とし、新た

に「第 6部 事故等による災害対策」を新設することで、事故対策をまとめて

記載しています。 
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第２節 計画の位置づけ及び構成  

 

第１項 計画の位置づけ 

東員町地域防災計画は、この「風水害等対策編」の他、「地震対策編」及び「資

料編」の３編からなり、「風水害等対策編」には、基本法第２条第１号に規定する

災害のうち、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地滑りその他の

異常な自然現象と、大規模な火事、もしくは爆発、その他の大規模な事故を対象

とした対策を記載しています。地震及び津波に関する対策については、「地震対策

編」に別途まとめて記載しています。 

「資料編」については、「風水害等対策編」と「地震対策編」を補完するための

資料をまとめて記載しています。 

 

第２項 計画の構成 

第１部  

総  則  

○ 計画の目的や方針、町、県、防災関係機関、県民等の防災

上の責務や役割、東員町の特質や既往の風水害の状況等に

ついて書かれています。 

第２部  

災害予防・  

減災対策  

○ 発災時の被害の防止及び減災を図るため、又は発災後の

対策を円滑に実施するための事前の措置として、平時にお

いて風水害等に備えて行うべき自助・共助・公助の防災対

策について書かれています。 

第３部   

台 風 接 近 時 等

の減災対策  

○ 台風等発生から発災までの事前の減災対策について書か

れています。また、防災・減災対策へのタイムラインの導

入の必要性と導入方針について書かれています。 

第４部   

発災後の  

応急対策  

○ 町災対本部の部隊活動を中心に、災害発生直後に取り組

むべき、緊急性の高い応急対策について書かれています。 

第５部   

被災者支援・  

復旧対策  

○ 町災対本部の部隊活動を中心に、気象事象が収まった後

の被災者支援や被災後の復旧に関する対策について書か

れています。 

第６部   

事故等による  

災害対策  

○ 重大事故や大規模火災、林野火災などの事故等対策につ

いて書かれています。 

 

 

第３項  計画の修正  

この計画は、基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があると認め

る時はこれを修正する。従って、各防災関係機関は、毎年町防災会議が指定する期

日（緊急を要するものについてはその都度）までに、関係事項についての計画修正

案を町防災会議に提出するものとする。 
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第４項  用語  

本計画において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

１ 町 災 対 本 部 ･･･ 東員町災害対策本部をいう。 

２ 県 災 対 本 部 ･･･ 三重県災害対策本部をいう。 

３ 防 災 関 係 機 関 ･･･ 県、市町、国(指定地方行政機関、自衛隊等)、 

指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体 

及び防災上重要な施設の管理者をいう。 

４ 基 本 法 ･･･ 災害対策基本法をいう。 

５ 救 助 法 ･･･ 災害救助法をいう。 

６ 要 配 慮 者 ･･･ 高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を 

要する者をいう。 

７ 避難行動要支援者 ･･･ 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生 

するおそれがある場合に自ら避難することが困難 

な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を 

図るため特に支援を要する者をいう。 

８ その他の用語については、基本法の例による。 
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第２章 計画関係者の責務等 

 

第１節 町・県・防災関係機関・住民等の実施責任及び役割 

 

第１項 町・県・防災関係機関の実施責任及び役割 

１ 町 

① 東員町（以下、「町」という。）は、防災の一次的責務を有する基礎的な地方公

共団体として、町域並びに地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護す

るため、防災関係機関及び他の地方公共団体等の協力を得て防災活動を実施

する。 

② 町は、住民、自主防災組織、事業者、県及び防災関係機関と連携し、防災･減

災対策を推進する。 

 

２ 県 

① 三重県（以下、「県」という。）は、県の地域並びに県民の生命、身体及び財産

を風水害等から保護するため、市町及び防災関係機関の協力を得て、県域に

おける防災・減災対策を推進する。 

② 県は、災害の規模が大きく、市町単独で処理することが困難と認められると

き、あるいは市町の区域を大きく超えて広域にわたるときなどは、指定地方

公共機関をはじめとする防災関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、

防災活動を実施する。 

③ 県は、市町及び防災関係機関が実施する防災対策を支援するとともに、総合

調整を行う。 

④ 県は、発災時に安否不明者（行方不明者となる疑いのある者）の氏名等の公

表や安否情報の収集・精査等を行う場合に備え、市町等と連携の上、あらか

じめ一連の手続等について整理し、明確にしておくよう努めるものとする。 

 

３ 指定地方行政機関 

① 指定地方行政機関は、町の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産を風水

害等から保護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協

力して防災･減災対策及び防災活動を実施する。 

② 指定地方行政機関は、町及び県の防災･減災対策及び防災活動が円滑に行われ

るように勧告、指導、助言等の措置をとる。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

① 指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかん

がみ、自ら防災活動を積極的に推進する。 

② 指定公共機関及び指定地方公共機関は、町及び県の防災･減災対策及び防災活

動が円滑に行われるよう、その業務に協力する。 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

① 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平素から風水害等予防体制の

整備を図り、災害時には応急措置を実施する。 
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② 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、町、県その他防災関係機関の

防災･減災対策及び防災活動に協力する。 

 

第２項 町民・自主防災組織・事業者の実施責任及び役割 

１ 町民 

① 町民は、常に風水害等に対する危機意識を持って、自らの身の安全は自ら守

る自助の取組を実践し、家庭等における防災・減災対策を講じるよう努める。 

② 町民は、地域において、自主防災組織、防災ボランティア及び事業者その他

防災活動を実施する団体等が実施する防災・減災対策に積極的に協力し、地

域の安全は皆で守る共助の取組に努める。 

 

２ 自主防災組織 

① 自主防災組織は、地域住民、事業者及び防災ボランティアその他防災活動を

実施する団体等と連携して、地域における防災・減災対策の実施に努める。 

② 自主防災組織は、地域において町、県及び防災関係機関が実施する防災・減

災対策に協力し、かつ、災害が発生した場合において地域住民の安全を確保

するよう努める。 

 

３ 事業者 

① 事業者は、常に風水害等に対する危機意識を持って、自ら防災・減災対策を

実施し、発災時に従業員等の生命、身体を保護するとともに、発災後の円滑

な事業継続に努める。 

② 事業者は、地域において地域住民等、自主防災組織、県、町及び防災関係機

関が実施する防災・減災対策並びに防災活動に積極的に協力するよう努める。 
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第２節 町・県・防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 
 

第１項 町の処理すべき事務又は業務の大綱 

機関名 内   容 

町 

① 町防災会議及び町災対本部に関する事務 

② 防災対策の組織の整備 

③ 防災施設の整備 

④ 防災行政無線の整備と運用 

⑤ 防災に必要な資機材の備蓄と整備 

⑥ 防災のための知識の普及、教育及び訓練 

⑦ 消防団及び自主防災組織等の育成及び強化 

⑧ 災害に関する情報の収集、連絡及び被害調査 

⑨ 被災者に対する情報の伝達及びその他の町民に対する広報 

⑩ 町民に対する避難指示等 

⑪ 被災者の救助に関する措置 

⑫ ボランティアの受入れに関する措置 

⑬ 災害時の防疫その他保健衛生に関する措置 

⑭ 被災町営施設の応急対策 

⑮ 災害時の文教対策 

⑯ 災害時の交通及び輸送の確保 

⑰ その他災害応急対策及び災害復旧の実施 

⑱ 災害廃棄物の処理に関する措置 

⑲ 町内の公共団体が実施する災害応急対策の調整  

⑳ 避難地、避難路、緊急輸送を確保するために必要な道路、その他

防災上整備が必要な事業の実施 

㉑ その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

東員消防署 

① 火災の予防・警戒・鎮圧 

② 災害の防除及び被害の軽減 

③ 救助・救急活動 

④ 災害情報の収集・連絡等 
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第２項 県の処理すべき事務又は業務の大綱 

機関名 内   容 

県 

① 県防災会議及び県災対本部に関する事務 

② 防災対策の組織の整備 

③ 防災施設の整備 

④ 防災行政無線等の通信設備及び防災情報システムの整備と運用 

⑤ 防災に必要な資機材の備蓄と整備 

⑥ 防災のための知識の普及、教育及び訓練 

⑦ 災害に関する情報の収集、連絡及び被害調査 

⑧ 被災者に対する情報の伝達及びその他の県民に対する広報 

⑨ 被災者の救助に関する措置 

⑩ ボランティアの受入れに関する措置 

⑪ 災害時の防疫その他保健衛生に関する措置 

⑫ 被災県営施設の応急対策 

⑬ 災害時の文教対策 

⑭ 災害時の交通及び輸送の確保 

⑮ 自衛隊の災害派遣要請 

⑯ 災害復旧の実施 

⑰ 災害廃棄物の処理に関する措置 

⑱ 市町及び指定地方公共機関が処理する防災に関する事務又は業務

の支援及び総合調整 

⑲ 避難地、避難路、緊急輸送を確保するために必要な道路、その他防

災上整備が必要な事業の実施 

⑳ その他災害の発生の防御及び拡大防止のための措置 

いなべ 

警察署 

① 災害警備体制 

② 災害情報の収集・連絡等 

③ 救出救助活動 

④ 避難誘導 

⑤ 緊急交通路の確保 

⑥ 身元確認等 

⑦ 二次災害の防止 

⑧ 危険箇所等における避難誘導等の措置 

⑨ 社会秩序の維持 

⑩ 被災者等への情報伝達活動 

⑪ 相談活動 

⑫ ボランティア活動の支援  
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第３項 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 １ 指定地方行政機関 

機関名 内     容 

中部管区 

警察局 

① 管区内各県警察の災害警備活動の指導・調整 

② 他管区警察局及び管区内防災関係機関との連携 

③ 管区内各県警察の相互援助の調整 

④ 警察通信施設の整備及び防護並びに警察通信統制 

⑤ 情報の収集及び連絡 

東海 

財務局 

① 災害復旧事業における職員の査定立会 

② 災害応急復旧事業等のための災害つなぎ資金の短期貸付措置 

③ 災害復旧事業財源にかかる財政融資資金の措置 

④ 金融上の諸措置 

東海北陸 

厚生局 

① 災害状況の情報収集、連絡調整 

② 関係職員の派遣 

③ 関係機関との連絡調整 

東海 

農政局 

① 農地海岸保全事業、農地防災事業、地すべり対策事業（農林水産省農村

振興局所管に限る）等の国土保全対策の推進 

② 農作物、農地、農業用施設等の被害状況に関する情報収集 

③ 被災地における生鮮食料品、農畜産物用資材等の円滑供給に関する指

導 

④ 被災地における農作物等の病害虫防除に関する応急措置に関する指導 

⑤ 農地、農業用施設等の災害時における応急措置に関する指導並びに災

害復旧事業の実施及び指導 

⑥ 直接管理又は工事中の農地、農業用施設等の応急措置 

⑦ 地方公共団体の要請に応じ、農林水産省の保有する土地改良機械の貸

付け等 

⑧ 被災農業者等の経営維持安定に必要な資金の融資等に関する指導 

⑨ 被害を受けた関係業者・団体の被害状況の把握 

⑩ 食料の円滑な確保、価格の高騰に関する情報を消費者から収集、消費

者に提供するための緊急相談窓口の設置 

近畿中国 

森林 

管理局 

① 防災を考慮した森林施業 

② 国有保安林、治山施設等の整備 

③ 国有林における予防治山施設による災害予防 

④ 国有林における荒廃地の復旧 

⑤ 災害対策用復旧用材の供給 
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中部 

経済産業 

局 

① 所掌事務に係る災害情報の収集及び連絡 

② 電力、ガスの供給の確保に関すること 

③ 災害時における物資の安定的供給確保に係る情報収集及び関係機関と

の連絡調整 

④ 中小企業者の事業再建に必要な資金の融通円滑化等の措置 

⑤ 必要に応じて災害対策本部への職員の派遣を行う 

中部 

近畿産業 

保安 

監督部 

① 高圧ガス、液化石油ガス、火薬類、コンビナート、鉱山、電気、ガス等

所掌に係る施設の保安の確保に必要な監督指導 

② 必要に応じて災害対策本部への職員の派遣を行うことによる①の円滑

な実施 

 

 

 

中部 

運輸局 

① 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達 

② 海上における物資及び旅客の輸送を確保するための船舶の調達あっせ

ん、特定航路への就航勧奨 

③ 港湾荷役が円滑に行われるための必要な指導 

④ 緊急海上輸送の要請に速やかに対応するための船舶運航事業者等との

連絡体制の強化、船舶動静の把握及び緊急時の港湾荷役態勢の確保 

⑤ 特に必要があると認める場合の船舶運航事業者、もしくは港湾運送事

業者に対する航海命令又は公益命令を発する措置 

⑥ 鉄道及びバスの安全運行の確保に必要な指導・監督 

⑦ 自動車道の通行の確保に必要な指導・監督 

⑧ 陸上における物資及び旅客輸送を確保するための自動車の調達あっせ

ん、輸送の分担、う回輸送、代替輸送等の指導 

⑨ 緊急陸上輸送の要請に速やかに対応するための関係運送事業団体及び

運送事業者との連絡体制の確立、緊急輸送に使用しうる車両等の把握

及び緊急時の出動体制の整備 

⑩ 報連絡員（リエゾン）等及び緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣ

Ｅ）を派遣することによる、被災地方公共団体が行う、被災状況の迅

速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害

応急対策に対する支援 

大阪 

航空局 

中部空港 

事務所 

① 航空保安施設の管理運用 

② 航空機乗組員に対する航空機の航行の安全を確保するために必要な情

報の提供 

③ 航空機の航行の安全を確保し、秩序を維持するための航空交通管制 

④ 航空輸送の要請に速やかに対応するための緊急輸送関係省庁、地方公

共団体、関係公共機関、関係事業者と密接に連携した緊急輸送の適切

な実施に必要な措置 
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津地方 

気象台 

① 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

② 気象、地象及び水象の予報及び警報、並びに台風等の情報を適時・的確

に防災機関に伝達するとともに、これらの機関や報道機関を通じて町

民に周知できるよう努める。 

③ 町が行う避難指示等の判断・伝達マニュアル等の作成に関して、技術

的な支援・協力を行う。 

④ 災害の発生が予想される時や、災害発生時において、町に対して気象

状況の推移やその予想の解説等を適宜行う。 

⑤ 町、その他の防災関係機関と連携し、防災気象情報の理解促進、防災知

識の普及啓発活動に努める。 

東海総合 

通信局 

① 災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施設）

の整備のための調整及び電波の監理 

② 災害時における電気通信及び放送の確保のための応急対策及び非常の

場合の無線通 信の監理 

③ 災害地域における電気通信施設、放送設備等の被害状況の調査 

④ 非常通信訓練の計画及びその実施についての指導に関すること 

⑤ 非常通信協議会の運営に関すること 

⑥ 通信インフラに支障が発生した被災地の地方公共団体等への衛星携帯

電話等の災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車及び臨時災

害放送局用設備の貸与 

三重 

労働局 

① 事業者に対し、二次的災害防止のための指導・監督の実施 

② 事業場における労働災害発生状況の把握 

③ 労働災害と認められる労働者に対し、迅速・適正な保険給付等の実施 

国土地理院

中部地方測

量部 

① 災害応急対策の際、災害に関する情報の収集及び伝達における地理空

間情報の活用促進支援を実施 

② 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の際、国土地理院が提供及

び公開する防災関連情報の活用促進支援を実施 

③ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興の際、地理情報システムの

活用促進支援を実施 

④ 災害復旧・復興の際、位置に関わる情報の基盤を形成するため、必要に

応じて復旧測量等を実施 

中部地方環

境事務所 

① 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

② 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情報収集 

近畿中部防

衛局東海防

衛支局 

① 所有財産の使用に関する連絡調整 

② 災害時における防衛省本省及び自衛隊との連絡調整 

③ 在日米軍が災害対策措置を行う場合の連絡調整の支援 
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中部地方 

整備局 

近畿地方 

整備局 

(1) 災害予防 

① 応急復旧用資機材の備蓄の推進、災害時にも利用可能な通信回線等の確保

及び防災拠点の充実 

② 機動力を生かした実践的な方法による防災訓練の実施 

③ 公共施設等の被災状況調査を行う防災エキスパート制度の活用 

④ 災害から地域住民の生命、財産等を保護するための所管施設等の整備（耐

震性の確保等）に関する計画・指導及び事業実施 

⑤ 災害時の緊急物資並びに人員輸送用岸壁の整備に関する計画・指導及び事

業実施 

⑥ 関係機関との連携による災害に強い地域づくり計画の策定 

⑦ 洪水予警報や道路情報、波浪観測情報等の発表・伝達及び住民・事業者へ

の達手段の確保 

⑧ 河川管理者の水防への協力事項及び道路啓開（くしの歯作戦）・航路啓開

（くまで作戦）に関する計画等の情報共有 

(2) 初動対応 

① 情報連絡員（リエゾン）及び緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）

等を派遣し、被災地方公共団体等が行う被災状況の迅速な把握、被害の

発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応急対策に対する支

援を行うとともに、緊急車両の通行を確保するため、関係機関と調整を

図りつつ、道路啓開を実施。 

(3) 応急・復旧 

① 防災関係機関との連携による応急対策の実施 

② 緊急輸送道路を確保する等の目的で実施される交通規制への協力 

③ 水防・避難のための氾濫情報等の発表・伝達、水害応急対策、水防活動へ

の協力及び著しく激甚な災害が発生した場合における特定緊急水防活動

の実施 

④ 道路利用者に対して、南海トラフ地震臨時情報及び道路障害規制等の情報

提供を道路情報板や道の駅等の道路情報提供装置を用いて行い、情報の

周知を図るとともに、低速走行の呼びかけ等の実施 

⑤ 応急活動のための体制の整備及び所掌事務の実施 

⑥ 路上障害物の除去等による緊急輸送道路の確保 

⑦ 航路啓開に関する計画に基づく、津波流出物の除去等による海上緊急輸送

路の確保 

⑧ 緊急を要すると認められる場合の申し合わせに基づく自主的な応急対策の

実施 

⑨ 所管施設の緊急点検の実施 

⑩ 情報の収集及び連絡 

⑪ 道路施設、堤防、水門等河川管理施設及び港湾・海岸保全施設等の被災に

対する総合的な応急対策並びに応急復旧に関する計画・指導及び事業実

施 

⑫ 海上の流出油災害に対する防除等の措置を実施 

⑬ 要請に基づき、中部地方整備局・近畿地方整備局が保有している防災ヘ

リ・各災害対策車両・油回収船・浮体式防災基地等を被災地域支援のた

めに出動 
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２ 自衛隊 

機関名 内     容 

陸上自衛隊 
① 要請に基づく災害派遣 

② 関係機関との防災訓練に協力参加 

 

 

３ 指定公共機関 

機関名 内     容 

西日本 
電信電話 
株式会社 
三重支店 

災害発生に際して、電気通信設備運営の万全と総合的な通信設備

の応急復旧計画の確立並びに早急な災害復旧措置の遂行 

① 電気通信設備の災害情報の収集、情報連絡の措置 

② 非常時における通信電話回線の規制措置又は臨時回線の作成及

び被災地の復旧救護等のための回線疎通措置 

③ 被災通信回線の復旧順位に基づき、要員、資材、輸送方法等の

確保及び通信設備の早急な災害復旧措置 

株式会社 
ＮＴＴドコモ 
東海支社 
三重支店 

災害発生に際して、移動通信設備運営の万全と総合的な移動通信

設備の応急復旧計画の確立並びに早急な災害復旧措置の遂行 

① 移動通信設備の災害情報の収集、情報連絡の措置 

② 非常時における携帯電話通信回線の規制措置及び被災地の復旧

救護等のための回線疎通措置 

③ 被災通信回線の復旧順位に基づき、要員、資材、輸送方法の確

保及び移動通信設備の早急な災害復旧措置 

ＫＤＤＩ 
株式会社 
中部総支社 

ソフトバンク 
株式会社 

① 電気通信設備に関わる災害情報の収集、連絡の措置 

② 非常時における通信の確保と利用制限の措置及び被災地におけ

る復旧救護等のための臨時通信回線の設定 

③ 被災通信設備の早急な災害復旧措置 

日本銀行 

名古屋 

支店 

災害発生時等においては、関係行政機関と密接な連携を図りつ

つ、次の措置を講じる。 

① 銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節 

ア 通貨の円滑な供給の確保 

イ 現金供給のための輸送、通信手段の確保 

ウ 通貨および金融の調節 

② 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

ア 決済システムの安定的な運行に係る措置 

イ 資金の貸付け 

③ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

④ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

⑤ 各種措置に関する広報 

⑥ 海外中央銀行等との連絡・調整 
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日本赤十字 

三重県支部 

① 災害時における医療、助産及びその他の救助 

② 救援物資の配分 

③ 災害時の血液製剤の供給 

④ 義援金の受付及び配分 

⑤ その他災害救護に必要な業務 

日本放送協会 

津放送局 

① 災害時における放送番組は、災害の種別・状況に応じ、緊急警報

放送、災害関係の情報、警報、注意報、ニュース及び告知事項、

災害防御又は災害対策のための解説・キャンペーン番組等、有効

適切な関連番組を機動的に編成して、災害時の混乱を防止し、人

心の安定と災害の復旧に資する。 

② 放送にあたっては、外国人、視聴覚障がい者等にも配慮を行うよ

う努める。 

③ 町民に対する防災知識の普及並びに各種予警報等の報道による

周知 

④ 町民に対する情報、対策通報、ニュース及びお知らせの迅速な報

道 

中日本 
高速道路 
株式会社 

① 東海環状自動車道の維持、修繕又はその他の管理並びに災害復旧

の実施 

中部電力 
パワーグリッド 
株式会社 
三重支社 
桑名営業所 

株式会社 
ＪＥＲＡ 
西日本支社 

① 電力復旧に必要な要員及び資機材の確保 

② 電力供給設備への必要な応急対策を含む、災害防止措置の実施 

③ 町、いなべ警察署、関係会社、各電力会社等との連携 

④ 発災後の電力供給設備被害状況の把握及び復旧計画の立案 

⑤ 電力供給施設の早期復旧の実施 

⑥ 被害状況、復旧見込み、二次災害防止等広報活動の実施 

日本郵便 

株式会社 

① 災害時における郵便業務の確保 

ア 郵便物の送達の確保 

イ 郵便局の窓口業務の維持 

② 郵便業務に係る災害特別事務取り扱い及び援護対策 

ア 被災者の安否通信等の便宜を図るため、郵便局において被災世

帯に対し、通常葉書等を無償交付する。 

イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 

ウ 被災者の救助を行う町、日本赤十字社、その他総務省令で定め

る法人又は団体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免

除を実施する。 

エ 被災者の救助を行う団体が被災者に配布する救助物資を購入

するために必要な費用に充てるため、あらかじめ当該団体か

らの申請に基づき、総務大臣の許可を得て、お年玉付郵便葉書

等寄付金を配分する。 
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東邦ガス 

株式会社 

① ガス施設の災害予防措置及び防災対策に係る措置の実施 

② 災害復旧に備えた要員及び資機材の確保 

 

 

 

４ 指定地方公共機関 

機関名 内     容 

公益社団法人 
三重県医師会 

① 医師会救護班の編成並びに連絡調整 

② 医療及び助産等救護活動 

三重テレビ 
放送株式会社 ① 日本放送協会津放送局に準ずる。 

三重エフエム 
放送株式会社 ① 日本放送協会津放送局に準ずる。 

三重交通 
株式会社 

① 災害応急活動のための町災対本部からの車両借上げ要請に

基づく応急輸送車の派遣及び配車配分 

② 災害により線路が不通となった区間の鉄道乗客の代行輸送 

③ 災害における学校、病院及び社会養護施設等の通学、通院利

用者の臨時応急輸送 

一般社団法人 
三重県トラック 

協会 

① 災害応急活動のための町災対本部からの車両借上げ要請に

対する即応体制の整備並びに配車 

一般社団法人 

三重県ＬＰ 

ガス協会 

① 需要者の被害復旧及び状況調査をして、需要者に対する特別

措置の計画と実施 

② 供給設備及び工場設備の災害予防及び復旧を実施し、需要者

に対する早期供給 

公益社団法人 

三重県歯科 

医師会 

① 歯科医師会救護班の編成並びに連絡調整 

② 歯科保健医療活動及び災害発生時の遺体の検案において、歯

科所見からの身元確認作業等を実施 
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株式会社 

ケーブル 

コモンネット 

三重 

災害発生に際して、県内CATV 事業会社8 社が所有する電気

通信設備・放送設備の万全な運営と総合的な両設備の応急復旧

計画の確立並びに早急な災害復旧処置の遂行を統括する。 

① 電気通信設備・放送設備の被災情報の収集に努め被災設備の

復旧順位に基く、要員、資材、輸送方法等の確保並びに早急

な災害復旧措置を行う。 

② 災害時における放送番組は、災害の種別・状況に応じ有効適

切な関連番組を機動的に編成し、災害時の混乱を防止し、人

心の安定と災害の復旧に資するとともに、放送にあたって

は、外国人、視聴覚障害者等にも配慮を行う。③ 県民に対す

る防災知識の普及並びに各種予警報等の報道による周知を

行う。 

④ 県民に対する情報、対策通報、ニュース及びお知らせの迅速

な報道を行う。 

一般社団法人 

三重県建設業 

協 会 

① 応急仮設住宅の建設への協力 

② 災害時における公共土木施設の調査、緊急に復旧する工事及

び緊急に道路を啓開する工事への協力 

 

 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 内     容 

産業経済団体（三重北農

業協同組合、桑員河川漁

業協同組合及び東員町商

工会等） 

① 災害時の対策指導、被害調査の自主的な実施並びに

必要資機材及び融資斡旋に対する協力 

文化、厚生、社会団体 

（日赤奉仕団、婦人会、

青年団等） 

① 被災者の救助活動及び義援金品の募集等への協力 

危険物施設等の管理者 
① 町の防災機関と密接な連絡並びに危険物等の防災

管理の実施 

土地改良区 

① 防災上危険と考えられる樋門、水路又は老朽ため池

等施設の整備又は復旧工事の施工、並びに防災管理

の実施 

一般乗合旅客自動車運送

事業者（三重交通株式会

社を除く） 

① 三重交通株式会社に準ずる。 
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機関名 内     容 

鉄道事業者 

（三岐鉄道株式会社） 

① 災害により線路が不通となった場合のバスによる

代行輸送 

② 線路、橋梁、停車場、盛土及び電気施設等その他輸

送に直接関係ある施設の保守管理 

ガス事業者（東邦ガス株

式会社、一般社団法人三

重県ＬＰガス協会を除

く） 

① 東邦ガス株式会社及び一般社団法人三重県ＬＰガ

ス協会に準ずる。 
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第３章 東員町の特質及び風水害等の状況 

 

第１節 東員町の特質 

 

第１項 地形の概要 

本町は、県北端部の桑名市、四日市市、いなべ市と隣接し、名古屋市から 30 ㎞

圏内に位置している。総面積は約 22.68㎢で、東西に約５㎞、南北に約 7.3㎞と比

較的狭い町域の中で効率よく都市基盤が整備されている。 

町の中央部では、稲作を中心とした田園の平坦地が広がり、この平坦地の南側に

は藤川、戸上川等、６河川を支流に持つ員弁川が東流している。この平坦地の北部

は、緩やかな傾斜を持つ丘陵になり、その北端では標高 100m程度になる。 

町の南部は急斜面で標高 50m程度の丘陵地を形成している。 

 

第２項 気象の概要 

令和３年の平均気温を見ると、16.5℃であり、比較的過ごしやすく、降雨量も令

和３年は 1,726.0㎜と農作物の栽培に適した条件を備えている。（出典：気象庁 ア

メダス（桑名）における気象） 

 

第３項 社会的概要 

１ 人口 

本町では、昭和 50～60 年代には大規模住宅団地の開発に伴い、人口が大きく

増えたが、平成２年頃からほぼ横ばい状態で推移し、令和２年には 25,784 人と

なっている。 

一方、老年人口を見ると、増加傾向にあり令和２年では 8,011 人と人口の

31.1％を占めている。三重県（令和２年国勢調査）によると、県平均の老年人口

割合は 29.9％で本町は県平均とほぼ同じであり、高齢化の増加傾向は今後も続

くことが予想され、防災面からも要配慮者（注）対策の推進が必要といえる。 

 

２ 人口の推移 （国勢調査 各年10月１日現在）  

年 
人   口 世帯数 

(世帯) 

一世帯当
たり人数 
（人） 

65歳以上 

総数（人） 男（人） 女（人） 人口（人） 割合（％） 

昭和55年 15,538 7,737 7,801 3,882 4.00 1,340 8.6 

60 18,949 9,417 9,532 4,727 4.01 1,690 8.9 

平成２年 25,447 12,556 12,891 6,547 3.89 2,217 8.7 

12 26,305 12,916 13,389 7,687 3.42 3,481 13.2 

22 25,661 12,524 13,137 8,580 2.99 5,289 20.7 

27 25,344 12,353 12,991 8,863 2.86 6,967 27.5 

令和２年 25,784 12,614 13,170 9,539 2.70 8,011 31.1 
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３ 産業 

(1) 農業 

本町は、平坦でのどかな田園地帯を利用して良質の米を生産してきたが、農

業を取巻く環境は非常に厳しくなってきている。令和３年の農林業センサスに

よると、農家数の約８割が第２種兼業農家であり、農家数、経営耕地面積は年々

減少している。 

名古屋圏に位置するという地理的条件から、今後も都市的土地利用が進む

ことが予想されるため、優良農地の確保や農地の流動化を進めるとともに、担

い手農家の育成や新たな販路開拓も進める必要がある。 

(2) 商業 

本町の商業は飲食料品小売が中心であり、商店が点在しているのが現状で

ある。 

近年では日用品雑貨、食料品等の販売を中心とした大型店の進出により、町

全体の商業を底上げしている。 

(3) 工業 

工業統計調査によると、令和２年の従業者４人以上の製造業事業所数は 84

事業所、従業者数は 4,711人である。 

業種別に見ると、事業所数では機械器具製造業、金属製品製造業が大きなウ

ェイトを占めている。また、経営規模別に見ると、従業者 30 人以上の事業所

が 22事業所と少なく、大部分が 30人未満の事業所であり、昨今の経済不安定

の状況下では経済変動の影響を受けやすい状況にある。 

 

４ 土地利用 

固定資産概要調書によると、令和４年の本町の土地利用は、住居系、商業系、

工業系の宅地が 509ha で町域の約 34％を占めている。平地部を中心に集落が広

がり、北部丘陵地には大規模住宅団地が形成されている。また、国道 421号沿い、

員弁川沿い、南部丘陵地には工業地が分布しているが、まとまった商業地は形成

されていない。 

一方、農地は町域の約 47％を占め、員弁川周辺及び南部丘陵地上に広がって

おり、山林・原野は約６％となっている。経年的には、農地面積が減少し、その

分、宅地面積が増加し、農地の宅地化が進んでいる。 

 

５ 交通 

(1) 道路 

本町の道路網は、笹尾・城山地区南部を東西に横断する国道421号、また南

部を通過する国道365号を軸に、主要地方道菰野東員線、一般県道四日市東員

線、多度東員線、同桑名東員線等で構成されている。 

しかし、これらは順次整備が進められているものの、その多くは幅員が狭く、

道路整備の計画的な推進が必要である。 

また、高規格幹線道路（一般国道の自動車専用道路）である国道 475号（通

称：東海環状自動車道）の東員インターが開通し、東海環状自動車道が隣接す

る新名神自動車道も開通して新たな交通の要衝となることが期待されている。 

(2) 交通機関 

本町には、町の中央を三岐鉄道株式会社北勢線が東西に横断し、穴太、東員

の２駅が設置され、また町の南西端を同三岐線が運行している。 

 



21 

 

バス路線は、笹尾・城山地区と名古屋を結ぶ高速バスと、三重交通による桑

名駅等を結ぶ路線バスが運行している。乗車状況は鉄道、バスともに朝夕の通

勤・通学の利用が主となっている。また、町内交通の利便性を図るため、オレ

ンジバス（東員町コミュニティバス）が巡回している。 

 

６ 観光 

本町の観光資源としては、川遊び等自然レクリエーション利用が多く見られる

「員弁川」、自然環境を保全しつつ整備した「山田溜公園」及び町指定天然記念

物「トウインヤエヤマザクラ」、農業用水池を活用した釣り人でにぎわう「神田

池公園」等があげられる。 

自然豊かな水辺環境に造られた「中部公園」には、健康広場、バーベキュー施

設、河川広場、芝生広場、県内最大級の大型遊具、公認パークゴルフ場を備えて

おり、たくさんの人が憩いの場として訪れている。 

また、町最大の伝統行事「大社祭」、休耕田を活用した「コスモス畑」にも多

くの人が訪れている。 

特産品としては、「米粉食パン・いずみ味噌」「鋳物工芸（ふくろう風鈴)」「猪

名部ジンジャエール」などがある。 

今後は、これらの既存資源の充実を図るとともに、時代に即した新たな観光資

源等の創出により、町のイメージを高めていく必要がある。  
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第２節 東員町及び三重県における既往の風水害等の状況  

 

第１項  町・県内における戦後の主な気象災害  

戦後以降に死者及び行方不明者が発生した主な気象災害の概要は、以下のとお

りである。 

昭和期については、死者・行方不明者が発生した気象災害の件数が非常に多い

ため、死者・行方不明者の合計が10人を超えたもののみ記載しているが、昭和20

年代から40年代までは、10人以上の人的被害を伴う災害が頻繁に発生している。

中でも昭和34年の伊勢湾台風では、1,200人を超える死者・行方不明者を生じるな

ど、最悪の被害を記録している。 

一方で、昭和50年代以降で10人以上の被害を出したのは、２人の死者・行方不

明者が生じた、昭和57年の「梅雨前線、台風1 号及び低気圧による暴風雨と大

雨」のみとなっている。それ以外では、相当規模の台風等が幾度も襲来したにも

かかわらず、10人を超える人的被害の発生は見られていない。 

平成期に入ってからも、10人以上の被害を出したのは、平成16年の「台風第21 

号及び前線による豪雨」のみとなっている。下表で、平成元年以降は、死者・行

方不明者の合計が１人以上の気象災害についても記載しているが、これによる

と、平成元年代に比べ、平成10年以降は、人的被害を伴う災害の発生が増加して

いる。 

 

（別表）町・県に影響を及ぼした戦後の主な気象災害の概要  

発生年月日 
災害の名称  

（主な被害地域） 

死者・
行方 
不明者 

災害の概要  

1953.8.15 

（昭和28） 

前線による大雨 

（北勢、伊賀） 
32人  

日本海から南下した前線が停滞して豪雨とな
り、伊賀地方では山崩れにより多数の人命が
失われる大惨事となった。 

1953.9.25 

（昭和28） 

台風第13 号 

（全域） 
50人  

熊野灘を北上、志摩半島を横断した台風と満
潮時が重なったため、高潮により海岸線はほ
とんど壊滅し、未曽有の大災害を蒙った。 

1956.9.25

～27 

（昭和31） 

台風第15 号 

（全域） 
12人  

台風は、志摩半島沖を通過し、御前崎付近に上
陸した。大雨のため関西線加太付近で山崩れ
が発生し、列車転落により多数の犠牲者が出
た。 

1958.1.26

～27 

（昭和33） 

低気圧 

（全域） 
11人  

日本海低気圧の発達で海上は大しけとなり、
紀勢町、南勢町の漁船が相次いで遭難、南勢
町田曽浦ではタンカーが沈没した。 

1959.9.25

～27 

（昭和34） 

伊勢湾台風 

（全域） 
1,281人 

非常に大きな暴風域を保ったまま潮岬付近に
上陸し、三重県の西側を北上した。台風経路
の右側にあたる伊勢湾沿岸には、26 日夜に
来襲し、高潮と烈風により壊滅的な被害を受
けた。 

1961.

６.24 

～29 

（昭和36） 

昭和36 年梅雨前

線豪雨 

（全域） 

17人 活動を活発化させながら、24 日から本州南
岸に停滞した梅雨前線と、台風第６号の影響
により、三重県内では北部と南部で大雨が降
り、特に北勢地方で被害が甚大であった。 
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1967.10.27 

～28 

（昭和42） 

台風第34 号 

（全域） 

  

23人 

熊野灘から志摩半島をかすめた台風の影響
で、尾鷲で１時間雨量97mm を観測するな
ど、短時間の豪雨となり、熊野市飛鳥町の国
道42 号改修工事現場で、鉄砲水のため多数
の犠牲者が出た。 

1971.９.９ 

～10 

（昭和46） 

三重県南部の集

中豪雨 

（南部（尾鷲市、

熊野市）） 

42人 

台風第25 号の通過後、前線が北上、活動が
活発化して、尾鷲では最大１時間雨量92mm、
総降水量1,095mm に達する記録的豪雨とな
り、急傾斜地の崩壊により人的被害多数の災
害となった。 

1982.７.11 

～８.３ 

（昭和57） 

梅雨前線、台風

第10 号及び 

低気圧による暴

風雨と大雨 

（全域） 

24人 

この期間中、低気圧の通過に伴う南岸付近に
停滞していた梅雨前線の北上や活動活発化に
よる大雨（７月11～12 日、14～17 日、24～
27 日）、大気不安定による短時間強雨（７
月29 日）が発生した。７月31 日からは台風
第10 号の北上に伴い、県内は中部を中心と
して大雨となり、嬉野町小原では民家４棟が
土砂に押しつぶされるなどした。８月２日か
らは台風からかわった低気圧と前線の活動活
発化により、再び県内は大雨となり、志摩半
島方面は記録的な豪雨となった。 

1990.９.29 

～30 

（平成２） 

台風第20 号 

（全域） 
２人 

和歌山県白浜町付近に上陸した後、県南部か
ら志摩半島を通過した台風により県内全域で
激しい風、雨に見舞われ、松阪市と大台町で
は、増水した川に転落して２人が死亡した。 

1991.９.18 

～19 

（平成３） 

秋雨前線と台風第

18 号による豪雨 

（全域） 

２人 

南海上を北上する台風第18 号に刺激された秋雨

前線の活動が活発化し、18 日夜から19 日朝にか

けて県内全域で激しい雨に見舞われた。熊野市で

は土砂崩れにより２人が死亡した。 

1998.９.21 

～24 

（平成10） 

台風第７号・８号

による大雨 

（全域） 

３人 

台風第８号に続いて第７号が上陸し、三重県の西
側を通過した。県内各地で暴風に見舞われ、上野
市や四日市市で観測史上第１位の最大瞬間風速を
観測し、死者や負傷者が出るなど被害が発生し
た。 

2000.９.10

～14 

（平成12） 

秋雨前線及び台風

第14号による豪雨 

（全域） 

１人 

南海上の台風第14 号や日本海の前線の影響で南

から暖かく湿った空気が入り、大気の状態が不安

定となって、県内各地で豪雨となった。四日市市

では水路に流され１人が死亡した。 

2001.８.20 

～22 

（平成13） 

台風第11 号によ

る暴風雨 

（全域） 

１人 
台風は、和歌山県串本町付近に上陸した後、尾鷲
市付近、志摩半島を通過した。上野市では風倒木
の除去作業中に感電して１人が死亡した。 

2004.９.28 

～30 

（平成16） 

台風第21号及び前

線による豪雨 

（全域） 

 

10人 
本州付近に停滞していた前線に向かって暖かく湿
った気流が流れ込み、県内では、28 日夜から激し
い雨が降り出し、29 日朝から昼過ぎにかけて、紀
勢・東紀州や中部を中心に記録的な大雨となった。
宮川村では大規模な斜面崩壊や土石流が発生し、
死者６人、行方不明者１人、海山町で町内を流れる
船津川のはん濫により死者２人、松阪市で川に流
され死者１人など、大災害となった。 
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2011.７.18 

～20 

（平成23） 

台風第６号による

豪雨 

（全域） 

  

１人 

台風第６号の接近に伴い、18 日朝から20 日昼前
にかけて県内で大雨となり、海上でも９ｍを超え
る波を観測し、猛烈なしけとなった。伊賀市で近
所に外出後、行方不明となった１人が死亡した。 

2011.８.31 

～９.４ 

（平成23） 

台風第12号による

豪雨 

（全域） 

３人 

台風第12 号は、９月３日10 時前に高知県東部に
上陸した後、ゆっくりとした速度で北上した。県
内は１日から５日にかけて南部を中心に長時間
にわたって激しい雨が降ったため、宮川観測所で
総降水量が1,630.0mm となるなど記録的な降水
量となり、土砂災害、浸水害が多数発生した。御
浜町で堤防の一部が破れ半壊した家屋に巻き込
まれて１人が死亡、紀宝町では浸水区域内の家屋
で１人が死亡したほか１人が行方不明となった。 

2012.９.30 

～10.４ 

（平成24） 

台風第17号による

大雨及び高潮 

（全域） 

１人 

台風第17 号は、強い勢力を維持したまま、三重
県沿岸を北上して、県内では大雨となり、台風の
接近が満潮時刻と重なったため、潮位が高くなっ
て大雨や高潮による浸水害が四日市市、鳥羽市な
どで発生した。鈴鹿市では１人が濁流に巻き込ま
れて死亡した。 

2013.９.14 

～16 

（平成25） 

台風第18号による

大雨 

（全域） 

２人 

台風第18 号は、大型の勢力を維持したまま三重
県沿岸を北上し、台風が接近した15 日夜から16
日朝にかけて、非常に激しい雨が降った。津市内
で放置車両があり乗車していたと思われる２人
が死亡した。 

2017.10.21 

～23 

（平成29） 

台風第２１号（全

域） 
２人 

台風第21 号は、10 月23 日3 時頃に超大型の強
い勢力で静岡県御前崎市付近に上陸した。三重
県では21 日から台風第21 号や前線の影響によ
り雨が降り、23 日にかけて大雨となった。ま
た、台風が三重県に最も接近した23 日未明には
暴風となった。この台風により2 名（度会町、
伊勢市）が死亡した。また、汁谷川や外城田川
等の中小河川の内水氾濫により、伊勢市、玉城
町では床上浸水被害が多数発生した。 

2019.９.４ 

～５ 

（令和元年） 

集中豪雨（ゲリラ豪雨）

による東員町の被害 

負傷者 

１人 

令和元年９月４日の午後６時頃から降り始めた

雨が午後10時すぎから局地的な大雨（ゲリラ豪

雨）となり、わずか３時間ほどで降水量235ミリを

観測した。この豪雨により、土砂崩壊による家屋

全壊１棟、床上浸水10棟、床下浸水50棟、河川・

道路等法面崩壊・崩落 多数、道路浸水多数箇所の

被害が町内各所で発生した。 
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第３節 近年の気象及び災害の傾向  

 

第１項  近年の気象の傾向  

１  台風の発生傾向  

台風の発生件数は図１のとおりで、年平均約26個発生している。 

また、東海地方に接近（東海３県に300Km以内）した台風は図２のとおりで、

年平均約３個の台風がこの地方に接近している。 

気象庁は「地球温暖化に伴う台風やハリケーンといった熱帯低気圧の活動の

予測研究によると、非常に強い熱帯低気圧の数は増えると予測される。」と指摘

しており、日本近海での海水温の上昇などの影響を受け、南海上で発生した台

風が勢力を弱めないまま日本に接近するケースが増加していることなどが考え

られる。 

     

図１  

 
 

 

図２  
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２  大雨の発生傾向  

気象庁の観測によると、過去50年の１時間の降水量が50ミリ以上の年間発生

回数は下図のとおりで、増加傾向にある。 

 

 
全国の1時間降水量（毎正時における前1時間降水量）50mm以上の年間発生回数は増加して

います（統計期間1976～2021年で10年あたり27.5回の増加、信頼水準99％で統計的に有

意）。最近10年間（2012～2021年）の平均年間発生回数（約327回）は、統計期間の最初の10

年間（1976～1985 年）の平均年間発生回数（約226回）と比べて約1.4倍に増加しています。 

（気象庁のホームページから） 

 

 

 ３  竜巻発生状況  

近年、我が国でも注目を集めている竜巻について、気象庁では2008年（平成

20年）３月26日から竜巻注意情報を発表しているが、発表回数は年間平均約470

回であり、突風の発生件数（注）は、年平均で約47件（2008年～2021年）であ

る。 
 

（注）最大瞬間風速20m/s以上の突風が発生するか、もしくはアメダス観測で最大瞬間風速

が20m/s以上を記録した場合。ただし、突風の可能性が高い気象状態の時には、同一

県内で複数の突風被害が連続して発生することがありますが、複数の突風を１事例と

数えます。また、同一県内で１時間内に発生した突風は１事例として数えます。ま

た、海上竜巻は頻繁に発生しますが災害に結びつかない場合も多いので、全ての海上

竜巻を発生件数とせず、気象台が災害のおそれがある竜巻と判断して竜巻注意情報を

発表した場合のみとします。（気象庁のホームページから） 
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 ４  大雪の発生状況  

降雪の状況については、各年の降雪量が前年に比べてどの程度増減していた

かを示す統計値（偏差）を見てみると、降雪量の観測が開始された昭和37年か

ら平成29年までの間、北日本、東日本（三重県含む）、西日本とも減少傾向を

示している。 

しかし、このような傾向下において、平成26年２月、普段はあまり雪が降ら

ない太平洋岸に、大雪が降り、一時的に全県が孤立状態となった山梨県では、

甲府市において、これまでの最高49cmの２倍以上となる114cmの積雪が記録され

た。また、三重県においても記録的な大雪に見舞われ、津市では統計開始以降

第7位となる13cmの積雪となり、津地方気象台からは、中部から南部にかけて大

雪警報が発表された。 

県中部での警報発表は平成７年以来、19年ぶり、県南部での発表は、気象台

に記録が残っている昭和37年以降、初めてのことであった。 
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平成29年１月には、北部や伊賀の広範囲で大雪となり、いなべ市北勢で55cm、

亀山市関町坂下鈴鹿峠（下）で33cm、四日市市塩浜で17cm の積雪深となった。 

この大雪の影響で社会生活に大きな混乱が生じた。 

令和３年から令和４年にかけては、日本海側を中心に大雪なり、これまでの

最高積雪を記録したところも数多くあった。このなかで、令和３年12月26日か

ら27日にかけて三重県北部地域でも大雪となり大雪警報が発表された。いなべ

市北勢町で66cm、東員町でも37cmの積雪深となり社会生活に大きな混乱が生じ

た。 

気象庁によると、「北海道の一部地域を除き、地球温暖化に伴い降雪・積雪

は減少すると予測される。」としているが、「平均的な降雪量が減少したとし

ても、ごくまれに降る大雪のリスクが低下するとは限らないことが示唆され

る。」とされている。 

また、気象庁気象研究所が行った研究によると、「10年に一度といった、ご

くまれにしか発生しない大雪の降雪量は、本州の山岳部や北海道の内陸部で

は、むしろ増加することが予測された。」と公表している。 

 

第２項  風水害の傾向  

激甚化・頻発化する豪雨災害  

地球温暖化の影響による降雨量の増加などに伴い、全国的に洪水、内水氾濫、

土砂災害の頻発・激甚化が懸念される。 

令和２年７月豪雨は、梅雨前線が長期間停滞し、暖かく湿った空気が流れ込み

続けたため、西日本から東日本にかけて広い範囲で記録的な大雨となり、死傷者

等 153人、住家被害 16,326棟の被害をもたらした。 

高度経済成長期以降の全国的な市街化の進展に合わせて、ダムや堤防の整備、

雨水の貯留・浸透対策などの治水対策により浸水被害は減少してきたが、近年、

気候変動による降雨量の増加に伴って、氾濫危険水位を超過する河川数（国管

理・都道府県管理）は平成 26年の 83に対し令和元年は 403と増加傾向を示して

いる。特に最近、大規模な豪雨災害が続発している。 

豪雨により上流域から流出した多量の土砂が谷出口より下流の河道で堆積する

ことにより、河床上昇・河道埋塞が引き起こされ、土砂と泥水が氾濫し広域に影

響を与える土砂・洪水氾濫などの災害が発生する頻度が多くなっている。令和元

年の土砂災害発生件数は、1,996件と集計開始（昭和 57年）以降４番目に多く、

令和元年東日本台風では台風に伴うものとしては過去最多の 952件発生し、死

者・行方不明者 17人、全半壊 117棟等の被害が生じた。 

また、令和２年７月豪雨でも 954件発生し、死者 17人、住家被害 179棟の被

害が生じている。 

気象庁気象研究所、東京大学大気海洋研究所、国立環境研究所及び海洋研究開

発機構の研究チームは、平成 29年７月九州北部豪雨、平成 30年７月豪雨に相当

する大雨の発生確率が、地球温暖化によりそれぞれ約 1.5倍、約 3.3倍高くなる

との推定結果を示しており、今後は、豪雨による災害が激甚化・頻発化する可能

性がある。 
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第２部 災害予防・減災対策 

 
第 1 章 自助・共助を育む対策の推進 

 
第１節 住民や地域の防災対策の促進（予防１） 

 

【担当班】 

危機管理班、情報収集・企画班、救助班、教育班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 自宅や学校、勤務先等の周辺

が風水害発生時にどのような

被害を受ける危険性があるの

かについての認識や、災害種

別ごとの避難場所、家族間の

連絡方法の確認、備蓄など、町

民が風水害等からわが身を守

るための備えが十分でない。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ ほとんどの住民が、自宅等周辺の風水害

時に想定される被害の様相や避難場所、家

族間の連絡方法等を把握しており、また、

自宅の防災対策、地域における避難計画づ

くりや避難訓練の実施など、防災の日常化

の定着に向けた取組が進んでいる。 

・ 住民が｢自らの身の安全は自らが守る｣

という自覚を持っている。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 

自治会等地域
コミュニティ (1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

住民 (1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

 

【共助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

自主防災組織 地域住民 (1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

防災活動に取り組むＮ
ＰＯ等 

住民や 
関係者 

(1) 自組織の活動の情報発信と協力関係の構築 
(2) 町や県の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

住民を顧客として事業
を展開している防災関
係機関 

住民 
(1) 事業活動を通した防災思想・防災知識の普及・啓発事業

の実施 
(2) 町や県の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 
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【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

住民 
(1) 自宅や通勤・通学先等の風水害時の被害想定把握 
(2) 家族防災会議の開催 
(3) “被災後の生活再建のため”の防災対策の推進 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 自治会等地域コミュニティを対象とした対策 

(1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

地域における共助の取組を促進するため、県の実施する普及・啓発項目のう

ち、必要な項目を地域の実情に合わせた形で普及・啓発するとともに、地域に

密着した独自の防災対策等の普及・啓発及び支援に取り組む。 

① 地域独自の防災訓練実施等への支援 

② 地域における災害教訓の伝承を継続させるための支援 

③ 地域の実情に応じた各避難所の避難所運営マニュアル作成支援 

④ 地域の実情に合わせた地区防災計画作成の促進 

 

２ 住民を対象とした対策 

(1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

災害を防止するためには、「自らの身の安全は自らが守る」という自覚のも

とに住民の一人ひとりが災害から自らを守り、地域の人々が互いに助け合うと

いう意識と行動が被害を少なくする原点である。 

したがって、風水害、地震、大火等災害の種別ごとに災害の特徴をとらえ、

避難場所及び避難経路、携帯品、災害危険箇所等一般住民が知っておくべき心

得及び注意事項等を普及し、自主防災組織として的確な活動ができる体制を協

議するとともに、早期避難の重要性に対する住民の理解を図りつつ、特に高齢

者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦等の要配慮者に十分配慮し、地域で要

配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるものとする。 

さらに、男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、防災に関する政策・

方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視

点を取り入れた防災体制を確立するよう努めるものとする。 

住民の自助の取組や共助への参画を促進するため、町の実施する普及・啓発

項目のうち、必要な項目を地域の実情に合わせた形で普及・啓発するとともに、

地域で発生し得る風水害に対応した独自の防災対策等の普及・啓発を図る。 

① 住民の適切な避難や防災活動に役立つハザードマップや風水害発生時の行動

マニュアルなどの配布 

② 町の災害特性に応じた防災訓練の実施 

③ 防災講演会(研修会)等の実施 

④ 町広報等による定期的な啓発による危機意識の醸成 

広報の方法 

・ 広報紙、町ホームページ、町行政情報メール、ポスター、パンフレット、チラシ

等を利用し、機会あるごとに防災に関する記事を掲載して普及広報に努める。 

・ 桑名市消防本部と協力し、気象、防火及び災害時の救助活動等の映画、ビデオ、

スライド等を活用し、巡回あるいは講習会等で普及する。 
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・ ラジオ、テレビ、新聞等の報道機関に、災害予防に関し特に必要な事項等につい

ては各種資料を提供し、普及について協力を依頼する。 

・ 異常気象時等には随時防災行政無線、Ｊ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）、

広報車等による巡回を行い、災害情報の伝達を行う。 

⑤ 個人備蓄の推進 

災害発生に伴う水道施設や商業施設の損壊及び交通網の寸断等により飲料

水及び食料等の迅速な供給が行えない事態が想定されるため、３日分（できれ

ば７日分）の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー等の備蓄、非常

持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)の準備等、個人において備蓄し

ておくよう、住民に広報していくものとする。 

 

３ 避難行動要支援者とした対策 

(1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

避難行動要支援者については、一般住民に比べ、意思伝達や避難等に時間を

要し、避難等に介助が必要な人もいることから、主に次の事項について普及に

努めるものとする。 

① 家具等の転倒防止や、たんすの引き出しが飛び出さないように工夫する。 

② 災害時に継続的に連絡を受けられるよう日頃から地域住民とつき合いを深め

ておく。特に、夜間における伝達方法、聴覚障がい者の連絡の取り方等

は、あらかじめ決めておくようにする。 

③ 暖房器具等は、火災の発生しにくい器具を選択するようにする。 

④ 避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図る観点から、個別避難計画につ

いて作成の推進を図るものとする。 

 

 

※ 避難行動要支援者とは 

避難行動要支援者とは、要配慮者のうち災害時に必要な情報を迅速かつ的確

に把握し、災害から自らを守るために安全に避難するなど災害時の一連の行動

をとるのに支援を必要とする人々をいう。主な対象者は以下のとおり。 

(1) 高齢者 

  ① 75歳以上のひとり暮らし 

  ② 65歳以上の要介護認定４、５ 

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている人（下記の要件に該当する人） 

  ① 視覚障害者    

・視覚障害１、２級 

  ② 肢体不自由者   

・下肢機能障害１、２級 

・体幹機能障害１、２級 

・移動機能障害１、２級 

(3) 療育手帳の交付を受けている人（下記の要件に該当する人） 

  ① 知的障害者 

   ・程度区分Ａ１、Ａ２ 

(4) その他避難に支援が特に必要と思われる状態にある人 
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４ 児童生徒等とした対策 

(1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

災害の発生等に関する科学的知識の普及、災害予防、避難方法、早期避難の

重要性等災害時の防災知識を児童生徒等に理解させるため、各学校（園）にお

いては地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で地域の実情に即

した防災教育を行い、消防機関並びに自主防災組織等と協力した防災訓練を実

施するものとする。 

 

５ 職員等とした対策 

(1) 町地域防災計画の周知徹底 

町地域防災計画が的確かつ有効に活用されるようにその内容、運用等を周

知徹底するように努める。 

(2) 研修会等の実施 

職員、学校職員、保育士等（以下「職員等」という。）に対する研修会、講

習会（各災害に対する防災知識、過去の主な災害事例）、施設見学会等を随時

実施し、関係法令の周知徹底に努める。 

また、防災訓練と合わせて検討会を開催し、災害時における任務分担等につ

いて自覚と認識を深める。 

(3) マニュアルの作成 

災害時に迅速、的確な行動がとれるよう災害時の事務マニュアルを作成し、

その内容について職員等に周知徹底を図る。 

 

６ 企業防災の促進 

(1) 風水害対策に関する普及・啓発事業の実施 

企業従業員の防災意識の高揚を図るとともに、優良企業表彰、企業の防災に

係る取組の積極的評価等により企業の防災力向上の促進を図る。 

また、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への

積極的参加の呼びかけ、防災に関するアドバイスを行う。 

 

 

■ 自主防災組織や防災活動に取り組むＮＰＯ等が実施する対策              

１ 自主防災組織の対策         

(1) 町の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

町が実施する住民の自助･共助の促進にかかる防災思想・防災知識の普

及・啓発事業や、避難所ごとの避難所運営マニュアルの作成、避難所運営訓

練、避難計画づくり等、地域独自の防災訓練への積極的な協力に努める。 

 

２ 防災活動に取り組むＮＰＯ等の対策 

(1) 自組織の活動の情報発信と協力関係の構築 

住民の防災意識の向上及び自助･共助の促進を図るため、自組織の活動を積

極的に情報発信するとともに、住民に対して必要な協力を呼びかけるよう努め

る。 

(2) 町の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

各々の活動の中で、町が実施する住民の自助･共助の促進にかかる防災思

想・防災知識の普及・啓発事業への積極的な協力に努める。 
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■ 住民を顧客として事業を展開している防災関係機関が実施する対策           

１ 事業活動を通した防災思想・防災知識の普及・啓発事業の実施 

各々の事業活動の中で、住民の自助･共助の防災対策の促進が図られるよう、

積極的に普及・啓発活動に取り組むとともに、防災対策上、発災時に住民の協

力が必要な防災関係機関については、その内容についても積極的に啓発を図

る。 

 

２ 町の防災思想・防災知識の普及・啓発事業への協力 

各々の事業活動の中で、町が実施する住民の自助･共助の促進にかかる防災思

想・防災知識の普及・啓発事業に積極的に協力する。 

 

 

■ 住民が実施する対策                                

１ 個人備蓄の推進 

「自らの身の安全は自らが守る」という防災の基本を踏まえて、各家庭におい

て３日分（できれば７日分）の食料、飲料水、携帯トイレ、トイレットペーパー

等の備蓄、非常持出品(救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等)等を備蓄しておく

よう努める。 

また、高齢者及び乳幼児用の食料品等については供給が困難となる場合が想定

されるので、各家庭の世帯構成に応じた備蓄に努める。 

 

２ 自宅や通勤・通学先等の風水害時の被害想定把握 

町が提供する洪水ハザードマップや土砂災害危険箇所マップ等を確認し、自宅

や家族の通勤・通学先等が風水害時に受ける可能性がある被害を把握し、必要に

応じて洪水や土砂災害等災害種別ごとの指定緊急避難場所を確認する。 

 

３ 家族防災会議の開催 

自宅や家族の通勤・通学先等における風水害時の被害想定や、洪水、土砂災害

等災害種別ごとの指定緊急避難場所、非常時の連絡方法等を家族間で共有し、必

要な事前の防災対策や発災した際の役割分担・取るべき行動について話し合う家

族防災会議を定期的に開催し、自分や家族、地域の安全を自らの力で守るための

自助・共助の備えを確認するよう努める。 

 

４ “被災後の生活再建のため”の防災対策の推進 

被災した場合にあっても早期の生活再建につなげることができるよう、自然災

害による損害を補償する保険に加入する等の対策を講じる。 
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第２節 防災人材の育成・活用（予防２） 

 

【担当班】 

危機管理班 

 

 

第１項 防災・減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 地域における女性や若者の防災

人材及び災害ボランティアの人

数や割合が少ない。また、これま

で育成してきた防災人材の地域

での活用が十分ではない。 

⇨ 
【この計画がめざす状態】 

・ 女性や若者の防災人材及び災害ボラ

ンティアが育ち、地域の防災活動への

参画が進むとともに、育成した防災人

材が地域の防災活動を牽引している。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 

住民 (1) 地域等の防災活動を先導する防災人材の育成及び活用 

自主防

災組織 

(1) 自主防災組織構成員に対する教育･啓発 

(2) 多様な防災関係組織との交流及び連携の促進 

 

【共助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

自主防災組織 自主防災組織構成員 (1) 構成員に対する教育・啓発 

「みえ災害ボランテ
ィア支援センター」
関係団体等 

組織の構成員や 
ボランティア 

(1) 災害ボランティアの活用を担う

人材の育成 

(2) 構成員に対する教育･啓発 

 

【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

住民 (1) 町・県の防災人材育成事業への積極的な参画 

 

 

■ 町が実施する対策                            

１ 住民を対象とした対策 

(1) 地域等の防災活動を先導する防災人材の育成及び活用 

地域で実施される研修や啓発活動を通じ、防災活動を先導する防災人材の

育成を図る。 

また、地域住民が参加する防災訓練やタウンウォッチング等の活動に際し、

自主防災組織リーダー等と連携して、みえ防災コーディネーター等の防災人材

の活用を図る。 
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２ 自主防災組織を対象とした対策 

(1) 自主防災組織構成員に対する教育･啓発 

自主防災組織リーダーと連携し、自主防災組織を構成する地域住民の防災

意識の向上や地域に応じた自主防災組織活動の実施に必要な教育、啓発等を継

続的に行う。 

(2) 多様な防災関係組織との交流及び連携の促進 

町や県が実施する自主防災組織交流会等を活用するなどして、自主防災組

織の相互連携を促進する。 

 

 

■ 自主防災組織や防災活動に取り組むＮＰＯ等が実施する対策         

１ 自主防災組織の対策 

(1) 構成員に対する教育･啓発 

町や県が実施する人材育成事業等を活用する等して、組織の構成員の教育

や啓発に努める。 

(2) 自主防災組織訓練 

自主防災組織や事業所等は、計画に従い訓練を行う。 

訓練にあたっては、防災関係に従事する町職員及び防災関係者の派遣を依

頼して、初期消火訓練や避難、救護、炊出し等の訓練を行う。 

 

２ 「みえ災害ボランティア支援センター」関係団体等の対策 

(1) 災害ボランティアの活用を担う人材の育成 

「みえ災害ボランティア支援センター」関係団体において、災害ボランテ

ィアの活用を担う人材等の育成に努める。 

① 災害ボランティアセンター運営リーダーの育成研修の実施 

② 災害ボランティアコーディネーターの育成研修等の実施 

(2) 構成員に対する教育･啓発 

町や県の人材育成事業等を活用する等して、組織の構成員の教育や啓発に

努める。 

 

 

■ 住民が実施する対策                           

１ 町・県の防災人材育成事業への積極的な参画 

住民は町や県が実施する防災人材育成事業等に積極的に参画するとともに、

地域の防災活動等に積極的に参画するように努める。 

 

  



36 

第３節 自主防災組織・消防団の活動支援及び活性化（予防３） 

 

【担当班】 

危機管理班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 自主防災組織や消防団の活動状

況にばらつきがあり、また、各組織

間の連携が十分でない。 

さらに、これら組織に対し、東日

本大震災や紀伊半島大水害等で顕

在化した課題について十分な情報

共有がなされていない。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ 自主防災組織や消防団に対して

適切な情報提供と共有がなされ、

各々の活動が活性化して相互の連

携が進み、活発に自主防災組織の

訓練が実施され、消防団員数の増

加が図られている。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 

自主防災組織 (1) 自主防災組織の活動支援及び活性化の推進 

消防団 (1) 消防団の育成及び活性化の促進 

住民 (1) 自主防災組織や消防団への協力・参画の促進 

 

【共助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

自主防災組織 
地域の消防団、他地域の自主

防災組織等の防災関係団体 
(1) 自主防災活動の活性化 

消防団 
地域の自主防災組織、他地域

の消防団等の防災関係団体 
(1) 消防団活動の活性化 

 

【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

住民 (1) 自主防災組織や消防団の活動への参画 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 自主防災組織を対象とした対策    

 (1) 自主防災組織の活動支援及び活性化の促進 

各自主防災組織が災害時に適切な活動に取り組めるよう平常時から支援す

るとともに、組織の活性化に向けた支援を行う。 

① 訓練等の自主防災活動に対する支援 

② 自主防災組織の平常時及び災害時の活動計画を定めた防災計画の作成指導 

③ 防災資機材の整備にかかる支援 

④ 自主防災組織リーダー等の人材育成 

⑤ 組織への女性の参画促進や自主防災組織間のネットワーク化、地域の消防

団との連携による組織の活性化推進 

⑥ 必要に応じ、地域の住民、事業所、施設管理者等が連携した、共同の自主

防災組織の創設や自主防災組織連絡協議会の設置の促進 

 

２ 消防団を対象とした対策 

(1) 消防団の育成及び活性化の促進 

消防団員が災害時に適切な活動に取り組めるよう平常時から支援するとと

もに、組織の活性化に向けた支援を行う。 

 

３ 住民を対象とした対策 

(1) 自主防災組織や消防団への協力・参画の促進 

自主防災組織や消防団と連携し、地域住民の自主防災組織や消防団への参

画、活動に対する協力を促進するため、啓発、研修等を行う。 

 

 

■ 自主防災組織や消防団が実施する対策                   

１ 自主防災組織の対策 

(1) 自主防災組織活動の活性化 

地域住民の自主防災組織への参加・協力を促進するため、訓練や研修、啓

発などを継続的に実施するとともに、必要な資機材等の整備などにより、自

主防災組織活動の活性化を図る。 

また、地域の消防団等との連携を強化する体制の整備に努める。 

さらに、県が実施する防災大賞表彰式や自主防災組織交流会、防災活動事

例集の活用等により、優良事例の共有や他地域の自主防災組織との交流を図

る。 

(2) 自主防災組織協議会 

同一地域内における地域住民による防災活動と事業所、施設管理者の防災

活動が一体となって有機的な連携のもとに行われることが効果的であると認

められる時は共同して自主防災組織を設け、あるいは自主防災組織協議会を設

けるよう指導するものとする。 

(3) 地区防災計画の作成 

ア 組織ごとに地域の実状に合った地区防災計画の作成を図るものとし、作成に

ついては、地域内に消防団、医師、看護師等の専門家（もしくはＯＢ）が在

住しているかを確認の上概ね次のような段階を重ね、協議を行い作成する。 
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地域の実状を考慮した被害想定の実施 

・当該地域で起こり得る災害を具体的に想定する。 

⇩ 
予 想 さ れ る 事 態 へ の 対 処 

・必要なものは何か、どう行動すべきかを考える。 

⇩ 
必 要 な 体 制 の 整 備 

・当該地域に最も適した体制の構築を行う。 

⇩ 
必 要 な 資 機 材 の 整 備 

・非常時に使用する資機材の整備計画及び管理方法を決定する。 

 

 

イ 地区防災計画作成を作成済みの地区 

① 長深自治会 令和４年 11月策定 

 

ウ 自主防災組織の編成等について 

 

・ 編成例 
     

情報班 
     
      
     

消火班 
     
      

会長 
 

副会長 
  

救出・救護班 
   

      
     

避難誘導班 
     
      
     

給食・給水班 
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・ 平常時の役割の例 

対  策 内        容 担 当 

消火対策 

１ 火災予防の啓発 

２ 延焼危険地区、消防水利等の把握 

３ 消火栓、防火水槽の確認等 

４ 消火訓練等の実施 

５ 住宅用火災警報器の普及啓発 

消火班 

救出対策 

１ 救出用資機材の整備計画の立案 

２ 建設業者等への重機の事前協力要請 

３ 救助用資機材の操作訓練の実施 

救出・ 

救護班 

救出 

救護対策 

１ 各世帯への救急医薬品の保有指導 

２ 応急手当講習会の実施 

３ 負傷者収容についての医療機関との協議 

救出・ 

救護班 

情報対策 

１ 情報の収集、伝達方法の立案 

２ 町防災関係機関や隣接自主防災組織との連絡方法

の確立 

情報班 

避難対策 

１ 避難対象地区の把握 

２ 避難路を決定し周知 

３ 自力で避難困難な者をリストアップして 

  各自の避難計画の立案 

４ 要配慮者に配慮した避難訓練の実施 

避難 

誘導班 

給食 

給水対策 

１ 各世帯への備蓄の徹底 

２ 飲料水が確保できる場所の把握 

３ 炊出し、配分計画の立案 

給食・ 

給水班 

防災訓練 
１ 個別訓練の随時実施 

２ 町が行う防災訓練への参加 
各班 

備 蓄 
１ 各班の活動に必要な資機材、物資を順次備蓄 

２ 備蓄資機材、物資の管理、点検 
各班 

 

※ その他、地域の実情により協議を行い必要に応じて修正する。 
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・ 非常時の役割の例 

対 策 内       容 担 当 

消火対策 

１ 各家庭における火の始末 

２ 初期消火の実施 

３ 延焼の場合は消火班出動 

全 員 

消火班 

救出対策 

１ 初期救出の実施 

２ 要救助者の状況把握 

３ 建設業者への応援要請 

救出・ 

救護班 

救出 

救護対策 

１ 軽傷者は各世帯で処置 

２ 各世帯で不可能な場合は救護班が処置 

３ 重傷者等の医療機関への搬送 

各世帯 

救出・ 

救護班 

情報対策 

１ 各世帯による情報班への被害状況報告 

２ 情報の集約と町等への報告 

３ 隣接自主防災組織との情報交換 

４ 重要情報の各世帯への広報 

５ 町への地域住民の安否、入院先、疎開先等の情報

提供 

６ ボランティアに対する被災者の要望の把握 

各世帯 

 

情報班 

避難対策 

１ 避難路の安全確認 

２ 避難者の誘導（組織的避難の実施） 

３ 自力で避難困難な者の担架搬送、介添え 

避難誘導班 

給 食 

給水対策 

１ 飲料水の確保 

２ 炊出しの実施 

３ 飲料水、食料等の公平配分 

給食・ 

給水班 

※ 災害は、その地域に与える影響が、種類、規模、発生場所及び発生時期等に

より、その態様が全く異なるため、地域ごとに協議を行い、必要に応じて修

正するものとする。 

 

 

２ 消防団の対策 

(1) 消防団活動の活性化 

消防団活動の啓発や団員募集の働きかけなどを継続的に実施するととも

に、地域住民の消防団への参加・協力や、地域の自主防災組織との連携強化

に努める。 

消防署への協力や防災訓練、地域行事等への参加を通じて消防団活動の活

性化を図る。 

国や県が実施する研修や交流会等を活用し、新たな情報や事例の収集、地

域の消防団との交流を図る。 
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■ 住民や企業が実施する対策                             

１ 自主防災組織や消防団の活動への参画 

住民は地域等における防災活動の活性化のため、自主防災組織や消防団に参

画又はこれら組織が実施する訓練や研修に積極的に参画するように努める。 

 

２ 企業の対策 

(1) 自衛消防組織等の設置 

事務所の自衛消防組織等の設置について推進し、さらに指導体制を充実す

るものとする。 

また、事業所の自衛消防組織等の自主防災体制については、災害を考慮した

防災活動の充実強化を図るとともに、地域の自主防災組織との協力体制の確立

に努めるものとする。 
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第４節 ボランティア活動の促進（予防４） 
 

【担当班】 

救助班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 防災活動に取り組むＮＰＯ・ボ

ランティア等と行政との円滑な

関係の構築が十分ではなく、県

内外からの支援に訪れるボラン

ティアや支援団体が各々の力を

十分に発揮できる状態にない。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ 防災活動に取り組むＮＰＯ・ボラン

ティア等と行政との円滑な関係が構

築され、様々な分野のボランティア

が自らの力を十分発揮しながら被災

地支援に取り組める環境が整備され

ている。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 

町等の災害ボランティ
ア担当機関 

(1) 災害ボランティアセンターの設立 

促進及び活動環境や活動条件の整備 

(2) ボランティアの受入等にかかる 
協力関係・連携体制の構築 

(3) 災害ボランティア人材の育成等 

防災活動に取り組むＮ
ＰＯボランティア等 

(1) 防災活動に取り組むＮＰＯ・ 

ボランティア等への活動支援 

住民・企業 (1) 災害ボランティア等への参画促進 

 

【共助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

「みえ災害ボ
ランティア支
援センター」
関係団体等 

組織の構成員やボ
ランティア等 

(1) 災害ボランティアの活用を担う人材の
育成 

町等の災害ボランテ
ィア担当機関 

(1) 町等の災害ボランティアセンター等の活
動支援と連携体制の構築 

企業 従業員等 (1) 災害ボランティア等への参画促進 

 

【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

住民 (1) 災害ボランティア等への参画 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 町等の災害ボランティア担当機関を対象とした対策 

(1) 災害ボランティアセンターの設立促進及び活動環境や活動条件の整備 

町の大きさに応じた適切な区域で実際的な災害対応にあたる災害ボランテ

ィアセンター等の設立を促進するとともに、マニュアル等の整備によりボラ

ンティアの受入体制や発災時に担う役割の整備を図る。 

災害時において効果的なボランティア活動を助長するためには、町及び関

係団体とボランティア間の情報システムの構築が求められる。このためには、

平常時において、こうした情報システムの活用が行われる必要があり、発災時、

ボランティアに期待する役割について明確にするほか、受入れ体制についても

検討する。 

また、ボランティア活動情報システムや災害ボランティアセンター等ボランテ

ィア活動拠点の整備について関係者と検討する。 

(2) ボランティアの受入等にかかる協力関係・連携体制の構築 

町等の災害ボランティアセンター等の町域を超えたボランティアの受入や

活用にかかる協力・連携体制を平常時の交流を通して構築する。 

災害ボランティア活動が円滑に行われるよう、平常時から行政、関係団体、

災害ボランティアグループ等がボランティア活動や避難所運営等に関する研

修等を定期的に実施することによって、相互の「顔の見える」関係を構築し、

災害時の連絡体制や相互支援、役割分担の明確化等協力体制の構築を図る。 

災害ボランティア間のネットワーク化を支援する。 

(3) 災害ボランティア人材の育成等 

災害ボランティアセンターを運営支援するボランティア等の人材育成を図

るとともに、専門性を持ったボランティアの確保を推進する。 

① 専門性を持った災害ボランティアの登録を促進する。 

② 災害ボランティアの育成、研修への支援を行っていく。 

③ 災害ボランティア活動を支援するボランティアコーディネーターの育成・

研修等を行い、活動を促進する。 

④ 実践的・活動的な企業ボランティアの育成を促進し、企業ボランティアの

活動が当該企業の地域貢献のひとつとして位置づけられるよう努める。 

 

２ 防災活動に取り組むＮＰＯ・ボランティア等を対象とした対策 

(1) 防災活動に取り組むＮＰＯ・ボランティア等への活動支援 

災害ボランティアにかかる情報提供や研修会の実施等により、平常時にお

けるＮＰＯ・ボランティア等の活動を支援する。 

 

３ 住民・企業を対象とした対策 

(1) 災害ボランティアへの参画促進 

災害ボランティア活動の広報･啓発等により、住民及び企業の災害ボランテ

ィア等への参画を促進する。 
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■「みえ災害ボランティア支援センター」関係団体等が実施する対策       

１ 災害ボランティアの活用を担う人材の育成 

「みえ災害ボランティア支援センター」関係団体において、災害ボランティ

アの活用を担う人材等の育成に努める。 

① 災害ボランティアセンター運営リーダーの育成研修の実施 

② 災害ボランティアコーディネーターの育成研修等の実施 

 

２ 町等の災害ボランティアセンター等の活動支援と連携体制の構築 

町等が災害ボランティアセンター等を運営するにあたっての技術的支援等を

行うとともに、ボランティア受入にあたってセンター間の総合的な連携体制の

構築を図る。 

 

 

■ 住民や企業が実施する対策                        

１ 住民の対策 

(1) 災害ボランティア等への参画 

可能な範囲で災害ボランティア等への協力や参画に努める。 

 

２ 企業の対策 

(1) 従業員等の災害ボランティア等への参画促進 

企業の社会貢献活動の一環として、従業員等の災害ボランティア等への協

力や参画の促進に努める。 
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第５節 企業・事業所の防災対策の促進（予防５） 

 

【担当班】 

危機管理班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 企業・事業所の事業継続計画

（ＢＣＰ）等の作成が進んでい

ない。また、地域と一体となった

防災対策に取り組んでいる事業

所は限られている。 

⇨ 
【この計画がめざす状態】 

・ 企業・事業所の事業継続計画（ＢＣＰ）

等の作成及び地域と連携した日常的な防

災対策の推進により、災害発生時の事業

の継続や地域と一体となった防災活動の

実施のための備えが整っている。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 

企業･事業所 

(1) 防災計画や事業継続計画(ＢＣＰ)等の作成促進 

(2) 地域と連携した防災対策、防災活動の推進 

(3) 自衛消防組織の活動支援 

自主防災組

織、自治会等 
(1) 立地企業と連携した防災対策、防災活動の推進 

ライフライ

ン事業者 
企業・事業所 (1) 災害発生時のライフライン復旧対策の促進 

 

【共助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

企業・事業所 
町（自主防災組織、

自治会等 

(1) 地域と連携した防災対策、防災活動の

推進 

みえ企業等防災

ネットワーク 
関係企業・事業所 

(1) 県内企業の防災力強化のためのネッ

トワーク構築 

自主防災組織、

自治会等 
企業・事業所 

(1) 立地企業と連携した防災対策、防災活

動の推進 

 

【自助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

企業・ 

事業所 

企業・ 

事業所 

(1) 防災計画や事業継続計画(ＢＣＰ)等の作成 

(2) 企業･事業所内の安全確保及び備蓄の促進 

(3) 自衛消防組織の充実強化 

従業員等 (1) 防災教育・防災訓練の実施 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 企業･事業所を対象とした対策 

(1) 防災計画や事業継続計画(ＢＣＰ)等の作成促進 

災害時における顧客・従業員等の安全確保、被災による生産能力の低下や

資産の喪失を最小限に止め、災害による地域の雇用や産業への影響を抑える

ため、各企業･事業所の防災計画や事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成・点検を

促進する。 

特に洪水や土砂災害等の危険性の高い場所に立地する事業者にかかる避難

対策を含めたＢＣＰ等の作成・点検の促進に努める。 

＜支援の内容＞ 

① 事業所向け研修会の開催 

② 表彰等、優良取組の評価、防災取組事例の紹介 

③ 事業所防災力診断の実施 

④ 商工会等事業所が所属する団体との連携による支援 

(2) 地域と連携した防災対策、防災活動の推進 

企業・事業所と地域住民や地域における様々な団体との防災対策に関する

連携が促進されるための環境を整備し、地域の防災力の向上を図るととも

に、災害時に町や各種団体が企業･事業所と協働で災害対応を行うための、救

援物資の調達等に関する協定の締結に努める。 

① 地域の住民や地域における様々な団体との協働関係の構築 

地域住民との合同防災訓練等、防災活動の実施、参加 

② 災害発生時の人的資源、物的資源、ノウハウの地域への提供等地域貢献 

住民の救援・救護、消火活動、避難誘導、避難所運営 

避難場所、資機材・物資置き場、自社製品の提供、備蓄品・資機材の提供 

(3) 自衛消防組織の活動支援 

企業･事業所の自衛消防組織の活動や地域の自主防災組織との連携強化に

向けた支援を行う。 

 

２ 自主防災組織、自治会等を対象とした対策 

(1) 立地企業と連携した防災対策、防災活動の推進 

地域住民や地域における様々な団体に対して企業・事業所との防災対策に

関する連携を促し、地域の防災力の向上を図る。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                    

＜ライフライン事業者が実施する対策＞  

１ 災害発生時のライフライン復旧対策の促進 

災害時において発生する電気・ガス・水道・道路・鉄道等地域住民の生活に

大きな影響を与えるライフライン被害について、ライフライン企業等関係機

関・関係自治体により構成される「三重県ライフライン企業等連絡会議」にお

いて、構成員間の情報共有や協力関係の構築を図り、迅速かつ的確な復旧対策

を検討する。 
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■ 企業･事業所が実施する対策                       

１ 防災計画や事業継続計画(ＢＣＰ)等の作成 

各企業・事業所において、災害時における顧客・従業員等の安全確保を図

り、被災による生産能力の低下や資産の喪失を最小限に止めるとともに、災害

による地域の雇用や産業への影響を抑えるため、過去の災害の教訓などをふま

えた防災計画や事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成・点検に努める。 

特に洪水や土砂災害等の危険性の高い場所に立地する事業者については、避

難対策を含めたＢＣＰ等の作成・点検に努める。 

 

２ 企業･事業所内の安全確保及び備蓄の促進 

事業所の施設の暴風対策や浸水対策等の安全性の確保及び二次災害の防止対

策を進めるとともに、従業員が帰宅困難になることを想定した飲料水・食料等

の備蓄及び発災時の応急的な措置に必要な資機材の整備に努める。 

 

３ 自衛消防組織の充実強化 

災害時に適切な防災活動が行えるよう、自衛消防組織の充実強化に努める。 

 

４ 従業員等への防災教育・防災訓練の実施 

従業員等への防災教育を実施し、防災思想･知識の定着を図るとともに、防災

訓練への参画を促し、災害時の対応能力の強化に努める。 

① 自然災害から、従業員とその家族等を守るための防災対策に万全を期すため

の教育･啓発の実施に努める。 

② 定期的な防災訓練の実施や防災に関する研修会等への参画を促進する。 

 

５ 地域と連携した防災対策、防災活動の推進 

地域住民、自主防災組織等の地域における様々な団体と協力し、災害の予防

及び発災時の対策に備えるよう努める。 

① 平常時から地域と合同の防災活動の実施等による関係づくりを進め、災害時

において、地域住民の避難、救出、応急手当、消火活動、情報の提供にあ

たって積極的な役割を果たすよう努める。 

② 業種や事業規模に応じ、災害時に市町や各種団体と協働で災害対応を行うた

め、救援物資の調達等に関する協定を締結するなど、地域の防災対策に貢

献するよう努める。 

 

 

■ みえ企業等防災ネットワークが実施する対策                

１ 企業の防災力強化のためのネットワーク構築  

防災に関する知識の習得や企業間相互の交流・理解・協力を行い、防災力診

断やＢＣＰ等の作成支援等を通じた企業防災力の向上や企業と地域との連携の

構築を図る。 

 

 

■ 自主防災組織、自治会等が実施する対策                  

１ 立地企業と連携した防災対策、防災活動の推進 

地域の企業・事業所との防災対策に関する連携を推進し、互いの防災力を高

めることで、地域の防災力の向上に努める。 
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第６節 児童生徒等にかかる防災教育・防災対策の推進（予防６） 
 

【担当班】 

教育班、危機管理班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 学校やその周辺並びに通学路等にお

ける風水害時のリスクの把握、警報発

表前の対応や非常時の避難対策等の

検討、児童生徒等への防災教育、家庭

や地域との連携をさらに充実する必

要がある。 

また、幼稚園や保育園等における防

災対策についても同様の状況にある。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ すべての学校や園などにおいて

風水害時のリスク把握が行われて

おり、警報発表前の対応や非常時の

避難対策等により、児童生徒等の安

全が確保されるとともに、防災教育

の徹底により、児童生徒等並びに家

庭や地域への防災啓発が図られて

いる。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 

町立小中学校 

(1) 児童生徒等の安全確保 

(2) 校内の防災体制の整備及び防災計画等の策定

及び防災訓練の実施 

(3) 学校施設の安全点検 

児童生徒等 (1) 防災教育の推進 

教職員 (1) 学校防災人材の育成と活用 

児童生徒等の保護者 (1) 家庭と連携した防災教育の推進 

地域（地域住民） 

(1) 地域と学校が連携した防災対策の推進 

(2) 地域と文化財所有者等が連携した防災対策の

推進 

町立幼稚園・保育園 (1) 防災対策の推進 

児童福祉施設 (1) 防災対策の推進  
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町立 

小中学校 

町立小中学校 

(1) 児童生徒等の安全確保 

(2) 校内の防災体制の整備及び防災計画等の策定及

び防災訓練の実施 

(3) 学校施設の安全点検 

児童生徒等 (1) 防災教育の推進 

児童生徒等の保

護者 
(1) 家庭と連携した防災教育の推進 

地域 

（地域住民） 
(1) 地域と学校が連携した防災対策の推進 

 

【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

保護者・児童生徒等 (1) 家庭における防災についての話し合い 

 

 

第３項 対策 

■ 町（町立小中学校等）が実施する対策                                 

１ 町立小中学校等の防災対策の推進 

(1) 児童生徒等の安全確保 

児童生徒等の安全を確保するため、学校における防災教育及び防災対策が

さらに充実するよう、支援する。 

(2) 校内の防災体制の整備及び防災計画等の策定及び防災訓練の実施 

各学校での災害に備えた防災体制の整備、各学校の立地状況に応じた避難

計画等の防災計画の策定、見直し、計画に沿った訓練の実施を支援する。 

(3) 登下校時の児童生徒等の安全確保 

登下校時の児童生徒等の安全を確保するため、情報収集伝達方法、児童生

徒等の誘導方法、保護者との連携方法、緊急通学路の設定及びその他登下校

時の危険を回避するための方法等について計画を樹立するとともに、あらか

じめ職員等、児童生徒等、保護者及び関係機関に周知徹底を図る。 

(4) 学校施設の安全点検 

学校施設の点検を随時行い、必要な補修が行えるよう、学校を支援する。 

(5) 児童生徒等への防災教育の推進 

防災ノート等の活用による防災教育を継続して推進する。 

また、消防団員等が参画した体験的・実践的な防災教育の推進に努める。 

(6) 教職員の学校防災人材の育成と活用 

学校防災リーダー等を中心とした防災教育・防災対策を推進する。 

また、初任者、教職６年次、中堅教諭等資質向上、新任管理職研修等に防

災教育の内容を盛り込む。 

(7) 家庭と連携した防災教育の推進 

防災ノートの活用等による家庭と連携した防災教育を推進する。 
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２ 地域及び住民を対象とした対策 

(1) 地域と学校が連携した地域防災対策の推進 

地域と合同の防災訓練、避難訓練等を実施し、災害時に学校が避難所となっ

た際の設置や運営方法等について円滑に検討できるよう、学校と地域、家庭と

の連携を一層促進する。 

 

３ 町立幼稚園・保育園の防災対策の推進 

(1) 町立幼稚園・保育園の防災対策の推進 

町立学校に準じた防災対策を講じるよう働きかけるとともに、幼児等に配

慮した防災対策にかかる情報提供等の支援を行う。 

 

４ 児童福祉施設等の防災対策の推進 

町立の児童福祉施設、子育て支援センターについては、町立小中学校･園に準

じた防災対策を講じるとともに、特に乳幼児に配慮した防災対策に取り組む。 

また、民間児童福祉施設については、町立小中学校等・園に準じた防災対策

を講じるとともに、特に乳幼児に配慮した防災対策に取り組むよう指導する。 

放課後児童クラブにおいては、児童の安全確保のための防災対策を推進する

とともに、民間事業者に対する指導を図る。 

 

５ 地域と文化財所有者等が連携した防災対策の推進 

文化財の被害を未然に防止、又は文化財の被害拡大を防止するため、地域と合

同の防災訓練、避難訓練等の実施、災害時の文化財搬出活動等について円滑に検

討できるよう、文化財所有者等と地域との連携を推進する。 

留意点：防災組織の設置・充実、防災施設の整備、防災知識の普及と訓練の実

施、文化財の日常的な点検、その他必要な防災対策の施行 

 

 

■ 保護者・児童生徒等が実施する対策                        

１ 家庭における防災についての話し合い 

学校・園等での防災教育を家庭で共有するとともに、防災ノート等を活用

し、事前の防災対策及び発災した際の役割分担、取るべき行動について家族で

話し合うように努める。 
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第２章 安全な避難空間の確保 

 
第１節 避難対策等の推進（予防７） 

 

【担当班】 

危機管理班、救助班、教育班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 避難場所等の整備や住民一人

ひとりの避難経路、場所等の検

討が十分ではない。また、避難

行動要支援者のための避難対

策、要配慮者や女性に配慮した

避難所運営マニュアルの策定

や福祉避難所の指定等につい

て、多くの地域で取組が進んで

いない。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ 避難場所等の整備が進み、住民一人ひ

とりが個別の避難計画を策定している。

また、地域の避難対策や避難所運営にお

いて、女性や障がい者など、避難者の多

様性に配慮した対策が図られるととも

に、社会福祉施設等との連携による福祉

避難所の指定が進むなど、避難行動要支

援者・要配慮者対策に最大限配慮した地

域づくりが進んでいる。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 地域住民等 

(1) 指定緊急避難場所、避難路の整備及び指定と住

民等への周知 

(2) 指定避難所、避難路の整備･周知 

(3) 避難指示等の基準の策定・見直し 

(4) 避難誘導対策 

(5) 情報収集体制の整備 

(6) 避難所運営対策 

(7) 避難者支援のための資機材、物資の確保 

(8) 避難行動要支援者・要配慮者対策 

(9) 観光客、帰宅困難者等対策 

(10) ペット対策 

(11) 避難所外避難者対策 

(12) 感染症対策 
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【共助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

自主防災組織等
地域 

地域住民 (1) 地域の避難対策の推進 

要配慮者 
関連施設 

入所者等 
要配慮者 (1) 入所者等要配慮者にかかる避難対策の推進 

不特定多数の者
が利用する施設 施設利用者 (1) 施設利用者にかかる避難対策の推進 

観光事業者等 観光客等 (1) 観光客等にかかる避難対策の推進 

 

【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

住民 

(1) 避難指示等発令時等における避難行動の検討 

(2) 地域の避難対策への協力 

(3) ペットの同行避難対策 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                           

１ 地域等を対象とした対策 

(1) 指定緊急避難場所、避難路の整備及び指定と住民等への周知 

切迫した災害から住民等が緊急的に避難する場所のうち、災害想定区域外

にあること等内閣府令で定める基準に適合するものを、洪水や土砂災害等の災

害種別ごとに指定緊急避難場所としてあらかじめ整備及び指定し、必要な資機

材等の備蓄を図るとともに、指定緊急避難場所までの安全な避難路を整備して、

地域・住民に周知する。 

指定緊急避難場所の指定にあたっては、その適切性をハザードマップ等で

確認するほか、必要に応じて管内の警察署及び他の防災関係機関と協議するな

どして、観光客等地域外の滞在者についても考慮した避難場所の確保に努める。 

また、指定後は避難経路等を表示した案内図や、三重県避難誘導標識設置指

針に基づくピクトグラムを用いた案内標識を設置するなど、住民、観光客等に

対する周知を図る。 

① 指定緊急避難場所指定時の留意事項 

ア 公園、広場等のような相当の広さを有し、かつ、その場所又は周囲に防火

に役立つ貯水槽等があること。 

イ 周囲に崩壊のおそれのある石垣、建物、その他の建造物、あるいはがけ等

がないこと。 

ウ 周囲に防火帯、防火壁が存在し、かつ、延焼の媒介となるべき建造物ある

いは多量の危険物品がないこと。 

エ 地割れ、崩落等のない耐震性土質の土地及び安全性、耐火性の建築物であ

ること。 

オ 被災（浸水・延焼）の危険がある時、又は収容人員の安全度を超えた時は、

更に他の場所へ避難移動できること。 
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カ 避難場所に至る避難路の安全を確保すること。 

キ 避難場所及び避難路の代替場所、経路の確保をしておくこと。 

ク 仮設テントの設置に配慮すること。 

 

② 指定緊急避難場所は次のとおり。 

名 称 所 在 地 
対象となる災害 

洪水 土砂 
災害 地震 

東員第一中学校 校庭 東員町大字六把野新田557 ○ ○ ○ 

東員第二中学校 校庭  〃 城山２丁目１ ○ ○ ○ 

神田小学校 校庭  〃 大字六把野新田100 ○ ○ ○ 

稲部小学校 校庭 〃 大字大木944 ○ ○ ○ 

三和小学校 校庭  〃 大字長深700 × ○ ○ 

笹尾西小学校 校庭  〃 笹尾西２丁目１ ○ ○ ○ 

笹尾東小学校 校庭  〃 笹尾東４丁目28 ○ ○ ○ 

城山小学校 校庭  〃 城山１丁目48 ○ ○ ○ 

笹尾中央公園  〃 笹尾東２丁目6-1 ○ ○ ○ 

東員町中部公園  〃 大字北大社1634 ○ ○ ○ 

東員駅 駅前広場  〃 大字山田1953-1 ○ ○ ○ 

 

(2) 指定一般避難所、指定福祉避難所、避難路の整備･周知 

被災者が一定期間滞在する避難所について、一定の生活環境が確保される

等、内閣府令で定める基準に適合するものを、指定一般避難所、指定福祉避

難所としてあらかじめ整備及び指定するとともに、指定緊急避難場所から指

定避難所までの安全な避難路(道路)を整備して、地域住民に周知する。 

なお、指定避難所の整備・指定にあたっては、要配慮者に十分配慮すると

ともに、必要な資器材等の備蓄を図る。 

① 指定一般避難所指定時の留意事項 

ア 長期にわたる避難を想定しているので、避難所は寝起きするための学校施

設、公民館等を選定すること。 

また、学校については余裕教室等を活用し、平時から防災施設としての整

備を図っておくこと。 

イ 飲料水、電源等の確保により被災者の安全を確保するために必要な井戸、

貯水槽、水泳プール、自家発電設備（再生可能エネルギーの活用を含む）そ

の他の施設又は設備の整備を図るとともに、避難生活のための食料、毛布等

を確保しておくこと。 

ウ 避難所等公共施設のバリアフリー化のほか、男女のニーズの違いを考慮し、

男女双方の視点に立った整備を図ること。 

エ テレビ、ラジオ等、被災者が災害情報を入手できる機器の整備を図ること。 

オ 断水等によりトイレが使用できない場合に備え、仮設トイレを確保してお

くこと。 
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カ 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易であること。 

キ 一般の避難所で滞在することができる要配慮者のためのスペース（要配慮

者スペース）を設置できる教室・会議室等の整備を図ること。 

※ 指定一般避難所の要配慮者スペースに滞在している要配慮者に対しては、

定期的に保健師等が巡回して健康状態等の確認を行うこと。なお、当該要配

慮者に健康状態等の変化があり、指定一般避難所の要配慮者スペースでの

対応が困難になった場合には、指定福祉避難所へ移送すること。 

ク 感染症等による体調不良者等の隔離スペースを設置できる教室・会議室等

の整備を図ること。 

 

 

② 指定一般避難所は次のとおり。 

名 称 所在地 
収容可能 
人員 

1人 2㎡（1人4㎡） 

対象となる災害 

洪水 
土砂 

災害 
地震 

東員第一中学校 東員町大字六把野新田557 2,460人(1,230人) ○ ○ ○ 

東員第二中学校  〃 城山２丁目１ 2,700人(1,350人) ○ ○ ○ 

神田小学校  〃 大字六把野新田100 1,090人(540人) ○ ○ ○ 

稲部小学校  〃 大字大木944 1,040人(520人) ○ ○ ○ 

三和小学校  〃 大字長深700 1,040人(520人) × ○ ○ 

笹尾西小学校  〃 笹尾西２丁目１ 1,210人(600人) ○ ○ ○ 

笹尾東小学校  〃 笹尾東４丁目28 1,420人(710人) ○ ○ ○ 

城山小学校  〃 城山１丁目48 1,510人(750人) ○ ○ ○ 

東員町総合体育館  〃 大字山田1600 1,000人(500人) ○ ○ ○ 

合 計 

避難スペースを１人２㎡とすると13,470人であるが、 

中長期的及び感染症対策時においては、１人４㎡で 

6,720人となる。 

要配慮者スペース 

隔離スペース 
上記全ての避難所で確保できている。 

 

 

③ 指定福祉避難所指定時の留意事項 

ア 前記①の留意事項に加え、社会福祉施設等のように現況において要配慮

者の避難が可能な施設のほか、一般の避難所のように、現況では指定福祉

避難所としての機能を有していない場合であっても、機能を整備するこ

とを前提に利用な可能な施設を選定すること。 

イ 要配慮者やその家族には、避難先の希望や医療機器の使用など様々な事

情があることから、ニーズに応じた支援を行うことができる施設やスペ

ース等、柔軟に検討すること。 
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④ 指定福祉避難所は次のとおり。 

名 称 所在地 対象者 対象となる災害 

東員町保健福祉 

センター 

東員町大字山田

1600 
要配慮者全般 

洪  水 

土砂災害 

地  震 東員町ふれあいセ

ンター 

東員町大字山田

2013  

妊産婦、乳児、特に配

慮が必要な幼児とそ

の介助者 

 

⑤ 学校が避難所となった場合の検討事項 

ア 児童生徒等の安全な避難対策 

イ 児童生徒等の安否確認の方法について 

ウ 授業中等に発災した場合の児童生徒等の避難、帰宅の方法及び保護者との

連絡方法等の措置について 

エ 避難所の運営における職員等の協力方法について 

オ 学校（園）機能を早急に回復するため、避難者、児童生徒等が共用する部

分と児童生徒又は避難者のみが使用する部分の区分けの方法等について 

カ 避難所となった場合に必要な資機材等の整備について 

 

(3) 避難指示等の基準の見直し 

「東員町避難情報に関するガイドライン」については、内閣府防災担当が

公表する「避難情報に関するガイドライン」などを踏まえた再点検を行い、

必要に応じて見直しを行う。 

① 避難指示等の基準の策定等 

町長は、避難の指示等を行う場合、災害の状況によって次のような基準を

あらかじめ定めておくものとする。 

 

ア 高齢者等避難 

「高齢者等避難」は、基本法第 56条第２項を根拠規定としており、町

長が、避難に時間を要する高齢者等の要配慮者が安全に避難できるタイミ

ング等の早めの避難を促すための情報提供をするなど、要配慮者が円滑か

つ迅速に避難できるよう配慮することとしている。この規定に基づき、町

長は警戒レベル３高齢者等避難を発令し、避難に時間を要する高齢者等の

避難を促すこととなる。 

 

イ 避難指示 

「避難指示」は、基本法第 60条第１項を根拠規定としており、災害が

発生し、又は発生するおそれがある場合において、町長は、必要と認める

地域の必要と認める住民等に対して、立退き避難を指示することができる。

この規定に基づき、町長は警戒レベル４避難指示を発令し危険な場所にい

る住民等に対して立退き避難を求めることとなる。 
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ウ 緊急安全確保 

「緊急安全確保」は、基本法第 60条第３項を根拠規定としており、災

害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合（即ち、「切迫」して

いる状況）において、町長は、避難場所等への立退き避難をすることがか

えって危険なおそれがある場合等において、必要と認める地域の必要と認

める住民等に対して、緊急安全確保を指示することができる。この規定に

基づき、町長は警戒レベル５緊急安全確保を発令し、いまだ危険な場所に

いる住民等に対して緊急安全確保を求めることとなる。 

 

エ 避難指示及び緊急安全確保害の伝達体制の整備 

急を要するため、防災行政無線、町行政情報メール、町ホームページ及

び広報車等による周知の手段、方法について整備し、万全を図るものとす

る。 

また、避難指示及び緊急安全確保のほか、一般住民に対して避難準備を

呼びかけるとともに、要配慮者等、特に避難行動に時間を要する者に対し

て、その避難行動支援対策と連携しつつ、早めの段階で避難行動を開始す

ることを求める「高齢者等避難」を活用するため、伝達体制の整備を図る

ものとする。 

 

 

② 警戒レベルの一覧表 

避難情報等 発令時の状況 住民がとるべき行動 

警戒レベル３ 

「高齢者等避」 

災害のおそれあり 

 

要配慮者、特に避難
行動に時間を要する
者が危険な場所から
避難行動を開始しな
ければならない段階
であり、災害の発生

する可能性が高まっ
た状況 

危険な場所から高齢者等は避難  

 

・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き
避難又は屋内安全確保）する。  

※避難を完了させるのに時間を要する在宅
又は施設利用者の高齢者及び障害のある
人等、及びその人の避難を支援する者  

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の
外出を控えるなど普段の行動を見合わせ
始めたり、避難の準備をしたり、自主的に

避難するタイミングである。例えば、地域
の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所
の居住者等は、このタイミングで自主的に
避難することが望ましい。  

警戒レベル４ 

「避難指示」 

災害のおそれが高い 

 

前兆現象の発生や、
現在の切迫した状況
から、災害が発生す
る危険性が非常に高

いと判断された状況 

危険な場所から全員避難 

 

・危険な場所から全員避難（立ち退き避難又
は屋内安全確保）する。 



57 

避難情報等 発令時の状況 住民がとるべき行動 

警戒レベル５ 

「緊急安全確保」 

災害発生又は切迫 

 

災害が発生した又は
災害の発生が切迫し
た状況 

命の危険 直ちに安全確保 

 

・避難場所等への立退き避難することがかえ
って危険である場合、緊急安全確保する。 
ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動
を安全にとることができるとは限らず、ま
た本行動をとったとしても身の安全を確
保できるとは限らない。  

 

(4) 避難誘導対策 

避難指示等に関する意思決定に対する県からの助言の実施や気象台から県

への要員の派遣など、国・県・市町間の連携強化・情報共有を図る体制をあ

らかじめ整備しておく。 

不特定多数の住民等が利用する施設については、多数の避難者の集中や混

乱を想定した避難誘導計画の作成、訓練の実施に努める。 

また、町長不在時における避難指示等の発令について、その判断に遅れを

生じることがないよう代理規定等を整備するように努める。 

避難誘導にあたっては、避難行動要支援者を優先させて実施するが、町長

はあらかじめ警察、消防団、自治会等に協力を要請しておくものとする。 

また、避難誘導に際し、被災者の安全を確保するため、発電装置、照明装

置等の整備を図るものとする。 

(5) 情報収集体制の整備 

防災気象情報の収集については、「東員町避難情報に関するガイドライ

ン」を参考とし、必要に応じて、地方気象台、国土交通省河川事務所、県建

設事務所、気象防災アドバイザー等の専門家の技術的な助言を求めるととも

に、最新の情報の入手・把握の体制整備に努める。 

また、町長が気象台長等との間で気象に関する情報を必要な時に確実に交

換することができるようにするなど、県や気象台、河川管理者等との間の情

報連絡体制をあらかじめ整備し、緊密な連携が図れるようにしておく。加え

て、同一の水系を有する上下流の市町間においては、相互に避難指示等の情

報が共有できるよう、平素から連絡体制を整備する。 

(6) 避難所運営及び避難者支援対策 

県の実施する避難所運営及び避難者支援対策に沿った、避難所運営対策等

を講じるよう努めるものとし、次の事項等を内容とした避難所ごとの運営マ

ニュアルの整備を図り、関係者による避難所運営訓練の実施を推進する。 

① 避難所設置 

ア 避難所の開設・管理責任者、体制 

イ 開設にあたっての当該施設の安全性の確認方法 

ウ 町災対本部への報告、食料、毛布等の備蓄状況の確認及び不足分の調達

要請 

エ その他開設責任者の業務 
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② 避難所運営 

ア 避難者の自治組織（立上げ、代表者、意思決定手続き等）に係る事項 

イ 避難所生活上の基本的ルールに係る事項（居住区画の設定・配分、トイ

レ、ゴミ処理等日常生活上のルール、プライバシーの保護等） 

ウ 避難状況の確認方法に係る事項 

エ 避難者に対する情報伝達、要望等の集約等に係る事項 

オ その他避難所生活に必要な事項 

カ 平常体制復帰のための対策 

キ 事前周知、自治会等との連携 

ク 避難者の生活と授業環境の確保のための対策 

ケ 避難所の統合・廃止の基準・手続き等 

コ NPO・ボランティア等との協力等 

サ その他必要事項 

③ 避難者への情報伝達 

ア 情報伝達・収集体制及び自治会等の関わり方 

イ 町災対本部との連絡方法の確保 

ウ 町災対本部等へ連絡すべき事項、連絡様式 

エ 収集すべき避難者等の情報、収集・報告様式 

オ 避難所内に伝達する情報の内容、周知・伝達方法（放送設備利用、掲示、

自治会等を通じる等）及び必要な様式 

カ その他必要事項 

(7) 避難者支援のための資機材、物資の確保 

食料、飲料水、生活必需品等避難者支援を行うために必要な物資、資機材

を備蓄するよう努める。 

また、家庭・企業に対して、備蓄に関する啓発を行う。 

避難所においては、次のような問題が予想されるので、それに対処する施

設の整備及び資機材の備蓄を図るとともに、備蓄にあたっては、要配慮者に

配慮する。 

① 要配慮者に対応できる施設 

② 断水による飲料水の不足及びトイレの使用不能 

③ おむつ、生理用品、離乳食等の生活必需品の不足 

④ 避難所の長期化に伴うプライバシーの確保 

⑤ 自家発電装置（再生可能エネルギーの活用を含む）等の整備 

(8) 避難行動要支援者・要配慮者対策 

県の実施する避難行動要支援者・要配慮者対策に沿った避難行動要支援

者・要配慮者対策を講じるよう努めるものとし、特に福祉避難所の指定を推

進する。 

また、災害発生時の避難に特に支援を要する者について、町地域防災計画

で定めた基準に基づく「避難行動要支援者名簿」を作成し、その避難支援等

が適切になされるよう、避難者支援等に携わる関係者と連携して個別避難支

援計画を作成するよう努める。 

なお、次のとおり避難行動要支援者・要配慮者対策を推進する。 

① 避難所の確保 

避難行動要支援者に配慮した避難所の確保に努める。 
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② 避難誘導体制の整備 

防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、消防団、自治会、自主防災組

織等の防災関係機関及び平常時から避難行動要支援者と接している社会福祉

協議会、民生委員、介護保険事業関係者、障がい者団体等の福祉関係者と協

力して、情報伝達体制の整備、避難行動要支援者に関する情報の把握・共有

等により、避難行動要支援者の避難誘導体制の整備に努める。 

また、避難誘導に際し、被災者の安全を確保するため、発電装置、照明装

置等の整備を図るよう努める。 

③ 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成 

避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他避難行動要支援

者の生命又は身体を災害から保護するために必要な処置（以下「避難支援等」

という。）を実施するため基本法第 49条の 10の規定に基づく「避難行動要支

援者名簿」（以下「名簿」という。）を作成する。また、避難行動要支援者ご

とに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するため基本法第 49

条の 14の規定に基づく「個別避難計画」（以下「計画」という。）を、本人の

同意に基づき作成する。 

④ 避難支援等関係者となる者 

災害発生時に避難行動要支援者に対し避難支援等を実施に携わる者（以下

「避難支援等関係者」という。）は、消防団、自治会、自主防災組織、社会福

祉協議会、民生委員、介護保険事業関係者及び障がい者団体等の福祉関係者

等の関係者とし、これらの協力を得て避難行動要支援者一人ひとりに避難支

援等実施者を定めるよう努める。 

⑤ 名簿に掲載する者の範囲 

ア 高齢者のうち 

・ 75歳以上で一人暮らしの人 

・ 65歳以上で要介護認定４、５の人 

イ 身体障害者手帳の交付を受けている人のうち 

・ 視覚障害者で視覚障害１、２級の人 

・ 肢体不自由者で、下肢機能障害１、２級の人 

・ 肢体不自由者で、体幹機能障害１、２級の人 

・ 肢体不自由者で、移動機能障害１、２級の人 

ウ 療育手帳の交付を受けている知的障害者のうち、程度区分Ａ１、Ａ２の人 

エ その他避難に支援が特に必要と思われる状態にある人 

⑥ 名簿及び計画の作成に必要な個人情報及びその入手方法 

ア 記載する個人情報 

・ 氏名      ・ 生年月日   ・ 性別  

・ 住所又は居所  ・ 電話番号その他の連絡先 

・ 避難支援等を必要とする事由 

・ その他避難支援等の実施に関し必要と認める事項 

イ 個人情報の入手方法 

防災担当部局や福祉担当部局が把握している要介護高齢者や障がい者

等の情報を集約する。その際、要介護状態区分別や障害種別、支援区分別

に把握すること。なお、障がい児の場合、支援区分がないが、保護者のみ

では避難行動が困難である可能性の高い重症心身障がい児や医療的ケア

児は、障害児通所支援における基本報酬や加算の情報により把握する方法

もある。 
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また、難病患者に係る情報等、町で把握していない情報の取得が避難行

動要支援者名簿の作成のため必要があると認められるときは、三重県知事

その他の者に対して、情報提供を求めるものとする。 

⑦ 計画作成の優先度の高い避難行動要支援者の範囲及び作成目標、作成の進

め方について 

ア 計画作成の優先度の高い避難行動要支援者の範囲は、東員町防災ハザー

ドマップにおいて浸水想定区域に居住する避難行動要支援者とする。 

イ 計画作成の優先度の高い避難行動要支援者の作成目標は、令和８年度末

とする。 

ウ 計画作成の進め方については、避難支援等関係者の協力を得て進めてい

くものとする。 

⑧ 名簿及び計画の更新及び保存 

避難行動要支援者の現状については、心身の状況や生活実態は時間経過と

ともに常に変化しうるものであることから、次により名簿及び計画の情報を

最新の状態に保ち、適切に保存するよう努める。 

ア 新たに転入してきた要介護高齢者、障がい者等や、新たに要介護認定や

障害認定、障害児通所支援等の給付決定等を受けた者のうち、避難行動要

支援者に該当する者を名簿に記載するとともに、計画の作成に努めるも

のとし、新規に名簿に記載された者に対して、平常時から避難支援等関係

者に対して名簿情報及び計画を提供することについて同意の確認を行う

よう努める。 

イ 転居や死亡等により、避難行動要支援者の異動が住民登録の変更等によ

り確認された場合は、名簿及び計画から削除するものとする。また、避難

行動要支援者が社会福祉施設等へ長期間の入所等をしたことを把握した

場合も名簿及び計画から削除する。 

ウ 社会福祉施設や病院から在宅に移ることにより、避難確保計画等による

避難支援の対象から外れることとなった避難行動要支援者については、

速やかに名簿に記載等するなど、避難支援に切れ目が生じないように留

意するよう努める。 

エ 名簿を活用した避難支援等を有効に機能させるために、更新についても、

社会福祉協議会が取り組んでいる地域の支え合いのネットワークなど地

域の福祉活動と連携するよう努める。 

オ 名簿及び計画は、災害規模等によっては町の機能が著しく低下すること

を考慮し、クラウドでのデータ管理体制や県との連携などによりバック

アップ体制を築いておくものとする。また、災害時の停電を考慮し、電子

媒体での管理に加え、紙媒体での最新の情報を保管しておくものとする。 

⑨ 名簿及び計画の提供 

名簿及び計画は平常時から避難支援等関係者に提供され、共有されている

ことで、発災時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結びつくため、避難支

援等関係者に対して、避難支援等の実施に必要な限度で提供するものとする。

ただし、本人の同意が得られない場合は、この限りでない。 

⑩ 特に必要な場合の名簿情報及び計画情報提供 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援

者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、

避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名

簿情報及び計画情報を提供することができる。 
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この場合においては、名簿情報及び計画情報を提供することについて本人

の同意を得ることを要しない。使用後は、紙で提供した場合は返却を求める

ものとし、データで提供した場合は削除を求める。 

⑪ 秘密保持の義務 

名簿及び計画の提供を受けた者、若しくはこれらの情報を利用して避難支

援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当

該名簿及び計画に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密をもらしては

ならない。 

⑫ 名簿及び計画の提供に際し情報漏洩を防止するために町が求める措置及び

町が講ずる措置は次のとおりとする。 

ア 名簿及び計画には避難行動要支援者の氏名や住所、連絡先等、秘匿性の

高い個人情報が含まれるため、名簿及び計画は、当該避難行動要支援者を

担当する地域の避難支援等関係者に限り提供する。 

イ 名簿及び計画の提供先が個人ではなく団体である場合には、その団体内

部で名簿を取扱う者を限定するよう依頼する。 

ウ 一地区の自主防災組織に対して町内全体の名簿及び計画を提供しない

など、避難行動要支援者に関する個人情報が無用に共有、利用されないよ

うにする。 

エ 基本法に基づき避難支援等関係者個人に守秘義務が課せられているこ

とを十分に説明する。 

オ 施錠可能な場所への名簿及び計画の保管を行うよう依頼する。 

カ 受け取った名簿及び計画を必要以上に複製しないよう依頼する。 

キ 定期的に名簿及び計画の取扱状況の報告を求める。 

ク 名簿及び計画の提供先に対し、個人情報等の取扱い等に関する研修を開

催する。 

⑬ 避難支援等関係者の安全確保 

避難支援等関係者は、本人又はその家族等の生命及び身体の安全確保を最

優先に、地域の実情や災害の状況に応じて可能な範囲で避難支援等を実施す

ることが原則である。そのため、避難支援等関係者の被災状況によっては、

安否確認・避難誘導などの避難支援が困難となるおそれがあることを、避難

行動要支援者に十分に理解を得るよう、周知徹底を図るものとする。 

※ 名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者（公務災害補償等の対象者を

除く。）が、災害時において、避難支援等を実施するため緊急の必要があ

ると認められるときに、避難支援等に従事したことにより、死亡し、負傷

し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、基本法第 65

条第１項、第 84条第１項に基づき損害補償の対象となる。 

(9) 浸水想定区域における避難体制の整備 

員弁川浸水想定区域において、次に掲げる事項を定める。（水防法第 15条） 

① 洪水予報等の伝達方法、避難所、その他洪水時に円滑かつ迅速な避難の

確保を図るために必要な事項 

② 主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する

者が利用する施設で、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難

を確保する必要があると認められるものがある場合、その施設の名称及

び所在地 

③ 上記②に該当する施設に対し、その利用者の円滑かつ迅速な避難を図る

ための洪水予報等の伝達方法 
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④ 浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

区分 地域 河川名 施設の名称 所在地 
伝達方法 

（電話） 

障害福祉施設 北大社 員弁川 ＴＯＩＮアーチ 東員町大字北大社139番地 84-5011 

学童保育所 長深 員弁川 三和学童保育所 東員町大字長深202番地２ 76-7776 

児童福祉施設 長深 員弁川 町立みなみ保育園 
東員町大字長深690番地 76-5319 

幼稚園 長深 員弁川 町立三和幼稚園 

小学校 長深 員弁川 町立三和小学校 東員町大字長深700番地 76-2292 

(10) 観光客、帰宅困難者等対策 

県の実施する観光客、帰宅困難者等対策に沿った、観光客、帰宅困難者等

対策を講じるよう努めるものとする。 

(11) ペット対策 

飼い主責任を基本とした同行避難を想定し、犬や猫などのペット同行の避

難者の受入体制について検討する。 

(12) 避難所外避難者対策 

車中泊等やむを得ず避難所に滞在することができない被災者を想定し、避

難所における避難所外避難者対策を推進する。 

(13) 感染症対策 

県が実施する避難所運営支援策に沿った、避難所運営対策等を講じるよう

努めるものとし、必要な資機材の備蓄等を行う。 

また、避難所における過密抑制のため、災害時に宿泊施設を避難所として

活用することを検討する。 

 

 

■ 自主防災組織等が実施する対策                                       

１ 地域の避難対策の推進    

町が行う避難対策に協力し、地域の避難行動要支援者名簿及び個別避難計画

の整備、地域や個人の避難計画等の策定、避難所運営マニュアルの策定及びこ

れらに基づく防災訓練等の実施に努める。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                  

１ 要配慮者関連施設の対策 

(1) 入所者等要配慮者にかかる避難対策の推進 

施設の所在地や入所する要配慮者の特性に応じた避難計画の策定や防災訓

練の実施、関係施設との災害時の相互支援協定の締結などの施設の避難対策

に努めるとともに、町の福祉避難所の指定に協力する。 
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２ 不特定多数の者が利用する施設の対策 

(1) 施設利用者にかかる避難対策の推進 

施設の所在地や利用者の特性に応じた避難計画の策定や防災訓練の実施な

どの施設の避難対策に努めるとともに、町の緊急避難場所及び一般避難所の

指定に協力する。 

 

３ 観光事業者等の対策 

(1) 観光客等にかかる避難対策の推進 

町等と連携し、観光地の所在地や観光客等の特性に応じた避難計画の策定

や防災訓練の実施等、観光地、観光施設の避難対策に努める。 

 

 

■ 住民が実施する対策                                

１ 避難指示発令時等における避難行動の検討 

居住する地域に警戒レベルが付された避難情報等が発令された場合や、浸水

被害、土砂災害等が発生した場合に備え、あらかじめハザードマップや過去の

災害の記録等から地域で起こりうる災害の想定を確認しておき、自宅に待避す

るか、最寄の避難場所等に避難するかなど、万一の場合にとるべき避難行動の

検討に努める。 

また、自宅にとどまる場合には、想定される災害に応じ、たとえば土砂災害

については、山側とは反対側の２階の部屋に待避するなど、地域で起こりうる

災害の想定を踏まえ、自宅が災害に巻き込まれた場合でも、最低限、身の安全

を守る行動がとれるよう、万一の場合に備えた避難行動の検討に努める。 

 

２ 地域の避難対策への協力 

地域の避難計画の策定や防災訓練等の実施、避難行動要支援者の支援対策な

ど、地域の避難対策に協力するよう努める。 

 

３ ペットの同行避難対策 

ペットの飼い主は、同行避難を想定して、平時からペットのしつけや健康管

理を行うとともに、飼い主の連絡先を記載した迷子札等の装着、水や餌等のペ

ット用避難用具の常備等に努める。  
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第３章 風水害に強い町土づくりの推進 

 
第１節 水害予防対策の推進（予防８） 

 

【担当班】 

建設産業班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 河川整備の遅れや海岸保全施設の

老朽化等により、台風や大雨時に水

害が生じるおそれがあり、また、町に

おける避難指示等発令基準の設定や

国・県の避難判断情報の提供・助言体

制の整備が十分でない。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ 河川の施設が適切に整備され水

害の軽減が見込まれるとともに、町

と国・県における避難判断時におけ

る連携体制が確立し、非常時に避難

指示等を適切に発令できている。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 住民 

(1) 河川の整備 

(2) 施設の維持管理 

(3) 避難判断情報の収集 

(4) 避難判断基準の設定 

(5) 要配慮者利用施設の水害対策 

(6) 水防体制の整備 

(7) 湛水防除対策 

(8) 老朽ため池対策 

その他の防災

関係機関 
住民 

(1) 河川の整備 

(2) 施設の維持管理 

(3) 避難判断情報等の提供体制 

(4) 水防体制の整備 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                           

１ 河川の整備、維持管理    

本町が管理する河川は、過去の台風や集中豪雨による被害を受けた箇所につい

ては、災害復旧事業等により改良改修工事を実施している。 

また、改修が必要な箇所や災害の発生するおそれのある箇所についても、概ね

改良工事が完了している。 

引き続き、浸水被害のない町づくりを目指し、河川の保全管理に努めるととも

に、周辺地域の土地利用の社会的状況の変化及び河床の低下等を踏まえて、治水

安全度の向上を図るため、効果的・効率的な整備を行う。 

 

２ 避難判断情報の収集 

国及び県から、河川の水位情報や高潮情報等、町が避難指示等を判断するた

めに必要な情報を収集する体制を整備するとともに、技術的助言を求めるため

のホットライン等の設置に努める。 

 

３ 避難判断基準の設定 

国及び県から提供を受けた河川の水位情報等に基づき、避難指示等を発令す

るための基準の設定に努める。 

 

４ 要配慮者利用施設の水害対策 

水防法に基づく浸水想定区域内にある要配慮者利用施設（社会福祉施設、学

校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設）で、

その利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認めら

れるものについて、施設の名称及び所在地、洪水予報等の伝達方法を町地域防

災計画に定める。 

また、施設管理者等が作成する避難確保計画及びその計画に基づく避難訓練

結果の確認を行うとともに、避難確保計画を作成していない施設管理者等に対

して作成することを求めるなどの指示を行う。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜中部地方整備局、近畿地方整備局が実施する対策＞ 

１ 河川の整備 

(1) 計画的な河川整備の推進 

町の河川では、近年でも台風等に伴う豪雨により、浸水等の被害が発生し

ていることから、重要度、緊急度、効率性を考慮し、優先度を検討のうえ管

理河川の計画的な整備を推進し、浸水被害の軽減を図る。 

(2) 河川のソフト対策の推進 

近年、局所的な短時間豪雨等が頻発していることから、従来から実施して

いるハード対策に加え、町や住民の避難判断の参考となる雨量・水位情報の 

確実な発信や中小河川において洪水に特化した水位計の設置に努めるととも

に、町が洪水ハザードマップを作成するために必要な洪水浸水想定区域図の

策定等のソフト面からの減災対策を実施する。 
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２ 施設の維持管理 

(1) 巡視・点検の実施 

各施設管理者が定める維持管理業務実施マニュアル等に基づく巡視・点検

を行い、管理する公共土木施設等の状況を的確に把握するとともに、施設の

維持管理に必要な情報及び資料の収集に努める。 

(2) 維持工事の実施 

巡視・点検により、対策が必要になった施設の維持修繕工事を実施し、適

切に維持管理する。 

 

３ 避難判断情報等の提供体制 

(1) 町への技術的助言を行うための連絡体制の設定 

町から、基本法第61 条の２の規定に基づく避難指示等に関する技術的助

言を求められた場合に備え、町との間に発災時における連絡体制を事前に定

めるよう努める。 

 

４ 水防体制の整備 

必要な水防体制の整備に努める。 

 

 

■ 参 考                                          
１ 準用河川 １河川 

       三孤子川水系 宮下川      1,110ｍ 

 

２ 普通河川 13河川 

       藤川水系   藤川         350ｍ 

砂谷川      2,810ｍ 

              田古田川       960ｍ 

 

       弁天川水系  弁天川        620ｍ 

 

       員弁川水系  馬場川        600ｍ 

              根蓮川        950ｍ 

              振子川      2,780ｍ 

              南沢川      1,120ｍ 

              前川       1,470ｍ 

 

       三孤子川水系 笹谷川        620ｍ 

              清子川        750ｍ 

              冷川         800ｍ 

              鍬下川      350ｍ   
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第２節 地盤災害防止対策の推進（予防９） 

 

【担当班】 

危機管理班、情報収集・企画班、救助班、建設産業班、上下水道班、教育班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 大雨等に伴い発生が予測される

各種地盤災害について、砂防事業

や地すべり対策事業等の土砂災害

対策や宅地災害等防災対策等の進

捗が十分でなく、また、土砂災害

にかかる避難対策が進んでいな

い。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ 地盤災害の対策に資する事業が

着実に進められるとともに、発生

の危険性が高まった場合や発生し

た場合に速やかに避難指示や土砂

災害緊急情報等を発令・伝達でき

る体制の整備が適切に図られてい

る。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対策（活動）項目 

町 

(1) 土砂（盛土を含む）災害対策 

(2) 土砂災害関連情報の収集 

(3) 避難判断基準の設定 

(4) 応急仮設住宅供給体制の整備 

(5) 要配慮者利用施設の土砂災害対策 

その他の防災関係機関 (1) 崩壊危険地域の災害防止 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                

１ 土砂（盛土を含む）災害対策 

警戒避難体制の整備に向け、以下の事項について定める。 

① 避難所の設置 

② 避難指示等の発令時期決定方法 

③ 気象情報及び異常現象並びに避難指示等の連絡方法 

④ 避難誘導責任者 

⑤ 避難所の位置、避難経路及び避難指示等の住民への周知 

⑥ 土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域等の把握、住民への周知 

⑦ 土砂災害危険箇所等のパトロール 

⑧ その他必要事項 
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特に、土砂災害警戒区域に指定された区域については、土砂災害に関する情

報の収集及び伝達等、土砂災害から人命を守るために必要な警戒避難体制に関

する事項を定めるとともに、円滑な警戒避難が行われるために必要な事項を住

民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物の配布等や地域の危険箇

所・避難所等を示したハザードマップ等を作成し住民へ周知、その他の必要な

措置を講じる。 

また、町は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認さ

れた盛土について、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行うも

のとする。また、県は、当該盛土について、対策が完了するまでの間に、町に

おいて地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合に

は、適切な助言や支援を行うものとする。 
 

２ 土砂災害関連情報の収集 

気象台や県から、雨量や土砂災害警戒情報等を収集する体制を整備するとと

もに、技術的助言を求めるための発災時における連絡体制の整備に努める。 

 

３ 避難判断基準の設定 

収集した土砂災害関連情報に基づき、避難指示等を発令するための基準の設

定に努める。 

 

４ 応急仮設住宅供給体制の整備 

災害に対する安全性に配慮しつつ、応急仮設住宅の建設可能用地を把握する

など、供給体制を整備する。 

また、被災者用の住居として利用可能な公営住宅や空き家等の把握に努め、

災害時に迅速に対応できるよう体制を整備する。 

 

５ 要配慮者利用施設の土砂災害対策 

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内にある要配慮者が利用する施設

（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が

利用する施設）で、土砂災害が発生するおそれがある場合に、当該施設の利用

者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものについて、施

設の名称及び所在地、土砂災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法を町地

域防災計画に定める。 

また、施設管理者等が作成する避難確保計画及びその計画に基づく避難訓練

結果の確認を行うとともに、避難確保計画を作成していない施設管理者等に対

して指示を行う。 

 

６ 砂防対策 

土砂による河川災害を防止するため、水源山地の渓間における砂防堰堤（えん

てい）の築造等の砂防対策事業の実施を県に要請し、さらに砂防設備整備の促進

を図る。 

 

７ 土砂災害（特別）警戒区域 

土砂災害が想定される区域を土砂災害警戒区域、土砂災害警戒区域のうち、建

築物に損壊が生じ、住民に著しい被害が発生するおそれのある区域が土砂災害特

別警戒区域として指定されています。（資料編参照） 
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■ その他の防災関係機関が実施する対策                          

１ 崩壊危険地域の災害防止 

(1) 国道防災事業（中部地方整備局、近畿地方整備局） 

一般国道指定区間内の崩壊、落石等の危険のある箇所に防災事業を実施す

る。 

 

２ 盛土による災害防止 

国〔国土交通省，農林水産省，林野庁〕は、盛土による災害防止に向けた総

点検を踏まえ、県等が行う人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれのある盛土

に対する安全性把握のための詳細調査、及び崩落の危険が確認された盛土に対

する撤去、擁壁設置等の対策を支援するものとする。 

国〔環境省〕は、盛土による災害防止に向けた総点検を踏まえ、県等が行う

人家・公共施設等に被害を及ぼすおそれがある盛土のうち、産業廃棄物の不法

投棄等の可能性がある盛土に関する詳細調査、及び崩落の危険があり、かつ産

業廃棄物の不法投棄等が確認された盛土に対する支障除去等の対策を支援する

ものとする。  
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第３節 農地・森林の防災対策の推進（予防 10） 

 

【担当班】 

建設産業班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 農地・森林・漁村における防災対

策が十分でなく、風水害発生時に大

きな被害を生じるおそれがある。 
⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ 農地・森林・漁村における防災

対策が進み、風水害発生時であっ

ても、被害の軽減が図られる。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対策（活動）項目 

町 住民 
(1) 農地の防災対策 

(2) 森林の防災対策 

(3) 災害時の農作物等被害軽減対策 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                               

１ 農地の防災対策 

局地的な大雨や台風時の人家や農地等への浸水を防止するため必要な対策を

実施する。 

 

２ 森林の防災対策 

(1) 流域保全・山地災害対策 

林地荒廃は、土砂生産源となる可能性が高く、洪水時に下流に押し流され

て河床を上昇させ、水害発生の一つの素因となっていることから、荒廃地の

現況を把握し、崩壊地復旧及び土砂流出防止等のための治山施設等を緊急度

の高いものから計画的に施工する。 

また、局地的大雨による災害は、町民の生命及び財産に多大な被害を与え

るため、山地災害危険地区について住民への周知を図るよう努めるととも

に、緊急な箇所については、治山事業を重点的に実施する。 
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(2) 保安林整備対策 

本町における山林・原野は、町の面積の約６％となっている。また、一部

は保安林として指定されている。 

保安林は、土砂崩壊、流出の防止及び保水等により洪水調節の役割を果た

すため、流域保全上その整備が重視されており、過去の風水害等によって保

安林としての機能が低下しているところも少なくないので、保安林の改良・

整備を推進する。 

 

３ 災害時の農作物等被害軽減対策 

(1) 稲種子の確保 

稲種子については、緊急非常事態に備え、三重県米麦協会が機能できるよ

う組織強化を図る。 

さらに、県内での対応が不可能な場合に、近県米麦協会に協力要請できる

システムを構築する。 

(2) 病害虫防除用農薬の確保 

病害虫防除に備え、全国農業協同組合連合会三重県本部及び三重県農薬商

業協同組合と連絡を保ち、防除に必要な農薬の確保に努める。 

(3) 防災営農技術の確立並びに普及 

防災営農技術について、それぞれの部門ごとに災害に対応した防災技術指

針を確立し、これを関係機関及び農業団体等に示すとともに、研修会等を開

催して普及を図る。 

防災に必要な技術指針は、次の事項を基として定めるものとする。 

ア 災害を回避し、被害を未然に防止するための技術 

イ 災害に耐え、被害を僅少にくい止めるための技術 

(4) 防災営農体制の確立 

農作物の防災基盤を確立し、水害、干害、雪害等の災害に対する防災営農を

推進するため、品種、作付比率の適正化並びに災害に対応した栽培技術指針等

防災営農技術の確立とその普及指導に常時あたるものとし、桑名地域農業改良

普及センター、三重北農業協同組合等の積極的な協力を得て指導体制の強化に

努め災害の予防に対処する。 

上記関係機関とは、主に次の事項について協議を行うものとする。 

① 異常天候による農作物、畜産等の防災対策に関すること。 

② 各関係機関相互の連絡調整に関すること。 

③ 防災対策の普及浸透措置を講じること。 

④ その他必要と認められること。 

(5) 農作物の災害防災対策 

農作物の防災技術については、そのつど県の指示あるいは独自の判断によ

りその対策を樹立するが、平素から農家に対し災害予防に関する指導の徹底を

図るものとする。 
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また、防災営農技術の浸透、台風、晩霜等気象情報の周知徹底については、

随時又は必要に応じて関係機関を通じ末端農家へ迅速な伝達を行い、必要な技

術の指導を行う。 

(6) 病害虫防除用農薬の確保 

病害虫防除に備え、三重北農業協同組合及び三重県農薬商業協同組合と連

絡を保ち防除に必要な農薬の確保に努める。 

(7) 家畜伝染病の発生予防及びまん延防止対策 

北勢家畜保健衛生所において災害時に多発を予想される家畜伝染病の調査

を行うとともに、家畜伝染病予防法の規定に基づく伝染病の発生予防・予察及

びまん延防止のために必要な措置（検査、注射、消毒等）を行い万全を期する

ほか、町及び農業団体の関係職員及び獣医師等に対し必要な技術の伝達指導を

行う。 
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第４章 緊急輸送の確保  

 
第１節 輸送体制の整備（予防 11）  

 

【担当班】  

危機管理班、建設産業班  

 

 

第 1 項  防災･減災重点目標  

【現在の状態】  

・  大規模災害時の陸上及び

海上輸送にかかる現在の緊

急輸送ネットワークについ

て、風水害や広域支援を想

定した検証が十分でない。  

⇨ 

【この計画がめざす状態】  

・ 広域的な応援・受援計画、救援

物資等の供給計画等に基づき、風

水害時における陸上及び海上、航

空輸送にかかる緊急輸送ネット

ワークの見直し及び整備が着実

に進められている。  

 

 

第２項  対策項目  

【公助】  

実施主体  対  象  対策（活動）項目  

 
 

町  
 

(1) 緊急輸送体制の確保  

(2) 陸上輸送対策  

(3) 航空輸送対策  

 運送事業者等  (1) 運送事業者等との連携体制の構築 

輸送・搬送等を
担う防災関係機
関等  

町・県及び関
係機関等  (1) 発災時の災害対策体制の整備  

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 町における対策  

(1) 緊急輸送体制の確保 

緊急輸送活動のために確保すべき道路、防災上の拠点及び輸送拠点につい

て、それらが発災時にも機能するよう整備を進めて、緊急輸送体制の確保を図

るとともに、関係機関等に周知する。 

(2) 陸上輸送対策 

① 緊急輸送道路の指定等 

緊急輸送道路の指定について、防災拠点や避難所の整備・指定状況、物

資等集積拠点の整備・指定状況、県の緊急輸送道路の指定状況等に鑑み、適

切な見直しを図る。また、道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い緊

急輸送道路網の整備を図る。 
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② 緊急輸送道路機能の確保 

道路管理者等は、低地を通過する道路、鉄道等のアンダーパスなど、風

水害時に冠水のおそれがある箇所をあらかじめ把握し、広く町民へ周知を

図るとともに、代替路を確保する。その上で、発災後の速やかな復旧が可

能となるよう、排水作業が行える体制を構築する。 

そのために、道路管理者等は、国、県、建設企業と連携した迅速な道路

啓開の態勢整備を推進する。 

発災に伴う交通規制が実施された場合の一般車両運転者の責務等につい

て、平常時から周知を図る。 

(3) 航空輸送対策 

① 飛行場外離着陸場の確保 

飛行場外離着陸場適地が災害時に有効に利用できるよう、関係機関や地

元住民等への周知を図っておくほか、必要に応じ通信機器等必要な機材を

備蓄するよう努める。 

 

２ 運送事業者等を対象とした対策 

(1) 運送事業者等との連携体制の構築 

あらかじめ（一社）三重県トラック協会を始めとする運送事業者等との緊

急輸送にかかる協定を締結しておく等、運送事業者等との連携体制の構築に

よる緊急輸送体制の整備を推進する。 

 

 

■  その他の防災関係機関が実施する対策               

＜国の対策＞  

１  道路網の整備  

国〔国土交通省〕は、緊急輸送ルートの確保を早期に確実に図るため、空

港、港湾等の主要な拠点と高規格道路等のアクセス強化、ネットワーク機能の

向上、道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図るもの

とする。 

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路につい

て、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占

用の禁止又は制限を行うとともに、国〔経済産業省、総務省〕が促進する一般

送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱

化の促進を図るものとする。 

 

 

＜（一社）三重県トラック協会の対策＞ 

１ 発災時の災害対策体制の整備 

(1) 情報伝達体制の確立 

① 協会員相互の連絡網を整備し、応援体制を強化する。 

② 町災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法について、通信途絶時の対

応も含めて検討する。 

 

(2) 「災害時における物資等の緊急輸送に関する協定」に基づく体制の確立 

① 「災害時における物資等の緊急輸送に関する協定」における町と協会との
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連絡体制の整備を図る。 

② 「災害時における物資等の緊急輸送に関する協定」に基づき、災害時に町

から物資等の緊急輸送の要請があった場合の輸送体制等の整備を図る。 

③ 町が実施する防災訓練等への参加を通じ、協定に基づく連絡体制や輸送体

制の検証に努める。 

 

 

＜その他の協定締結事業者及び事業者団体の対策＞ 

１ 発災時の災害対策体制の整備 

(1) 情報伝達体制の確立 

① 町災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法について、通信途絶時の対

応も含めて検討する。 

(2) 協定に基づく体制の確立 

① 協定における県と事業者及び事業者団体との連絡体制の整備を図る。 

② 協定に基づき、災害時に県から物資等の緊急輸送の要請があった場合の輸

送体制や方法について整備を図る。 

③ 町が実施する防災訓練等への参加を通じ、協定に基づく連絡体制や輸送体

制の検証に努める。 
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第５章 防災体制の整備・強化 

 

第１節 災害対策機能の整備及び確保（予防 12） 

 

【担当班】 

危機管理班、情報収集・企画班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 風水害の規模等によっては、災

害対策本部及び地方部の情報収集

や応急対策が追い付かず、混乱を

生じるおそれがある。また、災害

対策応急活動等に必要な設備が機

能しない、備蓄物資や資機材が不

足する等のおそれがある。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ どのような風水害が発生しても、

災害対策本部及び地方部を速やかに

立ち上げ、迅速で適切な応急対策活

動を展開できる体制が整備されてい

る。また、災害応急対策活動等に必

要な設備や備蓄物資、資機材等が整

っている。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対策（活動）項目 

 
 
町 

 

(1) 災害対策本部機能等の整備・充実 

(2) 職員参集体制の整備・充実 

(3) 職員への防災教育・防災訓練の実施 

(4) 職員の防災対策の推進 

 消防関係機関 
(1) 消防力の強化 

(2) 救助・救急機能の強化 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

＜町(災害対策本部)を対象とした対策＞ 

１ 災害対策本部機能等の整備・充実 

(1) 災害対策本部施設及び設備の整備 

① 町災対本部は、町役場西庁舎内に置く。 
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② 発災時、迅速に災害対策本部を設置できるよう、自家発電設備（再生可能

エネルギーの活用を含む）等の整備による非常電源、衛星携帯電話の確

保、浸水対策などの整備に努める。 

③ 大規模災害発生時、庁舎等主要施設が損壊した場合に災害対策活動に支障

をきたすことがないよう、災害対策本部機能を有する代替施設の整備に努

める。 

④ 住民等に対する迅速かつ的確な情報伝達を可能とするよう、町災対本部に

隣接した場所に報道用スペースの設置を検討する。 

⑤ 災害時における的確な情報の収集、伝達を確保するため、次の通信設備の

整備を行う。 

・ 町防災行政無線 

・ 東員町公式 Twitter 

・ 防災ラジオ 

・ 緊急電話・ＦＡＸ 

・ 三重県防災行政無線（以下、「県防災行政無線」という。） 

・ 一般加入電話（災害時優先電話） 

・ 町行政情報等メール配信サービス 

・ 衛星携帯電話 

(2) 物資・機材の備蓄 

発災時には、応急対策や復旧対策を実施する際に必要な物資・機材等が必

要なほか、町災対本部職員用の食料、飲料水や仮設トイレ、寝袋等物資の入

手が困難となることが予想されることから、次の物資等について計画的に必

要量の備蓄に努める。 

町災対本部職員用の物資 食料、飲料水、仮設トイレ、寝袋等 

災害対策活動用の物資・機材 
投光器、発電機、チェーンソー、 

担架、スコップ、バール等 

(3) 現地災害対策本部機能の整備検討 

町本庁舎以外の機関など、実際の災害発生現場に近い庁舎を現地災害対策

本部として活用し、機動的な災害対策活動が行えるよう、施設、人員、備蓄

物資を含めた体制を検討する。 

 

２ 職員参集体制の整備・充実 

災害発生時の迅速な初動対応を確保するため、災害対策要員への非常呼び出

しシステムの整備、職員への防災一斉メールシステムの整備など、より迅速な

職員参集体制の整備を推進する。 

また、庁舎周辺に居住する職員を緊急初動対策要員に指定し、災害時におけ

る初動体制を確立する。 

さらに、救出・救助対策、救援物資の提供、医療対策及び輸送対策等、特に

重要な初動対策を迅速かつ的確に実施するため、必要に応じて職員参集体制の

見直しを図っていく。 
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３ 職員への防災教育・防災訓練の実施 

町職員一人ひとりが自分事として日常的に防災・減災に取り組み、発災後は

人命の確保はもとより、被災者の早期の生活再建と地域社会のより良い復興を

県民とともに成し遂げるよう、防災人材の育成を図る。 

ア 防災人材育成において向上させるべき能力 

① 災害（被災）イメージ力 

② 災害対応の全体像把握力 

③ 心構え 

④ 災害対応のマネジメント能力 

⑤ 個別業務の処理能力 

イ 防災人材育成の際に盛込む事項 

① 過去の災害記録 

② 職員等が果たすべき役割 

③ 防災対策として現在講じられている対策に関する知識 

④ 職員が各家庭において実施すべき防災対策 

⑤ 気象情報に関する知識 

⑥ 風水害に関する知識 

⑦ 図上訓練等を通じた所属ごとに作成した災害時事務マニュアルの内容検証 

⑧ 町が定めた各種計画や指針 

ウ 災害時に迅速、的確な行動がとれるよう活動指針を作成し、その内容につ

いて職員に周知徹底を図る。 

 

４ 職員の防災対策の推進 

職員は、「第１章 第１節 住民や地域の防災対策の促進」において住民に求

める自助の取組を率先して実行するものとし、職員自身及び家族に被救助者を

生じさせることなく、速やかに町の災害対策要員に加われるよう、平常時の備

えを徹底する。 

 

 

＜消防機関を対象とした対策＞ 

１ 消防力の強化 

風水害による被害の防止又は軽減を図るとともに、「消防力の整備指針」、

「消防水利の基準」を充足するため、消防組織の充実強化を図り、消防用施設

等の整備に努める。 

(1) 消防職員・消防団員の充実・資質向上等 

消防職員の充実及び資質の向上を図るとともに、地域における消防防災の

中核である消防団について、青年・女性層の参加促進活性化などを図るほ

か、育成教育、装備の充実を推進し、減少傾向にある消防団員の確保に努め

る。 
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(2) 消防用施設等の整備の推進等 

風水害防災に関する知識の啓発、情報の伝達、延焼防止活動及び救助活動

等の被害の防止又は軽減に必要な消防防災活動を有効に行うことができる消

防自動車、消防用施設・設備等の整備を推進する。 

(3) 消防水利の確保対策 

災害時において、消防の用に供することを目的とする貯水施設や取水のた

めの施設を整備するとともに、人工水利と自然水利の適切な組み合わせによ

る水利の多元化を推進する。 

 

２ 救助・救急機能の強化 

災害時の職員の安全確保を図りつつ、効率的な救助･救急活動を行うため、関

係機関相互の連携体制の強化を図るとともに、職員の教育訓練を行い、救助･救

急機能の強化を図る。 

また、大規模･特殊災害に対応するため、高度な技術･資機材を有する救助隊

の整備を促進するとともに、先端技術による高度な技術の開発に努める。 
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第２節 情報収集・情報伝達機能の整備及び確保（予防 13） 

 

【担当班】 

危機管理班、情報収集・企画班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 発災直後(特に夜間等）の町災対本

部の災害対策機能が十分に整備でき

ていない段階において、必要な情報

を収集、伝達するための体制整備が

十分でない。 

⇨ 
【この計画がめざす状態】 

・ いかなる状況において災害が発

生しても町災対本部等が必要な情

報収集と伝達ができる体制が、

町、県、防災関係機関において整

っている。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対 象 対策（活動）項目 

 
 
町 

 
(1) 災害情報収集・伝達体制の整備 

(2) 被害情報収集・伝達手段の整備 

 
通信事業者 

放送事業者 
(1) 通信設備の優先利用の手続き 

通信事業者 
放送事業者 

 
 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 防災広報活動 

(4) 広域応援体制の整備 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 町(災害対策本部)を対象とした対策 

(1) 災害情報収集・伝達体制の整備 

迅速かつ的確な災害情報の収集・連絡のため、町災対本部各部及び防災関係

機関相互、所管する業務に関する情報、多様な災害関連情報等の収集・伝達体

制の整備を図るとともに、その際の役割、責任等の明確化に努める。 

また、夜間、休日でも対応できる体制の整備を図る。 

ア 風水害全般にかかる情報収集・伝達体制の整備 

災害関連情報の収集・共有と住民等への伝達体制の整備を図る。 
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特に、避難行動要支援者や孤立地域の被害者、帰宅困難者等への確実な情
報伝達体制の整備を図るとともに、県の防災情報システムを活用した災害関
連情報の共有の徹底を図る。 

イ 情報共有システムの整備 

情報の共有化を図るため、各機関が横断的に共有すべき防災情報の形式

を標準化し、早い段階で共通のシステムに集約できるよう努める。 

ウ 多様な情報収集手段の整備 

機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ航空機・ドローン等多様な

情報収集手段を活用できる体制を確立するとともに、ヘリコプターからの画

像伝送装置、監視カメラ等画像情報の収集・連絡システムの整備を推進する。 

また、迅速的確な被災現場情報の収集・連絡のため、被災現場情報の収集・

連絡にあたる要員の指定を検討するとともに、民間企業、報道機関、住民等

からの情報収集など、多様な災害関連情報等の収集体制の整備に努める。 

エ 情報の分析・整理 

長期的な計画により、収集した情報を分析整理できる人材の育成と、必要

に応じて専門家の意見を活用できる体制を構築するよう努める。 

また、防災関連情報の収集・蓄積に努めるとともに、集めた情報を防災対

策に生かすよう努める。 

(2) 被害情報収集・伝達手段の整備 

被災者に必要な情報が確実に伝達・共有されるよう、役割・責任の明確化

に努め、特に、要配慮者、災害により孤立化している地域の被災者、観光客・

帰宅困難者等情報が入手困難な被災者に対して、確実に情報伝達できるよう

必要な体制の整備を図る。 

また、放送事業者等の協力を得て、災害に関する情報及び被災者に対する

生活情報等必要な情報を伝達できる体制の整備を図るほか、災害用伝言ダイ

ヤル等安否情報確認システムの効果的な活用が図られるよう、普及啓発に努

める。 

ア 防災行政無線の整備等 

町防災行政無線等の整備を図るとともに、有線通信や携帯電話も含め、

避難行動要支援者や孤立集落にも配慮した多様な手段の整備・確保に努め

る。 

なお、防災行政無線の整備、維持管理にあたっては、保守点検の徹底、

設備等の計画性を持った設備更新等適切な管理に努める。 

イ 被災者安否情報提供窓口の設置検討 

災害発生時に被災者の安否に関する情報について照会があった場合、照

会者に対する回答を行う体制について検討する。 

ウ 緊急速報メール等情報提供手段の検討 

避難に関する情報を、対象となる全ての人に迅速かつ的確に提供する体

制のあり方について検討する。 
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２ 防災関係機関(通信事業者、放送事業者)を対象とした対策 

(1) 通信設備の優先利用の手続き 

通信設備の優先利用（基本法第57 条）及び優先使用（同法第79 条）につ

いて西日本電信電話株式会社三重支店、放送局とあらかじめ協議を行い、使

用手続きを定めておく。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策（通信事業者、放送事業者）      

＜固定通信事業者、移動通信事業者等の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 通信施設の防災対策 

災害時においても重要通信を確保できるよう、施設・設備の浸水対策や耐

火対策を講じる。 

(2) 施設・設備のバックアップ対策 

主要伝送路のループ化、多ルート化やシステムの分散設置等による施設・

設備のバックアップ体制の強化を図る。 

(3) 災害対策用資材等の確保 

早急な通信機能の復旧を図るため、通信用機材・技術者の現況把握及び活

用方法、資材の供給方法をあらかじめ定めておく。 

(4) 災害時用移動通信基地局車両の配置検討 

災害時に重要施設等の通信を応急的に確保するため、移動通信基地局車両

の配備及び災害時の配置計画等について、検討する。 

 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定めてお

く。 

(2) 情報伝達体制の確立 

施設、設備の被害状況等の把握及び関係部署等への情報伝達方法等をあら

かじめ定める。 

また、町災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途

絶時の対応も含めて検討する。 

 

３ 防災広報活動 

各通信事業者は、通信の復旧見通し等について、利用者等に対し正確かつ速

やかに広報活動を行うための情報連絡体制を確立する。 

 

４ 広域応援体制の整備 

大規模災害が発生した場合は、通信事業者の防災体制を確立するとともに、

全国からの応援を要請し、迅速な災害復旧を可能とするよう平常時からあらか

じめ措置方法を定めておく。 
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＜放送事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 放送施設の防災対策 

災害時においても放送機能を確保できるよう、施設・設備の浸水対策や耐

火対策を講じる。 

 

(2) 災害対策用資材等の確保 

早急な放送機能の復旧を図るため、放送用機材・技術者の現況把握及び活

用方法、資材の供給方法をあらかじめ定めておく。 

 

２ 発災時の災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定めてお

く。 

(2) 情報伝達体制の確立 

施設、設備の被害状況等の把握及び関係部署等への情報伝達方法等をあら

かじめ定めておく。 

また、町災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途

絶時の対応も含めて検討する。 

 

３ 防災広報活動 

各放送事業者は、放送の復旧見通し等について、利用者等に対し正確かつ速

やかに広報活動を行うための情報連絡体制を確立する。 

  



84 

第３節 医療・救護体制及び機能の確保（予防14） 

 

【担当班】 

救助班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・大規模災害発生時には医療救護需要が極め

て多量、広域的に発生することが想定される

が、これに対応できる応急医療体制の整備が

十分ではない。また、これに対応できる初期

医療体制、後方医療体制、医薬品等の確保及

び広域的救護活動をコーディネートする機

能が十分でない。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・地域において、関係機関を含

めた災害時の医療・救護を円

滑に提供する体制が整って

いる。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 

災害時に医療・救護を

担う機関 

(1) 医療・救護体制の整備 

(2) 医療・救護機能の確保 

住民（患者） (1) 災害時医療・救護体制等の周知 

 

【共助】 

実施主体 対策（活動）項目 

災害時に医療・救護を担う機関 

(1) 医療・救護体制の整備 

(2) 医薬品等の確保･供給体制の整備 

(3) 医療・救護機能の確保 

 

【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

住民（患者） (1) 災害時の医療に関する事前対策 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 災害時に医療・救護を担う機関を対象とした対策 

(1) 医療・救護体制の整備 
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ア 救護所設置候補地の事前指定 

救護所の設置場所については、公共施設及び空地を考慮に入れ、町の実情

に合わせてあらかじめ候補地を選定しておくとともに、住民への周知を図っ

ておく。 

また、診療所を始めとする民間医療機関の活用についても検討する。 

イ 自主救護体制の確立 

救護所の設置、医療救護班の編成・派遣について、いなべ医師会と協議し

て計画を定める。軽微な負傷者等に対する自主防災組織等による応急救護に

関する計画を定めておくものとする。 

なお、地域災害医療対策会議に参加し、情報共有に努める。 

いなべ医師会等が編成する医療救護班の編成基準は、おおむね次のとお

り。 

 医   師      １～２名（うち１名は班長） 

 看護師又は保健師   ２～５名（うち１名は看護師長） 

 事務職員等      １～２名 

 

ウ 救急搬送体制 

災害時の救急搬送について消防機関等との連携に努める。 

エ 医薬品等の確保体制 

救護所等で使用する医薬品の調達方法をあらかじめ確認しておく。 

医療、助産の実施に必要な医薬品・衛生材料等は、原則として町内の医療

機関に備蓄されているもののほか、薬局、薬店から調達するものとする。 

オ 医療機関への協力要請 

町の行う救護活動において、町だけでは対応できない場合には、いなべ医

師会を通じて町内医療機関に対する応援要請の確立体制を図るとともに、協

定等の締結を検討するものとする。 

カ 後方医療機関との連携 

災害時に同時多数の人命救助・医療救護を可能とするため、症状の程度に

より治療の優先度を判断（トリアージ）し、その負傷の度合に応じた医療機

関への搬送等を迅速に行える連携体制及び災害拠点病院、救急病院等の医療

機関の役割分担の整備を図る。 

(2) 医療・救護機能の確保 

災害拠点病院等に対する水の優先的な供給等、ライフラインの確保につい

て協定を締結するなどの取組を進める。 

町長は、あらかじめ医療施設の利用について、いなべ医師会等と十分協議

しておくほか、公立以外の医療機関の医師等についても、医療救護班の編成

など災害対応の医療体制を構築できるよう、平常時から取り組む。 

 

２ 住民を対象とした対策 

(1) 災害時医療・救護体制等の周知 

災害時の救護所等の設置場所や災害拠点病院等の診療方針などについて、

訓練などを通じてあらかじめ住民に周知を図る。 
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慢性疾患患者等に対し、必要な医薬品等については、数日分を確保してお

くよう促す。 

 

【災害拠点病院と災害医療支援病院の指定状況及び役割等】 

医療圏 

災害拠点病院 

災害医療支援病院 基幹災害 

拠点病院 

地域災害 

拠点病院 

北勢 
県立総合 

医療センター 

厚生連三重北医療センター

いなべ総合病院 青木記念病院 

桑名市総合医療センター 

市立四日市病院 

四日市羽津医療センター 

厚生連三重北医療センター

菰野厚生病院 

厚生連鈴鹿中央 

総合病院 

鈴鹿回生病院 

亀山市立医療センター 

役割・

必要機

能等 

・ 重篤救急患者の救命医療を行うための高

度の診療機能 

・ 重症傷病者の受入機能 

・ ＤＭＡＴ等の受入機能 

・ 広域搬送への対応機能 

・ ＤＭＡＴの派遣機能 

・ 地域の医療機関への応急用資器材の貸出

機能 

 

基幹災害拠点病院は、災害医療に関して、県

の中心的な役割を果たし、研修を行うなど県

内の地域災害拠点病院の機能強化を図る 

・ 災害拠点病院と連携し、

又は支援し、主として被災

地内の傷病者の受入れ及

び搬送にあたる等、地域に

おける必要な医療救護活

動 

・ 医療救護班を派遣する体

制の確保と様々な状況に

応じた医療救護班の派遣 

・ 必要に応じて地域の医療

機関等への応急用資器材

の提供 

 

 

■ 災害時に医療・救護を担う機関が実施する対策                    

１ 医療・救護体制の整備 

「町が実施する対策 １ 災害時に医療・救護を担う機関を対象とした対策 

(1) 医療・救護体制の整備」に沿った対策を講じる。 

災害時に医療・救護を担う機関は、災害時に備えて防災マニュアルを作成する。 

 

２ 医薬品等の確保･供給体制の整備 

ア 災害薬事コーディネート機能の確保 

町災対本部に招へいする本部災害薬事コーディネーターや地方部に招へ

いする地域災害薬事コーディネーターによるコーディネート機能が十分に

発揮できる体制の整備に努める。 
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なお、災害薬事コーディネーターは、被災地において必要とされる医薬

品・衛生材料等が迅速かつ円滑に供給されるよう、薬事に関する助言等を行

うとともに、平時においても関係機関との連携体制の維持や、研修及び訓練

に積極的に参加し、資質の向上に努める。 

イ 医薬品・衛生材料等の備蓄 

災害直後の初動期に必要な外科系救急医薬品、衛生材料等を県直轄で備

蓄するとともに、関係機関に流通備蓄を委託することにより県内各地域をカ

バーする。 

ウ 医薬品・衛生材料等の調達・分配 

① 町が備蓄している医薬品・衛生材料等を被災地内の救護所等へ供給する

とともに医薬品等関係機関の協力を得て、必要な医薬品・衛生材料等の

調達・分配を行う体制を構築する。 

② 必要に応じて、国及び他府県等に対しても医薬品・衛生材料等の提供の

要請を行う体制を構築する。 

③ 輸血用血液製剤は、三重県赤十字血液センターに確保・供給を依頼する。 

④ 透析施設においては、人工透析に必要な医療資材や水の備蓄、災害時の

調達方法の事前調整を図る。 

 

３ 医療・救護機能の確保 

「町が実施する対策」に沿った対策を講じる。 

また、災害時における医療活動のための電気や水等の確保対策について、事

前に検討しておく。 

 

 

■ 住民が実施する対策                           

１ 災害時の医療に関する事前対策 

災害時の地域の医療体制を平常時から把握するとともに、特に慢性疾患を持

つ家族がある場合は、それぞれの病状に応じた医薬品等を数日分確保し、持ち

出せるよう事前準備に努める。 
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第４節 応援・受援体制の整備（予防 15） 

 

【担当班】 

危機管理班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 町内各地域における、県及び県

内の遠隔地方公共団体等からの応

援を受け入れるための活動拠点の

確保や受入体制の整備が十分でな

い。また、三重県内への応援体制

についても十分な調整がなされて

いない。 

⇨ 

【この計画がめざす状態】 

・ 町内各地域に広域応援受入のための拠

点整備がなされ、発災直後からの応援受

入ができる体制が整っている。また、三

重県内での災害応援の必要が生じた場合

においても、即時に各関係機関や応援協

定団体が連携して応援に向かえる体制が

整っている。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町  

(1) 市町間の応援・受援にかかる計画の策定及び体

制の整備 

(2) 県外市町村との災害時連携体制の構築 

(3) 防災関係機関の受援体制の整備 

(4) 応援協定団体の受援体制の整備 

 防災関係機関 (1) 防災関係機関との連携体制の構築 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                             

１ 町(災害対策本部)を対象とした対策 

(1) 市町間の応援・受援にかかる計画の策定及び体制の整備 

三重県市町災害時応援協定に基づき、また、「三重県市町受援計画策定手引

書」を参考に、円滑な応援・受援対策に必要な計画をあらかじめ策定し、体制

の整備を図る。 

なお、三重県外における災害に対する応援についても同様とする。 

現在、町は、県内各市町と「三重県市町災害時応援協定」、大台町と「災害

時相互応援協定」を締結しているが、より一層の協力体制の充実を図るものと

する。 

 

 



89 

 

 

(2) 県外市町村との災害時連携体制の構築 

県外市町村との相互応援協定の締結を推進し、県外市町村との応援・受援

体制の構築を図る。協定の締結にあたっては、近隣府県の市町村に加え、遠

方の市町村との締結を検討する。 

また、これら市町村との相互応援協定に基づき、連携体制の整備を図る。 

(3) 防災関係機関の受援体制の整備 

自衛隊・消防・警察等の応援を円滑に受けられるよう、宿営場所、ヘリポ

ート、物資搬送設備等の救援活動拠点の確保や、受援に必要な対策について

検討・実施する。 

(4) 応援協定団体の受援体制の整備 

各市町が締結している応援協定の締結者からの応援が円滑に受けられるよ

う、救援活動拠点の確保や、受援に必要な計画等の策定について検討・実施

する。 

 

２ 防災関係機関を対象とした対策 

(1) 防災関係機関（自衛隊、警察及び消防機関等）との連携体制の構築 

平常時から連携体制の強化に努め、発災時に自衛隊の災害派遣や警察及び

消防機関等の応援要請が円滑に行えるよう、情報連絡体制の充実、共同の防

災訓練の実施等を行い、適切な役割分担が図られるよう努める。 

また、要請の手順や連絡先の徹底、要請内容（救急，救助，応急医療，緊

急輸送等）について、平常時よりその想定を行い、自衛隊や海上保安庁、警

察、消防機関等との連携を図る。 

(2) 緊急消防援助隊等の派遣要請及び受入れ体制 

消防組織法第44条に基づき、知事が消防庁長官に緊急消防援助隊等の消防

広域応援を要請する際の手続き等についてマニュアル化を行うなど、県、消

防本部、町間で、応援を受ける場合を想定した受援計画及び応援出動する場

合の応援計画の策定に努める。 
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第５節 ライフラインにかかる防災対策の推進（予防 16） 

 

【担当班】 

危機管理班、総務班、情報収集・企画班、住民・衛生班、建設産業班、上下水道班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ライフライン対策が各々の機関の個

別の防災対策活動に頼った状態にとど

まっており、公共、民間のライフライ

ン関係機関の総合的な防災対策をコー

ディネートする機能が十分でない。 

⇨ 
【この計画がめざす状態】 

・ライフライン関係機関の有機的

な連携体制が構築され、必要な

情報共有や防災対策活動がなさ

れて、総合的なライフライン対

策に取り組んでいる。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 施設利用者 
(1) 上水道施設（町管理）を対象とした対策 

(2) 下水道施設（町管理）を対象とした対策 

 

 

【共助】 

実施主体 対策（活動）項目 

電気事業者 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 災害時の広報体制の整備 

(4) 広域応援体制の整備 

ガス事業者 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 災害時の広報体制の整備 

通信事業者 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 防災広報活動 

(4) 広域応援体制の整備 

鉄道事業者 

(1) 平常時の防災・減災対策 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 災害時の広報体制の整備 
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一般乗合旅客 
自動車運送事業者 

(1) 平常時の防災・減災対策 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 災害時の広報体制の整備 

三重県石油商業組合 

(1) 設備面の災害予防 

(2) 災害対策体制の整備 

(3) 協定に基づく体制の確立 

 

 

【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

住民 (1) ライフラインにかかる予防対策 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                 

１ 上水道施設(町管理)等を対象とした対策 

上水道施設被害を最小限にとどめ、早期復旧を図るための事前対策を実施する

とともに、平常時の各市町等との連絡、協調に努める。 

(1) 耐震性の強化 

上水道施設の新設、拡張、改良等に際しては、最新の基準・指針等に基づき、

施設の耐震化を行う。 

(2) 施設管理図書の整備 

被害状況を的確に把握し、迅速かつ円滑な応急復旧活動が行えるように、施

設管理図書の整備、保管を図る。 

(3) 応急給水･復旧のための体制整備 

上水道施設の点検整備を定期的に行うとともに、緊急遮断弁や応急給水用

資機材等の適切な保守点検に努める。また、応急給水・復旧用資機材及び人員

の配備等の体制を整備するとともに、町の運搬給水への支援策として、給水車

への応急給水設備を設置し、水道水を供給できる体制を確保することに努める。 

「三重県水道災害広域応援協定（H9.10.21 締結）」等に基づき、資機材等に

関する情報共有を行う。また、災害時の「三重県水道災害広域応援協定」に基

づく応援給水等の実効性を高めるため、関係市町と連携し、応援給水等の訓練

を実施する。 

(4) 浸水対策の実施 

洪水ハザードマップ等による浸水予測の結果を参考に、浸水が予想される

施設・設備等の浸水対策を検討する。 

 

２ 下水道施設(町管理)を対象とした対策 

災害時においても住民の安全で衛生的な生活環境を確保するため、下水道の機

能を最低限維持するとともに、施設の被害を最小限に抑え、早期の機能回復を図

るため、次の措置を講じる。 
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(1) 安全性の強化及びバックアップ施設の整備 

下水道施設の施工にあたっては十分な安全性（耐震性）を有するよう努める

とともに、自家発電装置（再生可能エネルギーの活用を含む）を備えるなど災

害に強い下水道の整備を図る。 

(2) 被災の可能性が高い地域の把握及び施設管理図書の整備 

被害状況の迅速な把握及び早急かつ円滑な復旧を図るため、被災の可能性

が高い地域の把握及び施設管理図書を整備・保存（保管）する。 

(3) 下水排除の制限 

下水処理場又は管渠の損壊等により処理不能となった場合、町は住民に対

し下水排除の制限を行う。 

(4) 応急復旧のための体制整備 

下水道機能の維持及び早期復旧に向けた対応手順及び事前対策等を講じる。 

また、県・市町間及び広域応援等の相互応援体制を整え、人員の配備及び必

要な資機材等の情報共有を図る。 

(5) 浸水対策の実施 

洪水ハザードマップ等による浸水予測の結果を参考に、浸水が予想される

施設・設備等の浸水対策を検討する。 

 

 

■ ライフライン関係企業が実施する対策                                     

＜電気事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 施設・設備のバックアップ対策 

主要伝送路のループ化、多ルート化等による施設・設備のバックアップ体

制の強化を図る。 

(2) 災害対策用資材等の確保 

早急な電力の復旧を図るため、機材・技術者の現況把握及び活用方法、資

材の供給方法をあらかじめ定めておく。 

(3) 長期停電への対策 

町と協力して、配電線の断線などを起こす恐れのある樹木の事前伐採や、

停電発生時の復旧作業に必要な進入路上の支障となる樹木などの障害物の除

去等について、連携体制を協議しておく。 

 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定めておく。 

(2) 情報伝達体制の確立 

施設・設備の被害状況等の把握及び関係部署等への情報伝達方法等をあら

かじめ定めておく。 

町災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の

対応も含めて検討する。 
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３ 災害時の広報体制の整備 

復旧見通し等について、利用者等に対し正確かつ速やかに広報活動を行うた

めの情報連絡体制を確立する。 

 

４ 広域応援体制の整備 

大規模災害の発生に備え、防災体制を確立するとともに、隣接する電気事業

者等への応援を要請し、迅速な災害復旧を可能とするよう、あらかじめ広域応

援体制の措置方法を定めておく。 

 

 

＜都市ガス事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 災害対策用資材等の確保 

早急なガス供給の復旧を図るため、施設・技術者等の現況把握及び活用方

法、資材の供給方法をあらかじめ定めておく。 

 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定めておく。 

(2) 情報伝達体制の確立 

施設・設備の被害状況等の把握及び関係部署等への情報伝達方法等をあら

かじめ定めておく。 

町災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の

対応も含めて検討する。 

 

３ 災害時の広報体制の整備 

復旧見通し等について、利用者等に対し正確かつ速やかに広報活動を行うた

めの情報連絡体制を確立する。 

 

 

＜ＬＰガス事業者の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

ＬＰガス充填所を管理する事業者は、充填所に自家発電設備を設置する等に

より、ＬＰガスの安定的な供給体制の構築に努める。 

各販売事業者は、容器の転倒防止用鎖の点検を充実させるとともに、点検の

結果、劣化したものについては、交換を速やかに行う。 

 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 情報伝達体制の確立 

（一社）三重県ＬＰガス協会各地域ＬＰガス協議会内における販売事業者

相互の連絡網を整備し、応援体制を強化するとともに、各地域ＬＰガス協議

会内の緊急動員体制を整備する。 
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県災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の

対応も含めて検討する。 

 

３ 災害時の広報体制の整備 

災害発生時における容器バルブの閉止等、二次災害の防止措置について啓発

活動を行う。 

 

 

＜コミュニティガス事業者の対策＞ 

「＜都市ガス事業者の対策＞及び＜ＬＰガス事業者の対策＞」に準ずる。 

 

 

＜固定通信事業者の対策＞ 

「第２節 情報収集・情報伝達機能の整備及び確保 ＜その他の防災関係機関が

実施する対策＞ 固定通信事業者の対策」に準じる 

 

 

＜移動通信事業者の対策＞ 

「第２節 情報収集・情報伝達機能の整備及び確保 ＜その他の防災関係機関が

実施する対策＞ 移動通信事業者の対策」に準じる。 

 

 

＜鉄道事業者の対策＞ 

１ 平常時の防災・減災対策 

(1) 災害対策用資材等の確保 

早急な運転再開を図るため、建設機材・技術者の現況把握及び活用方法、

資材の供給方法をあらかじめ定めておく。 

(2) 防災教育及び防災訓練の実施 

従業員及び関係者に対し次の事項について防災教育を行うとともに、必要

な訓練を実施する。 

① 災害発生時の旅客の案内 

② 避難誘導等混乱防止対策 

③ 緊急時の通信確保・利用方法 

④ 帰宅困難者対策等 

⑤ 関係者の非常参集 

⑥ 職場及び各家庭での風水害対策 

 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定めておく。 
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(2) 情報伝達体制の確立 

気象情報等の把握及び関係部署、駅、列車等への情報伝達方法等をあらか

じめ定めておく。 

県災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の

対応も含めて検討する。 

(3) 運転基準及び運転規制区間の設定 

大雨時等の運転基準及び運転規制区間をあらかじめ定め、発生時にはその

雨量等により運転規制等を行うとともに、安全確認を行う。 

洪水浸水予想区域内における乗客乗員の避難手法・手順・体制等をあらか

じめ定めておく。 

 

３ 災害時の広報体制の整備 

運転の状況、復旧見通し等について、正確かつ速やかに広報活動を行うため

の情報連絡体制を確立する。 

 

 

＜一般乗合旅客自動車運送事業者の対策＞ 

１ 平常時の防災・減災対策 

(1) 防災教育及び防災訓練の実施 

従業員及び関係者に対し次の事項について防災教育を行うとともに、必要

な訓練を実施する。 

① 災害発生時の乗客の案内 

② 避難誘導等混乱防止対策 

③ 緊急時の通信確保・利用方法 

④ 帰宅困難者対策等 

⑤ 関係者の非常参集 

⑥ 職場及び各家庭での風水害対策 

 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 災害対策本部等の設置 

災害対策本部等の設置基準、組織体制、職務分担等をあらかじめ定めておく。 

(2) 情報伝達体制の確立 

気象情報等の把握及び関係部署、車両等への情報伝達方法等をあらかじめ

定めておく。 

県災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の

対応も含めて検討する。 

鉄道不通区間のバスによる代替輸送等について、あらかじめ連絡手段や輸

送方法等を鉄道事業者と検討する。 

(3) 運転基準及び運転規制区間の設定 

大雨時等の運転基準等をあらかじめ定め、発生時にはその雨量により運転

規制等を行うとともに、安全確認を行う。 
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洪水浸水予想区域内における乗客乗員の避難手法・手順・体制等をあらか

じめ定めておく。 

 

３ 災害時の広報体制の整備 

一般乗合旅客自動車運送事業者は、運転の状況、復旧見通し等について、正

確かつ速やかに広報活動を行うための情報連絡体制を確立する。 

 

 

＜三重県石油商業組合の対策＞ 

１ 設備面の災害予防 

(1) 施設の災害対策 

災害時の被害軽減、安全性強化や石油類燃料の供給体制維持を図るため、

中核給油所や小口燃料配送拠点等の整備を推進する。 

 

２ 災害対策体制の整備 

(1) 情報伝達体制の確立 

組合員相互の連絡網を整備し、応援体制を強化する。 

県災対本部や関係機関等への連絡体制及び方法等について、通信途絶時の

対応も含めて検討する。 

 

３ 協定に基づく体制の確立 

(1) 「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」に基づく体制の確立 

「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」における県と組合との

連絡体制の整備を図る。 

「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」に基づき、災害時に県

から石油類燃料の供給要請があった場合の供給体制や方法について整備を図

る。 

 

 

■ 住民が実施する対策                            

１ ライフラインにかかる予防対策 

住民は、風水害によりライフラインが一時あるいは当面の間、途絶える事態

を想定し、その影響を最小限に抑えるための事前対策を講じるよう努める。  
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第６節 防災訓練の実施（予防 17） 

 

【担当班】 

危機管理班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 台風の大型化や局地的大雨の頻発な

ど、これまでとは風水害の様相が変わ

りつつあるが、この実態に即した実践

的な訓練が実施できていない。 

・ また、地域ぐるみで災害に対処する

ための体制づくりができていない。 

⇨ 
【この計画がめざす状態】 

・ 県・市町をはじめ、防災関

係機関と地域住民、企業が連

携し、様々な自然災害を想定

した実践的な防災訓練を日常

的に行っており、地域の防災

力が日に日に高まっている。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町  
(1) 多様な防災訓練の実施 

(2) 県の防災訓練への協力・参画 

 
水防協力団体、 

自主防災組織等 

(1) 水防協力団体、自主防災組織、企業等が実

施する防災訓練への支援 

 

 

【共助】 

実施主体 対策（活動）項目 

企業・事業所等 
(1) 業種･業態に沿った防災訓練の実施 

(2) 地域等と連携した防災訓練の実施 

水防協力団体、 
自主防災組織等 

(1) 地域課題に沿った防災訓練の実施 

(2) 町等の防災訓練への協力・参画 

 

 

【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

住民 (1) 地域等における防災訓練への参画 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

町の地域特性に応じた被災状況等を想定した多様な防災訓練を実施・検証する。

訓練を実施するにあたっては、避難行動要支援者や女性、事業所等、多様な主体

の参画に努める。 

１ 多様な防災訓練の実施 

(1) 基礎訓練 

防災関係機関は、基礎訓練として、随時、通信連絡訓練、非常招集訓練、避

難訓練、救出・救護訓練、水防訓練、消防訓練、土砂災害防災訓練その他の訓

練を継続的に実施し、災害に対する防災意識の高揚、災害に対する行動力等を

養うものとする。 

なお、訓練を実施する際には、高齢者、障がい者、外国人、乳幼児、妊産婦

等の要配慮者に十分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備され

るよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等双方の視点に十分配慮

するよう努めるものとする。 

(2) 総合防災訓練 

(1) に掲げる基礎訓練を組合せ、町、消防機関及びその他の防災関係機関

や、高齢者、障がい者、外国人等の要配慮者を含めた住民、自主防災組織、企

業、ボランティア団体等と連携して、大規模災害を想定した有機的、総合的な

訓練を継続的に実施し、防災体制の強化に努めるものとする。 

防災訓練の実施内容は、おおむね次のとおり。 

① 図上訓練 

図上訓練は、災害時における各機関の役割及び他機関との連携等、防災体

制を検証するためのもので主として災害応急対策について図上で行うもの

とし、その訓練実施項目は、概ね次のとおりとする。 

ア 災害応急対策に従事し、又は協力する者の動員及び配置計画 

イ 災害応急対策用資機材及び救助物資等の緊急輸送対策 

ウ 災害時を想定した当該地域の緊急避難訓練等 

エ 町災対本部の活動訓練等 

② 実地訓練 

災害想定に即応した応急対策が迅速かつ的確に発揮できるよう、防災技

術の鍛練を図るためのものであり、訓練課題には次のものが挙げられる。 

ア 警報の伝達及び通信訓練 

イ 災害防御訓練 

（ア）大火災の消火訓練（消防訓練） 

（イ）水害時の土のう積載訓練（水防訓練） 

ウ 避難訓練 

エ 救急・救助訓練 

オ 災害応急復旧訓練 

（ア）道路の交通確保訓練 

（イ）復旧用資機材、救助物資の調達及び輸送訓練 

（ウ）堤防の応急修復訓練 
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（エ）通信及び上水道等ライフラインの応急修復訓練 

（オ）防疫及び清掃等の訓練 

（カ）災害広報の訓練 

（キ）その他災害予防及び災害応急対策に必要な訓練 

③ 訓練方法 

図上訓練・実地訓練について総合的に町防災会議が関与して行う方法と、

それぞれの災害予防責任者が責任をもって実施する方法のとおりとする。 

④ 点検 

訓練後は実施効果の検討を行い、訓練の改善、是非の資料として次の事項

を確認点検するとともに、これらを中心とした訓練記録を記載しておくもの

とする。 

ア 伝達方法、内容の確認点検 

イ 発受時間及び集合所要時間の確認点検 

ウ 集合人員の確認点検 

エ その他必要事項の確認点検 

(3) 広域合同防災訓練 

町は、近隣市町との相互の応援体制を確立するために、大規模な災害が発生

し、被災市町等が独自に十分な応急対策活動が実施できない場合を想定した広

域合同防災訓練を実施する。 

(4) 通信連絡訓練の強化検討 

大規模な災害が発生した際は、電話の不通等により、通信連絡網の混乱が予

想されるので、通信機能の充実強化を促進するため、東員町アマチュア無線ボ

ランティアの協力を得て、被害状況の収集及び情報伝達訓練への取入れを検討

する。 

(5) 非常通信訓練 

災害時における防災活動を的確に行うためには、正確な情報を迅速に伝達、

収集することが重要であるが、災害によって有線通信系が途絶したり、無線通

信設備に支障が生じることも予想されることから、各機関が所有する通信施設

を活用し、円滑な通信の運用を確保するため訓練を継続的に実施する。 

(6) その他の訓練 

町及び防災関係機関は、災害時にその機能が十分発揮できるよう、固有の防

災活動に応じた訓練を適宜実施し、機能の向上に努める。 

(7) 防災訓練の検証 

防災訓練終了後に防災訓練の検証を行い、防災対策の課題等を明らかにす

るとともに、必要に応じ防災対策の改善措置を講じ、次回の訓練に反映させる

ように努める。 

(8) 住民等が実施する防災訓練への支援 

町は自治会や自主防災組織、企業、防災ボランティアグループが主体となっ

て実施する防災訓練について積極的に協力し、支援する。また、障がい者、高

齢者等の要配慮者や女性の参画を含め多くの住民の参加を図る。 

(9) 自主防災組織訓練への支援 
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自主防災組織や事業所等が計画に従い実施する訓練について積極的に協力

し、支援する。 

訓練にあたっては、防災関係に従事する町職員及び防災関係者を派遣して、

初期消火訓練や避難、救護、炊出し等を指導し、災害発生時の被害を最小限に

防除し得るよう努める。 

※ 非常時に有効な訓練例 

・ 消火器・消火栓等の取り扱い訓練   ・ 倒壊家屋等からの救出訓練 

・ 負傷者の手当及び救命訓練      ・ 飲料水の確保訓練 

・ 炊出し訓練             ・ 要配慮者の参加する避難訓練 

 

２ 県の防災訓練への協力・参画 

県の実施する防災訓練への協力と参画に努める。 

 

３ 水防協力団体、自主防災組織、企業等が実施する防災訓練への支援 

水防協力団体、自主防災組織、企業等に対して、防災訓練の実施を呼び掛け

るとともに、実施する防災訓練を積極的に支援する。 

 

 

■ 企業・事業者等の対策                          

１ 業種・業態に沿った防災訓練の実施 

企業や事業者等による業種・業態に沿った防災訓練の実施に努める。 

また、従業員が帰宅困難となる事態を想定した訓練の実施に努める。 

 

２ 地域等と連携した防災訓練の実施 

防災訓練を実施するにあたっては、地域との連携に努めるとともに、町、地

域が実施する防災訓練に積極的に参画するように努める。 

 

 

■ 水防協力団体、自主防災組織等の対策                   

１ 地域課題に沿った防災訓練の実施 

水防協力団体、自主防災組織等が主体となって、防災訓練の実施に努めると

ともに、実施にあたっては、地域課題に沿った訓練や、障がい者、高齢者等の

要配慮者に配慮した訓練になるように工夫する。 

また、訓練への要配慮者や女性、事業所など、多様な主体の参画に努める。 

 

２ 町等の防災訓練への協力・参画 

町等の実施する防災訓練への協力と参画に努める。 

 

 

■ 住民が実施する対策                           

１ 地域等における防災訓練への参画  

町、地域等が実施する防災訓練に積極的に参画するように努める。  
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第７節 災害廃棄物処理体制の整備（予防 18） 

 

【担当班】 

住民・衛生班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 住民の生活環境を保全し、地域の早期

復旧・復興のために迅速かつ適正な処

理を目的として、町及び県で災害廃棄

物処理計画が策定されているが、計画

の実効性を高めるため、平常時からの

対策が重要である。 

⇨ 
【この計画がめざす状態】 

・ 町及び県で策定された災害

廃棄物処理計画に基づき、広

域的な大規模災害時に適正か

つ迅速に災害廃棄物処理を行

うための体系が構築されてい

る。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対策（活動）項目 

町 

(1) 教育訓練の実施と町災害廃棄物処理計画の継続的な見直し 

(2) 広域的な協力体制の整備 

(3) 廃棄物施設の風水害対策等 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                

１ 教育訓練の実施と町災害廃棄物処理計画の見直し 

町災害廃棄物処理計画の実効性を高めるため、平常時から職員の訓練や研修

等を実施するとともに、町地域防災計画の見直し等にあわせた計画の定期的な

見直しに努める。 

 

２ 広域的な協力体制の整備 

(1) 三重県災害等廃棄物処理応援協定に基づく体制整備 

災害時におけるごみ、し尿等の一般廃棄物の処理を円滑に実施するための

応援活動について、町と県が締結した「三重県災害等廃棄物処理応援協定」

に基づき、県と必要な調整を行う。 

また、広域的な協力体制の整備に努める。 

(2) 応援体制の整備 

風水害による処理施設の被災、機材等の不足に対応するため、県内市町相

互、民間団体等との応援体制の整備を推進する。 
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(3) 仮置場の候補地の選定 

災害廃棄物等を、一時的に集積するための仮置場候補地を選定しておく。 

 

３ 廃棄物処理施設の風水害対策等 

(1) 管理体制 

一般廃棄物処理施設が被災した場合には、災害廃棄物の適正な処理が困難

となるため、不燃堅牢化、浸水・停電・断水時の対策等、平常時から風水害

対策を十分に行っておく。 

また、被害が生じた場合には、迅速に応急復旧を図ることとし、そのため

に必要な手順を定め、資機材の備蓄を確保する。 
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第６章 特定自然災害への備え 

 

第１節 局地的大雨・竜巻・雪害に備えるための対策（予防 19） 

 

【担当班】 

危機管理班、建設産業班、上下水道班 

 

 

第 1項 防災･減災重点目標 

【現在の状態】 

・ 局地的大雨や竜巻などの事前に発

生場所や発生規模の予測が難しく、

公助での対応が困難な風水害に対

し、対策の鍵となる町民や事業者に

よる自助の備えや対応を促すための

対策が十分でない。 

⇨ 
【この計画がめざす状態】 

・ 局地的大雨や竜巻などに対する

公助としての事前の防災・減災対

策が適切に進められるとともに、

これら災害が発災した際に、町民

や事業者が適切な行動を取るため

の備えが進んでいる。 

 

 

第２項 対策項目 

【公助】 

実施主体 対象 対策（活動）項目 

町 住民 

（局地的大雨対策） 
(1) 河川、下水道及び道路の適切な維持管理 
(2) 情報収集・伝達体制の整備 
(3) 洪水ハザードマップの作成 
(4）土砂災害ハザードマップの作成・活用 
(5) 都市型水害に強い土地利用の推進 

(6) 局地的大雨対策に関する知識の啓発 
(7) 農林業への被害防止 

（竜巻等突風対策） 
(1) 関係機関・県との情報伝達体制の整備 
(2) 農林業への被害防止 
(3) 住民等の意識啓発 

（雪害対策） 
(1) ライフライン施設等の機能の確保 
(2) 災害情報の収集・伝達体制の充実 
(3) 道路除雪対策 

(4) 農林業への被害防止 
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ライフライン関連機

関、廃棄物処理施設 

（局地的大雨対策） 

(1) 施設の浸水対策の推進及び代替性の確保 

津地方気象台 
（竜巻等突風対策） 

(1) 津地方気象台の体制整備及び事前対策 

ライフライン施設等 
（雪害対策） 

(1) ライフライン施設等の機能の確保 

 

 

【自助】 

実施主体 対策（活動）項目 

町民・事業者 

（局地的大雨対策） 

(1) 地域の局地的大雨に対する脆弱性の確認 

(2) 局地的大雨に関する防災気象情報の活用方法の習得 
(3) 建築物等の地階における避難体制の整備 

（竜巻等突風対策） 

(1) 住居・施設等の予防対策 

(2) 竜巻等突風に関する防災気象情報の活用方法の取得 

（雪害対策） 

(1) 車両の事前防護措置 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                  

１ 局地的大雨対策 

(1) 河川、下水道及び道路の適切な維持管理 

町管理の都市地域河川の有堤区間について、背後地の利用状況を考慮した

適切な河川改修・維持管理を実施し、堤防の安全性の向上を図る。 

町管理雨水道施設について、市街地における雨水排除を図るため、雨水管

渠の新設又は改修を行い、予想される浸水被害の軽減を図る。 

町管理道路について、浸水時の転落防止のための側溝蓋設置、道路占用者

に対するマンホール蓋浮上・飛散防止対策の指導、アンダーパス等浸水時危

険個所の通行止実施体制の整備、大雨時危険区間の雨量規制設定及び通行規

制体制整備等による安全確保対策を講じる。 

(2) 情報収集・伝達体制の整備 

局地的大雨の発生状況や危険箇所等の把握をするためには、通常の気象情

報の収集に加え、気象庁が提供する「降水ナウキャスト（雨雲の動き）（今

後の雨）」、「キキクル」等、また、「三重県土砂災害情報提供システム」

による状況確認が重要であり、レーダー観測技術の向上等により提供される

情報の内容や精度も日々進歩していることから、平時から局地的大雨対策に

活用できる気象情報の種類や利用方法等についての研究を行い、災害対策活

動における活用を検討する。 
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また、これらの情報の役場内での共有や、防災関係機関等への情報伝達体

制の整備等について検討する。 

(3) 洪水ハザードマップなどの作成・活用 

県が作成する洪水浸水想定区域図等を活用して洪水ハザードマップなどを

作成し、住民等への情報提供を行うとともに、洪水からの避難・誘導訓練等

への活用を図る。 

(4）土砂災害ハザードマップの作成・活用 

県が指定する土砂災害警戒区域等を基に土砂災害ハザードマップなどを作

成し、住民等への情報提供を行うとともに、土砂災害に関する防災訓練等へ

の活用を図る。 

(5) 都市型水害に強い土地利用の推進 

浸水等のおそれのある区域については、都市的土地利用を誘導しないな

ど、水害に強い土地利用の推進に努める。 

(6) 局地的大雨対策に関する知識の啓発 

局地的大雨から身を守るための対策に関する知識について、ホームページ

やマスメディア、防災パンフレット等を通じて啓発を図る。 

(7) 農林業への被害防止（農林水産部） 

局地的大雨による農林業への被害を最小限に抑えるための対処方法につい

て、啓発・普及に努める。 

(8) 住民等の意識啓発 

住民・事業者等が「＜住民・事業者等が実施する対策＞１ 局地的大雨対

策」に記す役割を適切に果たすことができるよう、住民等への啓発を行う。 

 

２ 竜巻等突風対策 

(1) 関係機関・県との情報伝達体制の整備 

津地方気象台から竜巻等突風への注意に言及した防災気象情報の通知を受

けた場合に、その情報を住民に的確に伝達することができるよう、体制を整

備する。 

(2) 農林業への被害防止 

竜巻等突風による農林業への被害を最小限に抑えるための対処方法につい

て、啓発・普及に努める。 

(3) 住民等の意識啓発 

住民・事業者等が「＜住民・事業者等が実施する対策＞２ 竜巻等突風対

策」に記す役割を適切に果たすことができるよう、住民等への啓発を行う。 

 

３ 雪害対策 

(1) ライフライン施設等の機能の確保 

水道施設等（町管理）について、雪害に対する安全性の確保を図る。 

(2) 災害情報の収集・伝達体制の充実 

① 津地方気象台から、大雪への注意に言及した防災気象情報の通知を受けた

場合に、その情報を住民に的確に伝達することができるよう、体制を整

備する。 
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② 高齢者等の要配慮者の住居その他関連施設について状況の把握に努め、除

雪が困難であったり、危険な場合においては、必要に応じて、消防機

関・自主防災組織・近隣居住者等との連携協力による除雪支援や避難誘

導を行う体制の整備・点検を行うよう努める。 

(3) 道路除雪対策 

大雪等に対し、緊急に道路交通を確保できるよう、除雪活動を実施するた

めの除雪機械、除雪要員等の動員等についての体制整備を図る。 

(4) 農林業への被害防止 

降積雪による農林業への被害を防止するため、農林業施設の雪害対策に努

める。 

(5) 住民等の意識啓発 

住民・事業者等が「＜住民・事業者等が実施する対策＞３ 雪害対策」に

記す役割を適切に果たすことができるよう、住民等への啓発を行う。 

 

 

■ その他の防災関係機関等が実施する対策                        

１ 局地的大雨対策 

(1) 津地方気象台の体制整備及び事前対策 

台風、前線の活動、集中豪雨、線状降水帯等に係る動向を観測し、気象、

洪水の警報等、台風、大雨、線状降水帯等の現象に関する情報等を迅速かつ

確実に発表するための体制及び施設・設備の充実を図るものとする。 

(2) 施設の浸水対策の推進及び代替性の確保（ライフライン関連機関、廃棄物

処理施設） 

電気、ガス、電話、上下水道、工業用水道等のライフライン関連施設や廃

棄物処理施設について浸水対策を進めるとともに系統の多重化、拠点の分

散、代替施設の整備等による代替性の確保を進めるものとする。 

 

２ 竜巻等突風対策 

(1) 津地方気象台の体制整備及び事前対策 

① 地域気象観測システム（アメダス）、気象ドップラーレーダー等により、

竜巻等突風の発生に結びつく自然現象の監視に努め、これら観測システ

ムの整備、点検及び維持管理を行う。 

② 気象ドップラーレーダーデータを活用した技術開発により、竜巻等突風の

監視・予測精度の向上が図れたことから、全国における竜巻注意情報の

発表は令和元年６月から気象庁観測部（令和２年10 月から気象庁大気海

洋部）において実施している。 

③ 竜巻等突風による災害の発生が予測された場合には、突風への注意に言及

した雷注意報、竜巻注意報の発表に努め、竜巻注意情報等の防災気象情

報の適時・的確な提供に努める。 

また気象庁では竜巻などの激しい突風が発生しやすい地域の詳細な分

布と１時間先までの予報として、｢竜巻発生確度ナウキャスト｣の提供に努

める。 
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④ 竜巻等突風による強風害が発生し、調査の必要を認めた場合には、速やか

に現地調査を行い、その結果の公表及び防災関係機関等への情報提供に努

める。 

 

３ 雪害対策 

(1) ライフライン施設等の機能の確保 

ライフライン事業者は、電気、ガス、電話等のライフライン関連施設につ

いて、雪害に対する安全性の確保を図る。 

(2) 滞留車両の支援 

道路管理者及び地方整備局、地方運輸局等を中心とする関係機関は、車両

の滞留状況や開放の見通し等に関する道路管理者が有する情報等から、積雪

に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時間を要すると見込

まれる場合には、相互に連携の上、支援体制を構築し、滞留車両の乗員に対

し救援物資の提供や避難所への一時避難の支援等を行うよう努めるものとす

る。 

 

 

■ 住民・事業者等が実施する対策                         

局地的大雨や竜巻は、事前に発生場所や発生規模の予測をすることが難し

く、避難指示等の公助による支援が間に合わないことも想定されることから、

本節では、住民や事業者による自助の対策を重視している。 

１ 局地的大雨対策 

(1) 地域の局地的大雨に対する脆弱性の確認 

住民・事業者等は、所有又は管理する住居や事業所等が立地する場所やそ

の周辺について、局地的大雨による浸水や土砂災害、交通支障等の災害がど

の程度発生する可能性があるかを、町や県等が公表している洪水や内水氾濫

に関するハザードマップや土砂災害危険箇所などの情報も活用し、想定され

る災害を事前に確認するなどの対策を講じるとともに、発災の際に、避難所

等に避難することが難しい場合を想定し、事前の対策について検討しておく

よう努める。 

(2) 局地的大雨に関する防災気象情報の活用方法の習得 

住民・事業者等は、気象庁が発表する防災気象情報のうち、局地的大雨へ

の対処として有効な「警報・注意報」「早期注意情報（警報級の可能性）」

「気象レーダー」「高解像度降水ナウキャスト」「大雨警報（土砂災害）の

危険度分布」「大雨警報（浸水害）の危険度分布」「洪水警報の危険度分

布」「キキクル」や、「降水短時間予報」「解析雨量」などの活用方法を事

前に習得するよう努める。 

また、局地的大雨の予兆となる気象現象等（周囲が急に暗くなる、雷鳴・

雷光が現れる、冷たい風が吹く、大粒の雨や「ひょう」が降る）などを学習

するよう努める。 
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(3) 建築物等の地階における避難体制の整備 

特に不特定多数の利用が想定される地階を有する建築物の管理者は、利用

者や従業員の安全確保のために水防の責任者、連絡体制、避難誘導計画等を

定めた浸水被害を防止するための計画を作成し、従業員などへの防災教育、

訓練を実施するよう努める。 

 

２ 竜巻等突風対策 

(1) 住居・施設等の予防対策 

住民・事業者等は、所有又は管理する住宅や事業所等について、竜巻等突

風による被害を最小限に抑えるため、屋根や外壁、アンテナや植木等の状況

を定期的に確認し、必要に応じて補強等を行うよう努めるとともに、飛散防

止フィルムの活用などによる窓ガラスの飛散防止対策などを講じるよう努め

る。 

また、発災の際に、近隣の頑強な施設等に避難することが難しい場合を想

定し、次善の対策について検討しておくよう努める。 

(2) 竜巻等突風に関する防災気象情報の活用方法の習得 

住民・事業者等は、気象庁が発表する防災気象情報のうち、竜巻等突風へ

の対処として有効な「気象レーダー」「竜巻注意情報」「竜巻発生確度ナウ

キャスト」などの活用方法を事前に習得するよう努める。 

また、竜巻等突風の予兆となる気象現象等（真っ黒い雲が近づく、ごみな

どが巻き上げられて飛んでいる、“ゴー”という音がする、<気圧の変化で>

耳に異常を感じる）などを学習するよう努める。 

 

３ 雪害対策 

(1) 車両の事前防護措置 

降雪時においても車両を使用する住民・事業者等は、所有又は管理する車

両への冬期におけるスタッドレスタイヤの装着やタイヤチェーンの携行を図

る。 



109 

 
第３部 台風接近時等の減災対策 

 
第１章 タイムラインに基づく防災・減災対策  

 
第１節 東員町版タイムラインについて  

 
１ 第３部について 

東員町地域防災計画（風水害等対策編）では、災害発生が予測された時点で

取る事前対策について、この「第３部 台風接近時等の減災対策」に記載し、

災害発生後に取り組むべき対策については、「第４部 発災後の応急対策」及び

「第５部 被災者支援・復旧対策」に記載している。 

特に、東員町では、頻発化・激甚化する近年の風水害に対して、発災後を中

心とした対策だけでは必ずしも十分ではなく、よりきめ細かな事前対策が求め

られる、との考え方から、「いつ」、「誰が」、「何を」すべきかを時系列ごとに整

理した「東員町版タイムライン」を策定しており、その基本的な考え方をこの

第３部「第１章 タイムラインに基づく防災・減災対策」に整理している。 

続いて、「東員町版タイムライン」に基づき実施する具体的な対策について、

「第２章 災害対策本部機能の確保」、「第３章 避難誘導体制の確保」、「第４

章 災害未然防止活動」において整理する。 

 

２ 「東員町版タイムライン」の基本的な考え方 

発災前から予測できる台風に対して、事前対策から発災後の対策までを、「い

つ、誰が、何をするか」をタイムラインの考え方により時系列で整理し、各段

階で「抜け・漏れ・落ち」のない対策を講じることを目的とする。 

 

① 想定される運用時間（いつ） 

概ね台風到達５日前から１日後（原則、町災害対策本部廃止まで） 

 

② 運用主体（誰が） 

「東員町版タイムライン」の運用主体は、町災害対策本部における各班

と、各班が災害対応上関係する機関とします。 

 

③ 行動項目（何を） 

町災害対策本部設置後の対策だけではなく、事前にすべき対策を洗い出

し、その内容を行動項目として整理しています。 

 

④ 対象とする災害 

本町に影響を及ぼす可能性がある台風 
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⑤ タイムラインステージ 

台風の接近状況や町災害対策本部の体制に準拠したタイムラインのステー

ジを設定し、下記ステージごとに記載された行動項目を取り組んでいきます。 

タイムラインステージ１：発動 

タイムラインステージ２：準備段階 

タイムラインステージ３：早期警戒 

タイムラインステージ４：行動 

タイムラインステージ５：緊急対応 

タイムラインステージ０：解除 

 

⑥ 「ゼロ・アワー」の設定 

タイムラインに基づく活動は、台風上陸や台風接近の影響による大雨等が

想定される時点を「ゼロ・アワー」として設定し、そこに至るまでに得られる

「リードタイム」を生かして行う。 

限られた時間内で各運用主体が連携し、タイムラインに基づく行動項目を

確実に実施していくためには、「ゼロ・アワー」を設定し、「ゼロ・アワー」か

ら遡った時間として得られる「リードタイム」を明確にする必要がある。 

この「リードタイム」を把握することにより、各運用主体がどのタイミン

グでどのような防災行動を実施するかを整理し、迅速かつ効率的な防災行動が

可能となる。 

 

３ 東員町タイムラインによる防災対策 

「東員町版タイムライン」の運用主体となる町は、住民に対する情報提供や

避難指示の発令等、住民一人ひとりの避難行動に対して大きな役割を担ってい

る。 

そのため、より現場に近い立場で幅広い防災対策を担う町が、町タイムライ

ンを策定し、これに基づいて町と県とが一体となった防災対策を行う。 
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第２節 東員町版タイムラインにおける事前行動項目 

 

１ 東員町版タイムラインにおける事前行動項目 

(1) 各章の主な特徴 

① 第２章 災害対策本部機能の確保 

本章では町の災害対策本部体制とその活動を主たる対策項目を記載する。 

② 第３章 避難誘導体制の確保 

主に町が主体となって取り組むべき対策として、町の役割の比重が高くな

る対策項目である。 

③ 第４章 災害未然防止活動 

本章では町管理施設及び設備にかかる事前防災・減災活動が主たる対策項

目として記載しており、これらは、同様の施設等を抱える県や防災関係機関 

においても共通する対策であり、町と県で類似する項目が多いものと考えら 

れる。 

 

(2) 東員町版タイムラインにおける事前行動項目 

【第２章 災害対策本部機能の確保】 

（第１節 準備・警戒体制の確保 関連項目） 

① タイムライン適用判断・進捗管理 

本町では、主に気象警報の発表に基づき災害対策本部を設置し、防災活動

を行うが、本町に影響を及ぼす可能性のある台風が発生した場合は、災害対策

本部を設置する前から、タイムラインの行動項目に基づき、事前対策を実施す

る必要がある。 

このため、まずタイムラインを適用するかどうかの判断や、タイムライン

に記載した行動項目の進捗管理等、各運用主体間で緊密な連携を図ることを目

的とした行動項目を整理している。 

【主な行動項目】 

・「タイムライン発動」（危機管理班） 

・「タイムライン（ＴＬ）ステージ移行の検討」（危機管理班） 

・「タイムライン進捗管理」（危機管理班） 

② ゼロ・アワーの設定 

気象情報や水位情報等をふまえ、台風上陸や台風接近の影響による大雨等

が想定される時点を「ゼロ・アワー」として設定し、各運用主体が「ゼロ・ア

ワー」から遡った時間として得られる「リードタイム」を基に、迅速かつ効率

的な防災行動を実施することを狙いとして、これら「ゼロ・アワー」の設定に

関する行動項目を整理している。 

【主な行動項目】 

・「ゼロ・アワー検討時期の判断」（危機管理班） 

・「災害情報の分析（ゼロ・アワー）の設定」（危機管理班）  
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（第２節 予報・警報等の伝達及び情報収集体制の確保 関連項目） 

①  台風・気象情報等の整理・情報提供  

タイムラインを実施するためには、台風や気象情報や早期注意情報（警報

級の可能性）等の様々な情報を収集し、本町に被害を及ぼす可能性を整理・分

析する必要があることから、早期の段階から津地方気象台等との連携を図り、

また、これらの情報を各運用主体間で共有することを目的とした行動項目を整

理している。 

【主な行動項目】 

・「台風、気象情報、早期注意情報（警報級の可能性）等の情報収集」                

（危機管理班） 

・「台風進路、気象情報、早期注意情報（警報級の可能性）等の情報共有」                

（危機管理班） 

 

【第３章  避難誘導体制の確保】  

（第１節 避難所の確保及び早期避難の促進 関連項目） 

① 住民の早期避難に向けた支援 

災害の発生が差し迫った状況下や夜間時における避難は、危険が伴うこと

から住民等が余裕を持って安全に避難できるよう、状況に応じた早期の避難を

促すための対策を講じる必要がある。 

よって、避難所開設の準備や、避難指示等、避難情報の発令の判断などが

迅速かつ効率的に実施できるよう、防災・減災活動に資する行動項目を整理し

ている。 

【主な行動項目】 

・「緊急派遣チームの派遣判断」（危機管理班） 

・「災害情報の分析（ゼロ・アワーの設定）」（危機管理班） 

・「防災行政無線、行政情報等メール等を活用した住民への 

防災気象情報の提供」（情報収集・企画班） 

② 避難所指定されている町有施設の事前対策の確認 

避難所に指定されている町有施設について、避難所の開設が想定される場

合における事前対策の確認を行動項目として整理している。 

【主な行動項目】 

・「避難所指定町有施設の事前対策の確認」（救助班） 

 

（第２節 避難行動要支援者・要配慮者の保護 関連項目） 

① 避難行動要支援者への情報伝達・早期避難支援体制 

避難行動に時間を要するおそれのある避難行動要支援者については、特に早

い段階で避難を実施し、安全を確保することが求められることから、早期避難

を促すための多様な手段を用いた情報伝達等を効果的に進めるための支援につ

いて、行動項目として整理している。 
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【主な行動項目】 

・「避難行動要支援者の避難状況の把握」（保健活動班） 

・「避難が必要な要配慮者関連施設利用者の受入調整支援」（保健活動班） 

 

（第３節 学校・園における児童生徒等の安全確保 関連項目） 

① 学校・園における児童生徒等の事前の安全確保にかかる対策 

台風の接近が予想される場合等、気象警報が発表される前の段階において対

応すべき、学校・園における児童生徒等の安全確保のために必要な情報収集や

措置等について行動項目として整理している。 

【主な行動項目】 

・「休校措置状況等の把握・情報提供」（教育班） 

 

【第４章  災害未然防止活動】  

（第１節 公共施設の災害未然防止体制の確保 関連項目） 

① タイムライン発動に伴う被害未然防止・安全確保対策 

タイムライン発動に伴い、台風接近前までのリードタイムを生かした各運用

主体が管理する公共施設で行うべき被害未然防止対策や関係施設への安全確保

対策に資する行動項目を整理している。 

【主な行動項目】 

・「台風接近に伴う中止または延期するイベントの検討」（全班） 

・「町有施設における被害未然防止対策の依頼」（全班） 

・「関係施設への安全確保の周知依頼」（全班） 

② 道路の要注意箇所・区域等の事前対策 

河川氾濫や土砂災害による通行支障が生じることが想定される道路や内水

氾濫による冠水が想定されるアンダーパス等について、発災前の点検や応急措

置を行動項目として整理しました。 

【主な行動項目】 

・「道路の要注意箇所（アンダーパス等）・区域等の事前点検」 

（建設・産業班） 

③ 社会基盤施設の被災箇所確認・応急対策 

災害発生に備え、被災箇所の確認や応急補修、通行止め等の応急対策を迅速

に行うための事前の準備体制について、行動項目として整理している。 

また、応急対策に必要な資機材等の事前の在庫確認や調達のあり方について、

行動項目として整理している。 

【主な行動項目】 

・「施設被災状況確認の体制準備・資機材の在庫確認」 

（危機管理班、建設・産業班、上下水道班） 
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④ 上水道・下水道の要注意箇所等の台風接近前対策 

台風接近前のパトロールにより、各施設の異常の有無を確認し、必要に応じ

て防災対策等を行う体制などについて行動項目として整理しました。 

【主な行動項目】 

・「上水道・下水道の台風接近前対策」（上下水道班） 

⑤ 施工中工事現場等での安全確保対策 

町が実施する施工中の建設工事現場等において、大雨や暴風による作業員や

構造物等の被害を防止するため、現場作業の中断や構造物の被害防止等、事前

の安全確保対策について、行動項目として整理している。 

【主な行動項目】 

・「施工中工事現場等での安全確保対策」（全班） 

 

（第２節 水防活動体制の確保 関連項目） 

① 雨量計・水位計の動作状況の事前確認等 

水防活動における重要な指標となる雨量情報、河川水位情報を正確に計測す

るため、雨量計・水位計の動作状況等、事前の確認体制について行動項目とし

て整理している。 

【主な行動項目】 

・「雨量計・水位計の動作状況の事前確認」（危機管理班、建設・産業班） 

 

（第３節 住民・企業等による安全確保 関連項目） 

① 防災みえ.jp」や「東員町防災行政無線、東員町行政情報等メール等」を活

用した防災気象情報の提供など 

台風情報や気象情報等の防災気象情報について、住民に注意喚起し早期の避

難行動を促すため、三重県が運営する「防災みえ．ｊｐ（防災情報プラットフ

ォーム）」や東員町が運営する「防災行政無線、行政情報等メール等」を活用

した情報発信に関する行動項目を整理している。 

【主な行動項目】 

・「東員町防災行政無線、東員町行政情報等メール等を活用した 

住民への防災気象情報の提供」（危機管理班） 
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第３節 東員町版タイムライン  
 

１ 東員町版タイムラインについての注意事項 

 

① 各タイムラインレベルにおける行動項目は、確認すべき項目という視点で記載

している。必ず実施することを示すものではない。 

 

② 順番にとらわれない臨機応変な対応が求められる場合があるので、留意が必要

となる。 

 

③ 台風の進路、速度によっては、タイムラインレベル２以降から発動する可能性

がある。 

 

④ 「ゼロ・アワー」の定義 

   台風上陸や台風接近に影響した大雨や暴風等が想定される時点 

 

⑤ 「ゼロ・アワー」設定の参考情報 

   三重県版タイムラインのゼロ・アワー  

 

⑥ 対象災害 ： 東員町に影響を及ぼす可能性がある台風 

 

⑦ 想定時間軸 ： 概ね台風到達５日前～１日後  

（原則、町災害対策本部が廃止するまで） 

 

⑧ 凡例     ◎ ⇒ 主たるセクション、または情報を発信する立場 

○ ⇒ 関係セクション、または情報を共有する立場 
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２ 東員町版タイムライン 

① ５日前～２日前 
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② ２日前～１日前 
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③ １日前～当日 
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④ 当日 １ 
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⑤ 当日２ 
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⑥ 当日 ３（当日２の続き） 
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⑦ 当日～１日後 
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第２章 災害対策本部機能の確保  

 
第１節 準備・警戒体制の確保（接近１） 

 

【担当班】 

  危機管理班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 配備体制に応じて、町災対本部を設置し、災害情報の収集、災害対策の実施方

針の作成、関係機関等との連絡調整及び災害応急対策を行う体制を確保する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害対策のため 

の準備体制 
危機管理班 

配備基準に基づき 

速やかに 

・気象予警報等 

(津地方気象台) 

県災対本部（警戒 

体制）の設置 
危機管理班 

設置基準に基づき 

速やかに 

・気象予警報等 

(津地方気象台) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                      

１ 町の活動体制 

町域に災害発生のおそれがある場合は、町災対本部を設置し、災害対策活

動を実施する。 

また、必要に応じて現地災害対策本部や地域毎の災害対策部の設置につい

ても、検討するとともに、一元的な情報収集、広聴広報機能の充実、指揮命

令系統の確保に留意し、さらに、災害対策本部内における各班の所掌事務に

ついて明確にするよう努める。 

２ 町災対本部 

町域に災害発生のおそれがあって災害予防及び災害応急対策活動を強力に

推進する必要がある場合、町長は、東員町災害対策本部条例に基づき、町災

対本部を設置する。 

(1) 町災対本部の設置基準 

① 町を含む地域に気象業務法に基づく暴風、暴風雪、大雨（雪）又は洪水警

報、土砂災害警戒情報が発表されたとき。 

② 町を含む地域に気象業務法に基づく大雨、洪水注意報が発表された場合に

おいて町長が必要と認めるとき。 

③ その他異常な自然現象又は人為的原因による災害で町長が必要と認めるとき。 
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(2) 廃止 

① 町域内に災害の拡大するおそれがなくなり、災害応急対策が概ね完了した

と本部長(町長)が認めたとき。 

② 予想された災害に係る危険がなくなったと認めるとき。 

(3) 町災対本部の設置及び解除の公表 

町災対本部を設置し、又は解除したときは、直ちに関係機関に公表する

とともに、庁内及び住民に対し、町ホームページ、町行政情報等メール、

電話その他的確迅速な方法で周知する。 

(4) 町災対本部の設置場所 

① 町災対本部は、町役場（役場西庁舎内）に置く。 

② 町災対本部には、町災対本部の所在を明確にするため「東員町災害対策本

部」を掲示する。 

(5) 組織の概要 

① 町災対本部に、本部長、副本部長、各組織の部長、班長及び班員を置く。 

② 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長、教育長をもって充てる。

また、各部長は予め本部長が指名した者を充てるものとし、各班長は、予

め各部長が指名した者を充てる。 

③ 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の

職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから

災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を担当する。 

④ 町災対本部の組織及び所掌事務は、東員町災害対策本部の組織及び所掌事

務のとおりとし、災害の状況、対策活動の必要度に応じ、本部長の指示を

受け、随時各班の相互応援体制をとる。 

(6) 本部会議 

① 本部会議の構成 

本部会議は、本部長、副本部長、各部長及び班長で構成し、災害対策の基

本的な事項について協議する。 

② 本部会議の開催 

本部長は、本部の運営並びに災害対策の推進に関し、必要と認める時は、

本部会議を招集する。 

③ 本部会議の協議事項 

ア 災害予防に関する事項 

イ 災害応急対策の実施の推進に関する事項 

ウ その他本部長が必要と認める事項 

(7) 災害対策本部長の職務代理者の決定 

本部長（町長）不在時の指揮命令系統の確立のため、職務代理者の順位は次

とおりとする。 

第１順位 副町長 

第２順位 教育長 

第３順位 総務課長 
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(8) 組織体制  

 

東員町災害対策本部の組織体制は次のとおりとする。  

 
           

総  務  班  
  

総  務  課                
            

            
会  計  班  

  
会  計  課                

            

        
総務部  

    情  報  収  集  

・企  画  班  

  政  策  課  
               財  政  課  
            

             
調  査  班  

  
税  務  課                 

                
             

議会対策班  
  

議会事務局                
            
     

    

厚生部  

    

救  助  班  

  

町  民  課  

保険年金課  

地域福祉課  

子ども家庭課  

健康長寿課  

(保健活動班員を除く) 

 
     

本
部
長 

 

副
本
部
長 

 

（
危
機
管
理
班
） 

事
務
局 

             

          

       
保健活動班  

 健 康 長 寿 課 長 

保  健  師           

         
         

住民・衛生班  
  

みらい環境課  

町
長 

 

教
育
長 

副
町
長 

 
防
災
対
策
室 

総
務
課
長 

         
          

     
事業部  

  
建設産業班  

  建  設  課  
            産  業  課  
         

             
上下水道班  

  
上下水道課                

              
 

   
 

    
教育部  

    
教  育  班  

  
教育総務課  

  学校教育課  
              社会教育課  
          

         
消防団  

     

             

   消防団長・消防副団長    
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(9) 組織内の事務分掌  

① 各課に共通する事務分掌 

１ 課内職員の動員、配備等に関すること。 

２ 各課及び課内の連絡調整に関すること。 

３ 所管施設の防災活動、応急復旧等に関すること。 

４ 所管する業務に関する事項に関すること。 

５ 所管施設の被害状況調査及び取りまとめに関すること。 

６ 班内の応援に関すること。 

７ 他の部及び班への応援、協力要請等に関すること。 

 

 

② 各班の事務分掌 

部 名 
（部長） 

班 名 
（班長） 課 名 所 掌 事 務 

事務局 危機管理班 総務課 

(防災対策室) 

１ 本部の運営に関する連絡調整及び庶務に関
すること。 

２ 本部長の命令伝達に関すること。 
３ 各部との連絡調整に関すること。 
４ 町防災会議との連絡調整に関すること。 
５ 気象予警報、情報等の受理・伝達に関するこ

と。 
６ 避難の指示等に関すること。 
７ 防災行政無線・防災通信ネットワークの通

信確保に関すること。 
８ 被害情報のとりまとめ及び県への報告に関

すること。 
９ 消防・防災関係機関との連絡に関すること。 

10 自衛隊の派遣要請及び撤収要請に関するこ
と。 

11 災害救助法の適用実施に関すること。 

総務部 総務班 総務課 
(防災対策室 

員を除く) 

１ 庁舎内通信施設の確保に関すること。 
２ 職員の動員及び派遣に関すること。 
３ 県、他市町、関係機関等との協議及び応援等

に関すること。 
４ 技術員等の雇上げに関すること。 
５ 町有車両の配車及び民間車両の借上げに関

すること。 
６ 本部の事務に必要な物品等の調達に関する

こと。 
７ 職員の健康管理に関すること。 
８ 職員のり災給付に関すること。 
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部 名 
（部長） 

班 名 
（班長） 課 名 所 掌 事 務 

総務部 会計班 会計課 １ 義援金、見舞金等の取り扱い及び保管に関する
こと。 

２ 災害救助等に要する経費の経理に関すること。 

情報収集 

・企画班 

政策課 

財政課 

１ 被害情報の収集に関すること。 
２ 災害関係の広報広聴活動に関すること。 
３ ホームページでの情報提供に関すること。 
４ 災害時における電子計算システムの管理及

び復旧対策に関すること。 

５ 災害の記録に関すること。 
６ 災害復興計画に関すること。 
７ 行政への災害見舞者及び現地視察の対応に

関すること。 
８ 本部長の秘書に関すること。 
９ 災害対策予算の編成に関すること。 

調査班 税務課 １ 被災者台帳に関すること。 
２ 家屋等の被害調査に関すること。 
３ り災証明に関すること。 
４ 災害による町税減免措置に関すること。 

議会対策班 議会事務局 １ 災害時における議会議員との連絡調整に関
すること。 

２ 災害時における議会活動に関すること。 

厚生部 救助班 町民課 

保険年金課 

地域福祉課 

子ども家庭課 

健康長寿課 
（保健活動班 

  員を除く） 

１ 被災者台帳に関すること。 
２ 所管避難所（福祉避難所を含む）の開設及び管

理に関すること。 
３ 食料の調達、炊出しに関すること。 
４ 被服、寝具、その他生活必需品の給付及び貸与

に関すること。 

５ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 
６ 福祉施設の被害調査及び災害対策に関するこ

と。 
７ ボランティアの受入れに関すること。 
８ 義援物資の受入れ、配分等に関すること。 
９ 災害による保険料の減免措置に関すること。 
10 被災者に対する生活福祉資金等の貸付けに関す

ること。 
11 避難者名簿の作成に関すること。 
12 被災者の身元調査及び照会に関すること。 
13 死体の埋火葬、許可、保護に関すること。 

14 住民活動の支援に関すること。 
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部 名 
（部長） 

班 名 
（班長） 課 名 所 掌 事 務 

厚生部 保健活動班 子ども家庭課 

健康長寿課 
（健康長寿課長 

 及び保健師） 

１ 要配慮者対策に関すること。 
２ 災害対策用医薬品、衛生材料及び防疫薬品等の

確保に関すること。 
３ 医師会、医療機関との連絡調整に関すること。 
４ 災害時の住民相談（心のケアを含む）に関する

こと。 
５ 災害時の食品衛生に関すること。（感染症予防） 
※ 活動内容の詳細は東員町災害時保健活動マニ
ュアルに基づくこととする。 

住民・ 

衛生班 

みらい環境課 １ 仮設トイレの調達及び設置に関すること。 
２ 災害時の廃棄物及びし尿処理に関するこ

と。 
３ 災害時の清掃、消毒に関すること。 
４ 災害時の畜犬対策に関すること。 
５ 災害時の死亡獣畜の処理に関すること。 

事業部 建設産業班 建設課 

産業課 

 

１ 道路、河川、橋梁等の被害調査及び災害対策
に関すること。 

２ 災害危険箇所の災害防止及び応急復旧に関
すること。 

３ 応急、復旧資機材の調達、確保に関するこ
と。 

４ 災害対策に伴う交通規制及び障害物の除去
等交通安全に関すること。 

５ 被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危
険度判定に関すること。 

６ 応急仮設住宅の建設に関すること。 

７ 建設、土木関係団体との連絡調整及び労働
力の確保に関すること。 

８ 地すべり、治山等の災害対策に関すること。 
９ 農地及び農業用施設の被害調査及び災害対

策に関すること。 
10 農作物関係の被害調査及び災害対策に関す

ること。 
11 家畜の防疫及び被害調査に関すること。 
12 被災農家への災害融資及び農業に対する助

言に関すること。 
13 商工業施設の被害調査及び災害対策に関す

ること。 
14 被災商工業者等に対する融資に関するこ

と。 
15 農業、商工関係団体等との連絡調整に関す

ること。 
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部 名 
（部長） 

班 名 
（班長） 課 名 所 掌 事 務 

事業部 上下水道班 上下水道課 
 

１ 飲料水の確保及び供給に関すること。 
２ 上・下水道施設の被害調査及び応急復旧に関す

ること。 
３ 上・下水道関係業者との連絡調整に関すること。 

教育部 教育班 教育総務課 

学校教育課 

社会教育課 

１ 幼稚園児、保育園児、児童生徒の避難及び誘導
等安全確保に関すること。 

２ 幼稚園施設、保育園施設、学校教育施設の被害

調査及び災害対策に関すること。 
３ 所管避難所の開設及び管理に関すること。 
４ 災害時の学校給食に関すること。 
５ 災害時の炊出しの協力に関すること。 
６ 災害時における教職員及び教育（教材を含む）

の確保に関すること。 
７ 被災園児、児童、生徒の被害調査及び保健管理

（心のケアを含む）に関すること。 
８ 教職員のり災給付に関すること。 
９ 文教関係の義援金の受付け及び保管に関するこ

と。 

10 教育関係者との連絡調整に関すること。 
11 社会教育・体育施設の被害調査及び災害対策に

関すること。 
12 文化財の被害調査及び災害対策に関すること。 
13 社会教育関係団体等の連絡調整に関すること。 

消防団 

（消防団長・消防副団長） 

１ 消防団員の動員に関すること。 

２ 消防、水防活動に関すること。 
３ 被災者の避難、誘導、救出に関すること。 
４ 死体及び不明者の捜索に関すること。 
５ 被害情報の収集及び報告に関すること。 

６ 避難所開設の協力に関すること。 

 

 

(10) 配備体制 

災害が予想される場合において被害の防除及び軽減並びに災害発生後の応

急対策を迅速かつ強力に推進するため、次の基準による配備体制を整える。 

① 準備体制 

町内に災害が発生又は予想される場合で、事態の推移に伴い速やかに町

災対本部を設置するための前段階として「準備体制」を次の場合に配備する

ものとする。 

 

 

 



130 

② 警戒体制、非常体制 

被害の防除及び軽減並びに災害発生後の応急対策を迅速かつ強力に推進

するため、町災対本部を設置し、次の基準により警戒体制、非常体制をとる

ものとする。 

体制 
（※１） 

準備体制 
（第１配備） 

警戒体制 
（第２配備） 

非常体制 
（第３配備） 

 
配備 
基準 

１ 次に掲げる事項のう

ち、いずれかが町の区
域に発表され、災害の
発生が予想されて町長
（本部長）が必要と認

めたとき。 
(1) 強風注意報 
(2) 大雨(大雪)注意報 
(3) 洪水注意報 

２ その他異常な自然現

象又は人為的原因によ
る災害で町長(本部長)
が必要と認めたとき。 

１ 次の警報のうち、いずれかが

町の区域に発表されたとき。 
(1) 暴風(暴風雪)警報 
(2) 大雨(大雪)警報 
(3) 洪水警報 

２ 次の特別警報の、いずれかが

町の区域に発表されたとき。 
(1) 大雨特別警報 
(2) 暴風特別警報 
(3) 暴風雪特別警報 
(4) 大雪特別警報 

３ その他異常な自然現象又は

人為的原因による災害で町長
(本部長)が必要と認めたとき。 

広範囲にわた

って風水害、その
他異常な自然現
象もしくは人為
的原因による災

害が発生又は予
想されるときで、
町長(本部長)が
必要と認めたと
き。 

本部 

設置 
 

町災対本部設置 町災対本部設置 

配備 
要員 
（※２） 

各部の配備計画による

人員 

各部の配備計画による人員 

特別警報が発表された場合は、
必要に応じて、配備人員を増強 

全職員 

 
業務 

必要に応じ、速やかに

警戒態勢に移行するため
の情報連絡活動等を円滑
に行う。 

相当の被害が近く発生するこ

とが予想され、又は発生した場合
で、所掌する応急対策を迅速的確
に行う。 

特別警報が発表された場合は、
既に配備している職員以外は自

宅待機とし、各班からの連絡に備

える。 

甚大な被害が

発生するおそれ
があり、又は発生
した場合で、町の
総力をあげて応
急対策活動にあ

たる。 

※１ 災害の規模及び特性に照応して上記基準によりがたいと認められる場

合は、各部において臨機応変に判断し迅速に配備体制を整える。 

※２ 各部等は、配備基準に基づき、所管の班ごとに、配備計画をたてる。 

 

(11) 職員の参集 

① 準備体制・警戒体制 

各班の配備計画により参集が必要な職員は、勤務時間外、休日等において

災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがあることを知ったときは、 

以降の状況の推移に注意し、すすんで所属の各部局等と連絡をとり、又は自

らの判断で所定の場所に参集する。 
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② 非常体制 

全職員は、勤務時間外、休日等において、非常体制に対応する災害発生又

は発生するおそれがあることを知った場合は、連絡を待たずに、自ら役場へ

参集する。 

ただし、災害により家族が死亡又は傷害を受けた場合は、必要な措置を講

じた後に町災対本部に参加するものとする。 

③ 町災対本部の各部長及び班長は、勤務時間外、休日等において災害が発生

し、又は発生するおそれがあることを知った時は、相互に所属の部及び班と

連絡を取り、又は自らの判断で役場に参集するとともに、必要に応じて町災

対本部の設置を町長（本部長）に進言し、所属班員の呼集を行い、臨機の応

急対策を実施しなければならない。 

(12) 動員計画 

町災対本部の各部長は、配備基準に基づく各部の班別活動要員を確保す

るための計画を作成し、班長及び班員に周知徹底するとともに、計画書を提

出しなければならない。 

(13) 動員、配備の方法 

本部長は決定した配置体制をとるための動員指令を行い、所要人員の確

保に万全を期するものとする。また、配備状況を県防災情報システムにより

県に報告するものとする。 

① 動員の伝達方法 

職員等への動員配備指令の伝達は、次により行う。 

ア 勤務時間内における伝達 

（ア）災害が発生した場合又は発生が予想される場合、防災対策室長は総務

課長に報告し、総務課長は本部長（町長）の指示により配備体制を決定

し、各部長及び各班長にこれを伝達するとともに庁内放送によりこれ

を徹底する。 

（イ）各班長は、直ちに関係職員に連絡し所定の配備による事務又は業務に

従事させるものとする。 

（ウ）総務課長は、消防団長に配備体制を伝達する。 

 

＜勤務時間内における伝達系統＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動員 

動
員 

指
示 

報
告 

町 長 

副町長・教育長 

各 

班 

員 

県
・
消
防
本
部 

総
務
課
長 

各
部
長 

（
各
課
長
等
） 

各 

班 

長 

消防団長 

消防副団長 消防団 
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イ 勤務時間外、休日における伝達及び配備 

（ア）警備員は、非常配備に該当する気象情報が防災関係機関から通知（信）

され、又は災害発生が予想される時は、直ちに総務課長に連絡するも

のとする。総務課長は本部長及び副本部長に報告をし、配備体制の指

示を受け、各部長を通じて各班長に伝達する。 

（イ）総務課長は、消防団長に非常配備を伝達する。 

（ウ）連絡を受けた職員は、以後の状況の推移に注意し、必要のある場合は

登庁する。 

（エ）勤務時間外における配備指令の伝達は、町職員用緊急参集メール、町

職員が利用するコミュニケーションツール、電話又は急使のうち最も

敏速に行える方法による。 

（オ）各部長は、所属の各班員を円滑に招集するため、それぞれの部及び班

において実情に即した連絡方法を定めておくものとする。 

 

＜勤務時間外における伝達系統＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 配備報告 

各部長は、動員、配備を完了した時は、その状況を直ちに本部長に報告

する。 

エ 災害時における班員の服務心得 

（ア）班員の自覚 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合には、班員は常に全体

の奉仕者であるという自覚のもと、最善を尽くさなければならない。 

（イ）動員及び参集の義務 

班員は、上司の指示にしたがって防災並びに救助及び応急復旧活動

に従事しなければならない。 
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また、勤務時間外においても万難を排して、可能な方法により直ちに

参集し、配備につかなければならない。 

（ウ）服務の厳正 

災害時は、特に果断即決をもって最善を要求されるため、服務の厳正

を期さなければならない。 

（エ）担当業務の的確な履行 

災害時における各部署の担当業務は、的確かつ責任をもって実施す

るとともに必要に応じて各業務間の分担を弾力的に処理しなければな

らない。また、各関係機関と密接に連絡協調し、問題の解決にあたらな

ければならない。 

（オ）被災者に対する応接 

被災者に対する応接には、迅速かつ懇切に接するよう心掛けなけれ

ばならない 

オ 市町間の応援協定 

他市町に職員の派遣、生活必需品、資機材等の応援を受けたい時は「三

重県市町災害時応援協定」(平成12年９月１日締結)に基づき、県に対して

他市町からの応援につき、要請を行うこととする。 

応援要請の手続きについては無線又は電話等により県に要請し、後に

文書を速やかに送付するものとするが県に要請するいとまが無い時は直

接応援市町に要請し、事後速やかに県に報告する。 

(14) 災害対策職員の健康管理 

① 連続勤務の制限 

各班の責任者は、災害応急対策活動に従事する職員が長時間の連続勤務

により健康を損なうことのないよう、必要に応じて交替で休暇を与えるなど

適切な措置を講じなければならない。(１日２交替勤務以上の場合、連続出

勤は 13日以内を目安とする。) 

② こころのケア 

災害応急対策活動に従事する職員の精神的緊張の緩和を図るため、万全

の措置をとる。 

 

３ 防災関係民間団体との協力体制の確立 

その所掌事務に関係する民間団体等に対し、災害時に積極的な協力が得られる

よう協力体制の確立に努めるものとする。 

 

４ 県緊急派遣チームとの連携 

県災対本部から緊急派遣チームの支援要員が派遣されている場合には、連携し

て活動を行う。 

 

５ 町防災会議 

町域に大規模な災害が発生した場合、会長（町長）は、町防災会議を招集し、

次に掲げる活動を推進する。 

(1) 災害情報の収集 

(2) 防災関係機関相互間の連絡調整 

(3) 非常災害に際し、緊急措置に関する計画の作成及びその実施の推進 
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■ その他の防災関係機関が実施する対策                             

１ 活動体制(各防災関係機関) の整備 

町内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、それぞれの防災業務

計画その他の計画により、災害対策組織を整備して自らの活動を実施するととも

に、町、県及び他の機関の活動が円滑に行われるよう情報交換を行い、その業務

について協力する。 

 

２ 防災関係民間団体の協力 

その所掌事務に関係する民間団体等に対し、災害時に積極的な協力が得られる

よう協力体制の確立に努めるものとする。  
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第２節 予報・警報等の伝達及び情報収集体制の確保（接近２） 
 

【担当班】 

  危機管理班、情報収集・企画班、調査班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 気象情報・予警報や水防警報、土砂災害警戒情報等を迅速・確実に住民等へ提

供するとともに、町内の被害状況を収集・とりまとめる体制を確保する。 

○ 台風・気象情報等の整理・分析体制について、検討を行う。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策（活動）項目 主担当班 活動開始（準備）時期当 重要な収集情報（収集先） 

気象情報・予警報の
収集・伝達 

危機 
管理班 

台風等気象情報・予警
報発表後速やかに 

・台風等気象情報 
・予警報(津地方 

気象台) 

水防警報の発表・伝
達 

危機 

管理班 
台風等気象情報・予警
報発表後速やかに 

・雨量・水位情報等 
(建設事務所) 

土砂災害警戒情報
の発表・伝達 

危機 

管理班 

台風等気象情報・予警

報発表後速やかに 

・大雨警報（土砂災 
害）の危険度分布 
等(津地方気象台) 

被害情報等の収集・
とりまとめ 

情報収集 
・企画班 
調査班 

町災対本部設置後速や
かに 

・避難・被害関連 
情報（各班、防災 
関係機関） 

被害情報等の関係
機関への情報提供 

危機 
管理班 

町災対本部設置後速や
かに 

・避難・被害関連 
情報（各班、防災 
関係機関） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 被害情報等の収集と報告 

(1) 被害情報等の収集 

消防や警察、自主防災組織、防災関係機関等から管内の被害状況等を把握

する。特に避難行動要支援者の被災・避難状況や孤立するおそれのある地区

等の被害状況、住民の避難状況の収集に努める。 

収集する情報の内容については、以下のとおり。 

① 被害・復旧の状況 

ア 人的被害・家屋状況・火災状況 

イ 道路状況・交通状況 
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ウ 堤防の状況 

エ 上下水道、停電等のライフラインの状況 

オ 医療施設関係状況 

カ 文教施設関係状況 

キ その他の施設の状況 

② 対策の実施状況 

ア 住民避難の状況 

イ 救援物資の状況 

ウ 避難所運営の状況 

エ ボランティア受入状況 

オ 治安の状況 

カ その他の対策の状況 

(2) 被害情報等の報告 

町内に災害が発生した場合は、防災情報システムを通じて県災対本部にそ

の状況等を報告するが、県災対本部と連絡がとれない状況にある時は、直接

消防庁へ報告する。 

【消防庁への連絡先】 

① 平日9:30～17:45（消防庁応急対策室） 

ＮＴＴ回線 消防防災無線 地域衛星通信ネットワーク 

TEL 03-5253-7527 TEL 90-49013 TEL 8-7-048-500-90-49013 

FAX 03-5253-7537 FAX 90-49033 FAX 8-7-048-500-90-49033 

② 夜間・休日（消防庁 消防防災・危機管理センター） 

ＮＴＴ回線 消防防災無線 地域衛星通信ネットワーク 

TEL 03-5253-7777 TEL 90-49012 TEL 8-7-048-500-90-49013 

FAX 03-5253-7553 FAX 90-49036 FAX 8-7-048-500-90-49036 

 

(3) 緊急派遣チーム等との連携 

県災対本部及び地方部から緊急派遣チーム等の支援要員が派遣されてい

る場合は、必要に応じて情報の収集、報告事務等に有効活用する。 

 

２ 気象予警報等の情報伝達 

被害を最小限度にとどめるため、地域住民に必要な情報が確実に伝達・共有さ

れるよう、役割・責任の明確化に努め、特に、要配慮者、災害により孤立が想定

される地域の住民及び観光客等の情報入手困難者に対して、確実に情報伝達でき

るよう必要な体制の整備を図る。 

また、放送事業者等の協力を得て、災害に関する情報及び被災者に対する生活

情報等必要な情報を伝達できる体制の整備を図るほか、災害用伝言ダイヤル等安

否情報確認システムの効果的な活用が図られるよう、普及啓発に努める。 

さらに、東員町災害時緊急情報サービス、東員町行政情報メール配信サービス

及び東員町防災行政無線等の整備充実を図るとともに、有線通信や携帯電話も含

め、要配慮者や孤立集落にも配慮した多様な手段の整備に努める。 

 

 



137 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                        

＜津地方気象台が実施する対策＞ 

１ 気象注意報・警報等の発表 

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあるときには

「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警報」が、重大な

災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警報」が発表される。 

 

(1) 特別警報の種類と基準 

種  類 概  要 

気 

象 

特 

別 

警 

報 

大雨 
台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され

る場合に発表される。 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風が吹く

と予想される場合に発表される。 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴

風が吹くと予想される場合に発表される。 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合に発表される。 

地面現象特別 

警報 

大雨、大雪等による山崩れ、地滑り等の地面現象に関する特別警報（大

雨特別警報に含めて発表される。）。 

(注) 特別警報（平成 25 年８月 30 日から運用開始）は、その種類にかかわらず解除される

まで継続される。また、新たな特別警報が発表されたときは、これまでの特別警報は、

自動的に解除又は更新され、新たな警報に切り替えられる。 

 

(2) 警報の種類と概要 

種  類 概  要 

気 

象 

警 

報 

暴風 
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

暴風雪 

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うこと

による視程障害などによる重大な災害」のおそれについても警戒を呼

びかける。 

大雨 

大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。大雨警報には括弧を付して、大雨警報(土砂災害)、大雨警

報(浸水害)、大雨警報(土砂災害、浸水害)として、特に警戒すべき事

項が明記される。 

大雪 
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される。 

洪水警報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害が発生するお

それがあると予想されたときに発表される。対象となる重大な災害と

して、河川の増水やはん濫、堤防の損傷や決壊による重大な災害があ

げられる。 

地面現象警報 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等により重大な災害が発生する

おそれがあると予想されたときに発表される（大雨警報に含めて発表

される。）。 
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種  類 概  要 

浸水警報 

浸水により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表される（大雨特別警報又は大雨警報に含めて発表される。）。 

河川の水が増し、堤防が損傷を受けること（破堤、溢水を含む）により

低い土地に浸水すること等によって、災害が起こるおそれのある場合

は、浸水警報ではなく洪水警報等が発表される。 

 

(注) 警報は、その種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな警報が発表

されたとき、これまでの警報は、自動的に解除又は更新され、新たな警報に切り替え

られる。 

 

(3) 注意報の種類と概要 

種  類 概  要 

気 

象 

注 

意 

報 

強風 強風により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

風雪 雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

大雨 大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

大雪 大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

濃霧 濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

雷 

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。また、発達した雷

雲の下で発生することの多い突風や「ひょう」による災害についての注意喚起が付加され

ることもある。急な強い雨への注意についても雷注意報で呼びかけられる。 

乾燥 空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

なだれ 「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

着氷 著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

着雪 著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

霜 霜により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

低温 低温により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される。 

洪水注意報 
大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生するおそれがあると予想されたと

き発表される。 

地面現象 

注意報 

大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等により災害が発生するおそれがあると予想された

とき発表される（大雨注意報に含めて発表される。）。 

浸水注意報 

浸水により災害が発生するおそれがあると予想されたとき発表される（大雨注意報に含め

て発表される。）。 

河川の水が増し、堤防が損傷を受けること（破堤、溢水を含む）により低い土地に浸水す

ること等によって、災害が起こるおそれのある場合は、浸水注意報ではなく洪水注意報等

が発表される。 

 (注) 注意報は、その種類にかかわらず解除されるまで継続される。また、新たな注意報

が発表されたとき、これまでの注意報は、自動的に解除又は更新され、新たな注意報

に切り替えられる。  
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参考：東員町における警報・注意報の基準(令和３年６月８日現在) 

特

別

警

報 

大雨 

・48時間降水量：447mm 

・３時間降水量：190mm 

・土壌雨量指数：266 

警

報 

暴風（平均風速） 20ｍ/ｓ以上 

暴風雪（平均風速） 20ｍ/ｓ以上 雪を伴う 

大

雨 

浸水害 表面雨量指数基準：28 

土砂災害 土壌雨量指数基準：142 

洪水 流域雨量指数基準：員弁川流域＝39.7 

大雪 12時間降雪の深さ20cm以上 

注 

意 

報 

強風（平均風速） 13ｍ/ｓ以上 

風雪（平均風速） 13ｍ/ｓ以上 雪を伴う 

大

雨 

浸水害 表面雨量指数基準：９ 

土砂災害 土壌雨量指数基準：96 

洪水 流域雨量指数基準：員弁川流域＝31.7 

大雪 12時間降雪の深さ５cm以上 

雷 落雷等により被害が予想される場合 

乾燥 最小湿度が30％以下で、実効湿度60％以下 

濃霧（視程） 100ｍ以下 

霜 早霜・晩霜期に最低気温３℃以下 

なだれ きわめて稀な災害であるため、具体的な基準を定めていない 

低温 冬期：最低気温－５℃以下 

着氷・着雪 著しい着氷（雪）が予想される場合 

記録的短時間大雨情報 120mm以上（１時間雨量） 

 

 

２ 水防活動等に必要な水防活動用予報及び警報の発表 

気象及び洪水について水防活動の利用に適合する注意報及び警報をいう。 

水防活動用気象注意報・警報は、大雨注意報・警報・特別警報、 

水防活動用洪水注意報・警報は、洪水注意報・警報をもって代える。 

 

３ 土砂災害警戒情報 

津地方気象台及び三重県は、共同して降雨の状況等を監視し、発表基準を超

過もしくは超過すると予想したときは、協議のうえ土砂災害警戒情報を発表す

る。土砂災害警戒情報は、避難が必要とされる警戒レベル４に相当する。 

 

４ 気象情報（警報・注意報に先立つ注意喚起や警報・注意報の補完など）の発表 

台風その他について、その状況を具体的に説明するもので、注意報および警

報の発表前あるいは発表中に刻々変わる気象の現況やこれらの推移について、

防災活動に活用できるよう随時に発表する。 
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＜電気事業者が実施する対策＞ 

１ 停電状況の把握および情報の配信 

電気事業者は、町内の停電状況や復旧の見込みを速やかに把握し、災害対策

本部への情報共有を行うとともに、町民への情報周知に努める。 

 

 

＜移動通信事業者が実施する対策＞ 

１ 緊急速報メールによる情報の配信 

各移動通信事業者は、国・地方公共団体が発信する災害・避難情報等につい

て、回線契約者の携帯電話等に対し緊急速報メールを配信し、情報の周知に努

める。 

 

 

＜報道機関が実施する対策＞ 

１ 災害関係情報の町民への広報 

報道機関は、気象庁や県災対本部等から得た情報等をもとに、町民に対して

災害関係情報に関して必要な報道を行う。 

 

 

＜その他の防災関係機関が実施する対策＞ 

１ 被害情報等の収集と連絡 

(1) 被害情報等の収集 

防災関係機関は、それぞれの所掌の災害等の情報を可能な限りの多様な手

段を講じて収集する。 

(2) 被害情報等の連絡 

防災関係機関は収集した情報を防災情報システム、電話、ファクシミリ、

防災通信ネットワーク、携帯電話等の通信手段のなかから、状況に応じ最も

有効な手段を用いて町災対本部へ連絡する。 

 

２ 災害関係記録写真、映像等の収集 

防災関係機関は、災害写真、映像等を撮影、収集したときは、その内容を速や

かに広聴広報班に報告することとし、広聴広報班は必要に応じて報道機関へ提供

する。 

 

 

■ 地域・住民が実施する自助・共助の対策                   

１ 風水害からの自衛措置 

(1) 気象情報の収集及び避難の準備 

住民は、町が発行するハザードマップ等により、自らが居住等する地域に発

生する洪水や土砂災害等の災害によるリスクを把握するよう努めるとともに、

大雨や暴風が予想される場合は、テレビやラジオ、インターネットや防災行政

無線、メール配信サービス等を通じて、気象情報や町の発令する警戒レベルが

付された避難情報の収集に注意を払う。 

また、指定緊急避難場所や避難経路だけでなく、日常生活において自らが居

ることが多い場所（自宅・勤務先・要配慮者利用施設等）の災害リスクを把握

し、立ち退きが必要な場所なのか、上階への移動（垂直避難）等で命に危険が
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及ぶ可能性がなくなるのか等について確認しておき、自らの判断で主体的な避

難行動をとるための準備を行う。 

なお、立退き避難を行う場合は、町により洪水や土砂災害等の災害種別ごと

に避難場所が指定されているので、あらかじめ目的地となる避難場所や避難経

路を確認しておく。 

(2) ［警戒レベル３］高齢者等避難発令時の対応 

自らが居住等する地域に町から［警戒レベル３］高齢者等避難が発令された

場合、高齢者や障がいのある人等、避難を完了させるまでに時間を要する住民

については、その避難支援者とともに、災害が発生する前までに避難を完了で

きるよう、必要な避難行動を取る。 

また、急激な水位上昇のおそれがある中小河川沿いや、浸水しやすい局所的

に低い土地等、早めの避難が望ましい場所に居住する住民についても、自主的

な避難を開始する。 

上記以外の住民についても、飲料水・食料や衣類、貴重品、日用品等の非常

持ち出し品を準備するなど、速やかに避難行動を起こせるよう備える。 

(3) ［警戒レベル４］避難指示発令時の対応 

自らが居住等する地域に町から［警戒レベル４］避難指示が発令された場合、

居住者等は危険な場所から全員避難し、災害が発生する前までに避難行動を完

了する。 

具体的にとるべき避難行動は、立ち退き避難を基本とするが、ハザードマッ

プ等により屋内で身の安全を確保できることが確認できれば、自らの判断で垂

直避難等により安全を確保する。 

(4) ［警戒レベル５］緊急安全確保発令時の対応 

自ら居住等する地域に町から［警戒レベル５］緊急安全確保が発令される状況

において、未だ必要な避難行動が完了していない場合は、避難経路が浸水している

等、指定緊急避難場所等への立ち退き避難が安全にできない可能性があるため、自

宅等の少しでも浸水しにくい高い場所に緊急的に移動するなど、その時点におい

て自らがいる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動する。 

ただし、災害が発生・切迫している状況において、その状況を町が必ず把握

することができるとは限らないこと等から、本情報は町長から必ず発令される

ものではなく、また、本行動は避難し遅れた居住者等がとる次善の行動である。

そのため、このような状況に至る前の段階で、必要な避難行動を完了している

ことが前提であることから、［警戒レベル３］高齢者等避難や［警戒レベル４］

避難指示が発令されたタイミングで必ず避難できるよう、常に備えておく。 

 

２ 災害に関する現場情報の報告 

町からの避難指示等が発令されていない場合において、周辺の河川・海岸堤防

や急傾斜地等に異変が生じ、災害が発生する危険を認知した場合は、周辺の住民

に“声かけ”をし、避難を促しながら、速やかに安全な場所に避難するよう努め

る。 

 

３ 被害情報等の提供 

人的被害や人家等の建物被害を発見したものは、速やかに消防署等の防災関係

機関に通報する。 

また、道路等の公共施設における被害を発見した場合は、町や施設管理者への

報告に努める。  



142 

第３章 避難誘導体制の確保 

 
第１節 避難所の確保及び早期避難の促進（接近３） 

 

【担当班】 

  危機管理班、情報収集・企画班、救助班、保険活動班、住民・衛生班、教育班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 適切に避難指示等を発令し、避難情報を集約するとともに、町内で大規模な被

害の発生が危惧される台風等の接近が予想される時には、必要に応じ、早期・広

域避難体制を確保する。 

○ 早期・広域避難の実施体制および避難所に指定した施設における受入体制整備

について検討する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

避難情報の収集 

・とりまとめ 

情報収集 

・企画班 
町災対本部設置後 ・避難所等 

避難指示等の判

断 
危機管理班 町災対本部設置後 

・雨量、水位、土砂関連情

報等(気象庁等) 

避難所指定施設

での避難所開設 

救助班、 

教育班 

「高齢者等避難」 

発表後 
・避難情報 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 避難の実施 

(1) 避難実施体制の確立 

災害発生の危険等が予測される地域に対し、速やかに避難指示等を発令で

きるよう、雨量や河川水位情報、大雨警報（土砂災害）の危険度分布等を監

視し、避難実施等を判断するための体制を確立する。 

(2) 避難所の開設 

［警戒レベル３］高齢者等避難、［警戒レベル４］避難指示、［警戒レベル

５］緊急安全確保を発令する必要が生じた場合等は、あらかじめ指定されて

いる避難所について、各避難所の避難所運営マニュアルに沿って速やかに避

難所を開設するとともに、住民等に周知を図る。 

また、避難所を開設したときは、以下の事項についてただちに県に報告する。 
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① 避難の種類 ・自主避難、 ・［警戒レベル３］高齢者等避難、  

・［警戒レベル４］避難指示、・［警戒レベル５］緊急安全確保 

② 避難所開設の日時及び場所 

③ 箇所数及び収容人員 

(3) 避難情報の発令 

雨量や河川水位情報、大雨警報（土砂災害）の危険度分布等を確認し、あ

らかじめ定める避難指示等判断基準に達した場合は、災害発生の危険のある

地域に対し、速やかに［警戒レベル３］高齢者等避難、［警戒レベル４］避難

指示、［警戒レベル５］緊急安全確保を発令するとともに、その旨を県に報告

する。 

住民等への情報伝達にあたっては、次の項目から必要な情報を明示して行

い、東員町災害時緊急情報サービス、東員町行政情報メール配信サービス及

び東員町防災行政無線等や緊急速報メール、広報車、Ｌアラート、県災対本

部を通じた放送関係機関への放送要請等を用い、住民等に対する避難情報の

周知を図る。 

① 要避難対象地域 

② 避難場所 

③ 避難理由 

④ 避難経路 

⑤ 避難時の注意事項等 

また、災害発生が差し迫った状況ではない場合でも、気象台の発表する気

象予測等により今後の大雨等が予測され、夜間避難など、避難指示等の判断

基準に達してから避難を開始すると避難活動が困難になると予想される場合

などは、避難行動をとりやすい時間帯における早期の避難所開設や、高齢者

等避難の発令等を検討する。 

(4) 避難誘導の実施 

避難所への避難は避難者の自力避難を原則とするが、避難者が自力で避

難できないなどの場合は町が手配した車両等を用いて避難を行う。 

なお、避難指示等が発令された場合の避難行動としては、避難所、安全な

親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザードマッ

プ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自ら

の判断で「屋内安全確保（上階への移動や高層階に留まる等により、計画的

に身の安全を確保すること）」を行うことや、避難時の周囲の状況等によ

り、避難所等への避難がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行

うべきことについて、住民等への周知を図る。 

 

２ 広域避難の実施 

災害が発生するおそれがある場合において、避難指示の発令による避難先を

同一町内の避難所とすることが困難であり、かつ、避難者の生命又は身体を災

害から保護するため当該避難者を一定期間他の市町に滞在させる必要があると

きは、その受入れについて避難先の市町と協議する。 

なお、避難者の受入れを他の都道府県の市町村へ要請する必要がある場合

は、避難先の市町村が所在する都道府県との協議を県に要求する。 
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３ 避難者の大規模移送の要請 

被災地が広域で大規模な避難者の移送を要し、町において措置できないとき

は、県災対本部に避難者移送の要請をする。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                        

１ 住民等への避難情報の広報（報道機関） 

町から依頼を受けた報道機関は、住民への避難情報の広報に協力する。 

 

 

■ 住民が実施する対策                                

１ 避難勧告等発令時の行動 

住民は、町が発令する警戒レベルを付された避難指示等の意味を理解し、ま

た、洪水ハザードマップや土砂災害危険箇所図等により、あらかじめ自らの居

住等をする地域で災害が発生した場合の想定を把握し、どのような段階でどの

ような避難行動（公設避難場所や屋内の安全な場所への避難等）をとるべきか

を把握しておき、避難指示等が発令された場合は、速やかに避難を行うなど、

身の安全を守る措置をとるよう努める。 
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第２節 避難行動要支援者・要配慮者の保護（接近４） 
 

【担当班】  

  保険活動班  

 

 

第１項 活動方針 

○ 避難行動要支援者の避難支援体制について検討を行う。 

○ 避難行動要支援者・要配慮者の避難状況を把握するとともに、避難が必要な要

配慮者施設の利用者の他施設への受入要請や、指定福祉避難所等への受入等の

調整を図る。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

避難行動要支援

者・要配慮者の

避難状況の把握 

保険活動

班 

町災対本部設置後速や

かに 

・避難行動要支援者・要

配慮者の被災状況 

・関連施設及び入所者の

被災状況 

(救助班、教育班、要配慮

者関連施設) 

要配慮者施設利

用者の受入調整

支援 

保険活動

班 

要配慮者に必要な災害

応急対策情報等を入手

後速やかに 

・要配慮者への支援に資

する情報 

(救助班、教育班、防災

関係機関) 

指定福祉避難所

等への受入調整 

保険活動

班 
「高齢者等避難」発表後 

・要配慮者への支援に資

する情報 

(救助班、教育班、防災

関係機関) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                

１ 避難行動要支援者の避難支援 

［警戒レベル３］高齢者等避難等を発令した場合、避難行動に支障をきたす

避難行動要支援者がいる場合は、避難支援等関係者の協力を得て、避難行動支

援等を行う。 
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■ その他の防災関係機関が実施する対策                        

１ 住民等への避難情報の広報（報道機関） 

町から依頼を受けた報道機関は、住民への避難情報の広報に協力する。 

 

２ 要配慮者の避難受入（社会福祉施設等） 

要配慮者の避難について、受入の要請があった場合は、可能な範囲で受け入

れに努める。 

 

 

■ 住民が実施する対策                                 

１ 地域住民等による取り組み 

地域住民や自治会、自主防災組織等は、町、防災関係機関、介護保険事業者

及び社会福祉施設等と協働し、避難行動要支援者名簿を活用する等して地域社

会全体で避難行動要支援者の安全確保および避難行動要支援者の避難行動の支

援に努める。 

また、各避難所の「避難所運営マニュアル」に沿って、要配慮者及びその家

族に配慮した避難所運営を実施する。 

 

２ 避難行動要支援者及び保護責任者の対策 

避難行動要支援者及び避難支援等関係者は、個別避難計画等により地域住民

等の協力を積極的に求め、その安全を確保する。 
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第３節 学校・園における児童生徒等の安全確保（接近５） 
 

【担当班】 

  教育班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 大雨・暴風等による風水害被害等の発生のおそれがある場合において、学校・園

における児童生徒等の保護および登下校や保護者への引き渡し等に際し、安全の

確保を図る。 

○ 風雨等が強まる前の段階において、休校・休園を判断するなど、児童生徒等の事

前の安全確保対策について検討する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

休校・休園措置

の実施 
教育班 

暴風警報等の発令後速

やかに 
・気象予警報等（気象台） 

児童・生徒等の

安全確保 
教育班 

台風等気象情報 

・予警報発表後速やか

に 

・気象情報（気象台） 

・通学路周辺の河川水位 

・大雨警報（土砂災害）の危

険度分布等（気象台等） 

・公共交通機関の運行状況 

（交通機関等） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 児童生徒等の安全確保 

(1) 情報の把握・情報提供 

気象予報・警報等、児童生徒等の安全確保のために必要な情報を収集し、

町立小中学校・幼稚園・保育園（この節で「学校等」という。）に対し、町

教育委員会を通じて情報提供する。 

(2) 休校・休園措置の判断 

学校等の校長・園長（この節で「校長等」という。）は、始業前に暴風警

報が発表される恐れがあるなど、登校・登園に危険が予想される場合は、学

校等の防災計画に基づき速やかに休校・休園の措置を行う。 

また、始業後に暴風警報が発表され、時間の経過とともに危険が増すこと

が予想される場合は、下校・降園時の安全を確認したうえで速やかに児童生

徒等を下校・降園させる。 

 

 



148 

 

(3) 休校・休園措置の連絡 

校長等は、休校・休園措置の実施を判断した場合、あらかじめ定められた

方法により、保護者等に対し速やかかつ確実に措置の内容等を連絡する。 

(4) 児童生徒等の下校・降園、引き渡し 

校長等は、下校・降園措置を実施する際は、保護者等に直接引き渡すな

ど、児童生徒等の安全確保に十分配慮する。 

また、児童生徒等を下校させる場合は、通学路等の安全を確認し、できる

限り集団で下校させるなどの安全確保対策を行う。 

(5) 帰宅困難児童生徒等の保護 

校長等は、帰宅途中での浸水や交通機関の運行休止、保護者等の不在等に

より帰宅が困難な児童生徒等については、校内・園内や避難場所などの安全

な場所において保護する。 

 

２ 町立の児童福祉施設等における乳幼児等の安全確保 

町立の児童福祉施設、子育て支援センターや放課後児童クラブにおいては、

学校等に準じた安全対策を講じる。 
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第４章 災害未然防止活動 

 
第１節 公共施設等の災害未然防止体制の確保（接近６） 

 

【担当班】 

  建設産業班、上下水道班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 町管理公共施設等の安全確保・被害情報収集体制を確立する。 

○ 町有施設、町管理道路および上下水道の台風接近前の被害防止体制を検討する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

公共施設等の安

全確保対策 

建設産業班、 

上下水道班 
台風発生後速やかに 

・気象情報（気象台） 

・通学路周辺の河川水位 

・大雨警報（土砂災害）の

危険度分布等（気象台

等） 

・公共交通機関の運行状

況 

（交通機関等） 

公共施設等の被

害情報等の収集 

建設産業班、

上下水道班 

町災対本部設置後速や

かに 

・施設の被害情報等 

（施設管理者） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                

１ 道路施設の安全確保・被害情報等の収集 

(1) 町管理道路における安全確保対策 

町管理道路について、アンダーパス等浸水時における通行止や、大雨時危

険区間の雨量規制及び通行規制による安全確保対策を講じる。 

(2) 被害情報等の収集 

町管理道路における通行規制や被害情報等を収集し、町災対本部へ報告を

行うとともに、住民への情報提供に努める。 

また、緊急輸送道路の確保に必要な高速道路、国道、県管理道路等につい

ても、通行規制や被災状況等の情報を収集する。 
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２ 下水道施設の安全確保・被害情報等の収集 

(1) 下水道施設における安全確保対策 

下水道施設について、必要な安全確保対策を講じる。 

(2) 被害情報等の収集 

下水道施設における被害情報等を収集し、町災対本部へ報告を行うととも

に、住民への情報提供に努める。 

 

３ 水道施設の安全確保・被害情報等の収集 

(1) 水道施設における安全確保対策 

水道施設について、必要な安全確保対策を講じる。 

(2) 被害情報等の収集 

水道施設における被害情報等を収集し、町災対本部へ報告を行うととも

に、住民への情報提供に努める。 
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第２節 水防活動体制の確保（接近７） 
 

【担当班】 

  建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 気象・水象等に関する予報・警報等に基づき、速やかに水防活動を実施する体制

を確立する。 

○ 雨量計、水位計等の状況を、事前に確認する体制について検討する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

水防活動の実施 
建設 

産業班 

気象等に関する注意

報・警報・特別警報の発

表後速やかに 

・雨量情報、水位情報 

（気象台等） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                             

１ 水防活動の実施 

(1) 巡視 

水防管理者（町長）は、水防作業員等の安全が確保できる範囲内で、 

水防計画に基づき、町内の河川等を巡視し、水防上危険と認められる箇所を

発見したときは、当該河川等の施設管理者に報告して必要な措置を求める。 

(2) 非常警戒 

水防管理者は、水防施設の被害が予測される場合、水防作業員等の安全が

確保できる範囲内で、水防区域を監視及び警戒するとともに、安全が確認さ

れた後、工事中の箇所やその他特に重要な箇所を重点的に巡視し、異常を発

見した場合は、直ちに当該河川等の施設管理者に連絡をして、水防作業を開

始する。 
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第３節 住民・企業等による安全確保（接近８） 
 

【担当班】 

  危機管理班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 住民や企業が、自らの判断で風水害からの安全確保対策を講じ、適切な避難行動

をとることができるよう、ＨＰやメール等による気象情報等の提供を行う。 

○ 台風情報や気象予警報情報と合わせて、気象情報や避難判断情報等の活用情報

等を県民等に提供し、自らを守るための事前の防災行動の実施を促進する対策を

検討する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害時緊急情報サー

ビス、行政情報等メ

ール配信サービス及

び防災行政無線等に

よる災害情報等の提

供・伝達 

危機管理班 台風発生後速やかに 
・台風情報、気象予警報等 

（気象台等） 

報道機関に対する避

難・被害情報等の提

供 

危機管理班 
町災対本部 

設置後 

・避難情報、被害情報等

(各班、関係防災機関) 

Lアラート（災害情報

共有システム）を活用

した情報提供 

危機管理班 
町災対本部 

設置後 

・避難情報、被害情報等

(各班、関係防災機関) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                 

１ 洪水ハザードマップ、避難所等の情報の提供 

住民・企業等が、自らの防災行動や適切な避難行動等の判断材料としての活用

を図るため、町ホームページや防災パンフレット等により、町内の洪水時の浸水

箇所等を示したハザードマップや、風水害被害等が発生した場合に避難をするた

めの避難所情報等を提供する。 
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２ 避難指示等の伝達・報告 

町において、［警戒レベル３］高齢者等避難、［警戒レベル４］避難指示、［警

戒レベル５］緊急安全確保を発令する場合は、東員町災害時緊急情報サービ

ス、東員町行政情報等メール配信サービス及び東員町防災行政無線等や報道機

関への情報提供等、様々な手段を用いて住民等への伝達を行う。 

また、これらの避難情報を発令した場合は、速やかに県災対本部へ報告を行う。 

 

３ 被害情報等の報告 

町内で災害による被害等が生じた場合は、速やかに県に対し報告を行う。 

また、町ホームページ等において、被害状況の公表に努める。 

 

 

■ 企業・事業所が実施する対策                             

１ 企業・事業所の安全確保対策 

台風等の接近が予想される場合は、事業所内の施設や設置物等の固定状況な

ど、危険個所の点検・補修等を行うとともに、鉢植えや立て看板等の配置物の

収納など、安全確保対策を講じる。 

 

２ 従業員の安全確保対策 

台風や大雨の影響により、道路の冠水や公共交通機関の運行休止等で従業員

の通勤困難、帰宅困難等が生じるおそれがある時は、業務を休止し従業員を自

宅待機させる等の措置による安全確保対策を検討する。 

また、帰宅困難となった従業員対策として、必要に応じ食料や毛布等の確保

に努める。 

 

 

■ 地域・住民が実施する対策                        

１ 避難所運営への協力 

町から要請があった場合は、自治会、自主防災組織等は、避難所運営マニュ

アルに基づき速やかに避難所を開設するとともに、主体的に運営・管理を行

う。 

 

２ 自宅の安全対策 

台風等の接近が予想される場合は、自宅敷地内の施設や設置物等の固定状況

など、危険個所の点検・補修等を行うとともに、鉢植え等の配置物を収納する

など、安全確保対策を講じる。 

 

３ 適切な避難行動の実施 

住民は、自宅や勤務場所、通学場所等で発生しうる洪水や土砂災害等の様相

や、災害発生時の避難場所、気象台が発表する気象情報や予警報、町が発令す

る警戒レベルを付された避難指示等の避難情報の意味をあらかじめ十分に理解

しておく。 

また、台風や大雨の影響が懸念される場合は、テレビやラジオ、三重県の防

災情報ポータルサイト「防災みえ．ｊｐ」や「メール配信サービス」等で最新

の気象情報等を把握し、町から避難情報が発令された場合は、自らの判断で速

やかに適切な避難行動をとるよう努める。 
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４ 危険な行動の自粛 

台風に伴う自宅等の風雨対策については、なるべく早めに行うものとし、風

雨が強まってからの作業は不慮の事故を招くため、これを自粛する。 

また、特に農業従事者等においては、台風の影響が強まってから農地・農業

用施設等を見回りに行き、水路等に転落して命を落とすような事故が発生して

いることから、台風が通過し安全な状況になるまでは見回りを控えるなど、危

険な行動を自粛する。 
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第４部 発災後の応急対策 

 

第１章 災害対策本部活動の実施 

 

第１節 災害対策活動の実施体制の確保（発災１） 

 

【担当班】 

  危機管理班、情報収集・企画班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 町災対本部は災害情報の収集、災害応急対策の実施方針の作成、関係機関等

との連絡調整及び災害応急対策を行う。 

○ 大規模災害が発生し、被害の拡大が見込まれる場合は、全庁的に災害対応を

最優先して実施するために、町災対本部の配備体制を増強し、災害対策活動に

あたる。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害対策のための準

備体制 

危機 

管理班 

配備基準に基づき 

速やかに 

・気象予警報等 

(津地方気象台) 

災対本部（警戒体

制）の設置 

危機 

管理班 

設置基準に基づき 

速やかに 

・気象予警報等 

(津地方気象台) 

災害発生時の情報収

集 

情報収集 

・企画班 

【災害発生直後】 

災害が発生次第、 

速やかに 

・災害発生情報、被害

情報等 

(各班) 

災害応急対策実施 

方針の決定 

危機 

管理班 

【災害発生後】 

災害情報を確認 

次第、速やかに 

・災害発生情報、 

被害情報等 

(各班) 
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災害派遣要請等の実

施 

危機 

管理班 

【災害発生後】 

災害応急対策実施 

方針を作成次第 

・災害発生情報、 

被害情報等 

(各班) 

災害応急対策活動の

実施 
各班 

【災害発生後】 

災害応急対策実施 

方針を作成し、 

各機関との調整が 

でき次第 

・災害発生情報、 

被害情報等 

(各班) 

災害応急対策活動体

制の増強 
各班 

【災害発生後】 

災害情報を確認 

次第、速やかに 

・災害発生情報、 

被害情報等 

(各班) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 町の活動体制 

「第３部 第１章 第１節 準備・警戒体制の確保 ＜町が実施する対策＞ １ 

町の活動体制」に基づき実施する。 

 

２ 災害情報の収集・報告 

(1) 災害発生情報の収集・報告 

町内に災害が発生したとの通報を受けた場合、その時点で可能な範囲で災

害に関する情報を収集した上で、速やかに県に対し報告を行う。 

(2) 詳細情報の収集・報告 

町内に災害が発生した場合、警察、消防機関や自治会等を通じて災害の詳

細についての情報収集を行うとともに、必要に応じ、職員や消防団員等を現

地へ派遣して情報収集を行う。 

また、収集した情報は、随時、県に対し報告を行う。 

 

３ 災害派遣要請等の実施 

自衛隊又は海上保安庁への災害派遣要請（応急措置の実施要請）が必要と判

断した場合は、「第３節 自衛隊及び海上保安庁への災害派遣要請等」に基づ

き、県への派遣要請（応急措置の実施要請）の要求を行う。 

 

４ 災害応急対策活動の実施 

災害応急対策活動の実施が必要と判断した場合は、「第４部 発災後の応急対

策」各節に基づき、必要な対策を実施する。 
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■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜国が実施する対策＞    

１ 特定災害対策本部の設置 

災害が発生し、または発生するおそれがあり、その規模が非常災害に該当す

るに至らない場合において、災害応急対策を推進するため特別の必要があると

内閣総理大臣が認めたときは、内閣府に特定災害対策本部が設置される。 

特定災害対策本部は、防災担当大臣その他の国務大臣を本部長とし、 

災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針の作成や、国及び地方公共

団体をはじめとした防災関係機関が実施する災害応急対策の総合調整等を行

う。 

 

２ 非常災害対策本部の設置 

非常災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、災害応急対

策を推進するため特別の必要があると内閣総理大臣が認めたときは、内閣府に

非常災害対策本部が設置される。 

非常災害対策本部は、原則として内閣総理大臣を本部長とし、災害応急対策

を的確かつ迅速に実施するための方針の作成や、国及び地方公共団体をはじめ

とした防災関係機関が実施する災害応急対策の総合調整等を行う。 

なお、当該災害に係る特定災害対策本部が既に設置されている場合は、当該

特定災害対策本部は廃止され、非常災害対策本部がその所掌事務を承継する。 

 

３ 緊急災害対策本部の設置 

著しく異常かつ激甚な非常災害が発生し、または発生するおそれがある場合

において、災害応急対策を推進するため特別の必要があると 

認めるときは、閣議にかけて内閣府に緊急災害対策本部が設置される。 

非常災害対策本部は、原則として内閣総理大臣を本部長とし、災害応急対策

を的確かつ迅速に実施するための方針の作成や、国及び地方公共団体をはじめ

とした防災関係機関が実施する災害応急対策の総合調整等を行う。 

なお、当該災害に係る特定災害対策本部または非常災害対策本部が既に設置

されている場合は、当該対策本部は廃止され、緊急災害対策本部がその所掌事

務を承継する。 

 

 

＜その他の防災関係機関が実施する対策＞ 

１ 活動体制の整備 

町内に災害が発生し、又は災害発生のおそれがある場合は、それぞれの防災

業務計画又はその他の計画により、災害対策組織を整備して自らの活動を実施

するとともに、町、県及び他の機関の活動が円滑に行われるよう情報交換を行

い、その業務について協力する。 
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第２節 通信機能の確保（発災２） 

 

【担当班】 

  危機管理班、情報収集・企画班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 災害時の広範囲にわたる輻輳や通信途絶等への対応として、多様な通信手段を

確保する。 

○ 水害等の発生により、公衆の固定通信網や移動体通信網が途絶した場合の最も

有力な手段は、無線を用いた自営の通信網であるため、適切な対応、応急措置

が要求される。このため、通信確保の可否を早急に確認し、障害の早期復旧に

努め、町と県、防災関係機関相互の無線通信回線の確保にあたる。 

○ 無線通信機器や通信施設が損傷し、機能が低下、もしくは停止した場合には、

実態を早急に把握し、緊急の点検整備、応急復旧に努める。このため応急復旧

に必要な要員の確保、無線機材の確保に留意する。 

○ 大規模・広域災害発生時には、専用の通信網等にも障害が発生するなど機能し

ない可能性があり、その場合は非常通信ルートを利用して情報の伝達を行う。

このため、平時から自治体間の広域連携、複数の防災関係機関が相互に協力支

援し合う体制の整備、様々な被災ケースを想定した柔軟かつ複数の非常通信ル

ートを確保する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

通信手段の確保 
危機 

管理班 

【災害発生直後】 

固定及び移動通信網等

途絶後速やかに 

・県通信設備設置機関

(防災関係機関) 

・固定通信網や移動体通

信網の通信事業者 

通信途絶時の対

応 

危機 

管理班 

【通信途絶時】 

県防災通信ネットワー

ク等が機能低下又は停

止し、通信確保が困難

な防災機関を認知した

時点 

・県通信設備設置機関

(防災関係機関) 

通信設備の応急

復旧 

危機 

管理班 

【発災後24時間以内】 

通信設備の故障等が判

明した時点 

・県通信設備設置機関 

(防災関係機関) 
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通信設備の機

能維持 

危機 

管理班 

【発災後72時間以内】 

長期停電等のおそれが

判明した時点 

・県通信設備設置機関 

(防災関係機関) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 計画関係者共通事項等                               

１ 災害時に用いる通信手段の概要 

通信手段 種類 概要 課題 

固定通信網、

移動体通信網 

電話、FAX、携

帯電話など 

・ 一般的な通信手段で取り

扱いが容易 

・ 災害時は輻輳、

途絶等により使

用できない可能

性がある 

三重県防災通

信ネットワー

ク 

地上系無線 

衛星系無線 

有線系設備 

・ 地上系及び衛星系無線

は、県と市町、消防、警

察、拠点病院等医療機関、

国関係機関との間で通信可

能・地上系無線は雨雲等の

影響を受けにくいことから

風水害に、衛星系無線は地

上施設が少ないことから地

震に相対的に強い 

・ 有線系設備は、市町、消

防へ気象情報等を伝達する

ための通信ネットワーク

で、大容量データ通信が可

能 

・ 地上系無線、有

線系設備は地震

に、衛星系無線

は風水害に対し

相対的に弱い 

町防災行政無

線 

地上系無線 ・住民へ個別受信機（令和６

年３月末まで）、屋外スピ

ーカー等により情報伝達す

るための同報系と公用車等

に配備する移動系からなる 

・地震に対し、相

対的に弱い 

地域衛星通信

ネットワーク 

衛星系無線 ・衛星系無線設置市町が国や

全国自治体と直接連絡可能 

・風水害に対し、

相対的に弱い 
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三重県防災情

報プラットフ

ォーム 

インターネッ

ト回線 

・県、地方部及び市町の間で被

害情報等の収集・共有を行

う防災情報システム、県民

に防災・災害に関する情報

を提供する「防災みえ．ｊ

ｐ」ホームページ、県民に

気象・地震・津波情報を提

供するメール等配信サービ

スから構成される 

・防災情報システムで集計し

た被害情報等を、消防庁に

報告、報道機関に提供する

とともに、「防災みえ．ｊ

ｐ」ホームページにより県

民に情報提供を行う 

・地震に対し、かな

り弱い 

衛星携帯電話 衛星携帯電話 ・通信インフラの整備されて

いない場所での通話が可能 

・風水害に対し、

相対的に弱い 

・衛星の方向に空

が開けていない

ところでは使用

できない 
 

 

  （参考）全国の防災無線システムのイメージ（総務省ホームページより） 
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（参考）県内無線系統イメージ図  （三重県地域防災計画より）  
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■ 町が実施する対策                            

町防災行政無線等の通信確保の可否を早急に確認し、通信確保のために必要

な措置を行うとともに、障害の早期復旧に努め、町と県、防災関係機関相互の

無線通信回線の確保にあたる。 

１ 通信手段の確保 

災害対策活動に必要な固定・移動体通信網や三重県防災通信ネットワーク、

防災情報システム、町防災行政無線等の通信手段の状態を確認し、通信障害が

発生している場合には、機器の応急復旧や通信統制等により通信手段の確保に

努める。 

 

２ 通信途絶時の対応 

災害により通信が途絶又は途絶のおそれがあるときは、警戒レベルを付さ

れた避難指示等の重要な情報を住民に伝達するため、防災行政無線による情

報伝達ができない地域等に対し、広報車やメール配信サービス、インターネ

ットホームページ等を通じて周知を図る。 

また、県災対本部への被害状況等の報告が困難な場合又は困難になること

が予想される場合は、県災対本部に対する「非常時の通信に関する応援協

定」に基づく相互通信の要請や、地方部に対する地方部派遣チームの派遣の

要請により、連絡体制の確保を図る。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜固定通信事業者が実施する対策＞ 

１ 応急措置 

(1) 各施設等に対する応急措置 

① 交換所 

洪水・浸水等に備え、対象交換所は防潮板により防護を行う。 

② トラフィック疎通状況、交換機等通信設備の監視強化 

ア 対象地域に対するトラフィック疎通状況の把握と、必要によりトラフィ

ック規制措置等を実施する。また、各交換機等通信設備の運用状態を把握

し、その影響度合を確認する。 

イ 対象地域に対する電力設備の運用状態を把握し、停電状況の把握等、そ

の影響度合を確認する。 

③ 屋外設備 

屋外設備については、道路の陥没、橋梁、家屋の倒壊、火災等により被

害は免れないと想定される。このため重要ケーブル等については、その影

響度合を確認する。 

 

２ 応急対策 

災害によって不通となった回線を迅速に回復させるため、電気通信設備等を

応急的に復旧する。 

なお、応急復旧については、緊急復旧、第一次応急復旧、第二次応急復旧の

段階に分けて実施する。 
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(1) 緊急復旧（初動体制） 

発災後から直ちに実施するものであり、災害用機器及び通信線路の仮復旧

等で、緊急の市内外通話を確保するまでの対策とする。 

① 対策 

・ 災害復旧に必要な緊急臨時回線の作成 

・ テレビ・放送回線の救済 

・ 長期避難所への特設公衆電話設置 

② 復旧方法 

・ 移動無線機等の活用 

・ 屋外線及び仮設ケーブル等による復旧 

・ 中継送路のマイクロ方式による救済 

・ 自家発電及び移動電源車の活用 

(2) 第一次応急復旧 

重要回線及び公衆電話等の通話を確保するまでの対策とする。 

① 対策 

・ 重要加入者及び重要専用線の救済 

・ 公衆電話の復旧 

・ 孤立地域（村落）の通信途絶解消 

② 復旧方法 

・ 屋外線、架空ケーブル及び地下ケーブルの仮工事等による復旧 

・ 非常用移動電話局装置及び移動無線車による復旧 

(3) 第二次応急復旧 

被害地の復旧状況に対応して、加入電話等がほぼ使用可能となるまでの対

策 

 

 

＜移動通信事業者が実施する対策＞ 

１ 災害対策活動の実施 

(1) 災害対策本部等の設置 

あらかじめ定める設置基準等に基づき災害対策本部等を設置し、次の事項

を実施する。 

① 関係部署等への情報伝達体制の確保 

② 施設・設備等の被害状況や通信状況の把握 

③ 町災対本部、関係機関等への連絡体制の確保 

④ 町災対本部、関係機関等への被害状況、通信状況等の報告 

(2) 被災地通信設備の監視及び通信網の遠隔措置 

① 設備の常時監視により被災状況の情報収集を行う。 

② 通信の疎通確保のため、遠隔切替制御等を行う。 

(3) 利用者等に対する広報 

通信事業者は、災害によって電気通信サービスに支障を来した場合、 

次に掲げる事項について、広報車及びインターネットにより地域の住民に広

報するとともに、さらに報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新

聞掲載等により、広範囲にわたっての広報活動を行う。 

① 災害に対してとられている措置及び応急復旧状況 

② 通信の途絶又は利用制限をした理由及び状況 
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③ 特設無料公衆電話設置場所の周知 

④ 住民に対して協力を要請する事項 

⑤ 災害用伝言サービス提供に関する事項 

⑥ その他必要な事項 

(4) 移動通信基地局車両による応急通信の確保 

災害時に優先的に通信を確保する必要のある重要施設については、移動通

信基地局車両を配置することにより、応急的な通信を確保する。 

 

２ 復旧計画 

(1) 応急復旧工事 

災害による電気通信設備等を緊急に復旧する必要があるため、災害対策機

器、応急用資機材等の仮設備による復旧工事等により、通信の疎通を早急に

確保する。 

(2) 復旧の順位 

通信の途絶解消及び重要通信の確保のため、災害の状況及び電気通信設備

の被害状況に応じ、下表の復旧順位を参考とし、適切な措置をもって復旧に

努める。 

 重要通信を確保する機関 

第１順位 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、警察機関、防衛

機関、輸送の確保に直接関係ある機関、通信の確保に直接関係あ

る機関、電力の供給の確保に直接関係ある機関 

第２順位 ガス及び水道の供給の確保に直接関係ある機関、選挙管理機関、

預貯金業務を行う機関、新聞社、通信社、放送事業者、医療機関、

第１順位以外の国又は地方公共団体 

第３順位 第１順位、第２順位に該当しないもの 

(3) 本復旧工事 

災害の再発を防止するため、必要な防災設計を織り込んだ復旧又は将来の

設備拡張を見込んだ復旧工事を実施する。 

 

３ 広域支援体制の整備 

大規模災害が発生した場合は、全国からの応援を要請し、迅速な災害復旧を

図る。 

 

 

＜東海地方非常通信協議会（東海総合通信局）が実施する対策＞ 

１ 非常通信の確保 

東海地方非常通信協議会に加入する機関は、同協議会に対して、非常通信を

確保するための協力を求めることができる。 

また、東海総合通信局では、携帯型の移動通信機器（衛星携帯電話、 

簡易無線及びＭＣＡ無線）や移動電源車等の貸出を行う支援体制を構築してい

るため、県、市町は必要に応じて要請を行う。 
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＜その他の防災関係機関が実施する対策＞ 

１ 通信手段の確保 

各防災関係機関は、災害発生時には、「＜計画関係者共通事項等＞ １ 災害

時に用いる通信手段の概要」に掲げるいずれかの通信手段を用いて、相互に連

絡を取れる体制を構築する。 

 

２ 通信手段が確保できない場合の対応 

(1) 非常通信の確保 

災害が発生し、又は発生のおそれがあるときで、通常の通信手段が途絶又

は輻輳しているときは、東海地方非常通信協議会が定めた非常通信ルートを

利用して通信する。 

(2) 防災相互通信用無線による通信 

防災に関係する行政機関、公共機関、地方公共団体、協議会の団体相互間

で、各機関が円滑に防災活動を行うために直接無線通信を行うための手段と

して、防災相互通信用無線による通信を行う。 

(3) 町災対本部への連絡員派遣 

町災対本部との通信が途絶した場合又は途絶するおそれがある場合は、必

要に応じ連絡員を町災対本部へ派遣する等により、連絡体制を確保するよう

努める。 

 

３ 通信設備の応急復旧 

各防災関係機関における通信設備が損傷し、機能が低下、もしくは停止した

場合には、必要な要員や無線機材を確保し、緊急の点検整備を実施するととも

に可能な限り速やかな応急復旧を行う。 
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第３節 自衛隊への災害派遣要請等（発災３） 

 

【担当班】 

  危機管理班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、自衛隊の支援を必要と

する場合、迅速に派遣要請等を行う。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

自衛隊への第一

報の報告 

危機 

管理班 

【発災１時間以内】 

災害発生情報入手直後 
・被害状況(各班) 

派遣及び応急措

置の実施要請 

危機 

管理班 

【発災３時間以内】 

災害対策統括会議での意

思決定後速やかに 

・被害状況(各班) 

受入体制の整備 
危機 

管理班 

【発災６時間以内】 

派遣要請後速やかに 
・派遣状況(自衛隊) 

経費の負担区分

の協議 

危機 

管理班 

【発災24時間以内】 

受入体制整備後、速やかに 
・派遣状況(自衛隊) 

撤収要請 
危機 

管理班 

【支援が不要な状況にな

った時点】 

災害対策統括会議での意

思決定後速やかに 

・活動状況(自衛隊) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                              

１ 県への自衛隊災害派遣要請の要求 

(1) 手続き 

町長は、自衛隊の派遣を要請しなければならない事態が生じたときは、 

災害派遣要請書に次の事項を記入し、地域防災総合事務所長等を経由し、知

事（総括班）へ派遣要請を求める。ただし、事態が急を要するときは、知事

（総括班）へ直接電話又は非常無線等で通報し、事後に文書を送付すること

ができる。 

なお、町長が、知事に派遣要請を求めることができない場合には、その旨

及び当該町の地域にかかる災害の状況を陸上自衛隊第33普通科連隊長に通知

することができる。ただし、この場合、町長は、事後速やかにその旨を知事

に通知しなければならない。 

① 災害の状況及び派遣を要請する事由 

(特に災害派遣を必要とする区域の状況を明らかにすること。) 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容並びに連絡場所及び連絡員 

④ その他参考となる事項 

 

＜緊急時派遣要請要求先電話番号＞ 

名 称 電 話 番 号 

三重県防災対策部災害対策課 059―224―2189 

陸上自衛隊第33普通科連隊 059―255―3133 

 

 

《自衛隊災害派遣要請の要求イメージ》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪災害派遣要請の基準：３原則（公共性、緊急性、非代替性）≫ 
公 共 性 … 公共の秩序を維持するため、人命及び財産を社会的に保護する必要性があ

ること。 

緊 急 性 … さし迫った必要性があること。 

非代替性 … 自衛隊以外に適切な手段がない。 

 

被害状況の通知 

派遣要請 

派遣要請の要求ができない旨及び災害の状況を通知 

派遣要請の要求 

情報収集 

町長 知事 
災害派遣命令権者 

（第33普通科連隊長） 

 

要請による派遣又は自主派遣 
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① 災害が発生（公共性）し、生命、財産を保護するための災害応急対策の実

施（緊急性）が、自衛隊以外の機関で不可能又は困難（非代替性）であ

ると認められるとき。 

② 災害の発生が迫り（公共性）、予防措置に急を要し（緊急性）、かつ自衛

隊の派遣以外に方法がない（非代替性）とき。 

 

(2) 派遣部隊の受入体制の整備 

自衛隊からの派遣部隊の任務が円滑に実施できるよう、次の事項について

配慮する。 

① 派遣部隊と町との連絡窓口及び責任者の決定 

② 作業計画及び資機材の準備 

③ 宿泊施設（野営施設）及びヘリポート等施設の準備 

④ 住民の協力 

⑤ 派遣部隊の誘導 

(3) 経費の負担区分 

派遣部隊が活動に要した経費は、自衛隊と県及び当該部隊が活動した地域

の町が協議して負担区分を決める。 

(4) 派遣部隊の撤収要請 

派遣目的を完了し、又はその必要がなくなった場合、町長は、知事その

他関係機関の長及び陸上自衛隊第３３普通科連隊長等と十分協議を行った

うえ、撤収要請書により、知事へ撤収要請を行う。 

 

２ 航空機による災害派遣とヘリポートの選定取扱 

災害時に航空機による援助を受ける必要がある場合の要請手続及び 

その受入れのためのヘリポートの取扱については、次のとおりとする。 

(1) 航空機派遣要請の受入れ準備 

① 派遣要請を行う場合は、使用ヘリポート名、着陸地点の風向及び風速をあ

らかじめ電話、防災行政無線その他の方法で県(防災対策部災害対策課)に

連絡を行うこと。 

② ヘリポートには航空機に安全進入方向を予知させるため、吹流し又は発煙

筒をたいて着陸前に風向を示しておくこと。 

③ あらかじめ着陸場の中央に石灰粉で直径 10mの○Ｈ印を標示し、上空より降

下場所選定に備えておくこと。 

④ 夜間は、着陸場（別に指定するものに限る。）にカンテラ等により、着陸

地点 15m 平方の各隅に上空から識別容易な灯火標識を行うこと。 

⑤ 着陸場と町役場及びその他主要箇所と通信連絡を確保しておくこと。 
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(2) ヘリコプター臨時離着陸場一覧 

指 
定 
番 
号 

所 

在 

地 

名 称 

緯度 

軽度 
面積 

（㎡） 

離着 

陸場 

規模 

避難 

場所 

指定 

土地 

表面 

散水 

の必 

要性 UTMｸﾞﾘｯﾄﾞ 

324 

-01 

東員町大字 

六把野新田 

557 

東員第一中学校 

グラウンド 

N35°04′44 

E136°36′03 
142 
× 
62 

8,804 Ｃ 有 砂質 有 

4595-8295 

324 

-02 

 〃 大字 

長深700 

三和小学校 

グラウンド 

N35°03′52 

E136°34′39 
91 
× 
62 

5,642 Ｃ 有 砂質 有 

4383-8133 

324 

-03 

 〃 大字 

北大社323 

東員町スポーツ公園 

陸上競技場 

（ヘリ専用拠点） 

N35°04′17 

E136°34′42 
119 
× 
194 

23,086 Ｂ 無 芝生 無 

4390-8210 

324 

-04 

 〃 城山 

二丁目１番 

東員第二中学校 

グラウンド 

N35°06′01 

E136°36′12 
115 
× 
75 

8,625 Ｃ 有 砂質 有 

4615-8531 

324 

-05 

〃 大字 

北大社323 

東員町スポーツ公園 

陸上競技場 

多目的グラウンド 

N35°04′21 

E136°34′37 
115 
× 
75 

8,625 Ｃ 無 芝生 無 

4378-8222 

 （注）離着陸場規模 Ａ：200×100ｍ（20,000㎡）以上…中型機５機（大型機２機） 

Ｂ：150× 70ｍ（105,00㎡）以上…中型機３機（大型機１機） 

Ｃ：Ｂ未満…中型機２機以下の対応 

 （注）ＵＴＭグリッド ･･･ 球形の地球を平面図に表す投影法：UTM(Universal Transverse 

Mercator)ユニバーサル横メルカトル図法を決められたルールで緯度・経度方向にグリッド

線を引いて縦軸・横軸の交点の座標で地球上の位置を特定するものです。この地域では「５

３ＳＰＵ」から始まります。 

 

(3) ヘリポートの取り扱いについて 

ヘリポートとして県が選定した学校等のグラウンドについては、平素から学

校長等の管理者と常に連絡を保ち現況の把握を十分しておくこと。また、管理

者は、次に例示する現況の変更がなされた場合は、速やかに県(防災対策部災

害対策課)にその概要(略図添付)を報告すること。 

① 面積を変更した場合 

② 地面に新しく建物又は建築物が施設された場合 

③ 地面の上空に電信、電話及び電力等の架線が施設された場合 

④ 既設建物、電線等が改造施設され、上空よりの進入に新しく障害を加えた

場合 

⑤ グラウンド等に隣接する建物その他地上工作物又は地形が著しく変更さ

れ、着陸に支障を生じた場合、設定にあたっては次の事項に注意すること。 

ア ヘリコプターの機能を事前に確認しておくこと。ヘリコプターは風に向

かって通常約12度以下の上昇角、降下角で離着陸し、垂直に離着陸ある

いは高所から垂直に着陸するものではない。 

イ 地面は堅固で傾斜９度以内であること。 
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ウ 四方に仰角９度(OH-6の場合は12度)以上の障害物がないこと。 

また離着陸に要する地積は(図１)に示すとおりである。 

エ 風の方向が分かるよう、ヘリポートの近くに吹流し又は旗を立てること。

吹き流しの標準寸法は図の通りであるが、できなければ小さいもので

もよい。(図２) 

オ 着陸地点には石灰等を用いて、○Ｈの記号を標示して着陸中心を示すこと。

(図３) 

カ 物資をたくさん輸送する場合は、搭載量を超過しないため重量計を準備

すること。 

キ 大型車両等が進入できること。 

ク 林野火災対策に使用する場合は、面積(100m×100m以上)、水利(100t以

上)を考慮すること。 

ケ ヘリポート付近への立入禁止の措置を講じること。設定にあたっては次

の事項に注意すること。 

 

 

図１ 離着陸に要する地積 

 

ａ 小型機（ＯＨ―６）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 中型機（ＵＨ―１）の場合 
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ｃ 大型機（ＣＨ―47）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※着陸地点の地盤は堅固で平坦地であること。 

 

 

 

図２ 吹流し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ヘリポート 
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■ その他の防災関係機関が実施する対策                       

＜自衛隊の対策＞ 

１ 災害時の自主派遣（自衛隊法第83条第２項ただし書規定） 

災害の発生が突発的で、その救護が特に急を要し、要請を待ついとまがない

場合においては、陸上自衛隊第33普通科連隊長又は航空学校長等の判断に基づ

いて部隊等が派遣されることがある。 

 

≪自主派遣の判断基準≫ 

① 災害に際し、関係機関に対して、情報を提供するため自衛隊が情報収集を

行う必要がある場合。 

② 災害に際し、都道府県知事等が災害派遣にかかる要請を行うことができな

いと認められる場合に、直ちに救援の措置をとる必要があると認められ

る場合。 

③ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動

が人命救助に関するものであると認められる場合。 

④ その他自衛隊の庁舎、営舎その他防衛省の施設又は、これらの近傍に火災

その他の災害が発生した場合。 

 

２ 災害派遣時に実施する救援活動（防衛省防災業務計画 第三 ８災害派遣時に実

施する救援活動） 

① 被害状況の把握（車両、航空機による偵察） 

② 避難の援助（誘導、輸送） 

③ 遭難者等の捜索救助 

④ 水防活動 

⑤ 消防活動（空中消火を含む） 

⑥ 道路及び水路の啓開（障害物除去等） 

⑦ 応急医療、救護及び防疫 

⑧ 人員及び物資の緊急輸送 

⑨ 給食、給水及び入浴の支援 

⑩ 救助物資の無償貸与又は譲与 

⑪ 危険物の保安及び除去等 

 

３ 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の権限（基本法第63条～第65条、第76条

及び第94条） 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生し

ようとしている場合において、町長等、警察官及び海上保安官が、その場にい

ない場合に限り次の措置をとることができる。 

この場合において、当該措置をとったときは、直ちに、その旨を町長等に通

知しなければならない。 

① 自衛隊緊急車両の通行を妨害する車両・その他物件の移動命令、車両・物

件の破損 
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② 避難の措置・立入 

③ 警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限禁止及び退去命令 

④ 他人の土地等の一時使用等 

⑤ 現場の被災工作物等の除去等 

⑥ 住民等を応急措置の業務に従事させること 

 

４ 連絡員の派遣 

災害発生時等、県と連携して災害応急対策活動等にあたる場合は、県又は、

町災対本部に連絡員（リエゾン）を派遣し、災対本部との調整・連絡にあたら

せる。 
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第４節 災害情報等の収集・伝達及び広報体制の確保と運用（発災４） 
 

【担当班】 

危機管理班、情報収集・企画班、保健活動班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 災害が発生した場合、速やかに情報を収集するとともに、その情報を分析し、災

害対策活動方針を検討するための体制を確保する。 

○ 住民に対し、速やかに正確な災害情報等を提供するための広報体制を整え、運

用する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害情報 

の収集 

情報収集 

・企画班 

【発災直後】 

災害発生の情報を得た 

後速やかに 

・災害関連情報全般 

(各班、防災関係機関) 

災害情報の分

析 
危機管理班 

【発災直後】 

災害情報を収集次第 

・災害関連情報全般 

(各班、防災関係機関) 

情報の伝達 
情報収集 

・企画班 

【発災後３時間以内】 

災害情報の整理が 

でき次第 

・災害関連情報全般 

(各班、防災関係機関) 

住民への 

情報提供 

情報収集 

・企画班 

【発災後３時間以内】 

災害情報の整理が 

でき次第 

・災害関連情報全般 

(各班、防災関係機関) 

住民対応 

窓口の設置 

情報収集 

・企画班 

【発災後24時間以内】 

住民からの問い合わせ 

状況により 

・災害関連情報全般 

(各班、防災関係機関) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                           

１ 災害情報の報告 

(1) 災害情報の収集・報告 

人的被害の状況（行方不明者の数を含む。）、建築物の被害の発生状況等

の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括的情報を含め、把握でき

た範囲から直ちに地方部を通じ、県災対本部へ連絡する。 

特に，行方不明者の数については、捜索・救助体制の検討等に必要な情報

であるため、住民登録の有無にかかわらず、行方不明となった者について、

県警察等関係機関の協力に基づき、正確な情報の収集に努める。 

また、通信の途絶等により県災対本部に連絡できない場合は、町から直

接、消防庁へ連絡する。 

(2) 応急対策活動情報の報告 

災害発生に伴い実施する応急対策の活動状況を、地方部を通じて県災対本

部へ報告する。 

 

２ 住民への広報・広聴 

(1) 住民への情報提供 

以下に掲げる住民に必要な情報については、防災行政無線等を用いて情報

提供するほか、安否情報を始めとする各種問い合わせに対応するため、一般

通信事業者等の協力を求めるなど、的確な情報の提供に努める。 

【広報内容】 

① 災害の発生状況 

② 災害による被害の状況 

③ 気象状況 

④ 災害対策本部に関する情報 

⑤ 救助・救出に関する情報 

⑥ 避難に関する情報 

⑦ 被災者の安否に関する情報 

⑧ 二次災害危険性に関する情報 

⑨ 主要道路状況 

⑩ 公共交通機関の状況 

⑪ ライフラインの状況 

⑫ 医療機関及び救護所等の状況 

⑬ 給食・給水、生活必需品等の供給に関する情報 

⑭ 公共土木施設状況 

⑮ 防疫・衛生に関する情報 

⑯ 教育施設及び学生・児童・生徒に関する情報 

⑰ ボランティア及び支援に関する情報 

⑱ 住宅に関する情報 

 

上記の広報にあたっては、文字放送、外国語放送など様々な広報手段を活

用し、要配慮者に配慮したわかりやすい情報伝達に努める。 
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町長が報道機関(ケーブルテレビを除く)による放送を必要とする場合は、

原則として知事を通じて依頼する。ただし、やむをえない場合は、放送局へ

直接依頼し、事後に知事に報告する。 

また、避難情報等に関しては、Ｌアラート（災害時情報共有システム）を

活用して情報伝達を行うこととし、伝達手段の多様化・多重化を図る。 

(2) 住民対応窓口の設置 

必要に応じ、住民からの意見、要望、問い合わせに対応するため、住民対

応窓口を設置する。 

 

 

■ 住民が実施する対策                           

１ 被害状況等の収集、連絡 

(1) 異常現象の発見時の通報 

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨

を町長又は警察官に通報するよう努める。 

  



177 

第５節 応援・受援体制の整備（発災５） 

 

【担当班】 

総務班 

 

 

第１項 活動方針 

≪応援体制≫ 

○ 東員町が締結している各協定等に基づく応援要員・救援物資等の応援体制を迅

速に構築し、積極的に被災地へ向けて展開する。 

≪受援体制≫ 

○ 町内で災害が発生し、東員町単独では十分に被災者の救援等の応急措置が実施

できないと認められるときは、各応援協定に基づく応援要請を行い、受援体制を

迅速に構築する。 

 

 

第２項 主要対策項目  

応援体制（県内被災地へ）  

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

三重県市町災害時

応援協定等に基づ

く応援要請の受理 

総務班 随時 

・被災状況 

（要請元自治体） 

・応援要請内容 

（資源（人・物）等） 

連絡要員の派遣 総務班 

【発災前】被害が予想され

る場合 

【発災48時間以内】 

・各協定に基づく派遣基準 

・被災状況 

（要請元自治体） 

・移動ルート 

応援内容の検討 

及び市町間の調整 
総務班 【要請受理後直ちに】 

・対応可能な資源（人・物）

の確保状況（各課） 

応援体制の構築 総務班 【要請受理後72時間以内】 

・具体的な要請内容、進出

拠点、 

（要請元自治体） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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応援体制（県外被災地へ） 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

各協定等に基づく

応援要請の受理 
総務班 随時 

・被災状況 

（要請元自治体） 

・応援要請内容 

（資源（人・物）等） 

連絡要員の派遣 総務班 

【発災48時間以内】 

・各協定に基づく派遣

基準 

・被災状況 

（要請元自治体） 

・移動ルート 

応援内容の検討 

及び市町間の調整 
総務班 【要請受理後直ちに】 

・対応可能な資源（人・

物）の確保状況（各課） 

応援体制の構築 総務班 
【要請受理後72時間以

内】 

・具体的な要請内容、進

出拠点、 

（要請元自治体） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

受援体制（県外及び県内自治体等から） 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

各協定等に基づく応

援要請 
総務班 【発災12時間以内】 

・被災状況及び 

対応可能な資源 

（人・物）の状況 

国に対する要請 総務班 【発災12時間以内】 

・被災状況及び 

対応可能な資源 

（人・物）の状況 

連絡員の受入 総務班 【発災48時間以内】 
・受入時期・人数等 

（応援自治体） 

具体的な要請内容の

検討 
総務班 【発災48時間以内】 

・不足している資源 

（人・物）の状況（町） 

受援体制の構築 総務班 【発災72時間以内】 
・受入時期・資源 

（人数・数量）・場所 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

≪応援体制≫ 

１ 三重県市町災害時応援協定等に基づく応援要請の受理 

三重県市町災害時応援協定及び基本法第67条、第72条並びに第74条の３第４

項や総務省「応急対策職員派遣制度」等に基づく応援の要求について、確実に

受理を行う。 

個別の応援協定等、上記以外に基づく応援を行う場合は、協定の定めによる

こととするとともに、県に対し応援を行う旨の報告を行う。 

 

２ 情報収集のための職員の派遣 

個別の応援協定等による応援を実施するときは、災害に関する情報を共有

し、相互に連携して災害応急対応を実施するため、応援要請があった被災市町

へ情報収集のための職員を派遣することに努める。 

なお、通信の途絶等により被災市町の被害状況等の情報が入手できない場合

又は甚大な被害が予想される場合には、自主的に被災市町に職員を派遣するよ

う努める。 

連絡要員は、東員町と緊密に連絡を取りながら、被災市町の応援ニーズを的

確に把握することに努める。 

 

３ 応援内容の検討 

応援要請を受理した場合、直ちに県又は被災市町と活動エリア・活動内容・期間

について調整を行うとともに、応援可能な資源（人・物）について確保する。 

応援が不可能な場合は、直ちに県又は被災市町へその旨を報告することとする。 

 

４ 応援体制の構築 

応援要請に基づく応援活動に先立ち、応援要員の安全が確保できるよう、被

災地への移動ルート、活動拠点について確認を行い、応援要員の健康管理に十

分留意するとともに、応援活動を継続的に行う必要がある場合、必要に応じて

交代要員をあらかじめ確保しておく。 

応援活動の実施にあたっては、応援活動が自活的に行えるよう、応援要員の

移動手段、連絡通信手段、各種装備及び飲食料、宿泊施設等を確保する。 

 

５ 県外被災地への応援 

三重県外における災害に対する応援（協定及び基本法第74条の３第４項）につ

いても応援要請を受けた場合は、内容の検討を行い、応援体制の構築に努める。 

 

 

≪受援体制≫ 

１ 各協定等に基づく応援要請 

町内で災害が発生し、東員町単独では十分に被災者の救援等の応急措置及び災

害応急対策が実施できないと認められるときは、三重県市町災害時応援協定等各

協定及び基本法第67条並びに第68条や総務省「応急対策職員派遣制度」等に基づ

き、他の市町及び県に対し応援を求め、災害応急対策に万全を期する。 
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また、応援要請及び災害応急対策の必要性の判断を迅速かつ的確に行うため

に、町内の被害状況や応急措置及び災害応急対策を実施するために必要となる資

源（人・物）の量などの情報を速やかに収集する。 

 

２ 連絡要員の受入 

町災対本部に応援自治体等の応援要員の受入窓口及び調整スペースを設置する。 

また、応援自治体等の連絡要員と活動エリア・活動内容・期間を調整・決定する。 

 

３ 具体的な要請内容の検討 

応急措置及び災害応急対策を実施するために必要となる資源（人・物）の状況

について的確に把握し、保有する資源（人・物）と照らし合わせ、具体的な要請

内容について検討を行う。 

 

４ 受入体制の構築 

要請内容に応じた応援要員の進出拠点及び活動拠点、物資の受け入れ拠点を確

保する。 

また、要請内容に応じた活動要領を作成するとともに、業務の引継ぎを確実に

行う。 
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第６節 国・その他の地方公共団体への災害対策要員の 

派遣要請等（発災６） 
 

【担当班】 

総務班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 災害応急対策を実施するにあたり、災害対策要員が不足する場合には、国等に

対し、職員の派遣を要請し、又は派遣のあっせんを求め、要員を確保する。 

○ 応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、従事命令、協力命令

を発し、災害対策要員を確保する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

国及びその他の

地方公共団体へ

の職員の派遣要

請等 

総務班 

【発災直後】 

災害対策要員の不足が見

込まれるとき 

・災害応急対策の実施状

況（各班） 

従事命令等 総務班 

【発災直後】 

災害対策要員の不足が見

込まれるとき 

・災害応急対策の実施状

況（各班） 

受援状況の進行

管理 
総務班 

【発災直後】 

応援職員による活動が開

始されたとき 

・災害応急対策の実施状

況（各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 国及びその他の地方公共団体への職員の派遣要請等 

町長は、災害応急対策を実施するにあたり、災害対策要員が不足する場合に

は、次により国又は他の都道府県の職員の派遣要請、派遣の斡旋を求める。 

(1) 国の職員の派遣要請 

指定地方行政機関の職員の派遣要請は、基本法第29条に基づき、指定地方行

政機関に対して文書で行う。 

 

 



182 

(2) 国の職員の派遣斡旋の求め 

指定地方行政機関の職員の派遣斡旋を知事に対して求める場合は、基本法第

30条の規定に基づき、文書で行う。 

(3) 災害時相互応援協定に基づく職員の派遣要請 

各協定書の規定に基づき、職員の派遣要請を行う。 

(4) その他の地方公共団体職員の派遣要請 

その他の地方公共団体職員の派遣要請は、地方自治法第252条の17 の規定

に基づいて行う。 

 

２ 従事命令等 

基本法第71条第２項の規定に基づき、知事から、当該事務及び当該事務を行う

こととする期間の通知を受けた場合においては、町長は、当該期間において当該

事務を行わなければならない。 

なお、町長が行うこととなった知事の権限に属する事務の実施にかかる損失補

償、実費弁償、損害補償は、知事が自ら権限を行使した場合と同様に、県が行わ

なければならない。 

 

３ 受援状況のとりまとめ 

応援職員の受入れ数、活動場所、庁内からのニーズに対する過不足等を把握し

受援状況の進行管理を行う。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜国及びその他の地方公共団体の対策＞ 

１ 災害対策要員の確保 

(1) 動員体制の確立 

各機関の災害応急対策責任者は、災害時における動員体制を確立しておく。 

(2) 機関相互の応援 

応急体制に要する人員は、その機関において確保する。 
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第２章 緊急輸送機能の確保及び社会基盤施設等 

の応急対策 

 

第１節 緊急の交通・輸送機能の確保（発災７） 

 

【担当班】 

建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 道路災害等による二次災害防止措置を適切に講じるとともに、防災活動の拠点

となる施設等への緊急輸送・搬送ネットワークを確保する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

通行規制の実施 
建設 

産業班 

【発災のおそれが 

ある場合】 

雨量等規制値を 

超え次第 

・雨量情報、河川水位情

報等(気象台、河川管

理者等) 

道路交通情報・

被害情報の収集 

建設 

産業班 

【発災１時間以内】 

情報収集体制が 

整い次第 

・道路や交通安全施設の

損壊・被害情報等(道

路管理者等) 

道路パトロール

と緊急時の措置 

建設 

産業班 

【発災６時間以内】 

発災後速やかに 

・町内の被災状況や道路

情報(関係機関等) 

緊急輸送道路等

の確保 

建設 

産業班 

【発災24 時間以内】 

緊急輸送道路等の 

確保体制が整い次第 

・町内の被災状況や道路

情報(関係機関等) 

交通規制の実施

（緊急交通路の

指定） 

建設 

産業班 

【発災24 時間以内】 

緊急輸送道路等の 

通行が確認でき次第 

・町内の被災状況や道路

情報(関係機関等) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 通行規制の実施 

(1) 通行規制区間における通行規制の実施 

町管理道路について、異常気象等により被害が発生するおそれが著しいと

認められる箇所を含む規制区間において、あらかじめ定める規制基準を超過

した場合には、道路管理者は速やかに通行規制を行う。 

(2) 通行規制区間外での通行規制の実施 

県管理道路について、規制区間外の箇所においても、気象状況等を勘案し

て必要に応じ規制区間に準じた通行規制を実施する。 

 

２ 道路パトロールと緊急時の措置 

(1) 道路パトロール 

道路パトロールについては、建設産業班が実施する。 

① 道路パトロールの体制 

事業部長は必要な職員を参集させパトロールを実施する。また、緊急時

の措置を行うための体制を整える。 

② 道路パトロールの実施箇所 

道路パトロールは、緊急輸送道路及び下記の箇所又は区域を標準として

行う。 

 

３ 緊急輸送道路の確保 

被災者及び救助・救急要員等の輸送あるいは災害応急対策用物資及び資材の運

搬等の災害対策活動を迅速かつ効果的に実施するため、以下により、必要な緊急

輸送道路等の確保を図る。 

(1) 道路啓開方針の決定及びそれに基づく実施 

緊急輸送道路等が障害物等により安全に通行できない場合は、道路啓開方

針を決定し、それに基づき桑名建設事務所等関係機関と協力し道路啓開を実

施する。 

(2) 災害時における車両の移動 

緊急輸送道路等において、車両等が緊急車両の通行の妨害となり災害応急対

策の実施に著しい支障が生じ、かつ、緊急車両の通行を確保するため緊急の必

要があると認めるときは、以下の規定に基づき、当該車両等の移動を行う。 

 

（基本法第76 条の６第１項） 

道路管理者等は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都

道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し、又は著

しく停滞し、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の

実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急通行車両の通行を確保するため緊急の必

要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その管理する道路についてその区間を

指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者（第３第３号において「車両等

の占有者等」という。）に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場所へ移動すること

その他当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必要な措置をと

ることを命ずることができる。 
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(3) 応急復旧工事の実施及び迂回路の確保 

緊急輸送道路が被災によって通行が不可能となった場合には、優先的に応

急復旧工事を行うとともに、迂回路を確保する。 

（緊急輸送道路の指定等については、第２部 第４章 第１節「輸送体制の整

備」に記載） 

 

４ 交通規制 

災害が発生した場合において、災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必

要な物資の緊急輸送その他応急措置を実施するための緊急輸送を確保するため、通

行の禁止及び制限を行う必要があると認めた時は、次によりこれを行う。 

(1) 実施責任者 

町長は、自ら管理する道路、橋梁の応急措置を行い、いなべ警察署と協力し

て交通規制を実施する。 

(2) 交通規制方針 

交通規制は、次の方針により実施する。 

① 避難路及び緊急交通路（災害応急対策に必要な車両（緊急通行車両）の通

行を確保するために災害対策基本法により指定する道路）の迅速な確保 

② 被災状況により、区域又は道路の区間を指定して緊急通行車両以外の車両

の通行禁止又は制限 

③ 被災地域への一般車両の流入制限 

④ 道路障害及び交通状況を把握して、通行の禁止、迂回路の指示等危険防止

及び混雑緩和の措置 

(3) 交通規制の実施 

大規模災害等の発生に際しては、次の交通規制等を実施する。 

① 道路交通法（以下「道交法」という。）に基づくいなべ警察署長の交通規制 

発災後、直ちに連携を取り、いなべ警察署は、道路の被害状況を調査し、

被災地周辺の幹線道路及び避難路について被災地への流入抑制を図るほか、

必要に応じ緊急通行車両以外の車両の通行を禁止する。 

② 基本法に基づく交通規制 

公安委員会は、基本法第76条第１項に基づき指定された緊急交通路及び迂

回路を指定して、必要な交通規制を実施する。 

いなべ警察署は、緊急交通路に指定された路線において、緊急通行車両以

外の車両の通行を禁止又は制限並びに迂回路における整理誘導を行う。 

③ 道交法に基づく公安委員会による交通規制 

上記の交通規制実施後、被災の状況及び通行実態等からみて、更に交通規制

の必要があると認める時は、上記の交通規制を解除し、改めて公安委員会の権限

に基づく車種、時間等を指定した車両の通行を禁止し、または制限する。 

④ その他の交通規制 

道路の亀裂、損壊、橋梁落下その他交通に支障のある箇所については、一

義的には道路管理者が実施するが、いなべ警察署等においても、危険防止の

ための交通規制を実施する。 

⑤ 交通規制の周知等 

交通規制を実施した場合は、警察本部交通規制課及びいなべ警察署におい

て、報道機関、日本道路交通情報センター及び交通情報板等を通じ規制の区

間及び迂回路等を広報するほか、立看板、案内図等を提出し、交通規制の内

容について周知徹底を図る。 
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(4) 路上放置車両等の移動等 

基本法により交通規制を実施した通行禁止区域等において路上放置車両等

が通行の障害となった場合は、以下の規定に基づき移動等の措置を取って輸

送機能等の確保を図る。 

① 警察官の措置 

基本法第76条の３第１項に基づき、緊急通行車両以外の車両の通行禁止規

制が実施された区域又は道路の区間において、車両その他の物件が緊急通行

車両の通行の妨害となることにより災害応急対策の実施に著しい障害が生じ

るおそれがあると認める時は、警察官は、その管理者等に対し、道路外へ移

動する等必要な措置を命じることができる。 

また、現場に管理者等がいないため命じることができない場合は、自らそ

の措置を行うことができる。 

② 消防吏員 

消防吏員は、消防用緊急通行車両の通行に際し、現場に警察官がいない場

合に限り、警察官の取ることのできる措置を行うことができる。 

ただし、消防吏員のとった措置については、直ちにいなべ警察署長に通知

しなければならない。 

③ 道路管理者の措置 

ア 道路管理者による車両等の占有者等への移動命令 

道路管理者は、政令で定めるところにより、道路の区間を指定して、緊

急通行車両の通行の妨害となる車両等の占有者等に対し、道路外の場所へ

移動するなど必要な措置をとることを命じることができる。なお、道路区

間を指定しようとする場合においては、事前又は緊急を要する場合は事後

速やかに公安委員会に指定しようとする道路の区間及び理由を通知する

ものとする。 

イ 道路管理者自らが行う車両の移動等 

以下に掲げる場合において、道路管理者は、自らアの措置をとることが

できる。 

(ア) アの措置を命ぜられた車両の占有者が、当該措置をとらない（とれ

ない）場合。 

(イ) 車両等の占有者等が現場にいないため、アの措置をとることを命ず

ることができない場合。 

(ウ) その他の事情により車両等の占有者等にアの措置をとらせることが

できないと認めアの命令をしないこととした場合。 

(5) 事前届出制度 

災害応急対策が円滑に行われるよう、事前に災害応急対策に従事する町有

車両のうち必要な車両を事前にいなべ警察署に届け出て、緊急通行車両とし

て指定を受ける。 

 

５ 道路の応急復旧対策 

(1) 緊急輸送道路の確保 

被災者及び救助・救急要員等あるいは災害応急対策用物資及び資材の輸送

等の災害対策活動を迅速かつ効果的に実施するため、以下により、必要な緊

急輸送道路の確保を図る。 
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① 道路啓開の実施 

緊急輸送道路が障害物等により安全に通行できない場合は、障害物を撤去す

るために桑名建設事務所等関係機関と協力し、優先的に道路啓開を実施する。 

② 障害物除去活動 

大規模な洪水等が発生した時には、多数の建物が全壊又は半壊し、道路、

河川等に障害物が発生することが想定されるため、救出・救助活動に支障が

生じないようこれらの障害物を除去する。 

ア 実施責任者 

(ア) 山(崖)くずれ等によって住家又はその周辺に運ばれた障害物の除去は、

町が行う。 

(イ) 道路、河川等にある障害物の除去は、その道路及び河川等の管理者が

行う。 

(ウ) 災害救助法が適用された場合は、知事及び知事から委任を受けた町長

が行う。 

イ 障害物除去の対象 

災害時における障害物の対象は、概ね次のとおりとする。 

(ア) 住民の生命及び財産等の保護のため除去を必要とする場合 

(イ) 河川はん濫、護岸決壊の防止等、水防活動の実施のため除去を必要と

する場合 

(ウ) 緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

(エ) その他公共的立場から除去を必要とする場合 

ウ 障害物除去の方法 

(ア) 実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い、又は土木建築業者等

の協力を得て速やかに行うものとする。 

(イ) 除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、周囲の

状況等を考慮し、事後に支障の起こらないように実施するものとする。 

(ウ) 実施者は、除去すべき廃棄物等は、できる限りの分別排出とリサイク

ルに努めるものとする。 

エ 除去した障害物の集積場所 

障害物の集積場所については、それぞれの実施者において考慮するもの

とするが、概ね次の場所に集積廃棄又は保管するものとする。 

(ア) 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空地、そ

の他集積に適当な場所 

(イ) 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

オ 障害物除去に関する応援及び協力 

障害物の除去について必要に応じ、県その他関係機関に対し応援、協力

の要請をするものとする。 

カ 災害救助法が適用された場合 

災害救助法適用時における障害物除去の実施基準は、次によるものとする。 

(ア) 除去の対象 

災害によって、土石、竹木等の障害物が日常生活に欠くことのできな

い場所に運びこまれ、それを除去すること以外に当面の日常生活が営み

得ない状況にあるもので、次に該当するものに対して行う。 

・ 自らの資力で障害物の除去ができないもの。 

・ 住家が半壊又は床上浸水したものであること。 

・ 通常は当該災害により住家に直接被害を受けたもの。 
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(イ) 方法 

障害物の除去は、現物給付をもって実施する。現物給付とは、除去す

るために必要なロープ、スコップ及び機械器具等の材料を現物で支給す

るという意味で はなく、住み得る状態にするということである。 

(ウ) 費用の限度 

「災害救助基準」のとおりとする。 

(エ) 期間 

災害発生の日から 10日以内 

③ 応急復旧工事の実施及び迂回路の確保 

緊急輸送道路が被災によって通行が不可能となった場合には、優先的に応

急復旧工事を行うとともに、迂回路を確保する。（緊急輸送道路の指定等に

ついては、第２部 第４章 第１節 輸送体制の整備に記載） 

ア 道路、橋梁等の応急措置 

(ア) 道路管理者は、道路、橋梁等に被害が生じた場合は、当該道路に対し、

道路補強、崩壊土の除去、橋梁の応急補強等必要な措置を講じ交通の確

保を図るものとする。 

(イ) 応急対策が長期にわたる場合は、付近の適当な場所を選定し、一時的

に代替道路を設置し、道路交通の確保を図るものとする。 

イ 被害箇所等の通報連絡体制及び調査 

(ア) 災害時に道路、橋梁等交通施設について被害箇所又は危険箇所を発見

した者は、速やかに警察官又は町長に通報するものとする。 

(イ) 通報を受けた警察官又は町長は、相互に連絡するとともに、被害状況

を調査するため、建設産業班を中心に道路交通調査班を編成し、調査す

るものとする。 

(ウ) 道路交通調査班は調査の結果、支障箇所を発見した時は、警察官と相

互に連絡をし、その道路名、箇所、拡大の有無、巡回路線の有無その他

被害状況を防災関係機関に連絡するものとする。 

(エ) 道路管理者及び上下水道、電気、ガス、電話等道路占用施設設置者は、

所管以外の施設に被害が発生していることを発見した場合、当該施設

を所管する者に直ちに応急措置をとるよう通報する。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜自衛隊の対策＞     

１ 路上放置車両等に対する措置 

災害派遣部隊の自衛隊の自衛官は、自衛隊用緊急通行車両の通行に際し、現

場に警察官がいない場合に限り、「＜町が実施する対策＞４ (4)路上放置車両

等の移動等」で、警察官の取ることのできる措置を行うことができる。 

ただし、自衛官の取った措置については、直ちにいなべ警察署長に通知しな

ければならない。 

 

２ 応急対策の実施 

緊急輸送道路の確保にあたり、町、県、中部地方整備局において対応が困難

な場合、要請に基づき当該箇所の道路啓開又は応急復旧工事を行う。 
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＜中部地方整備局、近畿地方整備局の対策＞ 

１ 状況の把握 

道路施設及び港湾施設の被災状況及び交通状況を速やかに把握するため、事

務所、出張所等においては、速やかに巡視を実施する。 

また、ヘリコプター等の活用により、迅速かつ広域的な被害状況等の把握に

努める。 

被害状況等の把握、応急復旧や二次災害の発生、拡大の防止対策を図るため

に必要な災害対策車、照明車等を災害箇所に移動させ、災害状況の把握及び連

絡系統の確保に努める。 

 

２ 情報の提供 

緊急輸送道路の確保状況及び通行規制等の道路情報について、関係機関へ提

供するとともに、報道機関を通じて広く道路利用者等に対して情報を提供する

ほか、道路情報板、道路情報提供システム等により周知する。 

 

３ 応急対策の実施 

所管施設が被災した場合は、道路啓開等に関する計画に基づき道路啓開を実

施し、緊急輸送道路を早期に確保する。また、被害拡大の防止及び二次災害の

発生防止を目的として、応急資機材等を確保し、被災施設の早期復旧に努め

る。 

 

４ 排水作業の実施 

洪水や高潮等によって冠水し、長期にわたって冠水が継続する可能性が高い

場合、浸水エリアの災害応急対策活動を行うため、排水作業を行う。 

 

 

＜中日本高速道路株式会社の対策＞ 

１ 災害対策活動の実施 

(1) 災害対策本部等の設置 

あらかじめ定める設置基準等に基づき災害対策本部等を設置し、次の事項

を実施する。 

① 関係部署等への情報伝達体制の確保 

② 施設・設備等の被害状況の把握 

③ 県災対本部、関係機関等への連絡体制の確保 

④ 県災対本部、関係機関等への被害状況、通信状況等の報告 

(2) 被害情報の収集 

管理区域にかかる高速道路の被害情報を迅速に収集し、緊急巡回点検等に

より施設の被害状況を把握する。 

(3) 通行規制の実施 

通行車両の安全確保又は緊急輸送機能の確保等のため、必要に応じ適切な

通行規制を行う。 

(4) 利用者等に対する広報 

通行規制を実施した場合は、道路情報板及びインターネット等により利用

者等に対して広報するとともに、報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放

送及び新聞掲載等により、広範囲にわたっての広報活動を行う。 
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２ 応急復旧対策の実施 

被害箇所において速やかに通行可能となるよう復旧作業を実施する。 

特に、緊急輸送道路として指定を受けた道路が通行不能になった場合は、緊

急通行車両等の通行のため、暫定的復旧措置を迅速に行い、最低１車線の確保

を行う。 

 

 

＜その他道路管理者の対策＞ 

１ 通行規制の実施 

「＜町実施する対策＞ １ 通行規制の実施」に準じる。 

 

２ 道路パトロールと緊急時の措置 

「＜町が実施する対策＞ ２ 道路パトロールと緊急時の措置」に準じる。 

 

３ 緊急輸送道路等の確保 

「＜町が実施する対策＞ ３ 緊急輸送道路等の確保」に準じる。 

 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                   

＜自動車運転者がとるべき行動＞ 

１ 交通規制時の行動 

基本法に基づき、緊急通行車両以外の車両の通行が禁止される交通規制が行

われた場合、通行禁止区域（交通の規制が行われている区域又は道路の区間を

いう。）内の一般車両の運転者は、以下の行動をとらなければならない。 

① 速やかに車両を次の場所に移動させる。 

ａ 道路の区間を指定して交通の規制が行われた時は、当該道路の区間以外の場所 

ｂ 区域を指定して交通の規制が行われた時は、道路以外の場所 

② 速やかな移動が困難な時は、車両をできるだけ道路の左端に沿って駐車する

など、緊急通行車両の通行に支障とならない方法により駐車する。 

③ 警察官の指示を受けた時は、その指示に従って車両を移動又は駐車する。 
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■ 参 考                                 

１ 基本法施行令第32条に基づく緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は

制限する場合の対象、区間等及び期間を定める標示 

 

・ 色彩は、文字、縁線及び区分線を青

色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白

色とする。 

・ 縁線及び区分線の太さは、１センチ

メートルとする。 

・ 図示の長さの単位はセンチメート

ルとする。 

・ 道路の形状又は交通の状況により

特別の必要がある場合にあっては、

図示の寸法の２倍まで拡大し、又図

示の寸法の２分の１まで縮小するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基本法施行令第32条第２項に基づく緊急通行車両の標章 

 

・ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」

の文字を赤色、「登録（車両）番号」、

「有効期限」、「年」、「月」及び「日」

の文字を黒色、登録（車両）番号並

びに年、月及び日を表示する部分は

白色、地は銀色とする。 

・ 記号の部分に、表面の画像が光の反

射角度に応じて変化する措置を施す

ものとする。 

・ 図示の長さの単位はセンチメート

ルとする。 
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第２節 水防活動（発災８） 

 

【担当班】 

建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 台風・大雨時等の河川、ため池等の堤防等における危険箇所を早期に把握し、

必要な応急措置を講ずる。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

水防活動の実施 
建設 

産業班 

【発災のおそれが 

ある場合】 

指定した河川水位を 

超過した場合 

・気象情報（気象台） 

・河川水位情報（各河川

管理者） 

・堤防等の状況（水防管

理団体等） 

監視、警戒体制

の整備 

建設 

産業班 

【発災のおそれが 

ある場合】 

指定した河川水位を 

超過した場合 

・気象情報（気象台） 

・河川水位情報（各河川

管理者） 

・堤防等の状況（水防管

理団体等） 

水害防止の応急

活動 

建設 

産業班 

【発災１時間以内】 

堤防等の異常を確認 

次第速やかに 

・堤防等の状況（水防管

理団体等） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 消防団の出動等 

気象の予警報等を考慮の上、県水防支部が発表する水防警報等に基づき、水

防活動を行うための消防団に対し待機、準備又は出動の配備指令を行う。 
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２ 監視、警戒体制の整備 

 (1) 巡視 

水防作業員等の安全が確保できる範囲内で、水防計画に基づき、区域内

の河川等を巡視するものとし、水防上危険と認められる箇所を発見したと

きは、当該河川等の施設管理者に報告して必要な措置を求める。 

県水防支部は前項の報告を受けたときは、直ちに県水防本部に報告し、

処置を求めるとともに、常に適切な水防活動ができ得るよう水防管理団体

を指導する。 

(2) 非常警戒 

水防管理者は水防施設の被害が予測される場合、水防作業員等の 

安全が確保できる範囲内で、水防区域を監視及び警戒するとともに、 

安全が確認された後、工事中の箇所やその他特に重要な箇所を重点的に巡

視し、異常を発見した場合は、直ちに当該河川等の施設管理者に連絡をし

て、水防作業を開始する。 

県水防支部は前項の報告を受けたときは、直ちに県水防本部に報告し、

処置を求めるとともに、常に適切な水防活動ができるよう水防管理団体を

指導する。 

 

３ 水害防止の応急活動 

堤防、ため池等の決壊等、水防上の危険のおそれがあると認められる場合、

水防管理者、消防団長、消防署長等はいなべ警察署長に通報の上、当該地域の

住民等に対し避難のための立退きを指示するとともに、応急措置を講ずる等に

よりでき得る限り被害の拡大を防止するよう努める。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜中部地方整備局、近畿地方整備局が実施する対策＞ 

１ 水防活動の実施 

洪水等により、相当な損害が予想される区域における水防管理団体が行う水

防活動が十分に行われるように、河川の水位や雨量、ダム放流情報等の防災情

報の提供や、洪水予報や水防警報及び氾濫危険水位到達情報の通知並びに水防

資機材の提供を行う。 

また、洪水等によって著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊

急を要すると認めるときは、水防管理者に代わって、進入した水の排除、高度

の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動を実施する。 
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第３節 公共施設被災時の応急対策（発災９） 

 

【担当班】 

建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 住民の生命・身体の保護を図るため、公共施設等の緊急点検・巡視を実施し被

害状況を把握するとともに、応急対策を実施することで、二次災害を防止す

る。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

道路・橋梁にか

かる応急対策 

建設 

産業班 

【発災２時間以内】 

被害発生を確認次第 

・被害状況 

（町、道路管理者等、 

防災関係機関） 

土砂災害発生時

の応急対策 

建設 

産業班 

【発災２時間以内】 

被害発生を確認次第 

・被害状況 

（町、防災関係機関） 

農業用施設にか

かる応急対策 

建設 

産業班 

【発災６時間以内】 

被害発生を確認次第 

・被害状況 

（町、防災関係機関） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                 

１ 道路、橋梁にかかる応急対策 

(1) 被害情報の収集 

「第１節 緊急の交通・輸送機能の確保 ＜町が実施する対策＞ ２ 道路交

通情報・被害情報の収集」に準じて、緊急輸送道路を最優先として被害情報

を収集するものとし、さらに災害時に孤立の発生につながるおそれのある交

通路や住民生活に影響の大きい生活道路等を中心に被害情報の収集を図る。 

(2) 通行障害発生時の応急対策 

大雨等により道路冠水や法面崩落等の通行障害が生じた場合は、速やかに

通行止め等による二次災害防止措置を講じる。 
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２ 土砂災害発生時の応急対策 

県から提供される土砂災害警戒情報・土砂災害緊急情報及び土砂災害に関す

る防災情報や、基本法第61 条の２に規定する避難指示(等にあたっての技術的

助言を活用し、土砂災害の危険性が高いと判断された箇所については、関係機

関や地域住民に周知を図り、適切な避難対策を実施する。 

 

３ 農業用施設にかかる応急対策 

(1) 被害情報の収集 

農業用施設についての的確な被害情報の収集を図る。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                     

＜道路管理者、港湾管理者、海上保安庁が実施する対策＞ 

１ 公共土木施設等にかかる応急対策 

(1) 道路、橋梁（道路管理者） 

「＜町が実施する対策＞１ 道路、橋梁にかかる応急対策」に準ずる。 
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第４節 ライフライン施設被災時の応急対策（発災 10） 

 

【担当班】 

上下水道班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 水道、下水道について、被害状況を迅速に把握し、二次災害防止措置を講じ

る。 

○ ライフライン施設の管理者は、町災対本部との連絡体制を確保するとともに、

被害状況を迅速に把握し、利用者等への広報に努める。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

水道施設の 

応急対策 

上下 

水道班 

【発災１時間以内】 

発災後速やかに 

・施設の被害状況 

（自班） 

下道施設の 

応急対策 

上下 

水道班 

【発災１時間以内】 

発災後速やかに 

・施設の被害状況 

（自班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 上水道施設の応急対策 

(1) 被害状況の把握等 

発災後、水道施設について、施設の損傷及び機能の確認にあたらせるとと

もに、被害状況を把握し町災対本部へ報告する。 

(2) 被害の拡大及び二次災害の防止 

被災箇所については、施設の重要度及び被災の程度に応じて、被害拡大防

止措置及び二次災害発生防止のための応急措置を実施する。 

 

２ 下水道施設の応急対策 

(1) 被害状況の把握等 

発災後、下水道施設について、施設の損傷及び機能の確認にあたらせると

ともに、被害状況を把握し町災対本部へ報告する。 
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(2) 被害の拡大及び二次災害の防止 

被災箇所については、施設の重要度及び被災の程度に応じて、被害拡大防

止措置及び二次災害発生防止のための応急措置を実施する。 

 

 

■ その他防災関係機関が実施する対策                    

＜電気事業者が実施する対策＞ 

１ 災害対策活動の実施 

(1) 災害対策本部等の設置 

あらかじめ定める設置基準等に基づき災害対策本部等を設置し、次の事

項を実施する。 

① 関係部署等への情報伝達体制の確保 

② 施設・設備等の被害状況の把握 

③ 町災対本部、関係機関等への連絡体制の確保 

④ 町災対本部、関係機関等への被害状況、復旧状況等の報告 

(2) 情報収集 

災害発生後、施設・設備の被害状況を速やかに把握する。 

(3) 利用者等に対する広報 

電気事業者は、災害によって停電が発生した場合、広報車及びインター

ネット等により地域の利用者に広報するとともに、報道機関の協力を得

て、ラジオ・テレビ放送及び新聞掲載等による広報活動を行う。 

 

 

＜都市ガス事業者が実施する対策＞ 

１ 災害対策活動の実施 

(1) 災害対策本部等の設置 

あらかじめ定める設置基準等に基づき災害対策本部等を設置し、次の事

項を実施する。 

① 関係部署等への情報伝達体制の確保 

② 施設・設備等の被害状況の把握 

③ 町災対本部、関係機関等への連絡体制の確保 

④ 町災対本部、関係機関等への被害状況、通信状況等の報告 

(2) 情報収集 

災害発生時においては、ガスによる二次災害を防止するための的確な措

置を緊急に実施するため、供給区域にかかる地域内の被害情報を迅速に収

集し、緊急巡回点検等によりガス設備の被害情報を把握する。 

(3) 緊急巡回点検の実施 

動員等により巡回要員が確保され次第、直ちに緊急巡回点検を行い、主

要なガス設備及び供給区域の家屋等の被害状況を把握する。 

(4) ガス供給停止の判断 

① 下記に挙げるような大きな災害が確認された地域では即時にガス供給を停

止する。 

ア 製造所又は供給所ガスホルダーの送出量の大変動、主要整圧器等の大

変動により供給継続が困難な場合 
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② ガス工作物の被害が予想される地域では、直ちに以下のような情報収集を

開始し、経時的に得られるそれらの被害状況等からガスの工作物の被害に

よる重大な二次災害のおそれがあると判断される場合は、速やかにガス供

給を停止する。なお、二次災害のおそれの有無の判断は、可能な限り速や

かに行う。 

ア 道路及び建物の被害状況 

イ 緊急巡回点検による主要ガス導管の被害状況 

ウ ガス漏洩通報の受付状況 

(5) 緊急連絡体制 

災害発生の被害状況、ガス供給停止の緊急措置、応援復旧にかかる情報

連絡や救援要請を関係機関に行う。 

(6) 利用者等に対する広報 

都市ガス事業者は、災害によってガス供給に支障を来した場合、広報車

及びインターネットにより地域の利用者に広報するとともに、報道機関の

協力を得て、ラジオ・テレビ放送及び新聞掲載等による広報活動を行う。 

 

 

＜ＬＰガス販売事業者が実施する対策＞ 

１ 緊急対策 

① 協会員及び県災対本部、関係機関等との連絡体制を確保する。 

② ガス貯蔵施設等の被害状況、安全確認を行う。 

③ ＬＰガス使用需要家よりガス漏洩等緊急出動の要請を受けた協会員は、そ

の受信の際、容器の元バルブの閉止を指示し、速やかに出動し、漏えい

部分の修理を行う。 

④ その他、ＬＰガス消費設備の安全総点検を行う。 

⑤ 安全確認後、早期ガス供給を開始する。 

 

 

＜コミュニティガス事業者が実施する対策＞ 

「＜都市ガス事業者が実施する対策＞及び＜ＬＰガス事業者が実施する対策

＞」に準ずる。 

 

 

＜固定通信事業者が実施する対策＞ 

「第１章 第２節 通信機能の確保 ＜その他防災関係機関が実施する対策＞ 

固定通信事業者の実施する対策」に準ずる。 

 

 

＜移動通信事業者が実施する対策＞ 

「第１章 第２節 通信機能の確保 ＜その他防災関係機関が実施する対策＞ 

移動通信事業者の実施する対策」に準ずる。 
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＜鉄道事業者が実施する対策＞ 

１ 台風・大雨等時の運転基準及び運転規制区間 

台風・大雨等時には、あらかじめ定める運転基準等に基づき運転規制等を実

施するとともに安全確認を行う。 

 

２ 災害対策活動の実施 

(1) 災害対策本部等の設置 

あらかじめ定める設置基準等に基づき災害対策本部等を設置し、次の事

項を実施する。 

① 関係部署、駅、列車等への情報伝達体制の確保 

② 施設、旅客等の被害状況の把握 

③ 町災対本部、関係機関等への連絡体制の確保 

④ 町災対本部、関係機関等への被害状況、運行状況等の報告 

(2) 旅客等に対する広報 

災害時の旅客の不安をやわらげ、動揺及び混乱を防止するため、駅構内

掲示、放送等により次の事項を利用客に案内する。 

① 災害の規模 

② 被害の範囲 

③ 被害の状況 

④ 不通線区 

⑤ 開通の見込み等 

(3) 救護、救出及び避難 

① 駅、列車等に救護及び救出に必要な器具等をあらかじめ整備する。 

② 災害により負傷者が発生した場合は、最寄りの消防機関に通報するととも

に、負傷者の応急手当て、乗客の安全な場所への移動等適切な処置を講ず

る。 

③ 災害による列車の脱線転覆、衝突等の被害により多数の死傷者が発生した

場合、乗務員等は協力して速やかに負傷者の救出及び救護処置を行い、被

害の概要、死傷者数及び救護班の派遣等の必要事項を輸送指令に速報し、

連絡を受けた輸送指令は県、関係市町、警察、消防等に協力を依頼する。 

 

 

＜一般乗合旅客自動車運送事業者（バス事業者）が実施する対策＞ 

１ 台風・大雨等時の運転規制 

台風・大雨等時には、あらかじめ定める運転基準等に基づき運転規制等を実

施するとともに安全確認を行う。 

 

 

２ 災害対策活動の実施 

(1) 災害対策本部等の設置 

あらかじめ定める設置基準等に基づき災害対策本部等を設置し、次の事

項を実施する。 

① 関係部署、車両等への情報伝達体制の確保 

② 施設、乗客等の被害状況の把握 
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③ 町災対本部、関係機関等への連絡体制の確保 

④ 町災対本部、関係機関等への被害状況、運行状況等の報告 

(2) 乗客等に対する広報 

災害時の乗客の不安をやわらげ、動揺及び混乱を防止するため、次の事

項を乗客等に案内する。 

① 災害の規模 

② 被害の範囲 

③ 被害の状況 

④ 不通区間 

⑤ 開通の見込み等 

(3) 救護、救出及び避難 

① 車両等に救護及び救出に必要な器具等をあらかじめ整備する。 

② 災害により負傷者が発生した場合は、最寄りの消防機関に通報するととも

に、負傷者の応急手当て、乗客の安全な場所への移動等適切な処置を講

ずる。 

③ 災害により乗客等に多数の死傷者が発生した場合、乗務員等は協力して速

やかに負傷者の救出及び救護処置を行い、被害の概要、死傷者数及び救

護班の派遣等の必要事項を輸送指令に速報し、連絡を受けた輸送指令は

県、関係市町村、警察、消防等に協力を依頼する。 

(4) 利用者に対する広報 

一般乗合旅客自動車運送事業者は、運転の状況、復旧見通し等につい

て、情報連絡体制を確立するとともに、報道機関の協力を得て、ラジ

オ・テレビ放送、新聞やインターネット等により周知を図る。 

 

 

＜三重県石油商業組合が実施する対策＞ 

１ 緊急対策 

① 石油類燃料施設の被害状況等を確認し、応急修理等施設の安全確保のため

に必要な措置を講じる。 

② 組合員及び町災対本部、関係機関との連絡体制を確保する。 

③ 各給油所における石油類燃料の貯蔵状況や流通状況等を確認し、石油類燃

料の供給見込みを把握する。 
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第５節 県防災ヘリコプターの活用（発災11） 

 

【担当班】 

危機管理班、救助班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 県防災ヘリコプターの有効活用を図る。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

県防災ヘリコプ

ターの支援要請 

危機 

管理班 

【天候回復後１時間以内】 

天候回復後速やかに 

・町内の被害状況 

（町内全域） 

受入体制の構築 救助班 

【天候回復後６時間以内】 

ヘリコプターによる活動を

実施することが決まり次第 

・ヘリコプター場外離

着陸場の被災状況 

（各臨時離着陸場） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 県防災ヘリコプターの応援要請 

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合でヘリコプターによる活動が必

要と認められる場合、「三重県防災ヘリコプターに関する支援協定」に基づき、

町長は知事に対し防災ヘリコプターの応援要請を行う。 

 

２ 応援要請の原則 

現に災害が発生し、又は発生するおそれのある場合で次のいずれかに該当す

るときに要請する。 

① 災害が隣接する市町等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

② 町及び桑名市消防本部の消防力のみでは、災害の防御又は災害情報の収集

が著しく困難と認められる場合 

③ 前各号に掲げるもののほか、緊急性があり、防災ヘリコプターによる活動

が適切と認められる場合 
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３ 応援要請方法 

知事に対する応援要請は、電話又はファックスにより、次の事項について

連絡を行うものとするが、事後、速やかに防災ヘリコプター緊急運航要請書を

知事に提出する。 

① 災害の種別 

② 災害発生の日時、場所及び被害の状況 

③ 災害発生現場の気象状況 

④ 災害現場の最高指揮者の職名・氏名及び連絡方法 

⑤ 場外離着陸場の所在地及び地上支援体制 

⑥ 応援に要する資機材の品目及び数量 

⑦ その他の必要事項 

 

４ 緊急時応援要請連絡先 

防災対策総務課 防災航空班（防災航空隊） 

① ＮＴＴ回線 電話（緊急専用）059-235-2558 

ＦＡＸ 059-235-2557 

② 三重県防災行政無線 電話 8-145-**-11 

            ＦＡＸ 8-145 

 

５ 受け入れ態勢の構築 

ヘリコプターの運航が安全かつ確実に行えるよう、ヘリコプター臨時離着陸

場（飛行場外離着陸場）の確保等、受入体制を整える。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜指定地方行政機関及び自衛隊が実施する対策＞  

１ 被害情報の収集 

風水害の発生により、町内に甚大な被害が想定される場合には、各機関の判

断により、独自に情報収集を開始するとともに、町災対本部等、関係機関間で

の情報共有に努める。 

２ 要請に基づく活動 

町災対本部から要請があった場合には、町災対本部と調整のうえ、必要な活

動を実施する。 
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第３章 救助・救急及び医療・救護活動 

 

第１節 救助・救急活動（発災12） 

 

【担当班】 

危機管理班、建設産業班、総務班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 自衛隊、警察及び消防機関と連携した体制を構築する。 

○ 困難な状況下（気象条件、現場条件）での活動となるため、活動現場に応じた、

適切な重機や資機材を調達する。（排水ポンプ車、照明車、ボートなど） 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

各救助機関への

部隊派遣要請 

危機 

管理班 

【発災後１時間以内】 

人命に係る被害が発生又

は発生するおそれが生じ

た時点 

・被害状況、救助活動の

状況（自衛隊、警察、

消防） 

・応援要請(各班) 

救助・救急活動の

調整 

危機 

管理班 

【発災後３時間以内】 

各救助機関への部隊派遣

要請後速やかに 

・被害状況、救助活動の

状況（自衛隊、警察、

消防） 

・応援要請(各班) 

活動拠点等の確

保 

危機 

管理班 

【発災後３時間以内】 

応援部隊の派遣が見込ま

れた時点 

・被害状況、救助活動の

状況（自衛隊、警察、

消防） 

・活動拠点の状況（自衛

隊、警察、消防） 

・道路の状況（自衛隊、

警察、消防） 

 

 

 



204 

 

重機・資機材の調

達 

建設 

産業班 

【発災後６時間以内】 

各救助機関への部隊派遣

要請後 

・被害状況、救助現場の

状況、気象状況、救助

活動の状況（自衛隊、

警察、消防） 

・重機・資機材の確保状

況（自衛隊、警察、消

防） 

惨事ストレス対

策 
総務班 

【発災後72時間以内】 

救助・救急活動を実施し

た職員・消防団員の健康

状態等に変調をきたすお

それがあるとき 

・救助・救急活動を実施

した職員・消防団員の

業務従事内容、健康状

態 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                      

１ 救助・救急活動の実施及び調整 

(1) 救助・救急活動の実施 

消防機関及び消防団等町の保有するすべての機能を発揮し、救助・救急

活動を実施する。 

① 組織 

ア 桑名市消防本部 

本町は、救急業務を含めて、桑名市に昭和60年12月に消防事務を委託し

ている。 

桑名市消防本部は、本部、３消防署、５分署で構成され、いなべ市、桑

名市、木曽岬町、東員町の２市２町を管轄している。 

震災対策はもちろん、救急の高度化、火災予防対策等の施策を推進する

とともに、消防施設や装備の充実を図っている。 

 

イ 東員消防署及び東員町消防団 

本町の消防体制は、東員消防署、町消防団及び自主防災組織で構成され、

消防体制の充実強化を推進し、住民の安全確保に努めている。 

また、平成12年４月に女性消防団員を採用するとともに、消防団員の資

質の向上を図るため計画的に教育・訓練を実施している。 
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消防団の組織及び担当区域は、次のとおりである。 

      担当区域 

     
本 部 

 
女性消防団 （全域） 

      

       

     
第 １ 分 団 （筑紫、穴太、瀬古泉、山田、六把野新田、城山） 

     

       

町長 
 
団 長 

  
第 ２ 分 団 （八幡新田、大木、北大社） 

   

       

     
第 ３ 分 団 （南大社、長深、中上） 

     

       

     
第 ４ 分 団 （鳥取、笹尾西、笹尾東） 

     

 

② 消防団員の招集 

ア 非常招集 

(ｱ) 大規模な災害の発生が予想される場合、事前に消防団員の非常招集を実

施する。 

(ｲ) 団員については、団長から各分団長を通じて伝達する。 

(ｳ) 団員は、招集がなくとも災害が発生し、又はそのおそれがあると認知し

た時は直ちに出動しなければならない。 

イ 招集場所 

消防団長及び副団長は町災対本部に、分団長以下の団員は各分団詰所に集

結する。 

ウ 招集伝達方法 

(ｱ) 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事する。ただし、招集を

受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知った時は、あら

かじめ指示する所に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。 

(ｲ) 招集の連絡にあたっては、電話、町防災行政無線（同報系）の利用、町

行政情報等メール、サイレン等迅速な方法をもって行う。 

③ 救助活動 

町内に災害が発生した場合における救助活動は、町が主体となり消防機

関を動員して実施する。 

(2) 協定に基づく応援要請 

町長は、災害の規模が大きく他市町の応援を必要とする場合等に、「三

重県内消防相互応援協定」に基づき、県内消防相互応援隊の応援出動を要

請する。 

また、災害の状況により、県内の消防応援だけでは十分な対応がとれな

いと判断したときは、速やかに知事に対して、「三重県における緊急消防

援助隊応援出動及び受援計画」に基づき、緊急消防援助隊の応援出動を要

請する。 
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この場合において、県災対本部と連絡がとれない場合には、直接消防庁

長官に対して、要請する。 

(3) 協定に基づく応援出動 

県内他市町からの要請又は県からの指示があったときは、県内消防相互

応援隊を結成・応援出動するとともに、防災関係機関との連携を図る。 

なお、あらかじめ消防相互応援協定を締結している近隣市町には、当該協

定の定めるところにより応援出動する。 

(4) 救助・救急活動の調整 

町単独では十分な救助・救出活動が困難な場合で、県や他の市町村へ応

援要請を行ったときは、緊密な連携を図るとともに、管内における自衛

隊、海上保安庁、警察及び消防機関等救助機関の活動調整にあたる。 

 

２ 活動拠点等の確保 

自衛隊、警察及び消防機関等救助機関の部隊の展開、宿営等のための拠点と

なる施設・空地等を確保する。 

 

３ 重機・資機材の調達等 

必要に応じ、民間からの協力等により重機・資機材を確保し、効率的な活動

支援を行う。 

 

４ 惨事ストレス対策 

救助・救急活動又は消防活動を実施した職員、消防団員等の惨事ストレス対

策の実施に努める。 

また、消防機関は、必要に応じて、消防庁等に精神科医等の専門家の派遣を

要請する。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜自衛隊の対策＞ 

自衛隊は県の災害派遣要請に基づき、救助活動を実施する。 

また、原則として、救助活動に必要な資機材を携行する。 

 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

１ 初期救助活動 

被災地の住民及び自主防災組織は、自発的に救出・救助活動を行うととも

に、自衛隊、警察及び消防機関等救助機関に協力するよう努める。 
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第２節 医療・救護活動（発災13） 

 

【担当班】 

危機管理班、情報収集・企画班、保健活動班、救助班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 発災後は、災害拠点病院、災害医療支援病院等を中心として医療・救護活動にあ

たり、人的被害を最小限におさえることができる体制を速やかに整える。 

〇 高齢者、障がい者等の要配慮者支援を踏まえた、医療・保健・福祉の連携を図る。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

医療情報の収集・

共有 

情報収集 

・企画班 

【発災後１時間以内】 

発災後速やかに 

・医療情報 

（医療機関、医師会、保健

所等、各班） 

医療・救護活動 
保健 

活動班 

【発災後３時間以内】 

ＤＭＡＴ等の派遣が必要と

見込まれた時点 

・医療・救護活動情報 

（医療機関、医師会、保健

所等、各班） 

医薬品等の確保 
保健 

活動班 

【発災後１時間以内】 

発災後速やかに 

・被災状況及び供給体制

（医薬品等備蓄所） 

医療施設の応急

復旧 
救助班 

【発災後24時間以内】 

医療施設の被災を確認後速

やかに 

・医療施設の被災状況 

（各班・医療機関） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                             

１ 医療情報の収集・共有 

医療施設の被災状況、負傷者等の収容状況等の情報を、迅速に把握、共有

に努める。 

 

２ 医療・救護活動 

(1) 救護所の設置 

町長は、被災状況に応じて、救護所の設置を行い、災害拠点病院や郡市医

師会等へ医師や医療救護班の派遣を要請し、住民に対して、救護所の設置場

所についての広報を行う。 
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なお、救護所においては、医療のトリアージや応急処置を行う。 

また、避難所の設置が長期間にわたると見込まれる場合は、避難所への救

護所の併設についても検討する。 

(2) 医療救護班の派遣による実施 

① 医療救護班の派遣要請 

発災後２日から１週間程度を過ぎても災害医療体制を継続する必要があ

る場合に、医療救護班の編成協力機関に派遣を要請する。 

② 県への医療救護班の派遣要請 

①によっても救護活動が不足するときは、県に医療救護班の派遣を要請

する。 

③ その他 

医療救護班の配置調整については、災害医療コーディネーター等の支

援、助言を得て行うことができる。 

医療及び助産救助の実施が不可能又は困難なときは、県に医療救護班の

派遣要請を行う。 

ただし、緊急を要する場合は、隣接地の医療救護班等の派遣要請等を行

い実施する。 

(3) 医療機関による実施 

救護所の設置もしくは医療救護班が到着するまでの間に、被災地の医療機

関によって医療を実施することが適当なときは、当該医療機関の協力を得て

実施する。 

(4) 患者搬送及び収容 

消防機関は、町長から要請のあったとき、もしくは自らの判断により必要

と認めたときは、直ちに救急車及び救急隊員等を災害現地に出動させ、傷病

者を医療機関等に搬送する。 

なお、傷病者搬送用の車両が不足するときは、「第２章 第１節 緊急の交

通・輸送手段の確保」により応急的に措置する。 

また、町長等は、緊急性があり、ヘリコプター以外に適切な手段がないと

きは、知事に対しヘリコプターの派遣要請ができる。 

 

３ 医療施設の応急復旧 

医療機関の応急復旧に必要な自家発電用の燃料や水等について、関係機関

に対して優先供給を依頼する。 

また、人工透析に大量の水を必要とする透析施設への優先的な給水を行

う。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                  

＜医療機関が実施する対策＞ 

１ 医療及び助産の実施方法 

医療及び助産の実施は、災害の規模及び条件等によって一定ではないが、お

おむね次の方法による。 

① 被災地の医療機関は、病院施設、医療設備の被害の応急復旧を実施すると

ともに、必要に応じライフライン事業者等に対して応急復旧の要請を行

う。 



209 

 

② 患者の急増等に対応するため、医療機関相互に密接な情報交換を図り、必

要に応じて他の医療機関等に協力を求める。 

③ 医療救護班の編成協力機関は、町長からの派遣要請を待つことなく、災害

発生直後において、自主的に医療救護班を編成し、派遣できる体制を整

備する。 

④ 医療救護班の編成を行う各協力機関の責任者は、あらかじめ班員の招集方

法を定め、常時、派遣できる体制を整えておく。 

 

２ 患者搬送及び収容 

「＜町が実施する対策＞２(4)患者搬送及び収容」に準ずる。 

 

 

＜日本赤十字社三重県支部の対策＞ 

１ 医療及び助産の実施方法 

① 日本赤十字社三重県支部は、知事の要請により伊勢赤十字病院の救護班等

を派遣し医療救護活動を行う。 

なお、災害の状況に応じて独自の判断で医療救護活動を行う。 

② 救助法が適用された場合の救護班の業務内容は、「委託協定書」の定めに

より、医療救護活動を行う。 

 

 

＜赤十字奉仕団の対策＞ 

災害発生時において、日本赤十字社三重県支部は、赤十字奉仕団に協力を要

請する。 

 

 

＜桑名歯科医師会の対策＞ 

１ 口腔のケア 

被災者の口腔内環境の変化に関して、歯科医師、歯科衛生士等により、必要

な場所で被災者の口腔ケア活動を行う。 

 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

１ 食事と薬の管理 

慢性疾患のある患者は、数日間は受診できないことを想定し、それぞれの病

状に応じ｢食事と水分｣、「薬」を適切に管理し、摂取する。 
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第４章 緊急避難対策 

 

第１節 避難の指示等及び避難場所・避難所の確保（発災14） 

 

【担当班】 

危機管理班、情報収集・企画班、保健活動班、救助班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 避難の指示等を出した場合は、あらゆる手段を尽くして住民への広報に取り組む。 

○ 県内市町や近隣府県と協力して広域的な避難対策に取り組む。 

○ 要配慮者を始めとする避難所への入所者の安全・安心が確保されるよう、各班が連

携して避難所の開設・運営を支援する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

避難の指示等 
危機 

管理班 

【発災のおそれがある場合】 

「警戒レベル４」避難指示発

令後速やかに 

・「警戒レベル４」避難

指示等（気象台等） 

避難所の開設

及び運営支援 
救助班 

【発災のおそれがある場合】 

「警戒レベル３」高齢者等避

難発令後速やかに 

・「警戒レベル３」高齢

者等避難 

（気象台等） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 避難の指示等 

(1) 避難の指示等 

洪水・浸水及び土砂崩れ等の発生により人命の危険が予測される場合、土砂

災害警戒情報が発表され人命の危険が予測される場合、土砂災害防止法第 29 

条に基づく土砂災害緊急情報が通知され人命の危険が予測される場合、その他

住民の生命及び身体を災害から保護するため必要と認められるときは、当該地

域住民に対して［警戒レベル４］避難指示の発令等により避難のための指示を

行う。この場合、町長はその旨を知事に報告する。（基本法第 60条） 

また、避難指示のほか、必要に応じて［警戒レベル３］高齢者等避難の発

令等により、避難行動要支援者等を対象として適切な避難誘導を実施する。 
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その際、危険の切迫性に応じて伝達文の内容を工夫するなど、住民の積極

的な避難行動の換起に努める。（基本法第 56条） 

さらに、降雨等による二次的な水害・土砂災害等の危険性が高いと判断さ

れた箇所についても、不安定土砂の除去、仮設防護柵の設置等の応急工事、

適切な警戒避難体制の整備などの応急対策を行うとともに、当該地域住民が

警戒避難しうるよう、周知のための必要な措置をとる。 

① 町長の指示（災害種別の限定なし） 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、その必要が認められ

るときは、町長は［警戒レベル４］避難指示の発令等により、立退きを指

示する。この場合、町長は、速やかにその旨を知事に報告する。（基本法

第 60条） 

② 水防管理者の指示 

洪水により著しい危険が切迫していると認められるときは、水防管理者

は、立ち退くべきことを指示する（水防法第 29 条）。 

水防管理者が上記指示をする場合には、当該区域を管轄する警察署長に

その旨を通知する（水防法第 29 条）。 

(2) 避難指示等の内容 

避難指示等は、次の項目から必要な情報を明示して行うこととする。 

① 要避難対象地域 

② 避難場所 

③ 避難理由 

④ 避難経路 

⑤ 避難時の注意事項等 

(3) ［警戒レベル３］高齢者等避難の内容 

一般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、高齢者、障がい者等の

避難行動要支援者など、特に避難行動に時間を要する者に対して、その避難

行動支援対策と対応しつつ、早めの段階で避難行動を開始することを求める

［警戒レベル３］高齢者等避難を必要に応じて発令する。（基本法第 56条） 

(4) 避難の指示等にかかる町長不在時の対応 

町長不在時においては、代理規定に基づき、［警戒レベル４］避難指示等

の発令にかかる判断に遅れが生じることがないよう適切に対応する。 

(5) ［警戒レベル４］避難指示等の解除 

町長は、［警戒レベル４］避難指示または［警戒レベル５］緊急安全確保

の解除にあたっては、十分に安全性の確認に努める。 

 

２ 避難の指示等の住民等への伝達 

(1) 関係機関の連携体制の構築 

［警戒レベル４］避難指示等を発令したとき、又はその通知を受けたとき

は、関係する各機関に通知、連絡し、住民等への指示等の徹底を図るための

協力態勢を速やかに構築する。 

(2) ［警戒レベル４］避難指示等の住民への伝達 

① 住民への伝達方法等 

［警戒レベル４］避難指示等を発令したとき、又はその通知を受けた

ときは、関係機関と協力して以下の手段その他の実情に即した方法で、

その周知徹底を図る。 



212 

 

ア 防災行政無線、町ホームページ、町行政情報メール等による周知 

イ 広報車による周知 

ウ 県防災ヘリコプター、県警察ヘリコプターによる周知 

避難の周知につき必要と認められる場合は、県災対本部に対し、県

防災ヘリコプターの要請をすることができる。 

エ 放送等による周知 

避難の周知につき必要と認められる場合は、県災対本部に対し、放

送関係機関への放送を要請することができる。 

オ 障がい者や外国人、観光客など、避難に際して特に配慮を要する要配

慮者等への避難情報の提供 

② 避難指示等の信号 

災害により危険区域内の居住者に避難のため立退くべきことを知らせ

る信号は、次による。 

警   鐘 乱  打 

余いん防止付 
サイレン信号  

１分 → ５秒 → １分 → ５秒 → １分   
（吹鳴）（停止）（吹鳴）（停止）（吹鳴） 

信号にあたっては、適当な時間継続するものとし、必要に応じて、警鐘信号とサ

イレン信号を併用する。 

 

 

３ 避難場所・避難所への避難誘導 

避難場所への避難誘導においては、各地域の避難計画に基づき、速やかに避

難誘導する。 

避難場所への避難は徒歩を原則として誘導する。但し、避難行動要支援者の

避難等、やむを得ないケースについては、自家用車等での避難を誘導する。 

① 避難の順序 

避難場所から避難所への誘導にあたっては、避難行動要支援者を優先し

て行う。 

なお、避難行動要支援者の情報把握については避難行動要支援者名簿等

を使用して行うものとし、作成していない場合は、民生委員や地域住民、

社会福祉施設等と連携して情報を収集し、避難誘導を行う。 

② 移送の方法 

避難者が自力で移動できない場合は、車両等によって行う。 

③ 避難者の大規模移送の要請 

被災地が広域で大規模な避難者の移送を要し、町において措置できない

ときは、県災対本部に避難者移送の要請をする。 

また、事態が急迫しているときは、直接隣接市町、警察署等に連絡して

移送を実施する。 

④ 携帯品の制限 

避難誘導者は、避難者に避難にあたっての携帯品を必要最小限にするよ

う指示するなど、円滑な避難がなされるよう指導する。 
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４ 避難所の開設及び運営 

(1) 避難所の開設 

① あらかじめ指定されている避難所については、各避難所の避難所運営マニ

ュアルに沿って避難所を開設する。また必要に応じて、あらかじめ指定され

た施設以外の施設についても、土砂災害等の危険箇所等に配慮しつつ、管理

者の同意を得て避難所として開設するほか、要配慮者に配慮し、福祉避難所

を開設するとともに、その充足状況に応じて、被災地内外を問わず、宿泊施

設を避難場所として借り上げるなど多様な避難所の確保に努める。 

② 避難所を設置したときは、その旨を周知し、責任者を任命して、避難所に

収容すべき者を誘導し、保護する。 

③ 避難所の開設及び避難の促進に際して、降雨等による宅地地盤・擁壁等か

ら生ずる二次災害を軽減・防止するために、必要に応じて県と連携し、避難

所等の被災宅地危険度判定を実施する。 

(2) 避難所に収容する対象者 

住居が全壊（焼）、流失、半壊（焼）等の被害を受け、あるいは受ける

おそれがあるため避難した者、交通機関の停滞などにより帰宅困難となっ

た者を、一時的に避難所に収容する。 

(3) 避難所の設置報告及び収容状況報告 

避難所を設置したときは、直ちに開設状況等について、次により知事に

報告する。 

① 避難所開設の日時及び場所 

② 箇所数及び収容人員 

③ 開設期間の見込 

(4) 避難所の運営及び管理 

避難所の運営及び管理にあたっては、各避難所の避難所運営マニ 

ュアルに沿って行うが、特に次の点に留意して、適切な管理を行う。 

① 避難所における情報の伝達、食料等の配布、清掃等について、避難者、

住民、自主防災組織等の協力が得られるように努めるとともに、必要に応

じて、県、他の市町に対し協力を求める。また、食料等の配布にあたって

は、食事の配慮が必要な人をはじめ、年齢、性別のニーズの違いに対応で

きるよう、食の知識を有する管理栄養士などを活用する。 

② 避難所の運営に積極的に女性を参画させるとともに、男女のニーズの違い

など多様な視点に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の

設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確

保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

③ 避難所における生活環境に注意を払い、良好な生活の確保に努めるとと

もに、避難者のプライバシーの確保にも配慮する。また、感染症予防に配

慮した避難所運営に努める。 

④ 被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身双

方の健康に不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つよう努

めるとともに、健康状態を十分把握し、必要に応じて救護所を設ける。 

⑤ 高齢者、障がい者等要配慮者について、必要と認められる者から順次、

福祉避難所に移送するとともに、避難所での生活については、心身双方の

健康状態に特段の配慮を行い、常に良好な衛生状態を保つよう心がける。 
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また、必要に応じて救護所の設置、ホームヘルパーの派遣、車椅子の手

配等を福祉事業者、ボランティア団体等の協力を得て実施するとともに、

県の協力も得ながら、保健師、管理栄養士等専門職を派遣する。 

⑥ 避難者によっては、長期間にわたる避難所生活が肉体的・精神的に大き

な負担となることから、避難者の自宅について、県と連携して被災宅地危

険度判定を実施し、自宅の安全性が確認できた避難者に帰宅を促すととも

に、自宅に戻れない避難者についても、縁故先への避難や応急仮設住宅、

公営住宅、民間住宅等を斡旋する等の支援により移住を促し、避難所開設

期間の短期化を図るよう努める。 

⑦ 帰宅困難者については、交通機関が停滞しているときは、一斉帰宅を抑

制するとともに、状況に応じて、早期の帰宅の促進を検討する。 

⑧ ペット同行の避難者に対しては、ペットの管理場所を指定するなど、飼

い主責任を基本とした同行避難に配慮した対応に努める。 

⑨ 感染対策として、密閉空間・密集場所・密接場面を減らすことや一人あ

たりの占有スペースの確保、体調管理、ゾーン分け等に努める。 

 

５ 広域避難の実施 

避難先を町内の避難所とすることが困難であり、かつ、避難者の生命又は身

体を災害から保護するため当該避難者を一定期間他の市町に滞在させる必要が

あるときは、その受入れについて避難先の市町と協議する。 

なお、避難者の受入れを他の都道府県の市町村へ要請する必要がある場合

は、避難先の市町村が所在する都道府県との協議を県に要求する。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

１ 避難の指示等 

(1) 自衛官の指示（自衛隊） 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた

場合で、警察官がその場にいないときは、その場の危険を避けさせるため、

その場にいる者を避難させることができる。（自衛隊法第94 条） 

 

２ 避難指示等の住民への広報（報道機関） 

町長からの要請に基づき、県災対本部から依頼を受けた放送機関は、当該地

域住民に避難情報等の指示内容の周知を徹底すべく、放送時間、放送回数等を

考慮して放送する。 
 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

１ 適切な避難行動の判断 

町から［警戒レベル４］避難指示等が発令された場合、もしくは居住等する

地域に災害が発生するおそれが高まった場合などには、ハザードマップによる

被害予測や過去の災害履歴等を踏まえ、最寄りの避難場所等に避難する、自宅

の２階等安全な場所に退避するなど、各自の判断によって安全を確保するため

に適切な避難行動をとる。 
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２ 住民の協力による避難行動の促進 

洪水・浸水、土砂崩れ及び高潮等の発生により人命の危険が予測される場

合、土砂災害警戒情報が発表され人命の危険が予測される場合 

や停電等で情報が入手できない場合は、周辺の住民に“声かけ”をし、避難を促

しながら、速やかに避難場所に避難する。 

また、避難に際しては、徒歩で避難することを原則とする。但し、避難行動要

支援者の避難等、やむを得ないケースについては、自家用車等で避難を行う。 

 

３ 避難行動要支援者の避難支援 

洪水による浸水や、土砂災害等の可能性が認められる地域において、 

［警戒レベル３］高齢者等避難が発令されるなどした場合、可能な範囲で避難

行動要支援者の避難の支援に努める。 

避難行動要支援者の個別避難計画を作成している地域にあっては、計画に沿

った支援に努める。 

 

４ 避難者の避難所運営への協力 

避難所は、避難所運営マニュアルに沿って地域が主体となって運営 

・管理するものとし、避難者はその円滑な運営に協力する。 

 

５ 要配慮者への支援 

避難所の運営にあたっては、健常な避難者は、要配慮者の滞在が安全になさ

れるよう、その運営に協力する。 

 

６ 早期退出への協力 

自宅の安全及びライフラインの復旧等が確認された避難者は、速やかに帰宅

するとともに、その他の避難者もできるだけ早く避難所外の住宅等に移住でき

るよう努める。 

  



216 

第２節 避難行動要支援者・要配慮者対策（発災15） 

 

【担当班】 

情報収集・企画班、保健活動班、建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 地域住民等は、避難行動要支援者名簿や個別避難計画等に基づき、避難行動要

支援者の安全確保や避難に協力する。 

○ 町及び県は、要配慮者関連施設の被災状況、入所者の状況を直ちに収集し、関係

機関等への情報提供を速やかに行う。 

○ 被災施設や要配慮者のニーズを的確に把握し、関係機関等が連携して支援にあ

たる。 

○ 要配慮者支援に必要な専門職等の確保を図る。 

○ 医療・保健・福祉の連携を図る。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

避難行動要支援

者・要配慮者関

連施設等の被災

状況の把握・受

入調整等 

情報収集 

・企画班 

保健 

活動班 

【発災のおそれがある場

合】 

町災対本部設置後速やか

に 

・避難行動要支援者の被

災状況 

・関連施設及び入所者の

被災状況 

（要配慮者関連施設） 

要配慮者への応

急対策情報等の

提供 

保健 

活動班 

【発災６時間以内】 

要配慮者に必要な災害応

急対策情報等を入手次第 

・要配慮者への支援に資

する情報 

（防災関係機関） 

避難所等への専

門職員等の派遣 

保健 

活動班 

【発災24時間以内】 

避難所等から避難行動要支

援者・要配慮者支援のため

の専門職員等の派遣要請が

あった時点 

・必要な支援の内容 

（各避難所） 

公営住宅等の要

配慮者への優先

提供 

建設 

産業班 

【発災72時間以内】 

公営住宅等の提供体制が

整った時点 

・優先提供が必要な要

配慮者情報 

（各避難所） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                           

１ 要配慮者関連施設、福祉避難所の被災状況把握     

要配慮者関連施設、福祉避難所の被災状況の把握に努める。 

 

２ 避難行動要支援者の避難支援及び生活環境の確保 

(1) 避難行動要支援者の避難行動支援 

避難支援にかかる関係機関、関係者等協力を求め、避難行動要支援者名簿

や個別避難計画に基づき、発災後速やかに避難行動要支援者の避難行動支援

等を行う。 

(2) 要配慮者の生活環境確保 

被災して避難所生活を送る要配慮者の福祉ニーズを把握し、避難所内での

移動の円滑化、障がい者用仮設トイレの設置等、生活環境の確保を図る。 

 

３ 避難所での生活が困難な要配慮者対策 

避難所運営マニュアルを活用し、要配慮者に配慮した避難所運営を行うとともに、

避難所での生活が困難な要配慮者については、福祉避難所を開設して移送する。 

福祉避難所を開設できない場合は、公的宿泊施設や公営住宅、応急仮設住宅を

優先的に確保し、要配慮者の生活の場を確保する。 

 

４ 要配慮者の保健・福祉対策等 

要配慮者の避難先へ保健師、管理栄養士等を派遣し、要配慮者の心身の健康確

保、必要な福祉サービスの提供等を行うとともに、的確な情報提供を行う。 

 

５ 外国人支援 

外国人雇用企業、留学生が在籍する学校、国際交流関係団体等の協力を得て、

外国人の被災・避難状況の確認に努める。 

また、多言語での情報提供、相談等の実施や、国際交流関係団体、ＮＰＯ等

の協力を得て、通訳・翻訳ボランティア等の確保に努める。 

 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

１ 地域住民等による取り組み 

地域住民や自治会、自主防災組織等は、町、防災関係機関、介護保険事業者及

び社会福祉施設等と協働し、避難行動要支援者名簿を活用するなどして、地域社

会全体で避難行動要支援者の安全確保に努めるとともに、あらかじめ作成した個

別避難計画等を活用して、避難行動要支援者の避難行動を支援する。 

また、各避難所の「避難所運営マニュアル」に沿って、要配慮者及びその家族

に配慮した避難所運営を実施する。 
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２ 避難行動要支援者及び保護責任者の対策 

町から［警戒レベル３］高齢者等避難が発令された場合、避難行動要支援者

等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避難場所等への避難行動を開

始し、避難支援等関係者は避難行動要支援者の支援を行う。 

また、避難行動要支援者の避難の際には、地域住民等の協力を積極的に求め、

自らの安全の確保に努める。  
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第３節 学校・園における児童生徒等の避難対策（発災16） 
 

【担当班】 

  教育班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 風水害発生時には、学校関係者等が協力して、児童生徒等の安全確保に万全を

期する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

児童生徒等の安
全確保 

教育班 
【発災３時間以内】 

発災後できる限り速やかに 

・被災状況び救助活動の
状況（学校等、防災関
係者） 

学校等の被害状
況等の把握・情
報提供 

教育班 
【発災３時間以内】 
発災後できる限り速やかに 

・被害状況（学校等、防

災関係機関） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 児童生徒等の安全確保 

(1) 学校等における児童生徒等の安全確保 

町立小中学校・幼稚園・保育園（この節で「学校等」という。）の校長・園

長（この節で「校長等」という。）は、風水害等による校舎の損壊や警報発

表等により校内・園内にとどまることが危険であると判断した時は、あらか

じめ定める避難場所へ児童生徒等を誘導する。 

また、児童生徒等の安全が確保された後は、直ちに点呼等により児童生徒

等及び教職員の安否確認を行い、町災対本部に対し安否情報を報告するとと

もに、行方不明者等がいる場合は警察、消防等に通報する。 

(2) 登下校・登降園時の児童生徒等の安全確保 

校長等は、児童生徒等の登下校・登降園時に被害が見込まれる風水害等が

発生した場合、直ちに校内・園内の児童生徒等を把握し、学校等からの避難

が必要と判断される場合は、あらかじめ定める避難場所へ誘導する。 

また、児童生徒等の安否を確認し、町災対本部に対し安否情報を報告する

とともに、行方不明者等がいる場合は警察、消防等に通報する。 
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(3) 夜間・休日等における対応 

校長等及び学校等の防災計画であらかじめ指定された教職員等は、参集基

準に従い出勤し、安全を確保しつつ被害情報を収集する。 

また、風水害等により児童生徒等に被害が見込まれる場合は、児童生徒等

又はその保護者等に連絡を取り、安否及び所在を確認し、町災対本部に対し

安否情報を報告する。 

 

２ 学校等の被害状況等の把握・情報提供 

町災対本部は、学校等の人的被害及び施設被害の情報を各学校等から収集

し、整理する。また、児童生徒等の保護者に対し、メール等を活用して安否や

避難状況等の情報を提供するとともに、ホームページ等により施設の被害状況

等の公表に努める。 

 

３ 児童福祉施設等における乳幼児等の安全確保 

公立の児童福祉施設、子育て支援センターや放課後児童クラブにおいても、

学校等に準じた安全対策を講じる。 

 

 

■ 地域・住民が実施する対策                        

地域住民や自治会、自主防災組織等は、学校等と協働し、地域全体で児童生

徒等の安全確保に努める。 
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第５章 特定自然災害対策 

 

第１節 局地的大雨・竜巻・雪害の対策（発災17） 

 

【担当班】 

  危機管理班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 気象庁（津地方気象台）から速やかに情報を収集し、住民に対して、適切かつ速

やかに情報提供する。 

○ 収集した情報を分析し、災害の可能性等に応じて、必要な防災対策を講じる。 

○ 住民や事業者等は、これら災害に遭遇した場合、速やかに自らの身を守るため

の対策を講じる。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

１局地的大雨対策 
危機 
管理班 

【発災のおそれがある場合】 

局地的大雨が発生した場合 

・降水短時間予報 
・大雨注意報・警報 
・降水ナウキャスト 

（気象台） 

２竜巻等突風対策 
危機 
管理班 

【発災のおそれがある場合】 

「竜巻注意情報」が発表され

た場合 

・竜巻注意情報 
・竜巻発生確度 

ナウキャスト 
（気象台） 

３雪害対策 
危機 
管理班 

【発災のおそれがある場合】 
「大雪警報」が発表された場
合 

・大雪に関する 
気象情報 
（気象台） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                

１ 局地的大雨対策 

(1) 県や防災関係機関との情報共有 

災害の発生が予想される早い段階から、県や防災関係機関と情報を共有し、

避難指示等の発令時期の検討や河川施設の操作等、必要な防災対策を講じる。 



222 

(2) 住民への注意喚起 

局地的大雨の場合、浸水しやすい場所に近づかない、むやみに外出しない

等、住民一人ひとりの安全確保行動が重要となるため、「＜住民・事業者等が

実施する対策＞１ 局地的大雨対策」で記す内容とともに住民等へ周知するよ

う努める。 

 

２ 竜巻等突風対策 

(1) 住民への注意喚起 

気象庁が発表する竜巻注意情報を受信した場合は、適切な方法で住民へそ

の情報を伝達するとともに、「＜住民・事業者等が実施する対策＞２ 竜巻等

突風対策」で記す内容とともに住民等へ周知するよう努める。 

(2) 避難所の開設及び運営 

竜巻・突風等の被災者に対し、避難所を開設し、迅速に収容する。 

(3) 災害がれき処理 

東員町災害廃棄物処理計画に基づき処理を行う。人の健康や生活環境への

影響の大きいものを優先的に収集運搬、処理処分を行う。 

(4) 道路の応急復旧 

竜巻・突風等により道路上に飛散したがれき等の障害物を、迅速に処理

し、交通に支障のない状態とする。 

 

３ 雪害対策 

(1) 住民への注意喚起 

気象台から大雪警報等が発表されるなど、深刻な降雪被害が想定される場合

は、適切な方法で住民へその情報を伝達し、注意を促すとともに、「＜住民等が

実施する対策＞３ 雪害対策」で記す内容を住民等へ周知するよう努める。 

(2) 道路除雪 

主要な幹線道路について、優先的な除排雪の実施に努める。 

(3) 適切な道路管理と交通対策 

「＜県道路管理者、県警察その他の関係機関は、大雪による車両滞留を防

止するため、情報の共有に努め、必要に応じて通行止めの区間やタイミング

等について調整を図る。 

車両滞留が発生した場合には、基本法第76条の６の規定に基づき、直ちに

放置車両対策を行うなど、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するための必

要な措置を講ずる。 

(4) 防災関係機関との協力 

迅速かつ的確な応急対策措置を実施するため、他の防災関係機関等と除雪

実施状況、雪害発生時の道路情報を相互に伝達し、密接な連携・協力体制を

確保する。 

 

 

■ 住民・事業者等が実施する対策                     

局地的大雨や竜巻は、事前に発生場所や発生規模の予測をすることが難し

く、避難勧告等の公助による支援が間に合わないことも想定されることから、

本節では、住民や事業者が自助の対策により、自らの命を守る対策を講じるこ

とを重視している。 
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１ 局地的大雨対策 

(1) 局地的大雨に関する防災気象情報等の活用 

住民・事業者等は、局地的大雨の予兆となる気象現象等（周囲が急に暗く

なる、雷鳴・雷光が現れる、冷たい風が吹く、大粒の雨や「ひょう」が降

る）を覚知した場合や、気象庁が発表する「気象レーダー」「解析雨量」「警

報・注意報」「降水短時間予報」「高解像度降水ナウキャスト」などの防災気

象情報により、局地的大雨が発生する可能性が高まっていることを認知した

場合は、不要不急の外出を避け、川・崖・低地などの危険な場所に近づかな

いなどの予防措置を講ずるとともに、その危険性に鑑み、避難や避難準備等

の自らの身を守る対策を講ずる。 

(2) 局地的大雨からの避難対策 

住民・事業者等は、所有又は管理する住居や事業所等が立地する場所やそ

の周辺に局地的大雨が発生した場合、その危険性に鑑み、早めに安全な避難

所等への避難行動を取る。 

また、夜間や避難路の状況が不明であるなど、避難所等への避難が危険と

判断した場合は、高層階への垂直避難や、高層階の山とは反対側の部屋への

避難、近隣のより安全な住居・施設等への避難など、想定される災害事象に

応じ、適切な対策を講ずる。 

(3) 建築物等の地階における避難体制の整備 

特に不特定多数が利用する地階を有する建築物の管理者は、局地的大雨に

よる浸水の危険性に鑑み、利用者や従業員等の上層階への避難誘導など、適

切な対策を講ずる。 

 

２ 竜巻等突風対策 

(1) 竜巻等突風に関する防災気象情報等の活用 

住民・事業者等は、竜巻等突風局地的大雨の予兆となる気象現象等（真っ

黒い雲が近づく、ごみなどが巻き上げられて飛んでいる、“ゴー”という音が

する、<気圧の変化で>耳に異常を感じる）を覚知した場合や、気象庁が発表

する「気象レーダー」「竜巻注意情報」「竜巻発生確度ナウキャスト」などの

防災気象情報により、竜巻等突風が発生する可能性が高まっていることを認

知した場合は、その危険性に鑑み、危険物の飛散防止等の対策を講ずるとと

もに、避難や避難準備等の自らの身を守る対策を講ずる。 

(2) 竜巻等突風からの避難・防護対策 

住民・事業者等は、所有又は管理する住居や事業所等が立地する場所やそ

の周辺に竜等突風が発生した場合、その危険性に鑑み、次のような避難行動

を取る。 

① 屋内での退避行動 

・ 窓やドア、外壁から離れる。 

・ 家の一階で中心部に近い、窓の無い部屋（トイレ等）や地下室に駆け込

む。 

・ 浴槽や机の下等の頑丈な物の陰に入り、両腕で頭と首を守る。 

② 屋外での退避行動 

・ コンクリート製等の頑丈な屋内に駆け込む。 

・ 駆け込める屋内がない場合は、頑丈な構造物の側にうずくまったり、側

溝等に伏せる。 

・ 車庫や物置、プレハブを退避場所にしない。 
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３ 雪害対策 

(1) 局地的大雪に関する防災気象情報等の活用 

住民・事業者等は、気象台が発表する大雪注意報・警報や12時間降雪量な

どにより大雪の危険性が高まっている場合は、不要不急の外出を避けるよう

努める。また、車で外出する場合は、スタッドレスタイヤを装着又はタイヤ

チェーンを携行・装着する。 

(2) 雪害からの防護対策 

住民・事業者等は、所有又は管理する住居や事業所等の屋根などが雪の重

みで崩れたり、雪の固まりが落雪する等によって、通行人がけがをするなど

の事故を防止するため、建物周辺の安全確保や除雪等の適切な防護措置を講

ずる。 

なお、除雪を行う場合は、安全な服装・装備により２人以上で作業を行う

よう努める。 
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第５部 被災者支援・復旧対策 

 

第１章 災害対策本部活動体制の確保 

 

第１節 災害対策本部の継続・廃止（復旧１） 

 

【担当班】 

 危機管理班、総務班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 災害応急対策を継続して実施する必要があるときは、町災対本部の設置を継

続する。 

○ 町災対本部の設置が長期化する場合は、職員の健康管理に配慮する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

町災対本部 

の継続 

危機 

管理班 

【災害応急対策を継続して

実施する必要があるとき】 

災害の状況により、必要に

応じて 

・被害情報、気象情報等

(各班、津地方気象台

等) 

・各班の活動状況（各班） 

町災対本部職員

の健康管理 
総務班 

【災対本部を長期間設置

するとき】 

災対本部活動の状況によ

り必要に応じて 

・各職員の勤務状況 

町災対本部 

の廃止 

危機 

管理班 

【災害応急対策がおおむ

ね完了したとき】 

災害の状況により、必要に

応じて 

・被害情報、気象情報等

(各班、津地方気象台

等) 

・各班の活動状況（各

班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 町災対本部の継続・廃止    

(1) 町災対本部の継続 

「(2) 町災対本部の廃止」の状況にあると認められない場合は、町災対本

部を継続し、県、関係機関と連携を図るとともに、情報収集等必要な対応に

努める。 

(2) 町災対本部の廃止 

町災対本部は、所管区域に被害が拡大するおそれがなくなり、災害応急対

策がおおむね完了したときに廃止する。 

 

２ 各班への増員 

災害応急対策を継続するにあたり、班内職員で人員の不足等が生じる場合、各

班は総務班に対し増員派遣要請を行い、総務班は各班間での職員を調整する。 

 

３ 災害対策職員の健康管理 

(1) 連続勤務の制限 

各部の責任者は、災害応急対策活動に従事する職員が長時間の連続勤務に

より健康を損なうことがないよう、必要に応じて交代で休暇を与えるなど、

適切な措置を講じなければならない。（１日２交代以上の勤務の場合、連続

出勤は13日以内を目安とする。） 

このため、各班は、交代要員の確保を行う。 

(2) こころのケア 

災害応急対策活動に従事する職員の精神的緊張の緩和を図るため、適切な

措置を講ずる。 
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第２節 災害救助法の適用（復旧２） 

 

【担当班】 

  危機管理班、情報収集・企画班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 災害発生後、速やかな情報収集等により、災害救助法の適用可能性について迅

速な判断を行う。 

○ 災害救助法適用の必要が認められた場合、速やかに所定の手続きを行う。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害救助法の適

用 

危機 

管理班 

多数の者が危険を受け

るおそれが生じた時点

又は被害状況判明後 

・防災情報等（気象台） 

・住居の被害状況（各班） 

・基準への該当（内閣府） 

災害救助法の運

用 

危機 

管理班 
災害救助法適用決定後 

・被害状況及び救助実施状

況（関係部隊、各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策  

■ 共通事項等                                

１ 適用基準 

災害救助法の適用基準は、災害救助法施行令(本節において以下「施行令」

という。)第１条に定めるところによるが、具体的適用基準は概ね次のとおり。 

(1) 適用の条件 

① 災害のため一定規模以上の被害を生じた場合で、被災者が現に応急救助を

必要としていること。 

② 災害救助法による救助の要否は、町単位で判定すること。 

③ 原則として同一の原因による災害であること。 

(2) 適用基準 

災害の程度が次の基準のいずれかに該当し、かつ被害者が現に救助を要する

状態にある時、災害救助法が適用される。 

① 住家の滅失した世帯の数が、次の世帯数以上に達した時。(施行令第１条

第１項第１号)。 

人      口 被害世帯数 

15,000人以上 30,000人未満 50世帯 
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② 被害世帯数が①の基準に達しない場合でも、県の区域内の被害世帯数が

1,500世帯以上で、しかも町の区域内の被害世帯数が①の世帯数の２分の１

以上に達した時。(施行令第１条第正項第２号)。 

人     口 被害世帯数 

15,000人以上 30,000人未満 25世帯 

 

③ 県の区域内において 7,000 世帯以上の住家が滅失した場合、又は災害が隔

絶した地域に発生するなど、被災者の救護を著しく困難とする特別の事情

がある場合で、かつ、町の区域内で多数の住家が滅失したこと(施行令第１

条第１項第３号)。 

④ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたこと

(施行令第１条第１項第４号)。 

(3) 被災世帯の算定基準 

① 住家の滅失等の認定 

「災害救助法適用基準」による被害認定方法を用いる。 

② 住家の滅失等の算定 

住家が滅失した世帯の数の算定にあたり、全壊、全焼、流失等住家が滅

失した世帯は、生活を一にする実際の生活単位をもって１世帯とするもの

であるが、住家が半壊又は半焼した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸

水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となった世

帯は３世帯をもって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。 

 

２ 救助の種類と実施権限の委任 

① 災害救助法による救助の種類は「災害救助基準」による。 

② 知事から委任を受けた町長は、当然、委任された救助の実施責任者となるも

のである。 

 

 

■ 町が実施する対策                                   

１ 災害救助法の適用手続 

(1) 被害状況等の報告・適用要請 

町長は、災害が適用基準のいずれかに該当し、又は該当する見込みである

ときは、迅速かつ、正確に被害状況を把握して速やかに県に報告するととも

に、被災者が現に救助を必要とする状態にある場合は、あわせて災害救助法

の適用を要請する。 

また、災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つことができな

い時は、自ら必要な救助に着手するとともに、その状況を直ちに知事に報告

し、その後の処置に関して知事に協議する。 

 

２ 救助の実施 

町長は、知事が救助の実施に関する事務の一部を町長が行うこととした場合に

おいて、当該事務を実施するとともに、知事が実施する救助の補助を行う。 
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３ 経費の支弁及び国庫負担 

災害救助法が適用になった場合の費用負担については、次のとおりである。 

① 県の支弁 ： 救助に要する費用は県が支弁する 

② 国庫負担 ： ①の費用が 100万円以上となる場合、当該費用の県の標準税収

入見込額の割合に応じ、次のとおり国庫負担金が交付される。 

③ 町負担  ： 災害救助法による救助の種類・程度の範囲外の部分は町が負担

する。 

 

 

参考：災害救助法による救助の程度と期間（災害救助基準） 令和４年４月１日現在 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

避 難 所

の設置 

（ 法 第

４ 条 第

１項） 

災害により現に被害

を受け、又は受けるお

それのある者に供与

する。 

（基本額）  

 避難所設置費 

１人１日当たり 330

円以内 

高齢者等の要援護者等

を収容する「福祉避難

所」を設置した場合、当

該地域における通常の

実費を支出でき、上記を

超える額を加算できる。 

災害発生の日か

ら７日以内 

1費用は、避難所の設置、維持及び管理の

ための賃金職員等雇上費、消耗器材

費、建物等の使用謝金、借上費又は購

入費、光熱水費 並びに仮設便所等の

設置費を含む。 

2避難に当たっての輸送費は別途計上 

3 避難所での避難生活が長期にわたる場

合等においては、避難所で避難生活し

ている者への健康上の配慮等により、

ホテル･旅館など宿泊施設を借上げて

実施することが可能。 

避 難 所

の設置 

（ 法 第

４ 条 第

２項） 

災害が発生するおそ

れのある場合におい

て、被害を受けるおそ

れがあり、現に救助を

要する者に供与する。  

（基本額）  

 避難所設置費 

１人１日当たり 330

円以内 

高齢者等の要援護者等

を収容する「福祉避難

所」を設置した場合、当

該地域における通常の

実費を支出でき、上記を

超える額を加算できる。 

法第２条第２項

による救助を開

始した日から、

災害が発生しな

かったと判明

し、現に救助の

必要がなくなっ

た日までの期間  

1 費用は、災害が発生するおそれがある

場合において必要となる建物の使用

謝金や光熱水費とする。なお、夏期の

エアコンや冬期のストーブ、避難者が

多数の場合の仮設トイレの設置費や、

避難所の警備等のための賃金職員等

雇上費など、やむを得ずその他の費用

が必要となる場合は、内閣府と協議す

ること。  

2 避難に当たっての輸送費は別途計上  

応 急 仮

設 住 宅

の供与 

住家が全壊、全焼又は

流失し、居住する住家

がない者であって、自

らの資力では住宅を

得ることができない

者 

○ 建設型応急住宅 

1 規模 

応急救助の趣旨

を踏まえ、実施主体

が地域の実情、世帯

構成等に応じて設定 

2 基本額 1 戸当た

り 

6,285,000 円以

内 

3 建設型応急住宅の供

与終了に伴う解体撤去

及び土地の原状回復の

ために支出できる費用

は、当該地域における実

費。 

災害発生の日か

ら20日以内着工 

1 費用は設置にかかる原材料費、労務費、

付帯設備工事費、輸送費及び建築事務

費等の一切の経費として5,714,000円

以内であればよい。 

2 同一敷地内等に概ね 50 戸以上設置し

た場合は、集会等に利用するための施

設を設置できる。（50 戸未満であって

も小規模な施設を設置できる） 

3 高齢者等の要援護者等を数人以上収容

する「福祉仮設住宅」を設置できる。 

4 供与期間は２年以内 

○ 賃貸型応急住宅 

1 規模 建設型仮設住宅

に準じる 

2 基本額地域の実情に

応じた額 

災害発生の日か

ら速やかに借上

げ、提供 

1 費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、

仲介手数料、火災保険等、民間賃貸住

宅の貸主、仲介業者との契約に不可欠

なものとして、地域の実情に応じた額

とすること。 

2 供与期間は建設型仮設住宅と同様。 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

炊 き 出

し そ の

他 に よ

る 食 品

の給与 

1避難所に収容された

者 

2 住家に被害を受け、

若しくは災害によ

り現に炊事のでき

ない者 

１人１日当たり 

1,180円以内 

災害発生の日か

ら７日以内 

食品給与のための総経費を延給食日数で

除した金額が限度額以内であればよい。 

（１食は１／３日） 

飲 料 水

の供給 

現に飲料水を得るこ

とができない者（飲料

水及び炊事のための

水であること。） 

当該地域における通常

の実費 

災害発生の日か

ら７日以内 

輸送費、人件費は別途計上 

被服、寝

具 そ の

他 生 活

必 需 品

の 給 与

又 は 貸

与 

全半壊（焼）、流失、床

上浸水等により、生活

上必要な被服、寝具、

その他生活必需品を

喪失、若しくは毀損等

により使用すること

ができず、直ちに日常

生活を営むことが困

難な者 

 
災害発生の日か

ら 10日以内 

1備蓄物資の価格は年度当初の評価額 

2現物給付に限ること 

 

（単位：円） 

 

区分 １人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 
6人以上1人増

すごとに加算 

全  壊 

全  焼 

流  出 

夏 18,700 24,000 35,600 42,500 53,900 7,800 

冬 31,000 40,100 55,800 65,300 82,200 11,300 

半  壊 

半  焼 

床上浸水 

夏 6,100 8,200 12,300 15,000 18,900 2,600 

冬 9,9000 12,900 18,300 21,800 27,400 3,600 

医療 

医療の途を失った者 

(応急的処置) 

1 救護班…使用した 

薬剤、治療材料、医療

器具破損等の実費 

2 病院又は診療所… 

国民健康保険診療報

酬の額以内 

3 施術者…協定料金の

額以内 

災害発生の日か

ら14日以内 

患者等の移送費は、別途計上 
 

助産 災害発生の日以前又

は以後７日以内に分

べんした者であって

災害のため助産の途

を失った者(出産のみ

ならず、死産及び流産

を含み現に助産を要

する状態にある者) 

1 救護班等による場合

は、使用した衛生材

料等の実費 

2助産師による場合は、

慣行料金の 100 分の

80以内の額 

分べんした日か

ら７日以内 

妊婦等の移送費は、別途計上 

被 災 者

の救出 

1現に生命、身体が危

険な状態にある者 

2生死不明な状態にあ

る者 

当該地域における通常

の実費 

災害発生の日か

ら３日以内 

1 期間内に生死が明らかにならない場合

は、以後｢死体の捜索｣として取り扱

う。 

2輸送費、人件費は、別途計上 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

被 災 し

た 住 宅

の 応 急

修理 

1 住家が半壊（焼）若

しくはこれらに準

ずる程度の損傷を

受け、自らの資力に

より応急修理をす

ることができない

者 

2大規模な補修を行わ

なければ居住する

ことが困難である

程度に住家が半壊

（焼）した者 

居室、炊事場及び便所等

日常生活に必要最小限

度の部分 1 世帯当り 

 

①大規模半壊又は半壊

若しくは半焼の被害

を受けた世帯 

655,000 円以内 

②半壊又は半焼に準ず

る程度の損傷により

被害を受けた世帯 

318,000 円以内 

災害発生の日か

ら３ヵ月以内

（国に特定災害

対策本部、非常

災害対策本部又

は緊急災害対策

本部が設置され

た災害にあって

は、６ヵ月以内）  

 

学 用 品

の給与 

住家の全壊（焼）流失

半壊（焼）又は床上浸

水により学用品を喪

失又は毀損等により

使用することができ

ず、就学上支障のある

小学校児童、中学校生

徒、義務教育学校生徒

及び高等学校等生徒。 

1 教科書及び教科書以

外の教材で教育委員

会に届出又はその承

認を受けて使用して

いる教材、又は正規

の授業で使用してい

る教材実費 

2 文房具及び通学用品

は、１人当たりの次

の金額以内 

小 学 校 児 童    

4,700円 

中 学 校 生 徒    

5,000円 

高 等 学 校 等 生 徒   

5,500円 

災害発生の日か

ら(教科書) 

１ヵ月以内 

(文房具及び通

学用品) 

15日以内 

1備蓄物資は評価額 

2 入進学時の場合は個々の実情に応じて

支給する。 

埋葬 災害の際死亡した者

を対象にして実際に

埋葬を実施する者に

支給 

１体当たり 

大人(12歳以上) 

213,800円以内 

小人(12歳未満) 

170,900円以内 

災害発生の日か

ら 10日以内 

災害発生の日以前に死亡した者であって

も対象となる。 

死 体 の

捜索 

行方不明の状態にあ

り、かつ、四囲の事情

によりすでに死亡し

ていると推定される

者 

当該地域における通常

の実費 

災害発生の日か

ら 10日以内 

1輸送費、人件費は、別途計上 

2 災害発生後３日を経過したものは一応

死亡した者と推定している。 

死 体 の

処理 

災害の際死亡した者

について、死体に関す

る処理(埋葬を除く。)

をする。 

(洗浄、消毒等) 

１体当り 3,500円以内 

一時保存： 

・既存建物借上費 

通常の実費 

・既存建物以外 

１体当り 5,400 円

以内 

検案、救護班以外は慣行

料金 

災害発生の日か

ら 10日以内 

1検案は原則として救護班 

2輸送費、人件費は、別途計上 

3.死体の一時保存にドライアイスの購入

費等が必要な場合は当該地域におけ

る通常の実費を加算できる。 

障 害 物

の除去 

居室、炊事場、玄関等

に障害物が運びこま

れているため生活に

支障をきたしている

場合で自力では除去

することのできない

者 

市町村内において障害

物の除去を行った一世

帯当たりの平均 

138,300 円以内 

災害発生の日か

ら 10日以内 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

輸 送 費

及 び 賃

金 

職 員 等

雇上費 

（ 法 第

４ 条 第

１項） 

1 被災者の避難に係

る支援 

2 医療及び助産 

3 被災者の救出 

4 飲料水の供給 

5 死体の捜索 

6 死体の処理 

7 救済用物資の整理

配分 

当該地域における通常

の実費 

救助の実施が認

められる期間以

内 

 

輸 送 費

及 び 賃

金 

職 員 等

雇上費 

（ 法 第

４ 条 第

２項） 

避難者の避難に係る

支援 

当該地域における通常

の実費 

救助の実施が認

められる期間以

内 

災害が発生するおそれ段階の救助は、高

齢者・障害者等で避難行動が困難な要配

慮者の方の輸送であり、以下の費用を対

象とする。  

・避難所へ輸送するためのバス借上げ等

に係る費用  

・避難者がバス等に乗降するための補助

員など、避難支援のために必要となる

賃金職員等雇上費  

実 費 弁

償 

災害救助法施行令第

４条第１号から第４

号までに規定する者 

災害救助法第 7 条第 1

項の規定により救助に

関する業務に従事させ

た都道府県知事等（法第

3 条に規定する都道府

県知事等をいう。）の総

括する都道府県等（法第

17 条第 1 号に規定す

る都道府県等をいう。）

の常勤の職員で当該業

務に従事した者に相当

するものの給与を考慮

して定める 

救助の実施が認

められる期間内 

時間外勤務手当及び旅費は別途に定める

額 

救 助 の

事 務 を

行 う の

に 必 要

な費用 

1 時間外勤務手当     

2 賃金職員等雇上費 

3 旅費 

4 需用費（消耗品費、

燃料費、食糧費、印

刷製本費、光熱水

費、修繕料） 

5 使用料及び賃借料 

6 通信運搬費 

7 委託費 

救助事務費に支出でき

る費用は、法第 21 条に

定める国庫負担を行う

年度（以下「国庫負担対

象年度」という。）にお

ける各災害に係る左記

1 から 7 までに掲げる

費用について、地方自治

法施行令（昭和 22 年政

令第 16 号）第 143 条

に定める会計年度所属

区分により当該年度の

歳出に区分される額を

合算し、各災害の当該合

算した額の合計額が、国

庫負担対象年度に支出

した救助事務費以外の

費用の額の合算額に、次

のイからトまでに掲げ

る区分に応じ、それぞれ

イからトまでに定める

割合を乗じて得た額の

合計額以内とすること。 

救助の実施が認

められる期間及

び災害救助費の

精算する事務を

行う期間以内 

災害救助費の精算事務を行うのに要した

経費も含む。 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

イ 3千万円以下の部分の金額については100分の10 

ロ 3千万円を超え6千万円以下の部分の金額については100分の9 

ハ 6千万円を超え1億円以下の部分の金額については100分の8 

ニ 1億円を超え2億円以下の部分の金額については100分の7 

ホ 2億円を超え3億円以下の部分の金額については100分の6 

ヘ 3億円を超え5億円以下の部分の金額については100分の5 

ト 5億円を超える部分の金額については 100分の 4 

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議

し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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第２章 避難者支援等の活動 

 

第１節 避難所の運営（復旧３） 

 

【担当班】 

  救助班、総務班、保健活動班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 県内市町や近隣府県と協力して広域的な避難対策に取り組む。 

○ 要配慮者を始めとする避難所への入所者の安全・安心が確保されるよう、各班

が連携して避難所の開設・運営を支援する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

長期滞在を見通
した避難所運営
計画の検討・調整 

救助班 
避難所生活の長期化

が見込まれる場合 

・避難所運営情報 

（各避難所） 

県への広域避難

の受入要請 
総務班 

避難所が設置できな
い場合又は不足が見
込まれる場合 

・避難所の状況 

(各避難所) 

再避難の実施 救助班 

避難所の使用が不能

になると見込まれる

場合又は使用不能な

状態になった場合 

・避難所の状況 

(各避難所) 

避難所の運営 救助班 
避難所の設置が決ま

り次第速やかに 

・災害関連情報全般 

 （各班） 

要配慮者への対

応 

保健 

活動班 

避難所の設置が決ま

り次第速やかに 

・災害関連情報全般 

 （各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 長期滞在を見通した避難所運営計画の検討・調整 

避難者の長期滞在に備えるため、施設、設備及び資機材の整備等に関する避

難所運営の計画を検討・調整する。 

 

２ 隣接市町への避難受入要請 

災害の様相が深刻で、町内に避難所を設置することができないとき、 

又は避難所が不足等するときには、県を通じ、隣接市町に住民の受入を要請す

る。 

 

３ 再避難の実施 

避難所が万一使用不能になった場合や災害により危険な場合等における再避

難についての対策を講じるため、避難所や避難経路の正確な情報把握に努め、

機を失することなく適切な措置を講ずる。 

 

４ 避難所の運営 

避難所の運営及び管理にあたっては、各避難所の避難所運営マニュアルに沿

って行うが、特に次の点に留意して、適切な管理を行う。 

① 避難所における情報の伝達、食料等の配布、清掃等について、避難者、住民、

自主防災組織等の協力が得られるように努めるとともに、必要に応じて、県、

他の市町に対し協力を求める。食料等の配布にあたっては、食事の配慮が必

要な人をはじめ、年齢、性別のニーズの違いに対応できるよう、食の知識を

有する管理栄養士などを活用する。 

② 避難所の運営に積極的に女性を参画させるとともに、男女のニーズの違い

など多様な視点に配慮する。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授乳室の

設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、避難所における安全性の確

保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営に努める。 

③ 避難所における生活環境に注意を払い、良好な生活の確保に努めるととも

に、避難者のプライバシーの確保にも配慮する。 

④ 被災地、特に避難所においては、生活環境の激変に伴い、被災者が心身双方

の健康に不調を来す可能性が高いため、常に良好な衛生状態を保つよう努め

るとともに、健康状態を十分把握し、必要に応じて救護所を設ける。 

⑤ 避難者によっては、長期間にわたる避難所生活が肉体的・精神的に大きな

負担となることから、避難者の自宅について、県と連携して被災建築物応急

危険度判定及び被災宅地危険度判定を実施し、自宅の安全性が確認できた避

難者に帰宅を促すとともに、自宅に戻れない避難者についても、縁故先への

避難や応急仮設住宅、公営住宅、民間住宅等を斡旋する等の支援により移住

を促し、避難所開設期間の短期化を図るよう努める。 

⑥ 帰宅困難者については、交通情報等の提供により早期の帰宅を促す。 
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⑦ ペット同行の避難者に対しては、ペットの管理場所を指定するなど、飼い

主責任を基本とした同行避難に配慮した対応に努める。 

⑧ 感染対策として、密閉空間・密集場所・密接場面を減らすことや一人あたり

の占有スペースの確保、体調管理、ゾーン分け等に努める。 

 

５ 要配慮者への対応 

高齢者、障がい者等要配慮者について、必要と認められる者から順次、指定

福祉避難所に移送するとともに、避難所での生活については、心身双方の健康

状態には特段の配慮を行い、常に良好な衛生状態を保つよう心がける。また、

必要に応じて救護所の設置、ホームヘルパーの派遣、車椅子の手配等を福祉事

業者、ボランティア団体等の協力を得て実施するとともに、県の協力も得なが

ら、保健師、管理栄養士、災害支援ナース等専門職を派遣する。 

 

  



237 

第２節 緊急輸送手段の確保（復旧４） 

 

【担当班】 

 総務班、建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 大規模災害が発生した場合、町内で甚大な被害が発生し、災害応急対策活動に

多くの救援・救助活動要員、救援用物資、応急復旧用資機材等が必要となること

が想定されるため、これらの人員、物資等の輸送手段を確保する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

町有車両の確

保 
総務班 

【発災１時間以内】 

発生後速やかに使用可

能公用車の把握を行う 

・使用可能な公用車情報 

(各班) 

輸送ルートの

情報収集 

・伝達 

建設 

産業班 

【発災１時間以内】 

発生後速やかに公共土

木施設、道路等の状況調

査を行う 

・公共土木施設の被害情報

等（各班） 

・その他輸送上の拠点とな

る施設の被害情報 

（各施設の管理者等） 

輸送手段の確

保 
総務班 

【発災後24時間以内】 

緊急の必要があると認

める場合、速やかに 

・提供可能な輸送手段に関

する情報 

(県、国、防災関係機関 

各協定締結団体) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 町が所有する車両の確保 

各班が所有する公用車では、輸送手段が十分確保できないときは、総務班

に町が所有する車両の確保・調整を要請する。 

２ 輸送ルートの情報収集・伝達 

交通規制等道路情報を収集し、関係機関等に提供できる体制を敷く。 

また、輸送上の拠点となる施設の被害情報を収集し、利用できる輸送ルー

トを勘案したうえで、必要となる輸送手段を確保することとする。 
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３ 輸送手段の確保 

(1) 陸上輸送手段の協力要請 

緊急輸送が必要となった場合、陸上輸送については次の機関へ要請を行う。 

要請にあたっては輸送に必要となる情報を提供するとともに、緊密に連絡

を取り合い効果的な輸送を行う。 

① 指定公共機関、指定地方公共機関への要請（基本法第86 条の18） 

＜指定公共機関＞ 日本貨物鉄道株式会社、日本郵便株式会社 

＜指定地方公共機関＞ （一社）三重県トラック協会 

② 協定事業者への要請 

＜三重県との協定締結団体＞ 

【緊急輸送の確保にかかる協定及び締結相手方】 

協定名 締結相手方 

災害時における物資等の緊急輸送に
関する協定 

一般社団法人三重県トラック協会 

災害時における物資等の緊急輸送に
関する協定 

赤帽三重県軽自動車運送協同組合 

緊急・救援輸送に関する協定 公益社団法人三重県バス協会 

③ 国への要請 

指定公共機関、指定地方公共機関及び協定締結団体による対応が困難な

場合は、国土交通省中部運輸局に対して支援を要請する。 

④ 自衛隊への要請 

上記①から③による輸送が困難なとき、又は急を要するときは、「第１

章 第３節 自衛隊への災害派遣要請等」に基づき、自衛隊に対し陸上輸送

の支援要請を行う。 

(2) 航空輸送手段の協力要請 

「第４部 第２章 第５節 ヘリコプターの活用」に準じる。 

 

４ 応援の要請等 

町長は、応急措置を実施するため必要と認める場合、基本法第68 条第１項

の規定に基づき、県へ要請を行う。ただし、事態が急を要するときは、電話

又は無線をもって要請し、事後に文書を送付する。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                  

＜各協定締結団体の対策＞ 

１ 各協定に基づく輸送手段の確保 

各協定締結団体内及び県災対本部、町災対本部及び関係機関との連絡体制を

確保する。 

また、各協定締結団体内の輸送手段の確保状況等を確認する。 

 

２ 各協定に基づく緊急輸送の実施 

町の要請により県から各協定に基づく緊急輸送の要請があった場合は、あら

かじめ定める体制により緊急輸送を行う。 
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第３節 救援物資等の供給（復旧５） 

 

【担当班】 

救助班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 住民の非常用備蓄等ではまかないきれず、災害発生後の食料及び生活必需品等

（以下「物資等」という。）の不足が生じた場合、被災者に早期に必要な物資等を

供給する。 

○ これに先立ち、備蓄物資が確保できない避難者に対し、町が備蓄している物資等

を供給するとともに、そのために必要となる物資等の緊急調達を行う。 

○ 物資等の供給又は緊急調達が困難な場合は、県に対し支援を要請する。 

○ 孤立状態にある被災者に対しても、孤立状態の解消に努めるとともに、物資等の

円滑な供給に十分配慮する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

応援体制（県内被災地へ） 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

物資要請情報の収

集・整理・調整 
救助班 

【発災12時間以内】 
物資要請が想定され次第 

・物資要請 
（各避難所） 

支援物資の受入 救助班 
【発災24時間以内】 
物資提供の申し出があり次
第 

・広域物資提供情報（県、

国） 

物資等の調達 救助班 
【発災24時間以内】 

避難所開設後、速やかに 

・物資調達要請状況（各

避難所） 

物資等の供給 救助班 
【発災72時間以内】 
各避難所から供給要請があ
った時点 

・物資配送状況 

（各避難所） 

燃料の確保 救助班 
【発災72時間以内】 
燃料確保が困難になる恐れ
が認められた時点 

・各班 
・県石油商業協会 
・県ＬＰガス協会 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 避難所等における必要物資品目・量の把握 

町内輸送拠点・避難所等の物資の状況について情報収集を行い、調達が必要

となる物資の品目・量を的確に把握するよう努める。 

 

２ 食料の調達・供給活動 

(1) 避難者に対する食料供給 

在宅並びに避難所の避難者に対し、以下の食料供給計画を参考に備蓄を活

用した食料の提供に努めるとともに、不足した場合には、協定締結団体等か

ら調達した食料や全国からの支援物資等を避難者に供給又は応急給食を実施

する。 

【食料供給計画】 

食料の供給はおおむね次の計画を目安とし、災害の規模に応じて調整す

る。食料は原則として、１日３回提供する。 

・避難者発生～12 時間以内 

住民による自己確保備蓄食料又は避難所等の保存食 

・避難者発生12 時間後～ 

協定締結団体等から調達したおにぎり、パン等簡単な調達食 

・避難者発生24 時間後～ 

協定締結団体等からの調達食又は自衛隊等による配送食 

・避難者発生72 時間後～ 

住民、ボランティア、自衛隊等による現地炊飯（炊き出し） 

※ 避難が長期化する場合は、避難所で避難者が自炊できるよう食材、燃料及

び調理器具等を提供する。 

(2) 県に対する食料調達要請 

必要な食料の調達が困難な場合は、県に対して調達又は県が保有する備

蓄物資の配分を要請する。ただし、米穀については、「災害救助用米穀の引

渡方法等に係る具体的な事務手続き」に従い、農林水産省所管部局に直

接、連絡要請することができる。 

(3) 応急給食の実施 

町で設置する物資拠点で食料を受け入れ、避難者に対して応急給食を実

施する。 

応急給食は、被災者の健康状態に大きな影響を与えることから、応急給

食に使用する食料の備蓄、輸送、配食、給食の実施等にあたっては、食事

の配慮が必要な人をはじめ、年齢、性別のニーズの違いに対応できるよ

う、食の知識を有する管理栄養士等の活用に努める。 

(4) 要配慮者に対する配慮 

糖尿病や腎臓病患者などに対する食事については、可能な限りカロリー

や栄養素などに配慮して提供する。 

 

３ 生活必需品等の調達・供給活動 

(1) 避難者に対する生活必需品等の供給 
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在宅並びに避難所の避難者に対し、以下の生活必需品等供給計画を参考

に備蓄を活用した生活必需品等の提供に努めるとともに、不足した場合に

は、協定締結団体等から調達した生活必需品等や全国からの支援物資を避

難者に供給する。 

【生活必需品等供給計画】 

生活必需品等の供給はおおむね次の計画を目安とし、災害の規模に応じ

て調整する。 

・避難者発生～24 時間以内 

医薬品（風邪薬、胃腸薬等一般的なもの）、乳幼児用粉ミルク又は乳児用

液体ミルク、おむつ（乳幼児用、成人用）、毛布、仮設トイレ、携帯・簡

易トイレ、（※必要に応じて）感染防止資機材（マスク、消毒液、簡易ベ

ッド、間仕切り等）等 

・避難者発生24時間後～ 

日用品雑貨（石鹸、タオル、歯ブラシ、歯磨き粉、トイレットペーパ

ー、ゴミ袋、軍手、バケツ、洗剤、洗濯ロープ、洗濯バサミ、蚊取線

香、携帯ラジオ、老眼鏡、雨具、ポリタンク、生理用品、ティッシュペ

ーパー、ウェットティッシュ等）、衣料品（作業着、下着、靴下、運動靴

等）、炊事用具（鍋、釜、やかん、包丁、缶切等）、食器（箸、スプー

ン、皿、茶碗、紙コップ、ほ乳ビン等）、光熱材料（ローソク、マッチ、

懐中電灯、乾電池、ＬＰガス容器一式、コンロ等付属器具、卓上ガスコ

ンロ等）、その他（ビニールシート、ブルーシート等）など 

(2) 県に対する生活必需品等の調達要請 

必要な生活必需品等の調達が困難な場合は、県に対して調達又は県が保

有する備蓄物資の配分を要請する。 

(3) 生活必需品等の配分 

町で設置する物資拠点で生活必需品等を受け入れ、避難者に対して配分

する。 

(4) 要配慮者に対する配慮 

要配慮者に配慮し、必要な生活必需品等の確保に努める。 

 

４ 物資等の供給 

調達した物資等を受け入れるため、物資拠点を開設・運営し、多様な供

給手段を用いて物資等を供給する。 

 

５ 協定に基づく応援市町による物資等の供給 

被災市町又は県からの物資等の要請があった場合、三重県市町災害時応援協

定に基づき、必要となる物資等の供給を行う。 

なお物資等は、被災市町又は県が指定する場所まで輸送する。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜生活必需品等の調達に関する協定等締結団体の対策＞ 

以下の団体については、県との協定に基づき、生活必需品等の供給を行う。 

１ 生活必需品等の調達に関する協定締結団体（三重県との協定） 
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・株式会社一号舘         ・スーパーサンシ 株式会社 

・マックスバリュ中部 株式会社   ・株式会社 ぎゅーとら 

・株式会社 オークワ               ・株式会社 ヤマナカ 

・株式会社 ジュンテンドー         ・ユニー 株式会社 

・三重県生活協同組合連合会        ・NPO 法人コメリ災害対策センター 

・三重県パン協同組合              ・株式会社 ローソン 

・株式会社 ファミリーマート       ・株式会社 ケーヨー 

・株式会社 総合サービス           ・日本チェーンドラッグストア協会 

・中日本段ボール工業組合          ・株式会社 セブンイレブン・ジャパン 

・イオンリテール 株式会社東海カンパニー 

 

２ 災害時における飲料調達に関する協定締結団体 

・サントリーフーズ 株式会社 

・大塚食品 株式会社名古屋支店 

 

３ 救助用副食等の調達に関する協定締結団体 

・三重県漬物協同組合 

 

 

＜農林水産省政策統括官の対策＞ 

農林水産省政策統括官は、三重県及び町から災害救助用米穀の供給にかかる

要請があった場合、「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」に基づき、政府

所有米穀の販売、引き渡しを行う。 

（「災害時の政府所有米穀の供給に係る事務フロー」参照） 

 

 

＜中部経済産業局の対策＞ 

中部産業経済局は、災害対応物資の円滑な供給の確保のため、関係機関から

情報を収集するとともに、必要に応じて、経済産業省関係部署と関係機関との

連絡調整を行う。 

 

 

＜自衛隊の対策＞ 

町からの要請に基づき、応急給食等を実施する。 

 

 

＜三重県石油商業組合の対策＞ 

「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」に基づき、県から石油類

燃料の供給要請があった場合は、あらかじめ定める体制により供給を行う。 

 

 

＜（一社）三重県ＬＰガス協会の対策＞ 

「災害時におけるＬＰガスの供給に関する協定書」に基づき、県からＬＰガ

スの供給要請があった場合は、あらかじめ定める体制により供給を行う。 
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■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

発災後、交通状況を含む物資等の流通機構が機能しないことが見込まれる３

日間又はそれ以上の間に必要な物資等は、住民が平素から自助努力によって確

保することを基本とする。 

また、食料や生活必需品の不足について、地域内の住民間で融通し合うよう

努める。 

食生活改善推進員は、日ごろの活動を活かし、行政との連携のもとに率先し

て応急給食に携わるよう努める。 

 

 

■ 参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 代金の納付期限は、30日以内又は、3か月以内で政策統括官と知事が協議して決

定する。  
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第４節 給水活動（復旧６） 

 

【担当班】 

上下水道班 

 

 

第１項 活動方針 

〇 上下水道班は応急給水活動の総合調整を行い、町と県（企業庁）が給水タンク車

等による応急給水活動を実施する。 

○ 県、日本水道協会等と連携して、断水等により飲料水を得られない被災者を的

確に把握し、応急給水活動を行う。 

○ 水道施設の復旧が長引く場合は、住民生活を考慮し、段階的に給水量を増加す

るよう努める。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

飲料水の確保 
上下 

水道班 

【発災１時間以内】 

水道施設被災後できる限

り速やかに 

・水道施設被災状況 

・応急給水状況 

・応援要請（町） 

応急給水活動の

調整 

上下 

水道班 

【発災６時間以内】 

水道施設被災後できる限

り速やかに 

・水道施設被災状況 

・応急給水状況 

・応援要請（町） 

応急給水活動の

実施 

上下 

水道班 

【発災24時間以内】 

応急給水活動の必要性が

見込まれる時点 

・水道施設被災状況 

・応急給水状況 

・応援要請（町） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 飲料水の確保 

住民に対して一人あたり最低でも３日分（９㍑）、できれば７日分（21㍑）

の飲料水を備蓄するよう啓発するとともに、供給能力の範囲内において水道水

の供給を確保、継続する。 

災害時の水源として、浄水場や配水池、震災対策用貯水施設等の貯留水を確

保するとともに、不足する場合は、井戸水、河川水、ため池やプール等の水を

ろ過、滅菌して飲料水を確保する。 
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２ 応急給水活動の実施 

(1) 応急給水体制の確立 

迅速に応急給水活動が行えるよう、施設の被害状況や断水状況の把握に努

め、必要な資機材・人員を確保するなど、応急給水体制を確立する。 

また、断水状況等に応じた応急給水計画を策定し、断水等により飲料水を

得られない住民に対して、迅速に応急給水活動を実施する。 

医療機関等緊急を要する施設に対しては、優先的に応急給水を実施する。 

(2) 住民への広報 

住民に対して、断水状況、応急給水状況、飲料水の衛生対策等について、

広報車、防災無線等を活用した広報を実施し、住民の不安解消に努める。 

(3) 応急給水活動の応援要請 

町単独での応急給水の実施が困難と判断した場合には、「三重県水道災害

広域応援協定」に基づき、速やかにブロック代表者に応援を要請する。 

応援を受ける場合は、応援活動が迅速かつ円滑に行われるよう、宿泊施設

等の確保や作業及び役割分担計画の策定など、受入体制を確立するととも

に、応急給水用資機材、燃料等が不足する場合は、速やかに関係団体や関係

業者等に協力を要請するなどして、確保を図る。 

また、水道施設の復旧状況に応じて、仮設給水栓を設置するなど、順次、

給水場所の拡大、給水量の増加を図る。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

１ 自衛隊の対策 

自衛隊は、町災対本部の災害派遣要請に基づき、町と連携して給水活動を

実施する。 

 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

１ 応急給水活動 

給水所の運営や給水所に設置されている仮設給水栓、給水タンク等の給水

用資機材の維持管理について、地元自治会や地域住民が協力して行う。 

 

２ 飲料水、生活用水の確保 

災害発生後最低でも３日分（９㍑）、できれば７日分（21㍑）は自らの備

蓄でまかなえるよう、各家庭での飲料水等の確保に努める。 

また、自家用井戸等がある場合には、生活用水として確保・利用する。 
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第５節 ボランティア活動の支援（復旧７） 

 

【担当班】 

 情報収集・企画班、救助班 

 

 

第１項 活動方針 

○ みえ災害ボランティア支援センターを中核としたボランティア支援活動を展開

する。 

○ 災害発生時に、行政、社会福祉協議会、災害支援団体（災害ボランティア団体及

び多様な専門性を持つＮＰＯ・ボランティア団体、企業等）等が連携して、速やか

に県内外からのボランティアの受入体制を確立する。 

○ 被災者の多様なニーズに対応するため、専門性をもつ様々なＮＰＯ・ボランティ

ア団体、企業等やボランティアが連携して支援活動を行う。 

○ 災害規模や被災状況に応じて、三重県広域受援計画に準じたボランティア支援活

動を展開する。 

○ 感染症対策については、「新型コロナウイルス感染症に配慮した三重県版災害ボ

ランティア受援ガイドライン」に基づき、県内外からのボランティアを円滑かつ

効果的に受け入れる。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

被害情報の収

集と共有 

情報収集 

・企画班 

【発災48時間以内】 

発災後速やかに 

・各班等からの情報（各班、防災

関係機関等） 

現地災害ボラ
ンティアセン
ターの設置 

救助班 

【発災48時間以内】 
災害ボランティアの受
入が必要と認められた
場合 

・被災状況 
・現地災害ボランティアセンター

の設置状況 
（現地災害ボランティアセンタ

ー） 

災害ボランテ

ィアへの支援 
救助班 

【発災48時間以内】 
災害ボランティア受入
後速やかに 

・被災地のボランティアニーズ 
・災害ボランティアの受入状況 
（現地災害ボランティアセンタ

ー） 

災害支援団体
への支援 

救助班 
災害支援団体への支援
が必要と認められた場
合 

・被災地のニーズ 
（現地災害ボランティアセンタ

ー） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 現地災害ボランティアセンターの設置 

関係機関と連携・協働し、被災状況に応じて「現地災害ボランティ 

アセンター」や「サテライト」（ボランティアの活動拠点）を設置し、 

みえ災害ボランティア支援センターとの連携を図りながら、地域内外からの

ボランティアを円滑に受け入れる。 

(1) 災害ボランティアへの支援 

被災地にとってよりよい支援となるよう、ボランティアニーズの把握、受

入ボランティアと活動先との調整を行うとともに、必要な支援を行う。 

(2) 専門性をもつＮＰＯ・ボランティア団体、企業等との連携 

専門性をもつＮＰＯ・ボランティア団体、企業等が効果的に活動を行うこ

とができるよう、情報提供など必要な支援を行う。 

 

２ 災害支援団体との連携 

被災者の多様なニーズに対応するため、専門性をもつ様々な支援団体やボ

ランティアが効果的に活動を行うことができるよう、情報提供や必要な支援

を行う。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

１ ボランティアの受入体制の整備及び支援（日本赤十字社三重県支部、三重県

社会福祉協議会、災害支援団体等） 

(1) 日本赤十字社三重県支部 

① 日本赤十字社三重県支部内に対策本部を設置し、必要に応じて職員を県災

対本部へ派遣する。 

② みえ災害ボランティア支援センターに職員等を派遣する。 

(2) 町社会福祉協議会 

① 町社会福祉協議会に現地災害ボランティアセンターを設置し、必要に応じ

て職員を町災害対策本部へ派遣する。 

② 災害ボランティアセンターを中心に、ボランティアのコーディネート、活

動支援等を行う。 

(3) 三重県社会福祉協議会 

① 三重県社会福祉協議会に対策本部を設置し、必要に応じて職員を県災対本

部へ派遣する。 

② 必要に応じて、被災市町の社会福祉協議会へ先遣隊を派遣し、情報収集を

行うとともに、みえ災害ボランティア支援センターに職員を派遣し、被害

状況などの情報共有を行い活動に参画する。 

③ 必要に応じて、被災市町の市町社会福祉協議会に職員を派遣し、災害ボラ

ンティアセンターの設置や運営を支援する。またこのための調整事務を行

う。 

④ 全国社会福祉協議会や県内外の社会福祉協議会、支援団体と連携し、被災

市町社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターの設置や運営を

支援する。またこのための調整事務を行う。 

(4) 災害支援団体等（特定非営利活動法人みえ防災市民会議、特定非営利活動

法人みえＮＰＯネットワークセンター、三重県ボランティア連絡協議会等） 
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① みえ災害ボランティア支援センターにメンバーを送り出すとともに、関係

ボランティア団体等に協力を要請する。 

② みえ災害ボランティア支援センターを中心に、ボランティアのコーディネ

ート、活動支援等を行う。 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

１ 被災状況の把握とボランティアの要請 

自治会や自主防災組織は、被災状況や支援ニーズを把握し、現地災害ボラン

ティアセンターに情報提供するとともに、必要に応じ、ボランティアの要請を

行う。 

 

２ 現地災害ボランティアセンターの運営支援 

被災状況に応じて、現地災害ボランティアセンターの運営支援ボランティア

として、ボランティアニーズの把握やボランティアの受付、活動先の案内など

に協力する。 

 

３ ボランティアの受入支援 

現地災害ボランティアセンターや災害支援団体と連携して、ボランティアの

受入を行う。 

 

４ ボランティア活動への参加 

被災状況に応じて、可能なボランティア活動に参加する。 

 

 

 

「みえ災害ボランティア支援センター」の概念図  
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第６節 防疫・保健衛生活動（復旧８） 

 

【担当班】 

住民・衛生班、保健活動班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 感染症発生未然防止のため、避難所、浸水地域及び衛生状態の悪い地域を中

心に予防対策を実施する。 

○ 食品危害の発生を防止するため、総合的な食品衛生対策を実施する。 

○ 災害時における感染症の流行、健康被害等を未然に防止するとともに、被災

者への健康相談等により心身の安定を図る。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

防疫活動の実

施 

住民・ 

衛生班 

【発災後24時間以内】 

発災情報入手後、被害状況

把握後 

・被害情報及び活動状況 

（各班） 

食品衛生監視 
保健 

活動班 

【発災後３日以内】 

発災情報入手後、被害状況

把握後 

・被害情報及び給食施設

等の設置状況 （各

班） 

健康管理（保

健活動）の実

施・調整 

保健 

活動班 

【発災後24時間以内】 

発災情報入手後、被害状況

把握後 

・被害情報及び活動状況 

（各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 実施体制 

(1) 実施責任者 

被災地の防疫についての計画の策定及び実施は町が行う。 

ただし、町で対処できない時は、他市町又は県へこれの実施又は要員、資

機材の応援を要請する。 

(2) 防疫体制の確立 

町は、桑名保健所と連絡を密にし、防疫組織の体制、器具、機材の整備、

予防教育及び広報活動を整える。 

(3) 避難所の衛生保持 

避難所の生活環境を確保し、衛生状態の保持に努める。 
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(4) 臨時予防接種の実施 

県から臨時予防接種の実施の指示を受けた場合には、その指示に従い適

切に実施する。 

(5) 保健活動 

① 保健師活動 

被災者の心身の健康状態と生活環境の実態を把握し、計画的・継続的支

援を行う。要配慮者への支援や被災者の多様な健康課題に対応するため、

関係者と連携及びチームでの活動を行い、必要に応じて関係機関に応援要

請を行う。 

なお、発災後のフェイズ毎の対応については、「三重県災害医療対応マニ

ュアル」を参考にして行うものとする。 

② 栄養・食生活支援 

ア 関係機関・部署と連携を図りながら、避難所等での栄養・食生活支援

活動を行う。 

(ア) 要配慮者（高齢者、障がい者、難病患者、妊婦、乳幼児等）に対する

栄養相談・指導を行う。 

(イ) 避難所での共同調理、炊き出し等への指導助言を行う。 

(ウ) 避難所、応急仮設住宅等の被災者に対する食事相談・指導を行う。 

イ 栄養・食生活支援活動を行う管理栄養士・栄養士が不足する場合には、

県又は近隣市町に応援要請を行う。 

(6) ペット対策 

（公社）三重県獣医師会の助言・協力を得て、避難所に隣接した場所に、

飼い主責任を基本としたペットの管理場所及び救護所を設置するよう努め

る。 

 

２ 防疫班の編成 

住民・衛生班を中心に「防疫班」を編成する。また、必要に応じ要員を雇い

上げ、係を置き、被害状況の把握、防疫業務の実施、住民の衛生指導及び広報

活動、患者の援護等を行う。 

 

３ 検病調査及び健康診断 

(1) 検病調査班の編成 

検病調査班は、医師、保健師（又は看護師）及び助手で編成する。 

(2) 検病調査の実施 

検病調査班の稼動能力を考慮し、緊急度に応じて計画的に実施するが、湛

水地域においては、週１回以上集団避難所においてできる限り頻繁に行う。 

(3) 検病調査班の用務 

① 災害地域の感染症患者の発生状況を迅速正確に把握 

② 未収容患者及び無症状病原体保有者に対する適切な処理 

③ 全般的な戸口調査 

④ 前号による疑わしい症状のある者の菌検索及び接触者の無症状病原体保有

者検索 
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４ 臨時予防接種 

感染症予防上必要ある時は、対象者の範囲及び期日を指定して予防接種法第

６条及び第９条の規定による臨時予防接種が実施される。 

 

５ 防疫用薬剤の確保 

防疫用薬剤の確保については、「第11節＜町が実施する対策＞ 第８ 医薬

品等資材の確保」に準ずる。 

 

６ 防疫措置の実施 

(1) 知事の命令 

知事が感染症の予防上必要と認めて発する次の指示命令を受けた場合、

町長は、災害の規模及び態様等に応じ、その範囲及び期間を定めて、速や

かに行う。 

① 法第27条第２項の規定による汚染された場所の消毒に関する指示 

② 法第28条第２項の規定によるねずみ族・昆虫等の駆除に関する指示 

③ 法第29条第２項の規定による物件に係る措置に関する指示 

④ 法第31条の第２の規定による水の使用制限等の指示 

⑤ 予防接種法第６条による臨時予防接種に関する命令(町長をして実施され

るのが適当な場合に限る。) 

(2) 具体的活動 

22法第27条の規定により知事から指示があった時は、町長は薬剤の所要量

を確保し、速やかに消毒を実施する。 

① 防疫活動は、住民・衛生班が中心となり、まず町防災行政無線（同報系）

等による広報を行い、桑名保健所との緊密な連絡のもとに、実情に即した

指導、協力を行う。 

② 災害の状況等により住民・衛生班を中心に防疫班を適宜設置し、医療救護

班と協力し、被災地及び避難所における感染症患者又は無症状病原体保有

者の早期発見に努める。 

③ 感染症予防のため、必要に応じて被災地及び避難所の消毒並びにねずみ

族、昆虫等の駆除を行う。 

④ 被災地の家屋周辺の清掃及び井戸水の消毒について指導又は指示を行う。 

⑤ 感染症患者が発生した場合は、桑名地方部総括班（桑名地域防災総合事務

所）に速やかに通知する。 

⑥ 予防接種の実施 

防疫上必要と認める場合は、知事が指示を行う。 

(3) 防疫実施要領 

町長が実施する消毒その他の措置は、感染症予防法施行規則第14条から

第16条までの規定により実施する。 

 

７ 避難所等の保健衛生対策 

災害時においては、生活環境の激変により被災者の健康状態が悪化するため、

被災者の健康状態を把握し、保健指導を実施する。 
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(1) 健康相談及び保健指導 

町は、必要に応じ、避難所に救護所を設置するとともに、保健師を配置し

被災者の健康相談を行うとともに、保健師による巡回相談を実施するものと

する。 

(2) 要配慮者への配慮 

巡回相談にあたっては、要配慮者の健康確保を最優先とし、必要により福

祉施設等への入所、介護職員の派遣、車椅子等の手配等について、福祉関係

団体やボランティア団体等の協力を得て実施するものとする。 

 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                        

１ 健康カードの作成 

既往歴、治療中疾患名、治療薬剤名等を記載した健康カードを作成し、常

に身に付けることを心がける。 

 

２ 治療薬剤の保管 

普段服薬している治療薬剤を、災害時に入手困難になることを想定し、１

週間分程度保管しておき、避難時に携行する。 

 

３ ペットの同行避難対策 

ペットの飼い主は、災害が発生し避難所へ避難する場合は、避難先でのペ

ットの管理に自らが責任を負うことを前提に、ペットとともに同行避難を行

う。 

また、町等によりペットの管理場所及び救護所が設置されている場合は、

ペットの管理場所及び救護所の指示に従い、ペットを適正に管理する。 
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第７節 災害警備活動（復旧９） 

 

【担当班】 

 危機管理班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、速やかに警備体制を確立し、

情報収集に努める。 

○ 住民等の生命、身体及び財産の保護を第一とした災害警備活動を実施する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害警備体制

の確立 

危機 

管理班 

【発災１時間以内】 

発災後直ちに 

・被害状況、交通状況等（各班、

県、その他の防災関係機関

等） 

災害警備体制

の実施 

危機 

管理班 

【発災３時間以内】 

被災状況等に応じて

速やかに 

・被害状況、交通状況、治安状

況等（各班、県、その他の防

災関係機関等） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

いなべ警察署との緊密な連携の下に災害応急対策を実施する。 

 

 

■ 地域・住民が実施する自助・共助の対策                  

自主防犯組織等のボランティア関係組織・団体は、各種犯罪・事故の未然防

止等を目的とした活動を推進する。 
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第８節 遺体の取り扱い（復旧10） 

 

【担当班】 

  救助班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 風水害等の災害が発生し、多数の死者、行方不明者が発生することが想定され

る場合には、これらの捜索、収容、検視・検案・身元確認、引渡し、埋火葬等を

的確に実施する。 

○ 関係機関と連携し、遺体の捜索、検視場所・遺体安置所の設置及び遺体の埋火葬

等を行う。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

検視場所・遺体安

置所の調整 
救助班 

【発災１時間以内】 

発災後速やかに 

・施設の被害状況 

（自班） 

遺体の検視・検

案・身元確認、引

渡し 

救助班 
【発災１時間以内】 

発災後速やかに 

・施設の被害状況 

（自班） 

遺体保存用資材

等の確保 
救助班 

【発災３日以内】 

状況により速やかに 

・被災状況 

 （各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 遺体の捜索     

(1) 実施者及び方法 

町災対本部において消防機関、警察、自衛隊、海上保安庁等救助機関と連

携し、救出救助活動に必要な機械器具等を借上げて実施する。 

(2) 応援の要請 

町災対本部において、被災その他の条件により実施できないとき、又は遺

体が流失等により他市町にあると認められるとき等にあっては、隣接市町又

は遺体漂着が予想される市町に直接捜索応援の要請をする。 

なお、応援の要請にあたっては、次の事項を明示して行う。 

① 遺体が埋没し、又は漂着していると思われる場所 

② 遺体数、氏名、性別、年齢、容ぼう、特徴及び持物等 
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③ 応援を求める人数又は器具等 

④ その他必要な事項 

 

２ 検視場所・遺体安置所の開設 

いなべ警察署と調整を図り、被災状況に応じて必要な検視場所・遺体安置

所を開設する。（検視場所・遺体安置所を速やかに開設できるよう、いなべ警

察署と調整を図り、候補地を事前に検討しておく。） 

 

３ 遺体の収容、処理 

救助救急活動の実施等を通じて遺体を発見したときは、町災対本部は速や

かにいなべ警察署等と連携して指定された検視場所・遺体安置所に収容する

とともに、検視・検案・身元確認を実施し、必要に応じ次の方法により遺体

を処理する。 

(1) 実施者及び方法 

町災対本部救助班は、いなべ警察署及び日本赤十字社三重県支部と連携・協

力を得ながら、遺体の洗浄、縫合及び消毒等の処置をし、埋火葬までの間、開

設した遺体安置所に安置する。ただし、町災対本部において実施できないとき

は、他の市町災対本部医療班の出動応援を求める等の方法により実施する。 

(2) 遺体保存用資材の確保 

検視・検案・身元確認を行い埋火葬等の措置をするまでの間、遺体を一時

保存するため、棺や遺体保存袋、ドライアイス等の遺体保存用資材を確保す

る。ただし、町災対本部において資材の確保が困難な場合は、県に対し応援

を要請する。 

 

４ 遺体の埋火葬 

災害の際死亡したもので、町災対本部がその必要を認めた場合は、次の方

法により応急的な埋火葬を行う。 

(1) 実施者及び方法 

埋火葬の実施は、町災対本部において、直接火葬もしくは土葬に付す。 

なお、埋火葬の実施が、町災対本部でできないときは、「＜町が実施する対策

＞１（２）応援の要請」に準じて他機関の応援及び協力を得て実施する。 

(2) 遺体の搬送 

埋火葬場までの搬送車両が不足する場合は、車両の手配を県に要請する。 

 

 

■ その他防災関係機関が実施する対策                    

１ 自衛隊の対策 

自衛隊は、県の要請に基づき、市町、警察等救助機関と連携して遺体の捜

索活動等を行う。  
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第３章 社会基盤施設等の復旧・保全 

 

第１節 公共施設等の復旧・保全（復旧11） 

 

【担当班】 

総務班、建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

〇 住民の生命・身体の保護を図るため、公共施設等の緊急点検・巡視を実施し被害

状況を把握することで、二次災害を防止する。 

○ 災害時に孤立の可能性のある地域への交通路の確保を優先する。 

○ 被災者の生活基盤を確保する公共施設の迅速な応急復旧を行う。 

〇 農林水産施設に対する被害を軽減し、拡大を防止する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

応急復旧に向け

た人員及び資機

材の確保等 

総務班 

【発災６間以内】 

被害状況とりまとめ後

速やかに 

・人員及び資機材確保状

況（各班） 

施設の復旧活動 
建設 

産業班 

【発災24時間以内】 

人員及び資機材等が確

保でき次第 

・被害状況（各班） 

施設における危

険箇所の周知 

建設 

産業班 

【発災24時間以内】 

危険箇所を確認次第災

害復旧事業の準備が整

い次第 

・被害状況（各班） 

公共土木・農林水

産施設災害復旧

事業 

建設 

産業班 

災害復旧事業の準備が

整い次第 
・被害状況（各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                           

１ 公共土木施設及び農林水産施設にかかる応急復旧活動 

(1) 町道路、橋梁 

① 応急復旧に向けた人員及び資機材の確保等 

被害情報等を踏まえ、職員のほか、建設業者との応援協定等に基づき、

必要な人員、資機材等の確保に努める。 

② 施設の復旧活動 

道路施設の復旧にあたっては、「第２章 第２節 緊急輸送手段の確保」に

基づき、緊急輸送道路及び緊急交通路の確保を最優先して実施する。 

緊急輸送道路及び緊急交通路の確保に引き続き、孤立地域の発生状況や県

民生活に欠くことのできない重要な生活道路等について、優先順位を考慮し

た上で、障害物の除去・応急復旧工事等を実施し、施設の復旧を図る。 

③ 施設における危険箇所の周知 

被災箇所の速やかな応急復旧が困難な場合は、通行止め等の応急的な安

全確保対策を実施した上で、ホームページ等を通じて危険箇所を地域住民

等に周知する。 

④ 公共土木施設災害復旧事業 

台風や大雨などの自然現象によって公共土木施設に被害が発生した場

合、これら被災した施設を「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に

基づき、国庫補助を活用して早期に復旧を図る。 

(2) 河川 

① 応急復旧に向けた人員及び資機材の確保等 

被害情報等をふまえ、職員のほか、水防計画や建設業者との応援協定等

に基づき、必要な人員、資機材等の確保に努める。 

② 施設の復旧活動 

河川保全施設の復旧にあたっては、障害物の除去や応急復旧の実施等必

要な応急措置を講じる。 

③ 施設における危険箇所の周知 

被災箇所の速やかな応急復旧が困難な場合は、立ち入り禁止等の応急的

な安全確保対策を実施した上で、ホームページ等を通じて危険箇所を地域

住民等に周知する。 

④ 公共土木施設災害復旧事業 

台風や大雨などの自然現象によって公共土木施設に被害が発生した場

合、これら被災した施設を「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」に

基づき、国庫補助を活用して早期に復旧を図る。 

(3) 農業用施設 

施設の被害を最小限に抑え、早期の機能回復を図るため速やかに復旧計画

を策定し、復旧方法等について、県災対本部から助言を得るとともに、応急

復旧工事を実施する。 

特に、ため池施設については、決壊による二次災害を防止するため、速や

かに点検を行い、下流の避難対策や応急措置等、適切な対策を行う。また、

独自での応急復旧が困難な場合は、県災対本部に応援要請を行う。 
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(4) 林業用施設 

施設の被害を最小限に抑え、早期の機能回復を図るため、速やかに復旧計

画を策定し、復旧方法等について、県災対本部から助言を得るとともに、応

急復旧工事に着手する。また、独自での応急復旧が困難な場合は、県災対本

部に応援要請を行う。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                  

＜道路管理者、河川管理者が実施する対策＞ 

１ 公共土木施設等にかかる応急復旧 

(1) 道路、橋梁（道路管理者） 

「＜町が実施する対策＞ １ 公共土木施設及び農林水産施設にかかる応

急復旧活動 (1) 町道路、橋梁」に準ずる。 

(2) 河川（河川管理者） 

「＜町が実施する対策＞ １ 公共土木施設及び農林水産施設にかかる応急復

旧活動 (2) 河川」に準ずる。  
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第２節 農作物等の被害軽減対策（復旧12） 

 

【担当班】 

建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

〇 風水害により被害を受けた農作物等について、その被害をできる限り軽減する

ための被害拡大防止措置等を講じる。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

農作物被害軽

減対策 

建設 

産業班 

【発災24 時間以内】 

被害状況とりまとめ後速やかに 

・被害状況（各班、関係

団体等） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                                       

１ 農作物被害軽減対策 

(1) 被害状況の把握 

速やかに農作物被害の状況を把握し、県へ報告する。 

(2) 被害拡大防止のための技術指導 

被災農業者に対し、冠浸水被害を受けた農地の排水対策や、農作物の病

害虫防除対策等の技術指導を適切に行う。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                    

＜農業協同組合が実施する対策＞ 

１ 農作物被害軽減対策 

「＜町が実施する対策＞ １ 農作物被害軽減対策」に準ずる。 

 

＜農業共済組合が実施する対策＞ 

１ 農作物被害軽減対策 

「＜町が実施する対策＞ １ 農作物被害軽減対策」に準ずる。 
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第３節 ライフライン施設の応急復旧・保全（復旧13） 
 

【担当班】 

建設産業班、上下水道班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 町管理の水道施設について、迅速な応急復旧を行う。 

○ 被災者の生活確保のため、各関係機関はライフライン施設の迅速な応急復旧を行う。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

応急復旧に向け

た準備 

建設 

産業班 

【発災12 時間以内】 

被災状況とりまとめ後速やかに 

・施設の被害及び復旧状

況（各班） 

施設の応急対策

活動 

建設 

産業班 

【発災12 時間以内】 

被災状況とりまとめ後速やかに 

・施設の被害及び復旧状

況（各班） 

町水道施設応急

復旧活動 

上下 

水道班 

【発災12 時間以内】 

被災状況とりまとめ後速やかに 

・施設の被害及び復旧状

況（各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                             

【上水道（町管理）】 

１ 応急復旧に向けた準備 

(1) 応急復旧に向けた人員及び資機材の確保等 

管理する水道施設の被害情報等を踏まえ、応急復旧活動に必要な人員、

資機材等を確保する。 

 

２ 施設の応急対策活動 

(1) 応急復旧計画の策定 

水道施設の復旧作業は、被害状況の迅速な把握のもと応急復旧計画を策

定し、関係団体や関係業者の協力を得て応急復旧体制を確立して被害箇所

の応急復旧を行い、水道施設機能の迅速な回復に努める。 

(2) 水道施設の復旧 

水道施設の復旧作業において、浄水場などの基幹施設、主要な幹線管路

及び医療施設等緊急を要する施設に接続する配水管など、重要施設から優

先的に実施する。 

管路の破損に伴う漏水などによる二次災害の発生や被害拡大を防止する

ため、仕切弁の閉栓や配水ポンプ停止などの応急措置を実施する。 

また、被災の状況により、必要に応じ、仮設管を布設する等により早期

復旧に努める。 



261 

(3) 住民への広報 

水道施設の被害状況、断水状況、施設復旧の見通しなどについて、 

広報車、防災無線等を活用して広報を実施し、住民の不安解消に努める。 

 

３ 応援協定に基づく応急復旧活動 

(1) 水道事業者による協定に基づく応援要請 

単独での復旧作業が困難な場合、「三重県水道災害広域応援協定」に基づ

き、ブロック代表者（協定で定める県内各地域の代表市）に応援を要請し、

県災対本部と連絡を密にしながら、水道施設の応急復旧に努める。 

 
※「三重県水道災害広域応援協定」に基づく応急復旧にかかる応援活動は、以下のとおり。 

① ブロック代表者は、ブロック内の水道施設の被害状況や断水状況等の情報を収集・集約する。 

② ブロック代表者は、ブロック内の水道事業者の応援体制（資機材、人員）を確認する。 

③ ブロック代表者は、ブロック内の被災市町からの応援要請があった場合で、災害の規模等からブ

ロック内の市町の応援で対応が可能と判断した場合には、ブロック内の市町に応援を要請する。 

④ ブロック代表者は、ブロック内の被災市町からの応援要請があった場合で、災害の規模等からブ

ロック内の市町の応援だけでは対処できず、他のブロックの応援が必要と判断した場合には、直ち

に県に応援を要請する。 

⑤ ブロック代表者は、県を通じて他のブロックから応援要請があった場合には、ブロック内の市町

に応援を要請する。 

 

(2) 日本水道協会への応援要請 

県内の水道事業者のみでは応援が不足する場合は、日本水道協会三重県

支部（事務局：津市水道局）が、「日本水道協会中部地方支部災害時相互応

援に関する協定」に基づく県外水道事業者の応援を要請する。 

また、日本水道協会三重県支部は、必要に応じて県災対本部へ連絡要員

等を派遣し、県災対本部において活動する。 

 

【下水道（町管理部分）】 

１ 施設の応急対策活動 

施設の被害を最小限に抑え、早期の機能回復を図るため、速やかに応急復

旧工事に着手するとともに、処理不能となった場合、公共下水道管理者及び

集落排水管理者は住民に対し、使用制限の措置を講じる。 

また、下水道施設の被害状況、施設復旧の見通しなどについて、広報車、

防災無線等を活用して広報を実施し、住民の不安解消に努める。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜電気事業者が実施する対策＞ 

１ 復旧方針 

① 大規模災害時等においては、ヘリコプター等を使用し、災害規模の早期把握

を実施するとともに、電力供給設備の巡視を行う。 

② 発変電設備は、供給力確保を重点に重要度、被害状況を勘案して復旧方針を

立てる。 

③ 送配電設備は、被害を受けた線路の重要度、被害状況を勘案し、保安上支障

のない限り仮復旧及び他ルートからの送電、又は発電機車等の活用で順次送

電区域を拡大し、早期復旧を図る。 
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２ 広域応援体制の整備 

施設・設備が被災し、電力供給能力が不足する場合は、隣接する電気事業者

等への応援を要請し、電力供給を行う。 

 

３ 利用者に対する広報 

事業者は、復旧見通し等について、情報連絡体制を確立するとともに、報道

機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送、新聞やインターネットホームページ

等により周知を図る。 

 

 

＜都市ガス事業者が実施する対策＞ 

１ 応急復旧対策 

早期にガス供給施設を復旧させるため、被災箇所に安全対策を講じる等の応

急復旧工事を行い、供給可能な地域からのガス供給に努める。 

 

２ 本復旧対策 

都市ガスの安定した供給を図るため、できる限り早期に被災施設の本復旧工

事を行う。 

 

３ 利用者に対する広報 

事業者は、復旧見通し等について、情報連絡体制を確立するとともに、報道

機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送、新聞やインターネットホームページ

等により周知を図る。 

 

 

＜ＬＰガス販売事業者が実施する対策＞ 

１ 中期対策 

① 危険箇所からの容器の引上げ 

② 緊急性の高い病院等へのＬＰガスの供給 

③ 避難所への生活の用に供するＬＰガスの供給 

④ 一般家庭へ安全総点検後、早期ＬＰガスの供給 

 

２ 「災害時におけるＬＰガスの供給に関する協定書」に基づくＬＰガスの供給

「災害時におけるＬＰガスの供給に関する協定書」に基づき、県からＬＰガス

の供給要請があった場合は、あらかじめ定める体制により供給を行う。 

 

３ 利用者に対する広報 

事業者は、復旧見通し等について、情報連絡体制を確立するとともに、報道

機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送、新聞やインターネットホームページ

等により周知を図る。 

 

 

＜コミュニティガス事業者が実施する対策＞ 

「＜都市ガス事業者が実施する対策＞及び＜ＬＰガス事業者が実施する対策＞」

に準ずる。 
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＜固定通信事業者が実施する対策＞ 

「第４部 第１章 第２節 通信機能の確保 ＜その他の防災関係機関が実施す

る対策＞ 固定通信事業者が実施する対策」に準ずる。 

 

 

＜移動通信事業者の実施する対策＞ 

「第４部 第１章 第２節 通信機能の確保 ＜その他の防災関係機関が実施す

る対策＞ 移動通信事業者が実施する対策」に準ずる。 

 

 

＜鉄道事業者が実施する対策＞ 

１ 代替輸送計画 

災害による列車の運転不能線区における輸送については、次に掲げる代替・

振替輸送等の措置を講じ、輸送の確保を図る。 

① 折り返し運転の実施及び運転不能線区のバス代行輸送 

② 迂回線区に対する臨時列車の増強及び他社線との振替輸送 

 

２ 応急復旧対策 

災害の復旧にあたっては、早急な運転再開を図るための応急工事を実施し、

終了後早急に本復旧計画をたて実施する。 

 

３ 利用者に対する広報 

各鉄道事業者は、運転の状況、復旧見通し等について、情報連絡体制を確立

するとともに、報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放送、新聞やインター

ネットホームページ等により周知を図る。 

 

 

＜一般乗合旅客自動車運送事業者（バス事業者）が実施する対策＞ 

１ 鉄道の代替輸送 

災害により鉄道事業者において運転不能線区が生じている場合は、鉄道事業

者とあらかじめ定める方法により、バスによる代行輸送等を行う。 

 

 

２ 利用者に対する広報 

一般乗合旅客自動車運送事業者は、運転の状況、復旧見通し等について、情

報連絡体制を確立するとともに、報道機関の協力を得て、ラジオ・テレビ放

送、新聞やインターネットホームページ等により周知を図る。 

 

 

＜三重県石油商業組合が実施する対策＞ 

１ 「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」に基づく供給 

「災害時における石油類燃料の供給に関する協定」に基づき町から石油類燃

料の供給要請があった場合は、あらかじめ定める体制により供給を行う。 
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第４節 流木等漂着物対策（復旧14） 

 

【担当班】 

建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 大雨により流出した木材等漂流物による二次被害を防止する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

河川区域内の

漂着物の処理 

建設 

産業班 

【発災後１日以内】 

区域内の漂着物を確認次第 

・流木等情報 

（木材所有・占有者） 

湛水・浸水区

域内の漂着物

の処理 

建設 

産業班 

【発災後１日以内】 

区域内の漂着物を確認次第 

・区域内漂着物情報 

（住民、各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 河川区域内の漂着物の処理 

河川区域内に漂流する流木等漂着物について、河川管理者並びに町は、その

所有者に直ちに除去させる。 

所有者が不明の場合は、河川管理者又は町並びに関係者が協力して直ちにこ

れを安全な場所に除去し被害の軽減を図る。 

 

２ 湛（たん）水・浸水区域内の漂着物の処理 

湛水又は浸水地域に漂流する流木等漂着物については、警察及び町が「１ 河

川区域内の漂着物の処理」に準じた措置をとる。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策              

＜木材の所有者・占有者が実施する対策＞  

木材の所有者、占有者は、自己の木材が流木となった場合、直ちに

これを安全な場所に除去する等被害の軽減に努めるとともに、下流の

河川等の管理者に速やかに連絡する。  
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第４章 復旧に向けた対策 

 

第１節 廃棄物対策活動（復旧15） 

 

【担当班】 

建設産業班、住民・衛生班 

 

 

第１項 活動方針 

〇 大規模風水害発生時には、被災地において廃棄物等（倒壊家屋等のがれき、避難

所のごみ、し尿等）が大量に発生することが想定されるため、環境衛生に万全を

期すとともに、復旧・復興活動が早期に行えるように廃棄物等を適正かつ迅速に

処理する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

障害物の除去 
建設 

産業班 

【発災24時間以内】 

発災直後から被災状況が明

らかになった時点 

・被害状況（各班） 

し尿処理 
住民・ 

衛生班 

【発災24時間以内】 

発災直後から被災状況が明

らかになった時点 

・被害状況（各班） 

生活ごみ等処理 
住民・ 

衛生班 

【発災３日以内】 

発災直後から被災状況が明

らかになった時点 

・被害状況（各班） 

災害廃棄物処理 
住民・ 

衛生班 

【発災１ヶ月以内】 

災害廃棄物処理体制が確立

した時点 

・被害状況（各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 障害物の除去   

町が管理する緊急輸送道路等について、障害物等により交通の安全が確保で

きない場合には、障害物等を撤去することにより緊急輸送機能を確保する。 

隣家への倒壊のおそれや道路への支障が生じている等の危険家屋について

は、優先的に解体処理を行う。 
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２ し尿処理 

(1) 処理体制 

避難所設置に伴い発生するし尿に対応するため、設置箇所、利用人数等を

総合的に判断し、適切な処理体制を敷く。特に、貯蓄容量を超えることがな

いように配慮する。（し尿の発生量は、ひとり１日あたり1.7 リットルを目安

とする。） 

また、人員、器材が不足する場合には、「災害時における一般廃棄物の処理

等に関する無償救援協定書」、「災害時における仮設トイレ等のあっせん・供

給に関する協定」等により、県及び近隣市町に支援を要請する。 

(2) 処理の方法 

し尿の処理は、し尿処理施設によることを原則とする。 

 

３ 生活ごみ等処理 

(1) 処理体制 

被災地域の避難所ごみを含めた生活ごみ等の発生状況と、道路交通状況、

収集運搬体制及び処理施設の稼働状況を総合的に判断して、適切な処理体制

を敷く。また、日々発生する生活ごみ等の処理や一時保管が困難とならない

よう、住民に対して仮置場への集積や分別の協力依頼を行う。 

人員、処理機材等については、可能な限り町の現有の体制で対応すること

とするが、必要に応じて機材の借上げ等を行うことにより迅速な処理を実施

する。 

また、特に甚大な被害を受けた市町で、人員、機材等において処理に支障

が生ずる場合には、「三重県災害等廃棄物処理応援協定書」により、県及び近

隣市町に支援を要請する。 

(2) 処理の方法 

生活ごみ等の処理は、桑名広域清掃事業組合の処理施設において焼 

却のほか、必要に応じて環境影響上支障のない方法で行うものとする。 

なお、施設の能力低下やごみの大量発生が予想される場合には、仮置場の

確保、性状に応じた処理順位の設定など、公衆衛生の確保と生活環境の保全

に配慮して行う。 

また、倒壊家屋等の除去作業においては、解体に伴う粉じんや騒音の発生

抑止に十分配慮するとともに、できる限りの分別とリサイクルに努める。 

 

４ 災害廃棄物処理 

(1) 処理体制 

災害廃棄物の処理を担当する組織を速やかに設置し、災害の規模、被災状

況、災害廃棄物の発生量の推計、仮置場の設置等を行い、東員町災害廃棄物

処理計画に基づいて適正かつ迅速に処理を行う。 

また、甚大な被害が発生した場合においては、県への支援要請の判断を速

やかに行う。 

(2) 処理の方法 

東員町災害廃棄物処理計画に基づき処理を行う。人の健康や生活環境への

影響が大きいものを優先的に収集運搬、処理処分を行う。 

また、災害廃棄物の仮置場への搬入段階から適切な分別と可能な限りリサ

イクルに努め、廃棄物処理法等の規定に従い、適正に処理を行う。 
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■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

１ し尿処理 

避難所の仮設トイレ等について、町の指示に従い、公衆衛生の維持やし尿収

集に協力する。 

 

２ 生活ごみ等処理 

避難所での生活ごみ等について、分別等町の指示を遵守する。 

また、家庭から排出する生活ごみや粗大ごみについて、町の指示する分別方

法や排出場所等に従うよう協力するとともに、ごみの野焼き、便乗ごみ、不法

投棄を行わない。 
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第２節 住宅の保全・確保（復旧 16） 

 

【担当班】 

  調査班、救助班、建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 被災者の住宅関連ニーズの把握、住宅確保対策を行う。 

○ 既設公営住宅等で直ちに入居可能な住宅を早急に確保し、要配慮者等の特別な

配慮を要する者に優先的に提供する。 

○ 被災宅地危険度判定等を速やかに実施するとともに、被災状況に応じた住宅の

応急修理などを早急に行い、自宅避難を促進する。 

○ 応急仮設住宅は、中期的な見通しのもと、あらかじめ選定した適地を中心に建

設する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

住宅関連情報の
受発信 

調査班、 
救助班 

【発災後24時間以内】 

町庁舎や避難所等において

住宅相談窓口等が設置され、

情報収集が可能になり次第 

・住宅や宅地の被災状況 

・応急仮設住宅等のニー

ズ 

(住宅相談窓口) 

被災住宅危険判
定の実施 

調査班 

【発災24時間以内】 

被災宅地危険度判定実施本

部を設置次第、速やかに 

・住宅や宅地の被災状況 

（各班、住民） 

応急仮設住宅等
の確保 

建設 
産業班 

【発災後３日以内】 
滅失等の住家が判明次第速
やかに 

・住宅や宅地の被災状況 

・応急仮設住宅等のニー

ズ 

(住宅相談窓口) 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 住宅関連情報の収集    

(1) 住宅相談窓口等の設置 

適切な数の住宅相談窓口等を設置し、相談需要に応えるとともに、被災者

の住宅確保に関するニーズを把握するための体制を構築する。 
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(2) 住宅や宅地の被災状況及び応急仮設住宅に関するニーズの把握 

住宅や宅地の被災状況及び、応急仮設住宅（建設・借上げ）の必要量など

を把握し、必要な情報を県災対本部に報告する。 

 

２ 被災宅地危険度判定の実施 

被災宅地危険度判定の実施を決定したときは、町災対本部に被災宅地危険度

判定実施本部を設置すると共に、その旨を県に連絡する。併せて、被災者等へ

の周知等、判定実施に必要な措置を講じ、必要に応じて県へ判定支援要請を行

い、被災宅地危険度判定を実施する。 

被災宅地危険度判定士は、宅地の被害状況を現地調査して宅地の危険度を判

定し、宅地に判定結果を表示することにより、所有者や使用者だけでなく、付

近を通行する人や近隣住民等にも注意喚起する。 

 

３ 応急仮設住宅等の確保 

(1) 町営住宅及び応急仮設住宅(借上げ)の確保とあっせん 

町営住宅や民間賃貸住宅を活用し、住家が滅失したり、罹災した者のう

ち、自らの資力では住宅を確保することができない者のための住宅を確保

し、あっせんする。 

これら住宅への入居は、要配慮者等の特別な配慮を要する避難者を優先さ

せる。 

(2) 住宅の応急修理 

住宅の応急修理は、救助法が適用された場合において知事から委任された

ときは町が行う。 

県建設労働組合等業界団体、事業者等と連携し、応急対策をすれば居住を

継続できる住宅について、応急修理を推進し、早期の生活再建を促す。 

(3) 応急仮設住宅の建設 

応急仮設住宅の建設は、原則として県が行うが、救助法が適用された場合

において知事から委任されたときは町が行う。 

中期的な災害対応を見通す中で、あらかじめ、応急仮設住宅の建設予定地

を調査し、確保に努めておく。 

応急仮設住宅の建設にあたっては、ユニバーサルデザインに配慮するとと

もに、入居にあたっては、要配慮者等の特別な配慮を要する避難者を優先さ

せる。 

またペット対策として、飼い主責任を基本とした同行避難を想定し、 

応急仮設住宅に隣接して、ペットの管理場所を（公社）三重県獣医師会の助

言・協力を得て設置するよう努める。 
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第３節 文教等対策（復旧17） 

 

【担当班】 

  教育班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 通常の教育が行えない場合には、応急教育を実施する。 

○ 教育機能の早期回復をめざす。 

○ 災害応急対策のため、施設を使用する場合は、施設管理者として協力する。 

○ 文化財の被害情報を収集し、二次災害防止のために必要な措置を講じる。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

応急教育の実施判断 教育班 【発災後３日以内】 
・被災状況 

（各班・各学校） 

教職員の確保 教育班 【発災後３日以内】 
・被災状況 

（各班・各学校） 

被災児童生徒等の保

健管理 
教育班 【発災後１週間以内】 

・被災状況 

（各班・各学校） 

文化財・歴史的公文

書等の保護 
教育班 【発災後３日以内】 

・被災状況 

（所有者等、各班） 
※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 応急教育の実施判断 

被災施設の状況を速やかに把握し、関係機関との密接な連携のうえ、次の対策

をとり、教育の低下をきたさないように努める。 

① 学校・園施設等の被災建築物応急危険度判定を行う。 

② 校舎・園舎等の被害が軽微なときは、速やかに応急修理を行う。 

③ 校舎・園舎等の被害が相当に大きく、学校・園として使用不能で復旧に長時

間を要する場合には、使用可能な学校・園施設、公民館、公会堂及びその他

民有施設の借り上げ等により、仮校舎・仮園舎を設置する。 

④ 応急教育実施にあたっては、児童生徒等及び保護者等に対し、メールやホー

ムページなどで実施時期等の周知を図る。 

⑤ 施設の安全が確保できず、仮校舎・仮園舎の設置もできない学校・園施設に

ついては、町教育委員会は県災対本部被災者支援部隊教育対策班（以下「県

教育対策班」という。）に対し、児童生徒等を他市町等の学校・園施設等へ

転入学・転入園させる等の調整を要請する。 
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２ 教職員の確保 

教職員の人的被害が大きく、教育の実施に支障をきたすときは、県教育委員

会との連携のもと、学校間等での教職員の応援を図るとともに非常勤講師の任

用等を行う。 

教職員の不足が補えない場合は、県と連携し、他県等への教職員の派遣要

請、受入配置等の調整を行う。 

 

３ 被災児童生徒等の保健管理 

救急処置器材を各学校・園に整備する。 

被災学校・園の教職員に対し、児童生徒等の安全指導、生活指導及び心のケ

アについて指導を行うとともに、必要に応じ各被災学校・園へ専門家を派遣す

る。 

 

４ 学校施設等の一時使用措置 

災害応急対策のため、町立学校・園等の一時使用の要請があった場合、その

調整にあたる。 

 

５ 学用品の調達及び確保 

(1) 給与の対象 

災害により住家に被害を受け、学用品等を喪失又はき損し、修学上支障を

きたした児童生徒等に対し、被害の実情に応じ、教科書(教材を含む)、文房

具及び通学・通園用品を給与する。 

(2) 給与の方法 

学用品の給与は、町長(救助法が適用された場合は知事の委任による町長)

が行う。 

 

６ 文化財・歴史的公文書等の保護 

(1) 被害報告 

文化財・歴史的公文書等が被害を受けたときは、町教育委員会は、その所

有者、管理者及び管理団体とともに被害状況を調査し、その結果を速やかに

県教育対策班に報告する。調査実施ができない状態の場合は県教育対策班に

連絡の上、県との協議を行う。 

(2) 応急対応 

文化財・歴史的公文書等が被害を受けたときは、町教育委員会は県教育対

策班の指示・指導等をもとに、所有者、管理者及び管理団体に対して、被災

文化財・歴史的公文書等の保存、応急処置並びに被害拡大防止等の措置につ

いて、必要な指示・助言を行う 

 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助対策                     

地域住民等は、文化財の被害を発見した場合、所有者又は関係機関等へ可能

な範囲で連絡するとともに、危険の及ばない範囲で被災文化財の保護活動に協

力する。 

また、文化財の所有者等は、危険の及ばない範囲で文化財の保護に努めると

ともに、町教育委員会へ被害状況の報告を行い、応急処置及び修理等について

の指示を仰ぐ。  
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第４節 中小企業・農林業復旧対策（復旧18） 

 

【担当班】 

  建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 被災した中小企業の自立を支援する。 

○ 被災農林者等の自立を支援する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

中小企業復旧対策 
建設 
産業班 

【発災後３日以内】 

災害発生後速やかに 
・被害状況の把握 
（各企業事業者等） 

農林業復旧対策 
建設 
産業班 

【発災後３日以内】 

災害発生後速やかに 
・被害状況の把握 
（各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 中小企業復旧対策 

県と連携し、被災した中小企業事業者等に対し、経営安定資金の利用等につ

いて、周知に努める。 

 

２ 農林漁業復旧対策 

(1) 日本政策金融公庫等融資制度 

被災により経営に支障を生じている農林漁業者のために、政府系金融機関

である日本政策金融公庫や県等の融資制度のうち、災害復旧に利用可能なも

のを紹介する。 

(2) 天災融資制度 

天災融資法に基づき、被災した農林業者等に対して、国、県及び町が農協

系統金融機関や銀行等に対し利子補給を行い、再生産確保のための経営資金

等を融資する。 

なお、本法の適用は、災害の被害程度に応じ政令で定めるところによる。 
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第５節 災害義援金等の受入・配分（復旧19） 

 

【担当班】 

  会計班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 災害義援金の募集、保管及び配分を円滑に行う。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災害義援金募集推
進委員会の設置 

会計班 
【発災３日以内（災害救助法適用

後１日以内）】災害発生後速やかに 
・被害状況の把握 
（各班） 

災害義援金の 
募集 

会計班 

【発災２週間以内（災害救助法適

用後２週間以内）】募集体制が整い

次第速やかに 

・被害状況の把握 
（各班） 

災害義援金等の 
保管 

会計班 

【発災２週間以内（災害救助法適

用後２週間以内）】災害義援金を受

入れた時点 

・災害義援金の受入状況 
（募集推進委員会） 

災害義援金配分委
員会の設置 

会計班 

【発災３週間以内（災害救助法適

用後３週間以内）】災害義援金が配

分できる程度に集まった時点 

・被害状況の把握 
（各班） 

災害義援金等の 
配分 

会計班 

【発災1ヶ月以内（災害救助法適用

後３週間以内）】災害義援金が配分

できる程度に集まった時点 

・被害状況の把握 
（各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 実施機関の設置 

災害義援金の募集及び受入・配分は、東員町災害義援金募集推進委員会、東

員町災害義援金配分委員会を設置して行うこととし、次の関係機関が共同し、

あるいは協力して行う。 

三重県共同募金会、日本赤十字社三重県支部、三重県社会福祉協議会、県、

町、日本放送協会津放送局、三重テレビ放送、三重エフエム放送 
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２ 災害義援金等の募集・受入 

町内で大災害が発生した場合、災害義援金を広く全国に対象に募集する。募

集にあたっては被災地の状況等を十分考慮して行う。 

なお、他の市町・都道府県で大災害が発生した場合の募集については当該市

町・都道府県の状況等を十分考慮して行う。 

災害義援品については、受入を希望するもの及び受入を希望しないものを把

握し、その内容のリスト及び送り先を県災対本部に報告する。 

 

３ 災害義援金の保管 

災害義援金については、町災対本部において一括してとりまとめて保管する。 

災害義援品については、各関係機関において保管する。 

 

４ 災害義援金の配分 

町は、配分の単位を地域として、被災地の状況及び災害義援金の応募（入

金）状況等を検討し、速やかに罹災者に届くよう配分する。 

また、他の市町・都道府県に配分する場合は、該当する市町・都道府県に送

付する。 

なお、配分においては、配分方法を工夫するなどして、できる限り迅速な配

分に努める。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜三重県共同募金会、日本赤十字社三重県支部、三重県社会福祉協議会、その他

各種団体＞ 

１ 実施機関の設置 

「＜町が実施する対策＞ １ 実施機関の設置」に準ずる。 

 

２ 災害義援金の募集 

「＜町が実施する対策＞ ２災害義援金等の募集・受入」に準ずる。 

 

３ 災害義援金の保管 

「＜町が実施する対策＞ ３災害義援金等の保管」に準ずる。 

 

４ 災害義援金の募集及び配分にかかる経費 

災害義援金品の募集及び配分に要する労力等は、可能な限り無料奉仕とし、

輸送その他に要する経費は実施機関において負担する。 

 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

１ 災害義援金への協力    

地域・住民は、可能な範囲で災害義援金による被災地及び被災者支援に協力

する。 
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第５章 復旧にかかる支援措置 

 

第１節 災害復旧事業にかかる財政支援（復旧20） 

 

【担当班】 

  危機管理班、情報収集・企画班、調査班、救助班、建設産業班、教育班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の防災行政の実施は、国及び地方を通

ずる関係機関等のすべてが、それぞれの立場において分任し、これに要する費用

はそれぞれの実施機関が負担することを原則としているが、これに固執した場

合、地方財政を混乱せしめ、ひいては国の円滑な財政運営を阻害するおそれがあ

るため、法令の規定に基づき、又は予算上の措置により、財政負担の適正化のた

め所要の措置を講ずる。 

 

 

第２項 対策 

■ 町と県が連携して実施する対策                      

１ 費用の負担者   

(1) 災害予防及び災害応急対策に要する費用 

災害予防及び災害応急対策に要する費用は、法令に特別の定めがある場合

又は予算の範囲内において特別の措置が講じてある場合を除き、対策を要し

た県・町が負担するものとする。 

（注）法令に特別の定めがある場合 

ア 救助法 第36 条 

イ 水防法 第44 条 

ウ 基本法 第94 条、第95 条 

エ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 第62 条 

(2) 応援に要した費用 

他の地方公共団体の長等の応援を受けた場合、その応援に要した費用は当

該応援を受けた県・町が負担する。しかし、一時繰替え支弁を求めることが

できる。 

(3) 知事の指示に基づいて町長が実施した費用 

知事の指示に基づいて町長が実施した応急措置のために要した費用及び応

援のために要した費用のうち、指示又は応援を受けた町に負担させることが

困難又は不適当なもので、基本法施行令第39 条で定めるものについては、国

がその一部を負担する費用を除いて政令で定めるところによって、県が一部

又は全部負担する。 
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その負担率については、基本法施行令第40条により、負担することが不適

当と認められるもののうち、町が区域内で実施した応急措置のために要する

費用については、３分の２、応援のために要した費用を負担することが困難

なものは、全部を県が負担する。 

 

２ 国が負担又は補助する範囲 

(1) 災害応急対策に要する費用 

災害応急対策に要する費用については、法令の定めるところにより、 

又は予算の範囲内において国がその全部又は一部を負担し、又は補助する。 

(2) 非常災害対策本部長又は緊急災害対策本部長の指示に基づく応急措置に要す

る費用 

基本法に基づき国に設置される非常災害対策本部長又は緊急災害対策本部

長の指示に基づいて町長又は知事が実施した応急措置のために 

要した費用のうち、当該町又は県に負担させることが不適当なもので、 

政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国がその全部又

は一部を補助する。補助率については、応急措置内容その他の事情によりそ

の都度決定される。 

(3) 災害復旧事業費等 

災害復旧事業その他災害に関連して行われる事業に要する費用は、別に定

めるところにより、又は、予算の範囲内で国がその全部又は一部を負担し又

は補助する。 

(4) 激甚災害の応急措置 

基本法に規定する著しく激甚である災害（以下「激甚災害」という。）が発

生した場合には、県及び町は災害の状況を速やかに調査し実情を把握して早

期に激甚災害の指定が受けられるよう措置し、公共施設の災害復旧事業が迅

速かつ円滑に実施できるよう措置するものとする。 

 

※ 激甚災害の指定手続については、下図のとおりである。 

 
 

(5) 激甚災害に係る財政援助措置の対象 

ア 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

① 公共土木施設災害復旧事業 

② 公共土木施設災害関連事業 

③ 公立学校施設災害復旧事業 

④ 公営住宅災害復旧事業 

⑤ 生活保護施設災害復旧事業 
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⑥ 児童福祉施設災害復旧事業 

⑦ 老人福祉施設災害復旧事業 

⑧ 身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 

⑨ 障害者支援施設等災害復旧事業 

⑩ 婦人保護施設災害復旧事業 

⑪ 感染症指定医療機関災害復旧事業 

⑫ 感染症予防事業 

⑬ 堆積土砂排除事業 

・ 公共施設の区域内の排除事業 

・ 公共的施設区域外の排除事業 

⑭ 湛水排除事業 

イ 農林水産業に関する特別の助成 

① 農地、農業用施設、林道の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 

② 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

③ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助 

④ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する特例 

⑤ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

⑥ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

ウ 中小企業に関する特別の助成 

① 中小企業信用保険による災害関係保証の特例措置 

② 小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正す

る等の法律による廃止前の小規模企業者等設備導入資金助成法による既存貸

付金の償還の免除（都道府県の措置） 

③ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

エ その他の特別の財政援助及び助成 

① 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

② 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

③ 日本私立学校振興・共済事業団による被災私立学校施設の災害復旧に必

要な資金の貸付 

④ 市町が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

⑤ 母子及び寡婦福祉資金に関する国の貸付けの特例 

⑥ 水防資材費の補助の特例 

⑦ り災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

⑧ 公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設および林道の小災害復

旧事業に対する特別の財政援助 

⑨ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

 

３ 災害対策基金 

県は、災害対策に要する臨時的経費に充てるため、救助法第37 条の災害救助

基金についての規定、地方財政法第4 条の3 及び第7 条の積み立てについての

規定並びに地方自治法第241 条の積み立てについての規定により災害対策基金

を積み立てなければならない。 
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４ 起債の特例 

① 地方税、使用料、手数料、その他の徴収金で自治省令で定めるものの当該災

害のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められる

ものによって生ずる財政収入の不足を補う場合 

② 災害予防、災害応急対策又は災害復旧で、総務省令で定めるものに通常要す

る費用で当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合 

③ 上記①・②の場合において、基本法施行令第43条に定める地方公共団体は、

激甚災害が発生した場合、その発生した日の属する年度に限り地方財政法第５

条の規定にかかわらず地方債をもってその財源とすることができる。 

 

５ 国の援助を伴わない災害復旧事業費 

激甚災害の復旧事業のうち、地方公共団体の単独事業の経費が著しく過重と

認められる場合は、別に法律で定めるところにより、災害復旧事業費の財源に

充てるための特別の措置を講ずることができる。 
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第２節 被災者の生活再建に向けた支援（復旧21） 

 

【担当班】 

調査班、救助班 

 

 

第１項 活動方針 

〇 被災者に関する情報を速やかに収集し、被災者の生活再建の支援に向けた体制

を整備する。 

〇 町と県が互いに連携し、被災者生活再建支援法の活用など、あらゆる手段を用

いて被災者の生活確保・生活再建のための支援を行う。 

 

 

第２項 対策 

■ 町と県が連携して実施する対策                      

１ 被災者情報の収集と対応 

(1) 被災者台帳整備に向けた検討 

町は、災害時に被災者を総合的かつ効率的に支援するための基礎資料とす

るため、被災者に関する情報を一元整理した被災者台帳を整備するための検

討を行うよう努めるとともに、県は、町の整備促進に協力する。 

(2) 罹災証明書の交付 

町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、被災者への支援措

置を早期に実施するため、被害認定や罹災証明書の交付体制を直ちに確立

し、速やかに被災者に罹災証明書を交付する。 

県は、住家被害調査のために必要な人材育成を図って名簿整備を行うとと

もに、町の住家被害認定調査員養成の促進を図る。また、県は、町の被害認

定や罹災証明書の発行事務について、調査・判定にばらつきが生じないよ

う、県内各市町における課題の共有や対応の検討、各市町へのノウハウの提

供等の必要な支援を行う。 

あわせて、被災者生活再建支援法にかかる県・市町関係職員の対応力向上

を図る。 

 

２ 被災者の生活再建支援に向けた主な対策 

(1) 生活資金等の貸付 

ア 災害援護資金 

① 実施主体：町 

② 対象災害：県内で救助法が適用された市町が1 以上ある災害 

③ 受給者：上記災害により負傷又は住居、家財に被害を受けた者 

④ 貸付限度額：350 万円 

イ 母子父子寡婦福祉資金 

① 実施主体：町 
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② 受給者：配偶者のない女子であって、現に児童（20 才未満の者）を扶

養している者及び「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の対象となってい

る寡婦等で要件を満たす者。 

③ 貸付限度額：貸付資金の種類に応じて貸付 

④ 貸付資金の種類(主要なものを抜粋) 

ａ 事業開始資金  

ｂ 住宅資金  

ｃ 生活資金  

ｄ 就職支度資金 

e 修学資金  

f 修業資金  

g 医療介護資金  

h 結婚資金 

ウ 生活福祉資金 

① 実施主体：県社会福祉協議会 

② 受給者：アの災害援護資金の貸付対象とならない者で、所得等貸付要件

を満たす者 

③ 貸付限度額：貸付資金の種類に応じて貸付 

④ 貸付資金の種類 

ａ 総合支援資金 

・生活支援費 ・住宅入居費 ・一時生活再建費 

ｂ 福祉資金 

・療養費 ・介護等費 ・福祉費 ・福祉費（住宅）・災害援護資金 等 

ｃ 教育支援資金 

・教育支援費 ・就学支度費 

ｄ 不動産担保型生活資金 

・不動産担保型生活資金 

(2) 被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給 

ア 対象となる自然災害 

異常な自然災害により生ずる被害であり､対象となる災害の程度は次のと

おり｡ 

① 救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害が

発生した市町の区域にかかる自然災害 

② 10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町の区域にかかる自然災

害 

③ 県内において100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然災害 

④ 県内に①又は②の市町を含む場合にあって、５以上の世帯の住宅が全壊す

る被害が発生した市町（人口10万人未満に限る。）の区域にかかる自然災害 

⑤ ①～③の区域に隣接し、５以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市

町（人口10万人未満に限る。）の区域にかかる自然災害 

⑥ 県内に①、もしくは②の市町を含む場合、又は③に該当する都道府県が２

以上ある場合に、５以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町（人

口10万人未満に限る。人口５万未満の市町にあっては、２以上の世帯）の

区域にかかる自然災害 
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イ 対象世帯と支給額 

自然災害によりその居住する住宅が、a 全壊世帯、b 半壊又は敷地に被

害が生じやむを得ず解体した世帯、c 長期避難世帯、d 大規模半壊した世

帯に対し、住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）と住宅

の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）を支給する。また、e 

中規模半壊した世帯に対しては、住宅の再建方法に応じて支給する支援金

（加算支援金）を支給する。 

なお、世帯人数が１人の場合は、各該当欄の３／４の額とする。 

 

（単位：万円） 

区分 住宅の再建方法 基礎支援金 加算支援金 合計 

全壊世帯、半壊又は敷地

に被害が生じやむを得ず

解体した世帯、長期避難

世帯 

建設・購入 100 200 300 

補修 100 100 200 

賃借（公営住宅

以外） 
100 50 150 

大規模半壊した世帯 

建設・購入 50 200 250 

補修 50 100 150 

賃借（公営住宅

以外） 
50 50 100 

中規模半壊した世帯 

建設・購入 - 100 100 

補修 - 50 50 

賃借（公営住宅

以外） 
- 25 25 

 

(3) 住宅自力再建支援、災害公営住宅の建設及び住宅金融支援機構との連携 

ア 自力再建支援 

住宅に関する情報提供は、復旧・復興対策として重要であり、被災者の

住宅再建に向けた意思形成を支援できるよう、その提供体制構築を含めて

円滑に行う。 

特に、被災住宅の修理による活用は、被災者にとっては早期の生活再建

に、町及び県においては復興期までの様々な行政需要の抑制に、それぞれ

資するものであるため、早期から積極的に促進を図っていくものとする。 

また、再建資金等の調達方法等も含めた支援メニューの提示をはじめと

する、災害発生時における住宅に関する情報については、平時から、行政

内部での事前検討及び住民への情報提供に努めることで、想定外となる部

分を減らす。 

イ 災害公営住宅の建設 

災害により住宅を滅失した場合で、前述の自力再建支援を行っても自ら

の資力では住宅を得ることができない被災者に対しては、町及び県は、将

来の住宅需要も勘案したうえで必要に応じて災害公営住宅を供給し、住居

の確保を図る。 
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滅失又は焼失した住宅が、公営住宅法に定める基準に該当する場合に

は、被災地町及び県は、被災住宅の状況を速やかに調査して国土交通省に

報告するとともに、災害公営住宅建設計画を作成し、災害査定の早期実施

が得られるよう努める。 

ウ 住宅金融支援機構との連携 

町及び県は、平時から独立行政法人住宅金融支援機構との情報共有及び

連携を図り、災害時における被災者対象住宅相談窓口の円滑な設置運営に

資するよう努めるとともに、発災時においては家屋の被害状況調査を早期

に実施し、災害復興住宅資金の融資が円滑に行われるよう取り組む。 

(4) 租税の徴収猶予及び減免等 

ア 県税の減免及び期限延長 

ⅰ 県税の減免 

災害が発生した場合において必要があると認めるときは、被災納税者に

対する県税の減免を行う。 

なお、災害が広範かつ大規模にわたる場合は、県税の減免に関する単独

条例を制定して被災納税者の救済を図る。 

ⅱ 各種期限の延長 

広範囲にわたる災害が発生し、交通又は通信等が途絶した場合等におい

ては、被災地域内における県税の納税者について、県税の納付期限、申告

期限及び申請期限を延長する。 

イ 町税の減免等の措置 

町においては、被災者の町民税及び固定資産税等の減免、徴収猶予並び

に納期等の延長について、それぞれの町の条例の定めるところにより必要

な措置を行う。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策              

＜国の機関が実施する対策＞ 

１ 租税の徴収猶予及び減免等の対策（国税庁） 

(1) 国税の徴収猶予及び減免等 

ア 災害等による期限の延長 

国税通則法第11 条の規定に基づき、災害により国税に関する法律の定め

ることころによる申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴

収に関する期限までにこれらの行為をすることができないものと認めると

きは、国税庁長官、国税局長及び税務署長は、当該期限を延長することが

できる。 

イ 災害被害者に対する租税の減免及び徴収猶予等 

「災害被害者に対する租税の減免及び徴収猶予等に関する法律」の規定

に基づき、震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害による被害

者の納付すべき国税の軽減もしくは免除、その他の防災関係機関が実施す

る対策 
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＜国の機関が実施する対策＞ 

１ 租税の徴収猶予及び減免等の対策（国税庁） 

(1) 国税の徴収猶予及び減免等 

ア 災害等による期限の延長 

国税通則法第11 条の規定に基づき、災害により国税に関する法律の定め

ることころによる申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴

収に関する期限までにこれらの行為をすることができないものと認めると

きは、国税庁長官、国税局長及び税務署長は、当該期限を延長することが

できる。 

イ 災害被害者に対する租税の減免及び徴収猶予等 

「災害被害者に対する租税の減免及び徴収猶予等に関する法律」の規定

に基づき、震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害による被害

者の納付すべき国税の軽減もしくは免除、その課税標準の計算もしくは徴

収の猶予又は災害を受けた物品について納付すべき国税の徴収に関する特

例については、他の法律の定めのある場合を除いて、この法律の定めると

ころによる。 

 

２ 金融対策（東海財務局津財務事務所、日本銀行名古屋支店） 

(1) 金融機関に求める特別措置 

東海財務局津財務事務所及び日本銀行名古屋支店は、災害発生の際、現地

における災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取

りつつ、民間金融機関に対し、機を逸せず必要と認められる範囲内で、以下

に掲げる措置を適切に講ずることを要請する。 

ア 災害関係の融資に関する措置 

災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続

きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮

した適時的確な措置を講ずる。 

イ 預貯金の払戻及び中途解約に関する措置 

預金通帳、届出印鑑等を焼失又は流失した預貯金者については、罹災証

明書の呈示あるいはその他実情に即する簡易な確認方法をもって災害被災

者の預貯金払戻の利便を図る。 

また、やむを得ない事情が認められる災害被災者等に対して、定期預

金、定期積金等の中途解約又は当該預貯金等を担保とする貸出に応ずる等

の適宜の措置を講ずる。 

ウ 手形交換、休日営業等に関する措置 

災害時における手形交換又は不渡処分、金融機関の休日営業又は平常時

間外の営業についても適宜配慮する。 

また、窓口における営業ができない場合であっても、顧客及び従業員の

安全に十分配慮した上で、現金自動預払機等において預貯金の払戻しを行

う等、災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずる。 

エ 営業停止等における対応に関する措置 

窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等並びに継続して現金自動

預払機等を稼働させる営業店舗等を、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて

告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載

し、取引者に周知徹底する。 
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(2) 保険会社に求める特別措置 

東海財務局津財務事務所は、災害発生の際、現地における災害の実情、資

金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡を取りつつ、保険会社に対

し、機を逸せず必要と認められる範囲内で、以下に掲げる措置を適切に講ず

ることを要請する。 

ア 保険金等の支払いにかかる便宜措置 

保険証券、届出印鑑等を喪失した保険契約者等については、可能な限り

適宜措置を講ずる。 

イ 保険金の支払い及び保険料の払込猶予に関する措置 

生命保険金又は損害保険金の支払いについては、できる限り迅速に行う

よう配慮し、生命保険料又は損害保険料の払込については、契約者の罹災

の状況に応じて猶予期間の延長を行う等の適宜の措置を講ずる。 

ウ 営業停止等における対応に関する措置 

保険会社において、窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を

行う営業店舗名等をポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するととも

に、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周

知徹底する。 

(3) 証券会社に求める特別措置 

東海財務局津財務事務所は、災害発生の際、現地における災害の実情、資

金の需要状況等に応じ、関係機関との緊密な連絡を取りつつ、証券会社に対

し、機を逸せず必要と認められる範囲内で、以下に掲げる措置を適切に講ず

ることを要請する。 

① 届出印鑑喪失の場合における可能な限りの便宜を図る。 

② 有価証券喪失の場合の再発行手続きについて協力する。 

③ 被災者顧客から、預かり有価証券の売却・解約代金の即日払いの申し出

があった場合、可能な限りの便宜措置を図る。 

④ 窓口業務停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等

を、ポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を

新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底す

る。 

⑤ その他、顧客への対応について十分配意する。 

 

３ 雇用対策（三重労働局） 

(1) 被災者に対する職業あっせん等 

ア 通勤地域における適職求人の開拓 

① 職業転職者に対する常用雇用求人の開拓を実施する。 

② 復旧までの間の生活確保を図るため、日雇求人の開拓を実施する。 

イ 巡回職業相談所、臨時職業相談所の開設 

① 災害地域を巡回し、職業相談を実施する。 

② 避難場所等に臨時相談所を設け、職業相談を実施する。 

ウ 雇用保険求職者給付 

「激甚災害に対処するための特別財務援助等に関する法律」の適用によ

り雇用保険求職者給付を行う。 
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＜日本郵便株式会社が実施する対策＞ 

１ 郵便業務にかかる災害特別事務取扱い援護対策 

日本郵便株式会社は、災害が発生した場合において、災害の態様、被災

者・被災地の実情に応じ、災害救助法に基づき、次のとおり、郵便業務にか

かる災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に実施する。 

① 被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の指定の郵便局において、

被災世帯に対し、通常葉書などを無償交付する。 

② 被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施する。 

③ 被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令で定

める法人又は団体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免除を実施

する。 

④ 被災者の救助を行う団体が被災者に配布する救助物資を購入するために

必要な費用に充てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づき、総

務大臣の許可を得て、お年玉付郵便葉書等寄付金を配分する。 

 

 

＜三重弁護士会が実施する対策＞ 

１ 被災者等への法律相談の実施 

三重弁護士会は、大規模災害等が発生した場合、「災害時における法律相

談業務に関する協定」に基づき、被災した県民及び県内への避難者等を対象

に開催する無料の法律相談会等を通じ、災害時の法律に関する知識の普及・

助言等をすることにより、被災者の生活再建に向けた支援に寄与するよう努

める。 
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第６部 事故等による災害対策 

 
第１章 重大事故等対策  

 
第１節 危険物施設等の事故対策（事故１） 

 

【担当班】 

  危機管理班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 事故発生による危険物施設、高圧ガス施設、火薬類施設、毒劇物施設、放射

性物質施設、ばい煙発生施設、排水施設等の被害拡大を防止する。 

 

 

第２項 事故等発生時の主要対策項目 
（危険物施設、高圧ガス施設、火薬類施設、毒劇物施設、放射性物質施設、ばい

煙発生施設、排水施設等にかかる対策） 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

事故等発生時

の緊急措置 

危機 

管理班 

【発災後１時間以内】 

事故発生情報を確認

後速やかに 

・事故発生情報（施設所有者

等、各関係機関、各班） 

・自衛隊災害派遣要請（各班） 

・資機材等確保要請（各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 危険物施設 

(1) 平常時の予防対策 

① 管理監督者に対する指導等 

消防法等関係法令に基づき、立入検査、保安検査等を実施し、施設の維

持管理等について管理監督者に対し指導を行う。 

② 輸送業者等に対する指導等 

危険物等の移動について、路上取締等を実施し、輸送業者等の指導を行う。 

③ 取扱作業従事者に対する指導等 

危険物等の取扱作業従事者の資質向上を図るため、保安講習等を実施

し、事故の発生及び災害防止について指導する。 

④ 防災訓練の実施等の促進 

施設の特殊性に応じた防災訓練の実施を促進するとともに、安全対策に

関する情報を地域に積極的に発信するよう指導する。 
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(2) 事故等発生時の緊急措置 

① 県への通報 

危険物施設の事故等が発生した場合、速やかに県へ通報する。 

② 危険物及び毒物劇物等化学薬品類の所有者等に対する危害防止措置の指示

危険物の所有者、管理者、占有者に対し、危害防止のための措置をとるよ

う指示、又は自らその措置を講ずる。 

③ 警戒区域の設定及び一般住民に対する立入制限、退去等の命令 

必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般住民の立入制限、

退去等を命令する。 

また、町長は、警戒区域を設定しようとする場合に、必要があるときは、

知事等に助言を求めることができる。 

④ 消防隊の出動による救助及び消火活動 

消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者からの報

告、助言等を受け、必要に応じ、関係事業所及び関係公共的団体の協力を得

るなどして、救助及び消火活動を実施する。 

なお、消火活動等を実施するにあたっては、河川及び農地等への流出被

害防止について、十分留意して行う。 

⑤ 他市町に対する応援要請 

火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、消

防組織法第39条の規定により締結している「三重県内消防相互応援協定」に

より、他の市町に対して応援を要請する。 

⑥ 県に対する自衛隊の災害派遣要請の依頼 

自衛隊の派遣要請が必要な事態が生じた場合は、「第４部 第１章 第３節 自

衛隊への災害派遣要請等」に準じ、県に対して自衛隊の災害派遣要請を行う。 

⑦ 資機材等の確保 

化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等必要資機材が不足する場合は、県

に対し必要資機材の提供を要請する。 

⑧ 危険物製造所等の使用の一次停止命令等 

町長は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があ

ると認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者

に対し、当該製造所、貯蔵所、もしくは取扱所の使用を一時停止すべきこと

を命じ、又はその使用の制限をすることができる。（消防法第12条の３） 

⑨ 住民の安全の確保 

消防職員は、事故等発生時に事業者から通報を受けた場合は、直ちに事

故現場に出動し、防御活動を実施するほか、互いに連携を取りつつ、速やか

に危険区域の住民に事態の周知を図り、住民の安全を確保する。 

⑩ 火気等の制限 

消防職員は、事業者等と協議のうえ危険が生じるおそれのある区域での

火気の取扱いの制限、危険区域への立ち入り制限について、住民に周知徹底

する。 

⑪ 避難の指示等 

町長は、危険が生じるおそれのある区域内の住民に避難をすべき理由の

周知を図り、自主防災組織と連携して、風向き等を考慮しながら直ちに安全

な場所へ避難誘導し、住民の安全を確保する。 
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２ 高圧ガス施設 

(1) 事故等発生時の緊急措置 

① 県への通報 

高圧ガス施設の事故等が発生した場合、速やかに県へ通報する。 

② 警戒区域の設定及び一般住民に対する立入制限、退去等の命令 

必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般住民の立入制限、

退去等を命令する。 

また、町長は、警戒区域を設定しようとする場合に、必要があるとき

は、知事等に助言を求めることができる。 

③ 消防隊の出動による救助及び消火活動 

消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者からの報

告、助言等を受け、必要に応じ、関係事業所及び関係公共的団体の協力を得

るなどして、救助及び消火活動を実施する。 

なお、消火活動等を実施するにあたっては、河川及び農地等への流出被

害防止について、十分留意して行う。 

④ 他市町に対する応援要請 

火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、消

防組織法第39条の規定により締結している「三重県内消防相互応援協定」に

より、他の市町に対して応援を要請する。 

⑤ 県に対する自衛隊の災害派遣要請の依頼 

自衛隊の派遣要請が必要な事態が生じた場合は、「第４部 第１ 章 第３

節 自衛隊への災害派遣要請等」に準じ、県に対して自衛隊の災害派遣要請

を行う。 

⑥ 資機材等の確保 

化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等必要資機材が不足する場合は、県

に対し必要資機材の提供を要請する。 

⑦ 住民の安全の確保 

消防職員は、事故等発生時に事業者から通報を受けた場合は、直ちに事

故現場に出動し、防御活動を実施するほか、互いに連携を取りつつ、速やか

に危険区域の住民に事態の周知を図り、住民の安全を確保する。 

⑧ 火気等の制限 

消防職員は、事業者等と協議のうえ、危険が生じるおそれのある区域で

の火気の取扱いの制限、危険区域への立ち入り制限について、住民に周知徹

底する。 

⑨ 避難の指示等 

町長は、危険が生じるおそれのある区域内の住民に避難をすべき理由の

周知を図り、自主防災組織等と連携して、風向き等を考慮しながら直ちに安

全な場所へ避難誘導し、住民の安全を確保する。 

 

３ 火薬類施設 

(1) 事故等発生時の緊急措置 

① 県への通報 

火薬類施設の事故等が発生した場合、速やかに県へ通報する。 

② 警戒区域の設定及び一般住民に対する立入制限、退去等の命令 

必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般住民の立入制限、

退去等を命令する。 
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また、町長は、警戒区域を設定しようとする場合に、必要があるとき

は、知事等に助言を求めることができる。 

③ 消防隊の出動による救助及び消火活動 

消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者からの報

告、助言等を受け、必要に応じ、関係事業所及び関係公共的団体の協力を得

るなどして、救助及び消火活動を実施する。 

なお、消火活動等を実施するにあたっては、河川及び農地等への流出被

害防止について、十分留意して行う。 

④ 他市町に対する応援要請 

火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、消

防組織法第39条の規定により締結している「三重県内消防相互応援協定」に

より、他の市町に対して応援を要請する。 

⑤ 県に対する自衛隊の災害派遣要請の依頼 

自衛隊の派遣要請が必要な事態が生じた場合は、「第４部 第１章 第３節 自

衛隊への災害派遣要請等」に準じ、県に対して自衛隊の災害派遣要請を行う。 

⑥ 資機材等の確保 

化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等必要資機材が不足する場合は、県

に対し必要資機材の提供を要請する。 

⑦ 住民の安全の確保 

消防職員は、事故発生時に事業者から通報を受けた場合は、直ちに事故

現場に出動し、防御活動を実施するほか、互いに連携を取りつつ、速やかに

危険区域の住民に事態を周知し、住民の安全を確保する。 

⑧ 火気等の制限 

消防職員は、事業者等と協議のうえ、危険が生じるおそれのある区域で

の火気の取扱いの制限、危険区域への立ち入り制限について、住民に周知徹

底する。 

⑨ 避難の指示等 

町長は、危険が生じるおそれのある区域内の住民に避難をすべき理由を

周知し、自主防災組織等と連携して、風向き等を考慮しながら直ちに安全な

場所へ避難誘導し、住民の安全を確保する。 

 

４ 毒劇物施設 

(1) 事故等発生時の緊急措置 

① 県への通報 

毒劇物施設の事故等が発生した場合、速やかに県へ通報する。 

② 警戒区域の設定及び一般住民に対する立入制限、退去等の命令 

必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般住民の立入制限、

退去等を命令する。 

また、町長は、警戒区域を設定しようとする場合に、必要があるとき

は、知事等に助言を求めることができる。 

③ 消防隊の出動による救助及び消火活動 

消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者からの報

告、助言等を受け、必要に応じ、関係事業所及び関係公共的団体の協力を得

るなどして、救助及び消火活動を実施する。 

なお、消火活動等を実施するにあたっては、河川及び農地等への流出被

害防止について、十分留意して行う。 
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④ 他市町に対する応援要請 

火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、消

防組織法第39条の規定により締結している「三重県内消防相互応援協定」に

より、他の市町に対して応援を要請する。 

⑤ 県に対する自衛隊の災害派遣要請の依頼 

自衛隊の派遣要請が必要な事態が生じた場合は、「第４部 第１章 第３節 自

衛隊への災害派遣要請等」に準じ、県に対して自衛隊の災害派遣要請を行う。 

⑥ 資機材等の確保 

化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等必要資機材が不足する場合は、県

に対し必要資機材の提供を要請する。 

⑦ 住民の安全の確保 

消防職員は、事故発生時に事業者から通報を受けた場合は、直ちに事故

現場に出動し、防御活動を実施するほか、互いに連携を取りつつ、速やかに

危険区域の住民に事態を周知し、住民の安全を確保する。 

⑧ 火気等の制限 

消防職員は、事業者等と協議のうえ、危険が生じるおそれのある区域で

の火気の取扱いの制限、危険区域への立ち入り制限について、住民に周知徹

底する。 

⑨ 避難の指示等 

町長は、危険が生じるおそれのある区域内の住民に避難をすべき理由を

周知し、自主防災組織と連携して、風向き等を考慮しながら直ちに安全な場

所へ避難誘導し、住民の安全を確保する。 

 

５ 放射性物質施設 

(1) 事故等発生時の緊急措置 

① 県への通報 

放射性物質施設の事故等が発生した場合、速やかに県へ通報する。 

② 警戒区域の設定及び一般住民に対する立入制限、退去等の命令 

必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般住民の立入制限、

退去等を命令する。 

また、町長は、警戒区域を設定しようとする場合に、必要があるとき

は、知事等に助言を求めることができる。 

③ 消防隊の出動による救助及び消火活動 

消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者からの報

告、助言等を受け、必要に応じ、関係事業所及び関係公共的団体の協力を得

るなどして、救助及び消火活動を実施する。 

なお、消火活動等を実施するにあたっては、海上への波及防止並びに河

川・農地等への流出被害防止について、十分留意して行う。 

④ 他市町に対する応援要請 

火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、消

防組織法第39条の規定により締結している「三重県内消防相互応援協定」に

より、他の市町に対して応援を要請する。 

⑤ 県に対する自衛隊の災害派遣要請の依頼 

自衛隊の派遣要請が必要な事態が生じた場合は、「第４部 第１章 第３節 自

衛隊への災害派遣要請等」に準じ、県に対して自衛隊の災害派遣要請を行う。 
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⑥ 資機材等の確保 

化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等必要資機材が不足する場合は、県

に対し必要資機材の提供を要請する。 

⑦ 住民の安全の確保 

消防職員は、事故発生時に事業者から通報を受けた場合は、直ちに事故

現場に出動し、防御活動を実施するほか、互いに連携を取りつつ、速やかに

危険区域の住民に事態を周知し、住民の安全を確保する。 

⑧ 火気等の制限 

消防職員は、事業者等と協議のうえ、危険が生じるおそれのある区域で

の火気の取扱いの制限、危険区域への立ち入り制限について、住民に周知徹

底する。 

⑨ 避難の指示等 

町長は、危険が生じるおそれのある区域内の住民に避難をすべき理由を

周知し、自主防災組織と連携して、風向き等を考慮しながら直ちに安全な場

所へ避難誘導し、住民の安全を確保する。 

 

６ ばい煙発生施設、排水施設等 

(1) 事故発生時の緊急措置 

① 事故発生に係る県への通報 

ばい煙発生施設、排水施設等の事故が発生した場合、速やかに県へ通報

する。 

② 警戒区域の設定及び一般住民に対する立入制限、退去等の命令 

必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、一般住民の立入制限、

退去等を命令する。 

また、町長は、警戒区域を設定しようとする場合に、必要があるとき

は、知事等に助言を求めることができる。 

③ 消防隊の出動による救助及び消火活動 

消防計画等により消防隊を出動させ、災害発生事業所の責任者からの報

告、助言等を受け、必要に応じ、関係事業所及び関係公共的団体の協力を得

るなどして、救助及び消火活動を実施する。 

なお、消火活動等を実施するにあたっては、河川及び農地等への流出被

害防止について、十分留意して行う。 

④ 他市町に対する応援要請 

火災の規模が大きくなり、自己の消防力等では対処できない場合は、消

防組織法第39条の規定により締結している「三重県内消防相互応援協定」に

より、他の市町に対して応援を要請する。 

⑤ 県に対する自衛隊の災害派遣要請の依頼 

自衛隊の派遣要請が必要な事態が生じた場合は、「第４部 第１章 第３節 自

衛隊への災害派遣要請等」に準じ、県に対して自衛隊の災害派遣要請を行う。 

⑥ 資機材等の確保 

化学消火薬剤・中和剤・ガス検知器等必要資機材が不足する場合は、県

に対し必要資機材の提供を要請する。 

⑦ 住民の安全の確保 

消防職員は、事故発生時に事業者から通報を受けた場合は、直ちに事故

現場に出動し、防御活動を実施するほか、互いに連携を取りつつ、速やかに

危険区域の住民に事態を周知し、住民の安全を確保する。 
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⑧ 火気等の制限 

消防職員は、事業者等と協議のうえ、危険が生じるおそれのある区域で

の火気の取扱いの制限、危険区域への立ち入り制限について、住民に周知徹

底する。 

⑨ 避難の指示等 

町長は、危険が生じるおそれのある区域内の住民に避難をすべき理由を

周知し、自主防災組織と連携して、風向き等を考慮しながら直ちに安全な場

所へ避難誘導し、住民の安全を確保する。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

＜中部近畿産業保安監督部が実施する対策＞ 

(1) 高圧ガス施設・火薬類施設 

災害発生及び拡大防止を図るため、次の措置をとる。 

① 液化石油ガス等の販売、貯蔵及び移動の制限等 

② 高圧ガス製造所、火薬類製造施設の事業者に対する応急対策等の指導 

③ 県が実施する高圧ガス施設・火薬類施設にかかる緊急措置に対する支援 

 

 

■ 関係事業者が実施する対策                        

１ 平常時の予防対策 

(1) 自衛消防組織の充実強化及び保安教育等の実施 

危険物施設等の専門的知識を有する事業所員で構成する自衛消防組織を充

実させるとともに、保安管理の向上を図るため、従事者を対象に講習会、研

修会など保安教育を実施する。 

また、万一災害が発生した場合の初期消火を図るための備蓄を図り、必要

な資機材を整備するとともに、防災訓練を実施し、防災体制の確立を図るほ

か、危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品等を管理する施設等

の管理者は、地震発生時に円滑な対応を図るための計画を作成する。 

(2) 緩衝地帯の整備 

危険物施設等及び火災原因となるおそれのある薬品等を管理する施設等か

らの延焼を防止するため、緩衝地帯の整備を促進する。 

(3) 施設の安全対策に関する地域等への情報発信 

施設の特殊性や安全対策への取組を積極的に地域等に情報発信するよう努

める。 

 

２ 事故等発生時の対策 

(1) 危険物施設 

① 危険物の安全な場所への移動等の安全措置 

施設が危険な状態になったときは、直ちに危険物等を安全な場所に移

動、あるいは注水冷却する等の安全措置を講ずる。 

② 事故等発生に係る消防署等への通報 

消防署、町長の指定した場所、警察署に、事故等発生について直ちに通

報するとともに、必要があると認めるときは、周辺の住民に避難するよう警

告する。 
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③ 自衛消防組織その他の要員による初期消火活動 

自衛消防組織その他の要員による、初期消火活動を実施するとともに、

必要に応じ、他の関係事業所の応援を得て延焼防止活動を実施する。 

なお、消火活動等を実施するにあたっては、河川及び農地等への流出被

害防止について、十分留意して行う。 

④ 消防機関の受け入れ 

消防機関の到着に際しては、進入地点に誘導員を配置して消防機関を誘

導するとともに、爆発性、引火性・有毒性物品の所在、並びに品名、数量、

施設の配置及び災害の態様を報告するなどし、消防機関の行う消火活動に協

力する。 

(2) 高圧ガス施設 

① ガスの安全な場所への移動等安全措置 

製造施設が危険な状態となったときは、直ちに作業を中止し、設備内の

ガスを安全な場所に移し、又は放出する。 

また、充てん容器が危険な状態となったときは、直ちにこれを安全な場

所に移す、又は水（地）中に埋める等の安全措置を講ずる。 

② 事故等発生に係る県等への通報 

県、警察、消防に事故発生について直ちに通報するとともに、必要があ

ると認めるときは、付近の住民に避難するよう警告する。 

 (3) 火薬類施設 

① 火薬類の安全な場所への移動等の安全措置 

火薬類を安全地域に移す余裕のある場合には、これを移し、かつ見張人

をつける。 

また、移す余裕のない場合は、水中に沈め、あるいは火薬庫の入口を密

閉し、防火の措置を講ずる等、安全な措置を講ずる。 

② 事故等発生に係る警察等への通報 

警察署及び消防署に、事故等発生について直ちに通報するとともに、必

要があると認めるときは、周辺の住民に避難するよう警告する。 

(4) 毒劇物施設 

① 毒物劇物等化学薬品類の安全な場所への移動等の安全措置 

施設が危険な状態になったときは、直ちに毒物劇物等化学薬品類等を安

全な場所に移動、あるいは注水冷却する等の安全措置を講ずる。 

② 事故等発生に係る保健所等への通報 

保健所、警察署、消防機関に、事故等発生について直ちに通報するとと

もに、必要があると認めるときは、周辺の住民に避難するよう警告する。 

③ 自衛消防組織その他の要員による初期消火活動 

自衛消防組織その他の要員による、初期消火活動を実施するとともに、

必要に応じ、他の関係事業所の応援を得て延焼防止活動を実施する。 

なお、消火活動等を実施するにあたっては、河川及び農地等への流出被

害防止について、十分留意して行う。 

④ 消防機関の受け入れ 

消防機関の到着に際しては、進入地点に誘導員を配置して消防機関を誘

導するとともに、爆発性、引火性・有毒性物品の所在、並びに品名、数量、

施設の配置及び災害の態様を報告するなど、消防機関の行う消火活動に協力

する。 
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(5) 放射性物質施設 

① 事故等発生時の通報 

放射性物質の使用者、販売者及び廃棄業者並びにこれらの者から放射性

物質の運搬を委託された者は、その所持する放射性物質の事故等が発生した

場合は、速やかに次の機関に通報する。 

ア 桑名保健所 

イ いなべ警察署 

ウ 東員消防署 

エ 町役場 

② 汚染区域の拡大防止措置 

放射性物質の使用者、販売者及び廃棄業者並びにこれらの者から放射性

物質の運搬を委託された者は、その所持する放射性物質の事故が発生した場

合は、速やかに汚染区域の拡大防止措置を行う。 

(6) ばい煙発生施設、排水施設等 

① 事故状況等の報告 

工場・事業場のばい煙発生施設、排水施設等に事故が生じた場合は、設

置者は速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を県に対し報告する。 

② 緊急の防災措置 

事故発生時には、設置者は速やかに被害拡大防止のための緊急の防災措

置をとり、住民の健康の保護と生活環境の保全に必要な措置を講ずる。 
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第２節 航空機・列車事故等突発的災害への対策（事故２） 

 

【担当班】 

  各班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 航空機の墜落炎上や列車の追突及び脱線事故等、突発的災害により、多数の死

傷者が発生した場合における被災者及び周辺住民の救出・救助活動とその支援

活動を実施する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

活動体制の確立 
危機 

管理班 

【発災後１時間以内】 

事故の状況を確認後速

やかに 

・事故発生情報 

（各関係機関、各班） 

応急対策活動 
危機 

管理班 

【発災後１時間以内】 

事故の状況を確認後速

やかに 

・事故発生情報 

（各関係機関、各班） 

・自衛隊災害派遣要請 

（各班） 

・応援要請（各班） 

・事故状況等 

（各関係機関、各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策  

■ 町が実施する対策                            

１ 事故等災害発生時の対応 

(1) 活動体制の確立 

航空機の墜落炎上や列車の追突及び脱線事故等の災害が発生した旨の通報

を受けた場合は、速やかに情報収集をはじめとする初動体制の確立を図ると

ともに、消火、救助活動を行うための資機材の整備に努め、災害の特性に合

わせた臨機応変な活動体制をとる。 

町長が必要と認めた場合は、町災害対策本部を設置して、適切な配備体制

を敷くとともに町災対本部を設置した場合には、県（防災対策部災害対策

課）へ報告する。 

また、必要に応じて、現地災害対策本部を設置する。 

(2) 応急対策活動 

必要に応じて次の応急対策活動を実施する。 
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また、これら以外の応急対策活動についても必要に応じて迅速かつ的確に

実施する。 

① 被害情報の収集 

② 消防応急活動及び救助活動 

③ 医療・救護活動 

④ 被災者及び地域住民の避難対策活動 

⑤ 自衛隊災害派遣要請の要求及びその他の応援要請 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

１ 事故等災害発生時の対応     

(1) 活動体制の確立、情報収集 

国土交通省大阪航空局中部空港事務所、中部運輸局等の防災関係機関は、

航空機の墜落炎上や列車の追突事故等の事故災害が発生した旨の通報を受け

た場合、又はその発生を確認した場合は、速やかに情報収集、又は状況把握

を行い、必要に応じて適切な配備体制を敷くとともに、関係機関と情報共有

を図り、災害の特性に合わせて臨機応変な活動体制をとる。 

(2) 応急対策活動 

国土交通省大阪航空局中部空港事務所、中部運輸局等の防災関係機関は、

必要に応じて適切な応急対策活動を実施する。 

 

 

■ 事業者が実施する対策                          

１ 鉄道事業者における措置 

（1）県、中部運輸局又は国土交通省への連絡 

大規模鉄道災害が発生した場合は、被害内容の把握等、迅速な情報の収集

に努め、速やかに県、警察、町、中部運輸局又は国土交通省に連絡する。 

（2）関係列車の非常停止及び乗客の避難 

大規模鉄道災害が発生した場合は、災害の拡大の防止のため、速やかに関

係列車の非常停止及び避難の手配、乗客の避難等の必要な措置を講ずる。 

（3）救助・救急活動及び消防活動 

大規模鉄道災害発生直後における負傷者の救助・救急活動、初期消火活動

に努めるとともに、救助・救急活動及び消防活動を実施する各機関に可能な

限り協力するよう努める。 

（4）代替交通手段の確保 

大規模鉄道災害が発生した場合は、他の路線への振替輸送、バス代行輸送

等代替交通手段の確保に努める。 

（5）鉄道施設の応急措置 

鉄道施設の応急措置について、必要な措置を講ずる。 

（6）他の鉄道事業者への応援要請 

応急工事等の実施が困難な場合、他の鉄道事業者へ要員、資機材の確保の

応援を要請する。 
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第３節 流出油事故等への対策（事故３） 

 

【担当班】 

  情報収集・企画班、危機管理班、住民・衛生班、建設産業班、救助班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 油（危険物を除く）及び有害液体物質の流出事故が発生した場合における周

辺地域の人命、財産等を災害から保護する。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

情報の収集及び
関係機関への連
絡 

情報収集 

・企画班 

【発災直後】 

事故発生情報を確認後

速やかに 

・事故発生情報 

（各関係機関、各班） 

災害対策本部の

設置 

危機 

管理班 

【発災後１時間以内】 
災対本部設置の必要性
が認められたとき 

・事故に関する情報 

（各関係機関、各班） 

必要資機材の確

保 

建築 

産業班 

【発災後12時間以内】 
必要資機材確認後速や

かに 

・必要資機材情報 

（各関係機関、各班） 

自衛隊等への応

援要請 

危機 

管理班 

【発災後12時間以内】 
災害現場状況により速

やかに 

・事故現場状況 

（各関係機関、各班） 

漂着油等の防除

活動 

住民・ 

衛生班 

【発災後12時間以内】 
火災等のおそれがない

ことを確認次第 

・流出油等に関する情報 

（各関係機関、各班） 

ボランティアの

受入 
救助班 

【発災後24時間以内】 
関係機関等による防除

作業の処理不足が判明

したとき 

・流出油等に関する情報 

（各関係機関、各班） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 平時の対策 

(1) 防災設備及び防災資機材等の整備 

災害が発生した場合の被害の拡大を防止するため、必要に応じ、設備及び資機

材を備蓄・整備・点検するとともに、特に次に掲げる資機材については、その増

強に努める。 
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① 化学消火剤、オイルフェンス、油処理剤及び油吸着剤等 

② 油回収器、照明機器、通信機器、ガス検知器（可燃性ガス及び有毒性ガス

用）、耐熱防火衣及び空気又は酸素呼吸器等 

(2) 防災訓練の実施 

災害の拡大防止方法を演習し、防災活動の迅速かつ的確な実施と相互の有機的

連携を図るため、海上災害に対する総合的な防災訓練を実施するよう努める。 

(3) 調査研究の実施 

防災活動の円滑な実施を図るため、次の資料を整備し、その充実を図る。 

① 災害発生状況及び災害の訓練等に関する資料の整備 

② 災害発生の予想に関する資料（気象等に起因する災害の種類、発生時期及び

程度の予想並びに判断のための諸資料）の整備 

③ 防災施設、資機材等の種類・分布状況の調査 

 

２ 事故等発生時の措置 

① 河岸等に漂着した流出油等の除去・回収等活動及び連絡調整 

② 災害情報の収集及び伝達 

③ 住民に対する広報 

④ 避難の指示等及び誘導 

⑤ 防災資機材の調達搬入 

⑥ 他市町に対する応援要請 

⑦ 県に対する自衛隊の派遣要請の要求 

⑧ その他の災害の規模に応じた措置 

 

３ 消防本部の措置 

① 災害情報の収集及び伝達 

② 陸上での火気使用禁止措置 

③ 流出油等拡大防止の指示及び危険区域の設定 

④ 人命救助及び負傷者等の救急搬送 

⑤ 海上保安庁との連絡調整 

⑥ その他の災害の規模に応じた措置 

 

 

■ 原因者等が実施する対策                        

１ 発災事業所等の措置 

① 防災関係機関への通報及び連絡要員の配置 

② 流出源の閉止及び拡大防止措置 

③ 火気使用禁止措置 

④ 事業所内での危険区域の設定 

⑤ 住民に対する広報活動 

⑥ 流出油等の回収措置 

⑦ 周辺事業所、他の事業所への通報及び協力要請 

⑧ その他の災害の規模に応じた措置 
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第４節 原子力災害対策（事故４） 
 

【担当班】 

 総務班、建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 本町及び三重県は県内に原子力発電所又は原子炉施設（以下、「原子力発電所等」

という。）は立地しておらず、予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：Precautio

nary Action Zone・原子力施設から概ね半径５ｋｍ）及び緊急時防護措置を準備す

る区域（ＵＰＺ:Urgent Protective ActionPlanning Zone・原子力施設から概ね半

径 30ｋｍ）にも含まれていない。しかしながら、平成 23年３月 11日に発生した東

日本大震災に起因する東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による放射

性物質の拡散状況を考慮すると、県境から概ね 70ｋｍの位置にある関西電力株式会

社美浜原子力発電所や概ね 100ｋｍの位置にある中部電力株式会社浜岡原子力発電

所を始めとする福井県及び静岡県内の原子力発電所等において、原子力緊急事態が

発生した場合に備えて対処できる体制を整備することが必要である。 

○ 今後も、国による原子力災害対策指針の見直し等の動向を注視し、随時、本対策の

見直しを行なうこととする。 

 

 

第２項 主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

災 害 情 報 の 収

集・伝達・広報 

情報収集 

・企画班 

【発災１時間以内】 

発災後速やかに 

・原子力施設の災害情報 

（国、原子力事業者、関係

都道府県等） 

防護措置 
建設 

産業班 

モニタリング等の情報

により防護措置が必要

となったとき 

・モニタリング情報 

（国、原子力事業者、関係

都道府県等） 

放射性物質によ

る環境汚染への

対処 

住民・ 

衛生班 

放射性物質による環境

汚染が発生したとき 

・モニタリング情報 

（国、原子力事業者、関係

都道府県等） 

県外からの避難

受入 
救助班 

避難受入れ要請を受け

たとき 

・避難受入要請 

（関係都道府県、国） 

風評被害等の軽

減 

情報収集 

・企画班 

風評被害等の影響が予

見されるとき 

・モニタリング情報 

（国、原子力事業者、関係

都道府県等） 

心身の健康相談

等の実施 

保健 

活動班 

住民に健康不安等が生

じたとき 

・モニタリング情報 

（国、原子力事業者、関係

都道府県等） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 
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第３項 対策 

■ 町が実施する対策                             

１ 災害情報の収集・伝達・広報 

県との情報交換及び協力を密にし、入手した情報を必要に応じて住民及び関

係機関へ周知する。 

 

２ 防護措置 

(1) 屋内退避・避難誘導等 

国の指導・助言、指示又は県からの情報に基づき、必要に応じて県及び警

察と連携し、住民への多様な媒体を活用した、屋内退避に関する情報提供又

は避難所への避難誘導等の活動を行う。 

(2) スクリーニング及び除染 

被ばく及び汚染が生じた場合には、原子力災害対策指針に基づき、国及び

原子力事業者の指示等の下、県と連携し、スクリーニング及び除染を行う。 

(3) 水道水・食品の摂取制限等 

県及び国からの指示等により、基準値を超える水道水・食品・農林水産物

について、必要な措置をとる。 

 

３ 放射性物質における環境汚染への対処 

放射性物質による環境汚染に対して、住民の被ばくを低減する必要がある場

合について、必要な対策を検討する。 

 

４ 県外からの避難受入 

県外から原子力災害等により県境を越える避難者の受入要請があった際に

は、保有する施設を避難所として設置する。 

 

５ 風評被害等の軽減 

県と連携し、原子力災害による風評被害の未然防止を図るとともに、その影

響を軽減するため、農林漁業・地場産業の産品、工業品等の適切な流通等の確

保及び観光客の減少防止のための広報活動を行う。 

 

６ 心身の健康相談等の実施 

住民の健康不安解消及び住民が被ばくした際の措置として、原子力災害対策

指針等に基づき、国及び県とともに、住民等に対する心身の健康相談を実施

し、必要に応じ健康調査を行う。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                  

１ 津地方気象台の対策   

津地方気象台は、原子力災害発生時には、原子力発電所等から放出された放

射性物質の動きを予測するため、県に周辺府県の気象状況を提供する。  
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第２章 火災対策 

 

第１節 大規模火災の対策（事故５） 

 

【担当班】 

 情報収集・企画班、消防団、建設産業班 

 

 

第１項 活動方針 

○ 大規模な火災による多数の死傷者等の発生を防止するため、防災空間の整備等

の予防対策及び発災時の救助・救援活動や避難誘導等の応急対策の整備を着実に

進める。 

 

 

第２項 主要対策項目 

応援体制（県内被災地へ） 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

情報の収集・連

絡・調整 

情報収集 

・企画班 
【発災後１時間以内】 
大規模火災発生後速やかに 

火災発生状況 
（消防機関） 

消防活動 消防団 
【発災後３時間以内】 
消防活動が必要と認められ
るとき 

火災発生状況 
（消防機関） 

救急活動 消防団 

【発災後３時間以内】 

救急活動が必要と認められ

るとき 

現場状況 
（消防機関） 

資機材の調達等 
建設 

産業班 
【発災後６時間以内】 
現場等から要請があり次第 

資機材等確保要請 
（消防機関） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 災害予防    

(1) 災害に強いまちづくり 

町は、次により、大規模な火事災害の拡大を防ぎ、又は被害を軽減できる災

害に強いまちづくりを推進する。 

① 避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公

園、河川緑地など骨格的な都市基盤施設及び防災街区の整備 

② 老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地区画整理事業の支援 
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③ 市街地再開発事業等による市街地の不焼化促進策の支援 

④ 水面・緑地帯の計画的確保 

⑤ 河川水・下水処理水等を消防水利として活用するための施設の整備 

⑥ 防火地域及び準防火地域の的確な指定による防災に配慮した土地利用への

誘導 

(2) 火災に対する建築物の安全化 

① 消防用設備等の整備、維持管理 

建築物等について、法令に適合したスプリンクラー整備等の消防用設備

等の設置を促進するとともに、当該建築物に設置された消防用設備等につ

いては、災害時にその機能を有効に発揮することができるよう定期的に点

検を行うなど適正な維持管理を指導する。 

② 建築物の防火管理体制 

建築物等について、防火管理者を適正に選任するとともに、防火管理者

が当該建築物についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通

報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行うなど、防火管

理体制の充実を図るよう指導する。 

③ 建築物の安全対策の推進 

不特定多数の者が利用する建築物等の所有者又は管理者に対し、避難経路

の確保、防火設備・排煙設備・非常用照明等の適正な維持管理など、防火・

避難対策に関する措置の重要性について、防災査察時等に周知を図る。 

(3) 消防力の強化 

① 公設消防力の強化 

ア 消防組織の整備充実 

「消防力の整備指針」（平成12 年消防庁告示第1 号）に沿って消防組

織の整備充実を図る。 

また、消防団員の数は減少傾向にあるので、これを補充強化するため

の消防団確保対策を立てるほか、教育訓練機会を拡充し資質の向上を図

り、青年・女性層の参加を促進するなど消防団組織の活性化を推進する。 

イ 消防施設の整備充実 

「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に沿って、消防機械器

具、消防水利施設等の整備充実を図る。 

② 自衛消防力の強化育成 

消防本部を通じて、防火対象物（消防法第８条に規定するもの）の関係

者に対し、防火管理者制度の徹底とともに、火災に対する初期消防体制の万

全を期するため、自衛消防組織の確立と消防用設備等の充実を図る。 

（4）防災知識の普及 

① 火災予防運動の実施 

住民に火災予防思想と具体的な予備知識を浸透させるため、町と県が中

心となり、関係機関団体の協力のもと、春秋２回火災予防運動を県内一斉に

実施する。 

② 住宅防火対策の推進 

一般住宅等における火災の未然防止及び火災による被害の軽減を図るた

め、消防本部が中心となり、三重県住宅防火対策推進協議会を通じ、住宅用

火災報知器等の普及促進、高齢者世帯の住宅防火診断の実施、火気の取扱い

指導、住宅防火啓発活動等の住宅防火対策を推進する。 

 



302 

③ 立入検査の強化 

町、消防本部は、常に当該区域内の防火対象物並びに地域の環境の変化を把

握しておくとともに、地域別又は用途別に応じて計画的に立入検査を行う。 

また、防火対象物の消防設備等の設置又は管理に不備が認められる施設

に対しては、改善指導を強力に行う。 

④ 応急手当の普及啓発等 

町及び消防本部は、住民に対し応急手当の普及啓発を推進するととも

に、救急救命士の育成等救急搬送体制の強化を図る。 

(5) 特定防火対象物等火災予防対策 

① 特定防火対象物 

ア 防火管理者制度の効果的な運用 

消防本部を通じて、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店等の

多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物には、防火管理者

を選任させ、当該防火対象物について消防計画の作成を徹底させ、当該消

防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防用設備等の点検及

び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、その他防火管理上必要な業

務を行うように消防本部を通じて指導する。 

イ 立入検査指導の強化 

町、消防本部は、特定防火対象物の用途、地域等に応じ立入検査を計

画的に行い、常に所轄区域の特定防火対象物の状態を把握しておくととも

に、消防用設備等の設置や管理面の不備が認められる施設については、設

備改善の指導を強化する。 

ウ 防火対象物定期点検報告制度の実施 

消防本部は防火対象物定期点検報告制度により、点検及び報告が義務

づけられた一定の防火対象物について、防火管理の徹底、避難・安全基準

の強化等を図る。 

また、同制度による点検済の表示、及び防火優良認定証の表示により

利用者への情報提供を行う。 

さらに、上記以外の防火対象物についても、自主点検による報告制度を推

進し、消防法令を遵守している旨の表示をすることにより、管理権限者の自

主的な防火安全対策の向上を図るとともに利用者への情報提供を行う。 

② 学校（園）建物 

学校（園）の建物については、毎年、消防用設備等点検業務の委託を行

い、不良箇所の修繕を行う。国の文教施設整備計画等により、木造建築物を

逐次不燃化構造へ改築を図る。 

③ 文化財 

町内の文化財で、防火・防災施設設備を要するものの対策は、収蔵庫、

消火栓等の設置・点検、防火・防災訓練の指導徹底並びに管理者の巡回によ

り、万全を期する。 

 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 

(1) 情報の収集・伝達 

① 町災対本部の設置 

町長が必要と認めるときは、町災対本部を設置し、災害情報の収集、伝

達を迅速かつ的確に行うとともに、関係機関との調整等を円滑に行う。 
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(2) 消防活動 

① 火災警報の発令 

町長は、火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険

であると認めたときは、火災警報を発することができる。 

なお、警報を発したときは火災予防上必要な措置をとる。 

② 消防活動の実施 

町の地域内に火災等による災害が発生した場合の消防活動は、町長又は

消防長が主体となり、消防機関を動員して実施する。 

なお、災害の規模が大きく関係機関の支援を必要とする場合は、関係法

令の規定により応援出動を要請するなど、必要な措置を講ずることとする。 

また、町長又は消防長は、消防活動の主体として、管内で火災等の災害

が発生した場合に、住民に対し、出火防止、初期消火活動の徹底を期すよ

う、あらゆる手段により呼びかけを行うとともに、住民の避難時における安

全確保及び延焼防止活動を行う。 

③ 応援要請 

町長又は消防長は、災害の規模が大きく他市町の応援を必要とする場合

に、消防組織法第39条及び第44条、基本法第68条等の規定により、県及び近

隣市町に対し応援出動を要請する。 

なお、被災をしていない市町は、あらかじめ締結している消防相互応援

協定の定めるところ、もしくは県からの要請に基づき、県内消防相互応援隊

を編成して応援出動する。 

また、災害が大規模となり、近隣市町の応援のみでは対応できないと判

断した場合は、「三重県内消防相互応援協定」に基づき、県に対し県内消防

相互応援隊の出動を要請する。 

町長又は消防長は、災害の状況及び県内の消防応援だけでは、十分な対

応がとれないと判断したときは、速やかに知事に対して、「三重県における

緊急消防援助隊応援出動及び受援計画」に基づき、緊急消防援助隊の応援出

動を要請する。 

また、この場合において、知事と連絡がとれない場合には、直接消防庁

長官に対して、要請する。 

(3) 救急活動 

① 救急活動の実施 

医療機関、運輸業者等の協力を求めて救急活動を実施する。 

② 応援要請 

町長又は消防長は、多数の傷病者が発生し、他市町の応援を必要と判断

した場合は、消防活動と同様に、協定に基づき県及び近隣市町に対し応援出

動を要請する。 

なお、あらかじめ消防相互応援協定締結している近隣市町は、当該協定

の定めるところにより応援出動する。 

また、近隣市町の応援のみでは対応できないほど多数の傷病者が発生し

た場合には県、市町及び消防組合により締結している「三重県内消防相互応

援協定」に基づき県内相互応援隊の応援出動を要請する。 

(4) 避難措置 

発災時には、人命の安全を第一に、必要に応じて適切な避難誘導を行う。 

また、必要に応じて避難所を開設する。 
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(5) 資機材の調達等 

① 資機材の携行 

消火・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機

関が携行する。 

② 必要な資機材の確保 

必要に応じて、民間からの協力等により、消火・救急活動のための資機

材を確保し、効率的な消火・救急活動を行う。 

 

 

■ その他の防災関係機関が実施する対策                    

１ 災害予防 

「＜町が実施する対策＞１ 災害予防」に準ずる。 

 

 

■ 住民が実施する対策                           

１ 消防活動 

(1) 初期消火活動 

被災地の地元住民や自主防災組織、消防団、企業等は、消防本部の消防隊

が到着するまでの間、可能な限り出火防止、初期消火及び延焼防止に努め

る。 

２ 救急活動 

(1) 初期救急活動 

被災地の地元住民や自主防災組織、消防団、企業等は、救急関係機関が到

着するまでの間、可能な限り応急手当の実施に努める。 

 

 

■ 参 考                                 

１ 火災気象通報 

消防法第22 条第１項の規定により津地方気象台から通報される火災気象通報

の実施基準は、津地方気象台が定めた「乾燥注意報」及び「強風注意報」の基

準と同一とする。 

① 三重県における乾燥注意報の基準：北中部、南部ともに、実効湿度が60％以

下で、最小湿度30％以下となる見込み。 

② 三重県における強風注意報の基準：北中部、南部ともに、陸上で最大風速が

13ｍ／ｓ以上となる見込み。（ただし、実施基準に該当する地域・時間帯で降

水（降雪を含む）が予想される場合には、通報を実施しないときがある。） 
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第２節 林野火災の対策（事故６） 
 

【担当班】 

危機管理班、建築産業班、消防団 

 

 

第１項 活動方針 

○ 林野火災による広範囲にわたる林野の焼失などの被害を防止するとともに、林

野火災が発生した場合にはその被害軽減を図る。 

 

 

第２項 事故等発生時の主要対策項目 

対策(活動)項目 主担当班 活動開始(準備)時期等 重要な収集情報(収集先) 

消防活動 消防団 
【発災３時間以内】 
消防活動が必要と認め
られるとき 

火災発生状況 
（消防機関、町） 

林野火災空中消

火活動 

危機 

管理班 

【発災３時間以内】 
空中消火活動が必要と
認められるとき 

火災発生状況 
（消防機関、町） 

救急活動 消防団 

【発災３時間以内】 

救急活動が必要と認め

られるとき 

現場状況 
（消防機関、町） 

資機材の調達等 
建設 

産業班 

【発災６時間以内】 
現場等から要請があり
次第 

資機材等確保要請 
（消防機関、町） 

※「活動開始（準備）時期等」の時間は、対策（活動）を開始する時期の目安である。 

 

 

第３項 対策 

■ 町が実施する対策                            

１ 災害予防 

(1) 林野火災に強い地域づくり 

① 林野火災消防計画の確立 

森林の状況、気象条件、地理、水利の状況及び林内作業の状況等を考慮

のうえ、関係機関と連携を図り、以下の事項について林野火災消防計画の確

立に努める。 

ア 特別警戒実施計画 

a 特別警戒区域、 b 特別警戒時期、 c 特別警戒実施要領 

イ 消防計画 

a 消防分担区域、 b 出動計画、 c 防護鎮圧計画 

ウ 資機材整備計画 

エ 啓発運動の推進計画 

オ 防災訓練の実施計画 
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② 監視体制の確立 

林野火災予防のため、林業普及指導員等による火気の早期発見と迅速な

通報の行える体制の確立に努める。特に、火災警報発令中においては、桑

名市市火災予防条例の定めるところにより、町及び林野の所有（管理）者

は、火器の使用制限を徹底するなど万全の対策を推進する。 

③ 森林所有（管理）者への指導 

林野火災予防のため、森林所有（管理）者に対し、次の事項について指

導を行う。 

ア 防火線、防火樹帯の整備及び造林地における防火樹の導入 

イ 自然水利の活用等による防火用水の確保 

ウ 事業地の防火措置の明確化 

エ 火入れにあたっては、森林法に基づく条例等による許可のほか消防機関

との連絡体制の確立 

オ 火災多発期（12 月～3 月）における見巡りの強化 

カ 林野火災対策用機材の整備 

④ 火災警報発令中における火の使用の制限 

火災警報が発せられた場合における火の使用の制限について、桑名市火

災予防条例の定めるところにより火の使用制限を徹底する。 

⑤ 防災知識の普及・啓発等 

ア 防災知識の普及・啓発 

関係機関の強力を得て、一般住民に対し、「山火事予防週間」等の行

事を通じて森林愛護並びに防災思想の普及活動を図る。 

また、登山、遊山、狩猟等の入山者のたばこ等の不始末による火災を

防止するため、森林火災表示板を設置するなどにより、火の取扱いのマ

ナーなど、林野火災予防のための防災知識の普及・啓発を図る。 

イ 防火訓練の実施 

消防本部、町、林業関係団体関係機関が相互に連携した防火訓練の実

施を検討する。 

 

２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 

(1) 情報の収集・伝達 

① 町災対本部の設置 

町長が必要と認めるときは、町災対本部を設置し、災害情報の収集、伝

達を迅速かつ的確に行うとともに、関係機関との調整等を円滑に行う。 

(2) 消防活動 

① 火災警報の発令 

町長は、火災気象通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険

であると認めたときは、火災警報を発することができる。 

なお、警報を発したときは火災予防上必要な措置をとる。 

② 消防活動の実施 

町の地域内に火災等による災害が発生した場合における消防活動は、町

又は消防本部が主体となり消防機関を動員して実施する。 

なお、災害の規模が大きく関係機関の支援を必要とする場合は、関係法

令の規定による応援出動を要請するなど必要な措置を講ずることとする。 
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③ 近隣市町への応援要請 

町長又は消防長は、災害の規模が大きく他市町の応援を必要とする場合

に、消防組織法第39 条及び第44条、基本法第68条等の規定により、県及び

近隣市町に対し応援出動を要請する。 

また、被災をしていない市町は、あらかじめ締結している消防相互応援

協定の定めるところ、もしくは県からの要請に基づき、県内消防相互応援

隊を編成して応援出動する。 

なお、災害が大規模となり、近隣市町の応援のみでは対応できないと判

断した場合は、「三重県内消防相互応援協定」に基づき、県に対し県内消防

相互応援隊の出動を要請する。 

④ 緊急消防援助隊の応援要請 

町長又は消防長は、災害の状況及び県内の消防応援だけでは、十分な対

応がとれないと判断したときは、速やかに知事に対して、「三重県における

緊急消防援助隊応援出動及び受援計画」に基づき、緊急消防援助隊の応援

出動を要請する。 

また、この場合において、知事と連絡がとれない場合には、直接消防庁

長官に対して、要請する。 

(3) 林野火災空中消火活動 

町長等は、町地域防災計画等に定める組織及びこれに準ずる組織を設置す

るとともに、次の措置を講じる。 

① 初動体制 

ア 災害情報等の報告 

町長等は、市町地域防災計画等の定めるところにより災害情報等を、

関係機関等に報告する。 

イ 空中消火基地の選定及び設定 

空中消火基地の選定にあたっては、火災現場に近く、資機材等輸送の

ための大型車両等の進入が容易であり、100 トン以上の水源を有し、毎

分１トンの取水が可能な平坦な場所を選定する。 

空中消火基地のうち、離着陸場所（ヘリポート）の設定については、

「第４部第１章 第３節 自衛隊への災害派遣要請等」に定める所要の措

置をとる。 

ウ 火災現場付近の状況把握 

空中消火を効果的に実施するため、風向、風速等の状況を把握する。 

また、危険防止のため、ヘリコプターが活動する区域の障害物の有無

を把握する。 

エ 資機材の確保 

他の自治体、関係機関の資機材の保存状況を把握し、補給できる体制

を整えておく。 

また、使用可能な消火機材及び消火剤数量並びにこれらの保管場所を

把握しておく。 

オ 輸送手段等の確立 

資機材等を空中消火基地に運ぶため、輸送ルート、輸送手段を確立し

ておく。 

また、陸上輸送の場合は、必要に応じて警察署と連絡をとり、先導等

の措置をとる。 

 



308 

② 空中消火活動 

ア 現場指揮本部における任務 

a 情報の総括…空中偵察用航空機、空中消火用航空機、各消防団その他関

係機関からの情報収集と総括を行う。 

b 空中・地上各消火隊の活動統制…消火活動が有機的に実施できるよう消

火計画を作成し関係機関との連絡調整を行う。 

イ 作業手順及び作業内容 

消火薬剤の調合、作業手順等、関係機関と事前打合せを行い、消火活

動を行う。 

③ 派遣要請 

ア 県防災ヘリコプターの派遣要請 

町長等は、林野火災が発生し、人命の危険、その他重大な事態となるお

それのあるときは、県防災ヘリコプターの応援を要請することができる。 

応援を要請する場合は、「第４部 第２章 第５節 ヘリコプターの活

用」の手続により行う。 

④ 報告 

空中消火を実施した場合、速やかに以下の概要を県（災害対策課）に報

告する。 

a 林野火災の場所、 b 林野火災焼失（損）面積 

c 災害派遣を要請した市町名、 d 災害派遣に要した航空機の機種と機数 

e 散布回数（機種別）、 f 散布効果、 g 地上支援の概要 

h その他必要事項 

 

(3) 救急活動 

① 救急活動の実施 

町長又は消防長は、医療機関、運輸業者等の協力を求めて救急活動を実

施する。 

② 応援要請 

町長又は消防長は、多数の傷病者が発生し、他市町の応援を必要とする

場合は、消防活動と同様に、協定に基づき、県及び近隣市町に対し応援出

動を要請する。 

a あらかじめ消防相互応援協を定締結している近隣市町は、当該協定の定

めるところにより応援出動する。 

b 町長又は消防長は、多数の傷病者が発生し、近隣市町の応援のみでは対

応できないと判断した場合は、県、市町及び消防組合が締結している

「三重県内消防相互応援協定」に基づき、県内相互応援隊の応援出動

を県に対し要請する。 

(4) 資機材の調達等 

① 資機材の携行 

消火・救急活動に必要な資機材は、原則として、当該活動を実施する機

関が携行する。 

② 必要な資機材の確保 

必要に応じて、民間からの協力等により、消火・救急活動のための資機

材を確保し、効率的な消火・救急活動を行う。 
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■ その他の防災関係機関が実施する対策                   

１ 林野火災空中消火活動（自衛隊）  

「＜町が実施する対策＞ ２ 迅速かつ円滑な災害応急対策 (2) 林野火災空中

消火活動」に準ずる。 

 

 

■ 地域・住民が実施する共助・自助の対策                  

１ 消防活動 

(1) 初期消火活動 

被災地の地元住民や自主防災組織、消防団、企業等は、消防本部の消防隊

が到着するまでの間、可能な限り出火防止、初期消火及び延焼防止に努め

る。 

２ 救急活動 

(1) 初期救急活動 

被災地の地元住民や自主防災組織、消防団、企業等は、救急関係機関が到

着するまでの間、可能な限り応急手当の実施に努める。 

 

 

 

 

■ 参考                                   

１ 林野火災空中消火活動 

［別図］ 広域航空消防応援の要請及び決定通知ルート 

(1) 市町がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の通知 
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(2) 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の

通知 

 

（参考）要網第８項の手続き 

 
 

 

２ 県林野火災対策等資機材管理運用 

林野火災等の対策用として県が備蓄している資機材の管理並びに市町等関係

機関が使用する場合は「三重県林野火災対策等資機材管理運用要網」による。 
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参考：三重県林野火災対策等資機材管理運用要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、林野火災又は大火災対策の用に供するため、三重県が保有す

る林野火災対策等資機材(以下「資機材」という。)の管理運用について必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

（保管） 

第２条 

(1) 資機材は、次の場所に保管する。 

(ア) 三重県防災対策部災害対策室三重県備蓄倉庫(津市東古河町 36) 

(イ) 三重県防災資機材備蓄センター(三重県消防学校内) 

(ウ) 尾鷲市倉庫 

(エ) 陸上自衛隊第 33普通科連隊 

 

（使用の範囲） 

第３条 

ア 資機材は、原則として林野火災又は大火災が発生した場合の消火及び防御並

びに訓練に使用するものとする。 

イ 資機材を使用できるものは、次に掲げるものとする。 

(ア) 国 

(イ) 都道府県 

(ウ) 市町村 

(エ) 消防組合 

 

（使用の申請） 

第４条 

ア 資機材を使用し、消火及び防御並びに訓練を実施しようとする者(以下「使用

者」という。)は、林野火災対策資機材使用申請書(別記様式)を知事に提出し、

承認を受けなければならない。ただし、事態が急迫し、文書によることができ

ない場合には、電話等により申請し、事後において速やかに所定の手続きを行

わなければならない。 

イ 市町及び消防組合は、林野火災又は大火災の消火及び防御を実施するに際し、

自衛隊の派遣を必要とする場合には県防災計画の定めるところにより、措置し

なければならない。 

 

（返納） 

第５条 使用者は、使用期間が終了したとき又は使用の必要がなくなったときには、

資機材の整備点検を実施し、速やかに返納しなければならない。 

 

（費用の負担） 

第６条 

ア 資機材を使用した場合、次の費用は使用者の負担とする。 
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(ア) 資機材の引渡し及び返納に要する費用 

(イ) 使用期間中における資機材の維持管理及び補修に要する費用 

(ウ) き損又は消費した資機材の購入補てんに要する費用 

(エ) 資機材の使用により人身又は物件に対し損害を与えた場合、その補償に要

する費用 

(オ) 県防災計画の規定に基づく自衛隊の災害派遣部隊の活動に要した費用 

イ 災害が、２以上の団体に及ぶ場合には、関係団体が協議のうえ負担する。 

 

（補足） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、資機材の管理運用について必要な事項は、

その都度定める。 

 

（附則） 

ア この要綱は、昭和 55年６月１日から施行する。 

イ 三重県林野火災対策資機材管理運用要綱(昭和 48 年２月１日施行)及び空中

消火用資機材管理運用要綱(昭和 53年 12月１日施行)は、廃止する。  
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別記様式 

 

 

 

林野火災対策等資機材使用申請書 

 

 

年  月  日 

 

三重県知事 様 

 

申請書住所 

 

氏名            印 

 

 

三重県林野火災対策等資機材管理運用要綱第４条の規定に基づき、下記のとおり申請しま

す。 

 

 

１．使用目的 

 

２．使用期間       年  月  日から  年  月  日まで 

 

３．資機材名及び数量 

 

 

 

 

４．連絡窓口及び連絡責任者 

 

 

 

 

  



314 
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